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〈日韓連帯〉、親密性、運動文化、ナラティブ・ア
プローチ

1．なぜ〈日韓連帯〉か

本特集は、1970年代～ 80年代の日韓連帯運動
と 90年代以降のそれとの変容と継続を明らかに
すべく、90年代以降運動の各個別現場におけるそ
れぞれの成果と課題、各個別運動を横につなぐ理
念および展望を議論する。それをとおして、〈日韓
連帯〉というトランスナショナルな運動文化に作
用する思想と行動のメカニズムを探り、その基層
にあるものに迫る。こうした特集の研究目標に向
けて、本稿では歴史的に展開した社会運動として
の〈日韓連帯〉の連続性と断絶性を考察すること
の意義を提示する。
周知のように〈日韓連帯〉は、1970年代から

1980年代にかけて、韓国における民主化運動を支
援する日本の市民社会により提起されたものであ
る。ただし〈日韓連帯〉は、韓国の民主化運動へ
のコミットのほかにも、貧困・公害輸出・買春観
光など社会問題への関心、在日コリアンの社会的・
法的権利をめぐる市民運動などさまざまな流れが
存在した。近年の戦後補償運動につながるような、
韓国の原爆被害者を救援する活動やサハリン残留
韓国人に対する支援活動も〈日韓連帯〉の重要な
実践といえる。
こうした公権力に対する批判的な領域としての

市民的公共圏のトランスナショナルな展開は、韓
国・台湾の民主化の実現によりその可能性を大い
に広げた。ところが、これらのうち、韓国の民主
化をターゲットにした概念としての〈日韓連帯〉
は、韓国で民主化が実現するとともに過去のもの
とされるようになる。〈日韓連帯〉の政治的役割の
終了は、国境を越える公共圏として実践的・象徴
的イメージを構築することなく、それに断絶をも
たらす結果となった。
これは、当時の〈日韓連帯〉が政治的・社会的

制約により本来の「連帯」の意味を示すよりも、一
方向的な支援にとどまっていたことが一因でも
あっただろう。それに対して、1990年代以降の〈日
韓連帯〉が、1970年代～ 80年代よりも開放性・脱
中心性・相互作用性にもとづくネットワークとし
て、「連帯」の本来の意味を体現しているといえる。
そうであるならば、いまこそ〈日韓連帯〉を過

去のものとしてではなく、日韓のトランスナショ
ナルな市民的公共圏としての意義を再考し、21世
紀の日韓関係に相応しい概念として再生すること
ができるのではないか。なぜなら、1990年代以降
に浮上した歴史問題のみならず、ジェンダー、環
境、移住者、難民など、新自由主義の拡大による
グローバルな社会・経済のゆがみに対処するため
にも、日韓の市民社会の「連帯」は過去とは異な
る双方向的・相互作用的なかたちでいまこそ必要
とされているからである。
なによりも〈日韓連帯〉の経験はナショナリズ

ムの境界を越える可能性を秘めている。日韓の市
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民社会が、歴史問題だけではなく、諸領域におい
て連帯のネットワークを形成していることは、〈日
韓連帯〉が戦後の日韓関係において構築されたト
ランスナショナルな公共圏の一部であることを示
唆する。米中対立の危機が東アジアを覆うなか、平
和主義にもとづくトランスナショナルな連帯がい
ま求められている。
しかし日韓市民社会の連帯はナショナルな境界

に阻まれ、その政治的・歴史的意義が十分に示さ
れていない。それは〈日韓連帯〉のさまざまな経
験が積み重ねられていないからでもある。〈日韓連
帯〉の実践は日本と韓国で正当に評価されていな
いのだ。
日本帝国の植民地支配に端を発する諸問題への

市民社会の取り組みは、どのように旧被支配国の
人々との相互作用をとおして国家暴力に対抗する
越境的な抵抗へと転化していくのか。〈日韓連帯〉
の共同体験を掘り起こし、市民社会がアクターと
して支えてきた公共性の実践を現在的意味のなか
で見つめ直すことが、日韓関係の葛藤の根源を診
断し、未来志向のパートナーシップの展望を開く
ための新たな枠組みの土台となりうるはずであ
る。

2．社会・文化における交流の実践

いま、日韓関係はいわゆる「65年体制」を再生
するか代替するのかという岐路に立たされてい
る。日韓関係の新しい枠組みを作り直す必要があ
るわけであるが、そもそも戦後の日韓関係が「65

年体制」に全面的に依存するものではない。戦後
補償運動のように「65年体制」に挑戦するかたち
で築かれてきた市民運動もある。こうした政治や
経済部門ではない、社会・文化における交流の歴
史に注目すると、1990年代以降の相互作用がもた
らす日韓の社会的な公論の場が浮かび上がってく
る。多様で重層的な社会・文化領域の日韓関係を
編み出す市民運動や文化交流については、これま
でも目を向けられてきた。

その代表的な成果として、日韓国交正常化 50年
に合わせて刊行された磯崎典世・李鍾久編（2015）
『日韓関係史 1965―2015Ⅲ 社会・文化』（東京大
学出版会）が、両国の文化交流・市民運動・地域
社会・相互認識をたどり、政治との関係から離れ
た日韓関係の多彩な側面を提示している。しかし、
こうした「草の根交流」の方法論としてコスモポ
リタニズムという理念型に依拠するのであれば、
それらの市民的実践はなんら内在的連関性を持た
ない日韓関係史の一場面にとどまる。したがって、
そこから「65年体制」を乗り越える市民社会のプ
ラットフォームの潜在性や現在的意味を見出すに
は限界がある。
韓国の民主化によって、日韓関係も新たな時代

に突入した。日韓では、国家と市民社会の関係変
化にともなって〈日韓連帯〉のあり方も変容する
のである。
ところで、国際政治からみた日韓関係は、木村

幹・田中悟・金容民編（2020）『平成時代の日韓関
係－楽観から悲観への三〇年』（ミネルヴァ書店）
で示されているように、成熟した市民社会は日韓
の未来志向のパートナーシップに対する「制約要
因」として位置づけられるのが一般的だ。市民社
会を国際政治の従属変数とみなしたり、あるいは
その補完要素として断片的に扱ったりするだけで
は、戦後の日韓関係が、人権・平和・環境などグ
ローバルな課題に挑むうえで主要なアクターとし
て浮上する市民社会のダイナミックな展開を捉え
ることはできない。
そうだからといって、韓国が民主化され冷戦が

揺らぐ 1980年代後半の激動が〈日韓連帯〉に断絶
をもたらしたというのは短絡的であろう。〈日韓連
帯〉の形態はさまざまであっても、それを個別に
ではなく、戦後の東アジアにおける脱帝国化およ
び脱植民地化、さらに脱冷戦化という未完の課題
に向けた長期的・市民的な社会運動として捉えた
らどうか。社会運動論が、社会運動の発生・発展・
持続といったメカニズムを問うものであり、これ
らの研究が政治的目標を定め、それに対して具体
的な戦略を用いるような組織現象としての社会運
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動を対象にするものであるならば［富永 2017:5］、
〈日韓連帯〉も社会運動として捉えることによっ
て、そうしたメカニズムの連続性と断絶性を視野
に入れることができるのである。
そうだとするならば、1970年代～ 80年代の〈日

韓連帯〉の担い手たちの活動には、それがポスト
コロニアルと脱冷戦の課題として新たに浮上した
1990年代以降の戦後補償運動へと転化する連続性
が見てとれる。こうした連続性は、1970年代～ 80

年代の韓国の民主化運動や社会問題への関心およ
び在日コリアンの社会的・法的権利はもとより、
1990年代以降に活発化する戦後補償運動や各種
NGO、文化芸術や宗教、女性運動、学術交流も視
野に入れることによってくっきり浮かび上がって
くる。

3．〈日韓連帯〉の連続と断絶―連続性が照
らす運動文化

日韓市民社会の連帯は、目的と理想、方針を異
にするさまざまな個人・団体・組織によって実践
されているため、その思想的営みも多様かつ複雑
である。したがって、これらの連帯の歴史的実践
を追うだけでは、その断絶を超えることはでない。
重要なことは、〈日韓連帯〉というコンタクト・
ゾーンの歴史文化的な双方向性の系譜をたどり、
そこから日韓の市民的な連帯を突き動かしてきた
言説と構造を丹念に導き出す作業である。
言い換えると、〈日韓連帯〉を民主化運動に軸心
を置く狭義の概念ではなく、戦後補償運動や社会・
文化の交流などを含めたトランスナショナルな公
共圏の基盤となる市民的実践としての概念に広げ
てその外部と内部に迫り、そこに作用する理念や
共感の連続と断絶、継承と消滅をもたらす言説に
挑むことである。日韓関係を取り巻くヒト・情報・
文化の越境を歴史・理論・実践にもとづいて探求
すれば、その全体像を貫く思想と行動のメカニズ
ムを浮き彫りにすることができるのだ。
それでは、冷戦構造の解体を挟む 1970年代～ 80

年代と 90年代以降の二つの時期に、〈日韓連帯〉に
おいていかなる連続と断絶の契機が作用している
のだろうか。その手がかりとして、社会運動論か
ら〈日韓連帯〉の歴史と現在を照射し、その連続／
断絶をたんに運動の形態や組織の継続か否かの問
題ではなく、社会運動観や理論的枠組みの変化を
反映するパラダイムの問題として把握することが
緊要だ。なぜなら、〈日韓連帯〉の行動と言説の歴
史的展開を視野に入れるのであれば、運動がめざ
す目標実現の動員力や遂行性のみならず、参加者
同士が共鳴する認知的枠組みをあぶり出す必要が
あると思われるからだ。そうすることで、さまざ
まな〈日韓連帯〉の実践を長期的・市民的な社会
運動として位置づけることができるのである。
日韓関係における市民運動の相互の動態・交差・

浸透は、「経験」を共有し問題を「発見」する歴史
的・政治的プロセスにおいて絡まり合って展開し
てきた独特のものがある。〈日韓連帯〉の多様な
フィールドにおける集合行動の形態はさまざまで
あっても、そこにはトランスナショナルな公共圏
における「政治的な体験の形式・様式」［富永 2016］
として独自の「運動文化」が形成されているので
はないか。
社会運動論の理論的枠組みにおける近年の展開

として、「経験運動論」は、異質な他者と「経験」
を共有すること自体が運動であると論じる。社会
運動が元々の出自や社会的立場ではなく、その場
その時において集合した人々が「経験」を共有す
ることによって成り立つというのだ。その場合、社
会運動が生起する要因である「経験」は、不満や
怒りとは必ずしも言い切れるものではない。むし
ろ人々のキャリアが個人化・流動化するグローバ
ル化した現代社会において、共通の不満や怒りが
「集合的アイデンティティ」として成立するとは限
らず、「経験」の内実は人によって大きく異なるの
である［富永 2017: 32－ 33］
〈日韓連帯〉は何かしらの理想や信念にもとづい
て明確な目標を共有したり、特定の政治勢力が主
導したりして組織的に展開するだけではない。む
しろ各々の実践を重ねながら「経験」を共有し、帝
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国主義的で植民地主義的な問題を「発見」してい
く歴史的・政治的プロセスでもある。それは、社
会運動のあり方が、担い手の特質から無条件に現
れるわけではなく、偶発的な要素であるとか、場
や諸資源といった構造的な要因にも左右されたり
するからである［富永 2017: 9］。
一方、社会運動論における「動員論」などの構

造的アプローチでは、運動内での個人のアイデン
ティティや文化的ダイナミズムが構築されていく
プロセスについては解明できない。もっとも社会
構築主義からすると、社会運動は集合的に組織さ
れた行為の表現に収まるものではない。集合的に
構築され共有された意味、解釈、儀礼、アイデン
ティティをも含んでいる［Davis 2002:8］。こうした
運動の内的で文化的な動態に注目するのであれ
ば、「文化的アプローチ」が必要となる。社会学者
の西城戸は社会運動の「運動文化」の側面を強調
している［西城戸 2008］。
そうだとするならば、〈日韓連帯〉という「運動
文化」を成り立たせるインフォーマルなネット
ワークや、紐帯・規範・価値というコミュニケー
ションのあり方が連続／断絶するメカニズムの解
明は、文化論的アプローチをもって考察すること
ができる。
〈日韓連帯〉を「運動文化」として定立すること
の意義をどのように見出せるのか。そこで重要な
のは、こうした運動文化が、必ずしも加害／被害
に単純化された図式に回収されるものではないと
いうことだ。そこで、加害／被害の対立構図から
排除された個々の被害者の基本的人権を基盤とす
る連帯の必要性を提示するにあたり、越境的な市
民社会の連帯は国家－国民として連結された枠組
みの外側の境界から始まることを補強する概念と
して「親密性」に注目することができる。

4．「親密性」からみる〈日韓連帯〉

〈日韓連帯〉は対象とするターゲットや実践形態
が多様であっても、東アジアにおける歴史問題と

切り離せない。過去においても現在においても、そ
の根底には日本帝国の植民地支配に起因する脱帝
国化・脱植民地化の課題があるからだ。したがっ
て、戦後日韓において市民社会レベルで取り組ま
れてきた共同の歴史・言説・実践としての〈日韓
連帯〉の多様な経験が、日韓関係の同時代史と現
実政治において位置づけられる国際政治的な性格
を解明するためにも、〈日韓連帯〉を国家との対抗
関係を含む「公共圏」の概念からアプローチする
ことは有効である。
しかし、〈日韓連帯〉の実践的意味は、日韓関係

に政治的影響や変動をもたらす制度的手段の構築
としてのみ成果を示すのではない。戦後補償裁判
を例にするなら、そこには多様な経験を積み重ね
つつ被害／加害の対立構図を超えて原告と支援者
が築いた集合行動の内的で文化的なダイナミズム
が浮かび上がってくる。したがって、〈日韓連帯〉
がどのような仕組みによって成り立ち、またどの
ようにナショナルな枠組みを越える潜勢力を生み
出すのか、その構造の解明に取り組むのであれば、
「公共圏」の概念だけでは不十分である。
〈日韓連帯〉の政治社会学的な意味を突き止める
ことが、その断絶を超えて国家権力の暴圧的な行
使に異議を唱えるトランスナショナルな公共圏の
ありかを指し示してくれる。ただし、1990年代以
降の日韓にまたがる対抗的な公共圏は、両市民社
会の「親密圏」によっても支えられているのでは
ないか。〈日韓連帯〉という越境する集合行動の内
的で文化的なダイナミズムに注目して日韓の市民
社会が育んできた信頼と紐帯、規範と価値を再考
するには、これらの内在的連関性を意味する「親
密圏」のもつ政治的機能にも注目する必要がある。

1990年代に入り、韓国の戦争被害者や遺族団体
が日本の国家賠償や謝罪を求めて自ら提訴するよ
うになる。こうした戦後補償裁判は、日本の市民
社会の連帯がなければそもそも不可能であったに
違いない。戦後補償裁判を日本の市民社会が支え、
それが「戦後日本の戦争責任論」にも変容を促し
たことは、日本と韓国の市民社会が相互作用を通
して自己革新を重ね、植民地主義を超えていくた
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めの共同作業であったことを意味する。
戦時動員された人々の被害の救済と名誉の回復

を「最終目標」として日本の戦後責任を追及する
戦後補償運動は、多くの場合その解決を見出せな
かった。ところが〈日韓連帯〉は、かつての植民
者と被植民者が双方向的・相互作用的に共同作業
し、共感にもとづく信頼と敬意を育むことから始
まる。それは必ずしも運動の参加者同士が共鳴す
る認知的な共同性に裏打ちされるものではない。
ジュディス・バトラーが「開かれた連帯」につい
て語るように、「定義によって可能性を閉じてしま
うような基準的な最終目標にしたがうことなく、
多様な収束や分散を容認する開かれた集合」を想
定してみよう［バトラー 1999:44］。
この「開かれた連帯」に依拠するならば、戦後

補償運動において日本政府の謝罪と賠償という歴
史問題の「解決」に直結する成果以外にも、「最終
目標」を追求するなかで発生した「具体的な出会
い」や、その過程で落ちこぼれた継続する苦痛を
補完するさまざま取り組みも正当に評価されるべ
きであろう。
文化論的アプローチからすれば、権力に対峙す

ることでダイナミズムを示してきた「越境と連帯」
の社会運動が、じつは「人と人、人とモノや出来
事とが具体的に出会い［中略］、紆余曲折と浮沈を
くりかえしながら」［大野・小杉・松井 2021:13］進
められてきたことを見逃せない。こうした「出会
い」は、支援者グループが社会・文化的な背景の
なかで関係を構築していく空間としての親密圏な
くして発生しえない。親密圏においては、程度の
差こそあれ、愛情、友情、ケアの感覚など、必ず
しも合理的な思考に還元できないような感情にも
とづいて、人々の関係性が形成される［田村
2010:47］。人々が運動を組織し参加する体験の構
造と行為の動機は参加者の心理状態を指し、それ
を内側から読み解く文化論的アプローチは親密圏
における「具体的な出会い」の政治的機能を導き
出す。
こうした「接触」がもたらす偶然性あるいは可

変性に〈日韓連帯〉の連続性の契機が潜んでいる

ならば、親密圏の意味もあらためて問われなけれ
ばならない。「出会い」はたんに人的動員の手段で
はなく、「経験」を共有し問題を「発見」する親密
圏をも構築するのだ。すなわち、運動の参加者が
「出会い」を通じて感情を共有することで成り立つ
「政治的な体験の形式・様式」としての「運動文化」
が、親密圏と公共圏の交差する場で形成されてい
るのである。これを明らかにすることが「日韓連
帯」の連続と断絶の契機を探るカギとなる。

5．〈日韓連帯〉へのナラティブ・アプローチ

「親密性」が紡ぐ連帯の条件は、加害／被害を二
項対立ではなく重層的な連鎖構造として捉えるこ
とだ。実際、「親密性」は戦後補償運動における強
制動員被害者の原告と日本の支援者との関係のな
かで構築されてきた。それは戦後補償裁判が一方
的な支援ではなく、韓国の原告と日本の市民が互
いに信頼と敬愛を深めながら自己変革していった
過程であったからにほかならない。
文化論的アプローチでは、社会運動の目標を追

求するプロセスを突き動かすのは「語り」である。
公共圏における「語り」が行為の表現として当局
や敵手、世論に向けて発せられるならば、親密圏
における「語り」は、感情というきわめて個人的
な要因をすくいあげる領域として社会運動を展開
する組織の内部で共有され、「物語」を生成する。
もっとも語り行為はそれが行われる現場、社会・
文化・歴史的文脈や状況と切り離せないため［や
まだ 2021:167］、そこに生成された物語は日韓の市
民社会を貫通する「運動文化」の文化的・象徴的
な特徴を示すことになる。
社会運動の理論的な分析と物語の実証研究を結

びつけることで、物語が運動にかかわる言説にお
いて核心的な一形態であり、重要な分析概念であ
ることを示しているのが「ナラティブ・アプロー
チ」である。「言語」や「物語」の作用を重視する
ことで独自の視界を切り開いてきたナラティブ・
アプローチが、いまだ語られていない経験に言葉
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を与えることで「複数の主体」「複数の声（多声
性）」を示したことは、「言説に支配されたシステ
ム」に挑む力を当事者にもたらした［野口 

2018:124］。
米社会学者のジョセフ・デイビスは、社会運動

論の理論的な分析と物語の実証研究を結びつける
ナラティブ・アプローチの導入を提唱する。「物語」
が運動にかかわる言説において核心的な一形態で
あり、重要な分析概念であることを示しているの
だ。こうして道徳や情動、アイデンティティ、運
動の内的な文化などと同じように、「物語」がこれ
まで看過されてきた社会運動の文化的次元ついて
考察する方法を提供してくれるとデイビスは期待
する。そこで注目するのが、物語の語り手と聞き
手／読み手が生成する情動的な紐帯や連帯の感覚
を含んだ「われわれ」という共同性である。参加
者が運動に関与するのは、たんに論理的で手段的
であるだけでなく、想像的で直感的で情動的でも
あるのだ［Davis 2002:4－ 24］。
だからこそ既存のドミナントな物語に対抗する

オルタナティブな物語は、実際に世論や政治を突
き動かす影響力を発揮する。しばしば証言は、裁
判や歴史研究において、それを外部から観察可能
なものとして因果や真理を明らかにするニュート
ラルで特権的な立場から裁断される。ところでナ
ラティブ・アプローチでは、「語り」を、内に蓄積
した記憶を外へ表現するものとしてではなく、い
まここの現場で語り手と聞き手の共同行為によっ
て、共同生成されるものと考える［やまだ2021:167］。
戦後補償裁判において、法廷空間で原告の「語

り」は、証言の信憑性を担保するセオリーに即し
てのみ意味を与えられる。文化人類学者の松田素
二がいうように、首尾一貫しない個人的思いや感
情の表出が認めたれない一方で、事件の責任につ
いては、徹底して個人に帰属されるという構造が、
社会的癒しの能力を欠く法廷空間にはあるからだ
［松田 2007:117－ 118］。ところが親密圏では当事
者性が否定されることなく物語を語ることができ
る。親密圏では 1人称の物語が紡ぐ情動の価値が
排除されることなく重視され、語り直しの可能性

にも開かれているのだ［野口 2018:65－ 67］。
したがって、戦後補償運動における「政治的な

体験の形式・様式」では、「語り」は語り手と聞き
手のインタラクションとして進行する。だからこ
そ、日本での戦後補償裁判がことごとく原告の敗
訴に終わっても、裁判をとおして被害者たちは尊
厳を回復することができたのである。また、被害
者たちの「恨

ハン

」は裁判で勝訴に至らなくても、支
援者との具体的な出会いの過程で解きほぐされる
ことだってあった。このことは、〈日韓連帯〉の実
践的意味が両国の市民社会が育んできた信頼と紐
帯、規範と価値としても重要であることを指し示
している。
そこには、「関 裁判を支援する会」（福岡）を

率いた花房俊雄・花房恵美子夫妻がいうように、国
家間の和解という空虚な「語り」ではなく、「被害
者にとことん向き合い、被害者が何で傷ついて、何
を求めて、何をしたいのか、あらゆる情報を集め
て、自分で考えて整理して運動をつくっていく」
［花房・花房 2019:209］というような、「親密性」と
しかいいようがない「政治的な体験の形式・様式」
が築かれているのだ。

6．〈日韓連帯〉の言説と行動のメカニズム

〈日韓連帯〉を抵抗空間としての公共圏だけでな
く、共感とコミュニケーションのあり方として親
密圏のもつ政治的役割にも注目し、運動内での個
人のアイデンティティや文化的ダイナミズムが構
築されていくプロセスを浮き彫りにした。〈日韓連
帯〉における集合行動は、「親密性」に根ざした
「活動家たちが日常と出来事を往還する中で共有
され、伝達され、再生産される、個人のこだわり
や理想、あるいは組織的なしきたりや規範を通じ
て意識的・無意識的に表出されるもの」［富永 

2016:27－ 29］によっても方向づけられるのだ。
植民地支配に端を発する諸問題に関する日本の

市民社会の対応は、相互作用を通じて国家暴力に
対抗するトランスナショナルな抵抗に変化する潜
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在性をもっている。そして、この潜在性は論理的
で手段的であるより、情動的な絆と連帯の感覚を
含む共同性を通じて生み出され、発現される。〈日
韓連帯〉が示す諸形態と諸局面の連続と断絶を捉
えると、「親密圏が公共圏を支える」ことで成り立
つ越境的な市民社会のネットワークの何が、どの
ように継承されたり阻まれたりしているのか、そ
の歴史的・政治的・社会的な意義をつかむことが
できるだろう。
そこからは、1970年代～ 80年代の韓国の民主

化に向けて連帯する日韓の市民運動と、1990年代
以降に本格化する戦後補償運動など市民社会の協
力・交流が地続きであるものとして捉えることで
みえてくる〈日韓連帯〉の言説と行動のメカニズ
ムの一端が浮かび上がってくる。

【付記】本稿は、玄武岩・金敬黙・松井理恵編『〈日
韓連帯〉の政治社会学－親密圏と公共圏からのア
プローチ』（青土社、2024年）に掲載された筆者
による序章「親密圏と公共圏からみる「日韓連帯」
―戦後補償運動へのナラティブ・アプローチ」の
一部を本特集に合わせて加筆・修正したものであ
る。
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キーワード：日本軍「慰安婦」、連帯運動、文玉珠、
森川万智子、証言

1。はじめに

「偶然と偶然が重なり必然に、運命に」

「日本軍」慰安婦の生存被害者文玉珠との出会い
を、森川万智子（以下、森川）は 2016年 8月に筆
者が行った最初のインタビューの終わりにこのよ
うに語っている。
韓国の大邱（テグ）に住んでいた文玉珠（ムン・

オクチュ）（1924～ 1996）は、1991年 12月 2日
に 身隊問題対策協議会（以下、 対協）が開設
した被害者申告電話に連絡し、自分は日本軍「慰
安婦」被害者だと名乗り出た。同年 8月 14日に金
学順（キム・ハクスン）が記者会見を開いて、カ
メラの前で日本軍性奴隷制の真実を生々しく公開
証言してから二番目の生存被害者の登場だ。それ
から 1996年 10月に生涯を終えるまでの約 5年間、
文玉珠は以前とは一変した道を歩む。日韓を行き
来しながら天皇と日本政府の戦争犯罪に対する責
任を問い続け、日本軍「慰安婦」問題の歴史的真
実を明らかにする運動の先頭に立ったのである。
その新しい道で文玉珠は、例えば軍事郵便貯金

の返還を要求し、日本政府の「民間基金」方式（女
性のためのアジア平和国民基金）反対運動を進め
て日本と韓国で証言を重ね、日本政府に対しては

直接に被害者補償請求訴訟である「アジア太平洋
戦争韓国人犠牲者補償請求事件」の裁判闘争を
もって「慰安婦」問題の解決を要求した。「アジア
太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件」とは、1991

年 12月 6日に金学順ら日本軍「慰安婦」被害者 3

名と軍属を含めた軍人、その遺族 35名が日本政府
を相手どり植民地支配についての反省と公開謝罪
及び賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した裁判
である。文玉珠は 1992年 4月 13日に他の「慰安
婦」被害者 5名と第二次原告団として原告に加わ
る。そして彼女は 9月に開かれた公判で初めて東
京地裁の法廷に立って陳述を行い、亡くなる 5ヶ
月前の 1996年 5月にも歩くのさえ厳しいほどの体
を引き摺りながら二度目の陳述を行うなど、最後
まで自分のできることをやり遂げている。
森川万智子（1947～ 2019）と文玉珠の縁は、1992

年当時福岡に住んでいた森川がソウルの 対協に
送った一通の手紙から始まる。日本政府が「慰安
婦は民間業者が連れ歩いたもの」といっていた
1992年 1月、森川は友人たちと 対協に「元慰安
婦と協議会のメンバーを招きたい」と手紙を書く。
日本政府は事実を認めようとしないけれど、少な
くとも日本の市民は少女たちが強制連行された事
実を認めているのだ、とキャンペーンしたかった
からだ 2）。この招きに応じたのが文玉珠と 対協
の金信実（キム・シンシル）だった。文玉珠は 1992

年 3月 27日から 4月 6日にまで金信実と九州を訪
ねた。この出会い以後、森川は生存被害者として
名乗り出て活動家として生きた文玉珠の 5年を支

特集
偶然と偶然が重なり必
然に、そして運命へ：
元日本軍「慰安婦」問題解決連帯運動に
おける文玉珠と森川万智子の絆と人生 1）

李昤京（韓国・聖公会大学）
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えながら共に歩んでいる。
さらに森川は、文玉珠が 1996年 10月に世を去っ
てからも文玉珠との共同作業を続けた。日本公文
書館で文玉珠の「語り」に関係する軍関連史料の
調査を行う一方、ビルマ（現在のミャンマー）の
現地調査を行い、調査内容を踏まえて日本と韓国
で講演をするなど、森川もまた文玉珠との出会い
を境にそれまで考えることのできなかった人生を
歩む。2019年 10月に突然亡くなるまで森川は、文
玉珠の残した「語り」を歴史の「地図」として日
本の植民地支配と戦争犯罪についての責任を問う
連帯運動を続けたのだ。互いに影響し合い、支え
合った文玉珠と森川万智子、二人とも 72年の生涯
だった 3）。
二人は、文玉珠が語り森川が構成と解説を担当

する共同作業で『文玉珠 ビ ルマ戦線　楯師団の
「慰安慰」だ った私』（語り・文玉珠 /構成と解説・
森川万智子、1996年 2月、梨の木舎）初版と初版
の韓国語訳『ビルマ戦線日本軍『慰安婦』文玉珠』
（ハルモニと共にする市民の会、2005年）を残し
た。文玉珠が亡くなった翌年の 5月に文玉珠の足
跡を追って 3度目のビルマを訪問した森川は、14

カ月も現地に滞在して、1942年に就職詐欺でビル
マに連行された 18歳の文玉珠に会い、彼女が呼吸
していた空気を吸いながら 200人以上の現地人を
取材して、3本のビルマ現地取材ビデオと初版の
新装増補版（2015年）を残した。

1992年 3月の初めての出会いから文玉珠は、森
川に自分が体験した事ごとと厳しい人生をありの
まま語り、森川は文玉珠の話を記録して伝えるの
に残りの人生を捧げた。一人の人間が誰かと出会
い、互いに融合し合い、自分を「私」として曝け
出すことができる縁。その出会いと縁が文玉珠と
森川万智子の人生そのものを変えたと言っても過
言ではない。本稿はこの文玉珠と森川万智子の出
会いと縁について考察する。とりわけ、文玉珠の
「語り」が「慰安婦」問題解決運動とその過程で結
ばれ積み上げられた縁を通じて如何に「拡張」す
るのか、森川万智子は如何にして文玉珠の「語り」
を聴いたのかについて掘り下げてみる 4）。

2。口数は少なかったが、言うべきことは
言う文玉珠

本論に入る前に、文玉珠の 1945年までの軌跡を
簡単に整理しよう。文玉珠は 1924年韓国の大邱で
生まれ育った。抗日独立運動家の父が長い間不在
だったので文玉珠の家族は常に貧困に苛まれてい
た。しかも、7才の時に父が亡くなってからは極
度の貧困から抜け出すのがますます難しくなって
いる。それで、＜表 1＞のように女子では難しかっ
た金を稼ぐための術を探すわけだが、であればこ
そ騙されたりして中国とビルマで日本軍「慰安婦」
としての生活を強いられた。

＜表1　1924～ 1945年　文玉珠の軌跡＞
年度 文玉珠

1924 4月、大邱で生まれ

1931
上海や満州で独立運動をしていた父が帰ってく
るが長患いの末に死亡、一家 4人はもっと厳し
い貧困状態に（7歳）

1936 勉強させてあげると誘われ、大牟田の料理屋<
山館 >へ（12歳）

1937 山館で 5～ 6ヶ月ほど働くが、騙されたと知
り逃げて帰郷

1940
晩秋、友人の家から帰る文玉珠を日本軍服の憲
兵が誘拐拉致、翌日朝鮮人と日本人刑事に引き
渡され、中国満州東安省の慰安所へ（16歳）

1941

秋、「母が病気」と訴えて東安省の慰安所を抜け
出し、黄海道金川に住む姉の家に立ち寄ってか
ら故郷に（17歳）。達城券番に入り、妓生養成授
業を受ける

1942

7月 10日、就職詐欺にあってビルマの慰安所へ：
「第4次慰安団」に動員されて 山港を出発して、
ベトナムのサイゴン、シンガポールを経由し、ビ
ルマのラングーンに到着
9月、ラングーンからマンダレーに連行され、楯
師団の日本軍慰安所「大邱館」の「慰安婦」に
される（18歳）

1943

春、楯師団の移動によりアキャブに連行され「慰
安婦」に
秋、プロームの慰安所 <おとめ >へ移動させら
れる

1944
4月から 2～ 3ヶ月後にラングーンに移動、慰安
所 <ラングーン会館 >で「慰安婦」を強要され
る
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1945

4月、退却命令でタイのバンコクを経てサイゴン
へ移動するが帰国できず、再びラングーンの慰
安所へ
5月、ビルマからタイのバンコク、アユタヤに移
動し陸軍病院で看護師として働き、朝鮮の独立
を迎える（21歳）

1946

8～ 10月、引き揚げ船に乗って故郷の大邱に。
年末、ビルマのラングーンで日本軍を相手に商
売をしていた金氏と再会、11年間同居して彼の
子どもを育てる（22歳）

（1）「口数は少なく落ち着いていましたが、人を見抜
く目を持った文玉珠」（李煕子　イ · ヒジャ）

1944年に軍属動員で父親を奪われた李煕子（イ・
ヒジャ）は、1989年から父親についての記録を探
すため「太平洋戦争犠牲者遺族会」の活動を始め、
日本軍「慰安婦」被害者たちと強制徴用被害者遺
族として日本政府を相手に裁判闘争を続けてきた
当事者だ。
李煕子は 1992年 4月に「アジア太平洋戦争韓国

人犠牲者補償請求事件」の第二次原告団に入った
文玉珠と東京で開かれる裁判に通った。文玉珠は
大邱から一人で飛行機や列車に乗ってソウルに向
かい、訪日団と合流する。裁判期間中、李煕子は
文玉珠と同じ部屋に泊まり彼女の世話をしたとい
う。李煕子にとって文玉珠は、自分のことは自ら
やりこなして乱れることのない人。じっと周囲を
眺めるだけで口数は少なかったが人の本質を見抜
く目を持つ人だ。公開の場やカメラの前で激昂し
た言語や感情を表に出さない文玉珠の姿はその後
も変わらなかったという。

（2）「口数少なくタバコに火をつけては消し、再び火
をつけた文玉珠」（辺見庸）

1994年 1月 25日午前 12時頃、「現生存者強制
軍隊慰安婦被害者対策協議会」（以下、被害者会）5）

の文玉珠、李容洙（イ・ヨンス 1928～）、金福善
（キム・ボクソン 1926～ 2012）がソウルの日本大
使館前で救急車に乗せられ病院に運ばれる。日本
政府に早急な賠償を求めるデモの最中、3人が割
腹自殺を図ったのだ。警察がナイフを取り上げ大
きな怪我はなかったが、大柄な警察官らに制止さ

れた彼女たちは負傷して 1人が失神した［『동아일

보』1994年 1月 26日］。3人のこのような行動は
前年度に日本政府が見せた態度への怒りと抗議
だった。

1993年 8月 4日に河野洋平内閣官房長官は、2

年間にわたる韓国「慰安婦」被害者に関する第二
次真相調査の結果を発表し、慰安所の設置および
運営と「慰安婦」移送に日本軍が関与した事実と
強制連行を認めて被害者たちに謝罪と反省の意を
伝える談話（別名、河野談話）を表明した。8月
10日には、日本の細川護煕首相が就任初の記者会
見で、日本の首相としては初めて第二次世界大戦
は侵略戦争であることを認めた。1991年に金学順
の公開証言に勇気づけられた各国の被害者たちの
名乗りと証言、そして国際連帯運動が、日本政府
から謝罪と反省の意思を引き出したのだ。ところ
が、11月に細川首相は金泳三（キム・ヨンサム）
大統領との首脳会談で植民地支配については謝罪
しながらも、被害者たちに対する具体的な被害賠
償案は設けないまま辞職してしまった。

3人の割腹自殺は失敗に終わる。すると彼女ら
に「パフォーマンスではないか」、「お金が目的か」
という冷たい視線が向けられた。割腹未遂の記事
を読んで駆けつけた作家で当時共同通信記者だっ
た辺見庸は「3人が再び自決することだけは防が
なければならない」という一念で 10日間 3人につ
いていた。割腹自殺の理由を尋ねる辺見庸に金福
善は「死ねば、残りの人たち（被害者）が（日本
政府から）補償金をもらえると思った」、「死ぬの
を日本人にね、見せつけてやりたかった」と答え
た。被害者会の事務所で辺見と初めて対面した李
容洙と文玉珠。李容洙が「テンノヘーカここへ連
れてきなさい。うちの手を取って謝って欲しいの
よ。ホソカワも連れてきてよ。ひざついて謝って
ほしいよ。」「日本が処女のイ・ヨンスを娼婦にし
たんだよ」と絶叫しながら「慰安婦の李容洙」の
話を吐き出す。その傍らで文玉珠はなぜかしらけ
た顔をして天井にたばこの煙を吹き上げていた。
そして、文玉珠は辺見が大邱の自宅にまで訪ねて
くるとやっと胸の内を打ち明ける。辺見は一見陽
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気な文玉珠が実は「悲しみの百科事典」みたいな
人でその 1頁分も書けなかった［辺見庸 1994:311-

329］6）という。

（3）「口数が少なく、タバコをよく吸った文玉珠」（信
川美津子）

辺見に「これから生きてみる」と言った文玉珠
が、4ヵ月後の 5月 21日に東京の成田空港に降り
立つ。細川内閣の辞任後の 4月に羽田孜政権が発
足してからも要人の問題発言が続いたからだ。と
りわけ 5月に永野茂門法相が放った、太平洋戦争
は侵略戦争ではなく「慰安婦」は公娼だった、と
いう河野談話を覆す発言は許せなかった。日本政
府のこのような態度を座視できなかった文玉珠と
被害者会の生存者 14名は、天皇の謝罪と日本政府
の公式謝罪及び国家賠償を求めて羽田首相に直談
判しようと、取るものも取り敢えず飛行機に乗っ
た。彼らが 5月 21日～ 6月 3日まで日本に滞在す
る間全面的な支援をしたのは在日朝鮮人の映画監
督朴壽南（パク ·スナム）と知人たちだ。朴壽南
監督の知人である信川美津子も、なんとか被害者
たちの力になりたいと思った一人だ。
信川美津子は 5月 24日に参議院議員会館前で文
玉珠、李容洙など日本軍「慰安婦」被害者たちと
初めて対面する。眩しい日差しの下で韓国の伝統
衣装の白いチマ・チョゴリを着た生存者たちがタ
クシーから降りた瞬間は、子ども 3人の育児に忙
しい日常を送っていた主婦である信川美津子の人
生を活動家としての生き方へ変える分岐点となっ
た 7）。
信川は 6月 3日までの 11日間彼女たちと寝食を
共にするが、文玉珠が人にタバコを買いに行かせ
ても自分の話をするのを見た記憶はない。集会場
や街頭行進の一番前に立って韓国の伝統楽器ケン
ガリ（鉦）やチャング（長鼓）を叩いて場を盛り
上げる文玉珠だったが、普段は口数が少なく前に
は出なかったと覚えている。5月 24日に当時宿舎
として提供された川崎のカトリック浅田教会へテ
レビ朝日の「ザ ・ニュースキャスター」クルーが
取材に訪れた。他の被害者たちが体に刻まれた傷

跡を見せながら日本軍の蛮行を暴露する間、文玉
珠はカメラの前に立たなかった。

（4）「窓の外に流れる景色を静かに眺めていた」　文玉
珠（支援する会）

1994年 5月の抗議の来日以来、朴壽南と知人た
ちはそれ以後も持続的な支援をするために「ハル
モニたちを支える会」（以下、支援する会）を 10

月 16日に発足させる 8）。支援する会のメンバーが
覚えている文玉珠も前記の人たちの記憶と同様
だ。

1995年 6月 9～ 13日、被害者会の共同代表の
文玉珠、裵足干（ペ・ジョッカン、1922～ 2004）、
金卿順（キム・ギョンスン、1927～ 2016）は、支
援する会の支援を得て来日する。6月 9日に日本
の国会が採択した「戦後 50年国会決議」に抗議し
て日本政府に被害者個人に対する謝罪と個人補償
を要求するためだった。住職で作家の瀬戸内寂聴
と対談するために、6月 10日に文玉珠ら 3人は支
援する会のメンバーと京都行きの新幹線に乗る。
移動する間、文玉珠は窓の外に流れる景色を静か
に眺めるだけで、「いくら話しても話し足りない」
と幼い頃の話や慰安所での話にいとまがない裵足
干と金卿順の話に割って入ろうとはしなかった
［『支える会ニュース 生きてたたかう』No.6 1995年

10月 1日］。

（5）当事者として言うべきことは物申す文玉珠

先頭に立ってチャングのリズムをとりながら一
緒に歌って踊っても、他の被害者の証言に自身の
話を加えようとしない文玉珠だが、活動家として
「必要だ」と思うことはズバリと物申す。
前記の 1994年 5月の抗議来日行動に、当時日本

で戦後補償運動や「慰安婦」問題解決運動に積極
的に取り組んでいた日本社会党や市民団体は行動
を共にしなかった。当時毎日のように関連運動の
詳細を発信していた「戦後補償ネットワーク」が
「戦後補償実現！ FAX速報」に来日したのを簡単
に伝えているだけだ。事務局長の有光健は新しく
できた「現生存者強制軍隊慰安婦被害者対策協議
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会」に関する情報が少なくどういう団体なのかの
判断ができなかったと筆者に答えている。

ところが、朴壽南を中心として支援した側の考
えは異なる。朴壽南は、従来から韓国で運動を引っ
張っていた太平洋戦争犠牲者遺族会や 対協とは
別に作られた被害者自身やその遺族の会につい
て、日本の運動関係者が「既存の運動団体である
対協や遺族会から追い出された悩みの種」とみ

なしたのだという。被害者会をめぐるこのような
異見については、5月 28日の集会で文玉珠が答え
ている。そこで文玉珠は、他の被害者たちが自分
の被害について証言するのに対して、自分は裁判
の原告として、証言者として韓国の戦後補償運動
をしていると自己紹介した後、今回は被害当事者
自身が直接日本政府と交渉をするために来たのだ
と明言し、その行動の意味を語ったのである 9）。

3。明かせなかった「恥ずかしい」経験

普段、口数が少なかったからといって、文玉珠
が証言活動に消極的だったり、運動の前面に出る
ことを憚ったりしたわけではない。筆者が確認し
た限りでも、文玉珠は、1992年 3月末の森川と初
めて会った福岡、下関市、筑豊、北九州での証言
集会を皮切りに、1995年 11月まで 10回にわたっ

て日本政府に個別謝罪と補償を要求する運動や軍
事郵便貯金の支払い運動をしている。前述したよ
うに、補償請求訴訟の法廷にも 2度立って陳述も
行った。足のむくみに慢性腎不全と高血圧に苦し
んでいた文玉珠は 1994年にはすでに長時間を移
動したり歩いたりするのが困難だったたという。
1995年 6月 12日に東京の参議院議員会館で開か
れた記者会見では、文玉珠は「民間募金 -アジア
平和友好基金」構想の白紙撤回と被害者に対する
謝罪、個人補償を要求する声明文を読んでいた途
中に、両足が腫れて椅子に座らざるをえなかった
のである［『支える会ニュース 生きてたたかう』
No.5 1995年 8月 1日］。それでも文玉珠は日韓を
往来しながら問題解決に取り組み、健康が許す限
りインタビューにも応じるなど自分のできること
はしていた。

（1）文玉珠が残した証言と語り

文玉珠の証言は、1991年 12月 5日に被害者と
名乗り出て行った 対協の尹貞玉（ユン ·ジョン
オク）共同代表との非公開インタビューから始ま
る。その後韓国と日本の運動団体、新聞、個人と
のインタビュー記録が様々な経路を通じて活字化
され、その一部は録音の音声も残っている。それ
らを表 2に整理した。

1994年5月に首相官邸前の被害者たち。一番後ろの
左端に斜めに座っている文玉珠から、被害者たちの中
で距離を置き彼らと自分を俯瞰するような文玉珠が垣
間見える（撮影・提供：信川美津子）
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＜表2　文玉珠が残した証言・語りと刊行・記録物＞
文玉珠の証言・語り 出版物など

時 期 制作者 内 容 形式 時 期 タイトルなど 形式

1
1991.12.05

1992.04
～ 12

対協（尹貞
玉）/韓国
身隊問題研
究所の調査
チーム

被害者申告のための
非公開証言調査と聞
き取り：動員過程、慰
安所での生活など

未確認 1993.
02.25

「내가 또다시 이리 되는구
나 문옥주」『증언집 1 강제
로 끌려간 조선인 군위안
부들』（한울）

図書
韓国語

2 1991.12.18 伊藤孝司

父親と家族、少年期の
生活、就職詐欺でビル
マの慰安所に連行さ
れ、慰安所での生活、
軍事郵便貯金、帰国、
老後への思いなど
＊右の①とそれを書
籍にした③、そして③
の翻訳書⑤だけは名
前が仮名の文玉洙の
ままとなっている
＊②には「文玉珠さん
の軍事郵便貯金の支
払いを求める会」が
92年 5月 11日の 3回
目の交渉を行い、郵政
局が提示した原簿預
払金調書が載ってい
る
＊④は1991年12月大
邱駅の前で撮った写
真と軍事郵便貯金と
支払いについてだけ
記述

録音：
360分程
度

1992.
01.31

①「朝鮮人元従軍慰安婦・
文玉洙さんの語る『地獄
の日々』」『FRIDAY』（講
談社）

雑誌
日本語

1992.
08.20

②「文玉珠　命を削った
貯金の支払いを！」『証言　
従軍慰安婦女子勤労 身
隊　強制連行された朝鮮
人女性たち』（風媒社）

図書
日本語

1993.
07.20

③「文玉洙 一人で 1日 30
～ 70人もの相手をさせら
れたのです」『写真記録 破
られた沈黙―アジアの
「従軍慰安婦」たち』（風
媒社）

図書
日本語

1997.
04.02

④「支払われぬ責務」『ア
ジアの戦争被害者たち　
証言・日本の侵略』（草の
根出版会）

図書
日本語

1997.
08.15

⑤「文玉洙 한 사람이 하루
에 30-70 명을 상대했습니
다」『종군위안부 : 남북 종
군 위안부 27 인의 증언』
（눈빛）：③の翻訳

図書
韓国語

2014.02

⑥「文玉珠 一人で 1日 30
～ 70人もの相手をさせら
れたんです」『無窮花（ム
グンファ）の哀しみ【証
言】性奴隷にされた韓国・
朝鮮人女性たち』（風媒
社）

図書
日本語

3

未確認
（1991年
12月～翌
年 1月と
推定）

金文淑
父親と家族、就職詐欺
でビルマの慰安所へ、
慰安所の生活

未確認

1992.
07.30

『朝鮮人軍隊慰安婦－韓
国女性からの告発』（明石
書店）

図書
日本語

1994.
11.01

『천황의 면죄부침략 전쟁
은 아직 끝나지 않았다』
（지평）

図書
韓国語

4 1992.03.28
～ 04.06

文（玉珠）さ
んを招く実
行委員会連
絡会

福岡、下関、筑豊、北
九州の 4カ所での証
言集会記録（ビルマ戦
線、慰安所生活など）

動画：105
分

1992.
03.28

福岡（男女共同参画推進センター　
アミスカホール）における証言集
会：森川万智子

録音：120
分

1992.
04.03

北九州（崔昌華牧師の西南教会）に
おける証言集会記録（国家記録院所
蔵）：金光烈
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5 1992.03.
～ 1993.05

文玉珠さん
の軍事郵便
貯金の支払
いを求める
会

4の証言記録と日本
郵政省との交渉につ
いて

未確認 1993.
05 『私の貯金を返せ』 冊子

日本語

廣崎リュウ

就職詐欺でビルマの
慰安所に、楯師団との
移動、軍事郵便貯金、
92年からの郵便支払
い要請運動

1994.
05.20

「従軍慰安婦には返還さ
れない軍事郵便貯金」『週
刊金曜日』

記事
日本語

6 1992.09.14

日本の戦争
責任をハッ
キリさせる
会

就職詐欺でビルマの
慰安所に、楯師団との
移動と「慰安婦」生
活、陸軍病院の生活、
郵便貯金など

録音 東京地裁におけるアジア・太平洋戦争韓国人犠
牲者補償請求事件の第 2回公判で原告陳述

未確認 1992.
09.20

「ハッキリニュース」
（No.12）

記事
日本語

7 1992.09.25 金光烈

中国・ビルマへの慰安
所への動員過程と生
活、証言や運動に関す
る自分の思いなど

録音 :
300分

大邱に住んでいる金光烈の姉宅でインタビュー
（国家記録院所蔵）

8
未確認
（92年と
推定）

慶尚毎日
:大邱の新聞

社

就職詐欺でビルマの
慰安所に、慰安所での
生活

未確認
92.12.
11～

93.1.31

「근로 身隊 할머니 肉筆
手記―地獄の日々）」（合
計 8回連載）

記事
韓国語

9 1992.03
～ 1996.05

森川万智子
（1次ビルマ
訪問記含む）

キーセンの仕事、出稼
ぎで九州大牟田の料
理屋 < 山 館 > へ
行って逃げた経緯、中
国・ビルマの慰安所、
ビルマ戦線、戦後まで
の生涯、自分の思い

録音

1995.
07.15
～ 08.10

「50年に巡り合う旅－慰
安婦問題に取り組んで 1
～ 10」（『西日本新聞』10
回連載）

記事
日本語

1996.
02.01

『文玉珠 ビルマヒ戦線 楯
師団の「慰安慰」だった
私』（梨の木舎）

図書
日本語

10 1994.01.29
～ 02.07 辺見庸 具体的な証言内容は

記述せず 未確認 1994.06 『もの食う人びと』株式会
社共同通信社

図書
日本語

11 1994.05.21
～ 06.03

ハルモニ
たちを
支える会

生存被害者が抗議の
ために直接来日した
理由

未確認 1994.
09.15

『生きてたたかう―ハ
ルモニたちの熱い夏　そ
して今』Vol.2

冊子
日本語

12 1994.05～ 朴壽南 ビルマ慰安所での生
活 映像 2017 『沈黙　立ち上がる慰安

婦』 映画

13 1994.12.09
～ 16

ハルモニ
たちを
支える会

中国満州の慰安所に
連行事実 未確認 1995.

02.03
「支える会ニュース 生き
てたたかう」（No.2）

記事
日本語

14 未確認 毎日新聞
:大邱の新聞

強制動員過程、中国と
ビルマの慰安所での
生活

未確認 1995.09.02
～ 10.21

「나는 증언한다 광복 50 주
년 전일본군 위안부 수기

―문옥주）」（合計 7回
連載）

記事
韓国語

15 1996.2.26 伊藤孝司
2 の 1991 年 12 月 18
日の 1回目に続く、2
回目のインタビュー

未確認 2017.
03.31

『기억하겠습니다　일본
군 위안부가 된 남한과 북
한의 여성들』（알마）

図書
韓国語

16 1996.05.27

日本の戦争
責任をハッ
キリさせる
会

中国満州の慰安所に
ついても詳細に陳述

未確認 東京地裁におけるアジア・太平洋戦争韓国人犠
牲者補償請求事件の第 17回口頭弁論、原告陳述

未確認 1996.
07.11

「ハッキリニュース」
（No.50）

記事
日本語
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（2）言えなかった「経験」、そして仮名：中国満州慰
安所と「キーセン」の仕事

初証言にあたる尹貞玉とのインタビューで文玉
珠は、1942年にビルマの慰安所への強制動員過程
とビルマの慰安所での生活や慰安所で刀を振り回
した日本軍人を正当防衛で殺害した事実、そして
1946年 4月帰国後の生活について語った［『조선

일보』1991年 12月 8日］。
文玉珠のことが 2番目の生き証人として報道さ

れると、その 10日後の 12月 18日に日本人フォト
ジャーナリストの伊藤孝司が大邱を訪ねる。これ
が文玉珠に対するジャーナリストによる初めての
取材だ。一人では心細かったのか、彼女は被害者
申告を勧めたイ・ヨンナクと一緒に約束のホテル
に向かったらしい。6時間くらい行われたこのイ

ンタビューは写真雑誌『フライデー』（講談社）に
1992年 1月 31日に「朝鮮人元従軍慰安婦・文玉
洙
4

さんの語る『地獄の日々』」というタイトルで掲
載される。これは翌年の 93年 7月に『写真記録 破
られた沈黙―アジアの「従軍慰安婦」たち』（風媒
社）に再掲載されるが、タイトルは「一人で 1日
30～ 70人もの相手をさせられたのです」に代わ
り、文玉珠の写真と共に、7才で父を亡くし、い
つも腹を空かせていた幼年期、それでも 3年くら
い夜間学校に行って算数・ハングル・日本語を習っ
たこと、他所の家の手伝いや工場で働いたが失業
して「松本」という朝鮮人に騙されてビルマの慰
安所に連れて行かれた経緯、そして楯師団と戦線
を歩き回りながら「慰安婦」生活を強要されたこ
と、帰国後も続いた病気と苦痛などが詳しく整理
されている。他にも伊藤孝司は文玉珠のインタ

17

1996年秋
ビルマ再
訪問

1997.05
～ 98.09の
14ヶ月間
滞在

森川万智子
聞き取りに基づいて
ビルマ現地の訪問調
査

映像
など

1998

『ビルマ（ミャンマー）に
残る性暴力の傷跡―日
本軍慰安所について現地
調査報告』（「従軍慰安婦」
問題を考える女性ネット
ワーク）

冊子
日本語

1999 ビルマに消えた「慰安婦」
たち DVD

2000 ビルマの日本軍「慰安婦」 DVD

2006
シュエンダウンの物語～
ビルマの慰安所と「現地
妻」が語るもの

DVD

2015.
05.01

『文玉珠　ビルマ戦線　
楯師団の「慰安婦」だっ
た私』の新装改訂版出版
（梨の木舎）

図書
日本語

17 文玉珠　語り　森川万智子　整理・解説本を韓国で翻訳出版 2005.
08.03

『버마 전선 일본군 ‘위안
부 ’ 문옥주』（아름다운사
람들）

図書
韓国語

18 1993
～ 2016 森川万智子

文玉珠の語りと 2016
年までの森川の調査
内容

2016.
05.17

「慰安所の生活、たどる　
韓国の故文玉珠さんの場
合」『朝日新聞』

記事
日本語

2016.
10.10

<女たちの戦争と平和資
料館 >WAM第 14回特別
展示 <地獄の戦場ビルマ
の日本軍慰安所 -文玉珠
の足跡をたどって >

展示
日本語

19 森川万智子 /
桐谷夏子

文玉珠の語りと 2016
年までの森川の調査
内容

2016～
2017

朗読劇「文玉珠 -ビルマ戦
線楯師団の『慰安婦』だっ
た私」

朗読劇
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ビューを活字にしてビルマ戦線における慰安所と
「慰安婦」を強いられた実情を伝えている（表 2参
考）が、中国満州慰安所のことなどは入っていな
い。
ところで、1991年 12月 18日のインタビューが

元になった伊藤孝司の文章においては、文玉珠の
名前が文玉洙

4

（ムン・オクス）となっている（表
2の 2－①③⑤）。この文玉洙

4

という仮名は、韓国
の 身隊問題対策 山協議会の金文淑（キム・ム
ンスク）理事長が残した本にも使われている。金
文淑は 1992年 7月 30日に日本で『朝鮮人軍隊慰
安婦－韓国女性からの告発』（明石書店）を出した。
この本は 1994年 11月 1日に韓国で『천황의 면죄

부―침략 전쟁은 아직 끝나지 않았다』（지평）と
翻訳出版される 10）が、そこにも文玉珠の名前が仮
名の文玉洙

4

（문옥수、ムン・オクス）となってい
る。そして金文淑の本には、そのわけがわかる手
がかりが示されている。その証言の最後で文玉珠
は「今でも顔を知られたくない」と言っているの
である。
伊藤の記事や本と金文淑の本で同じ仮名が使わ

れていることから考えると、文玉珠自身が文玉洙
（ムン・オクス）にして欲しいと両者に頼んだ可能
性があり、金文淑のインタビューも伊藤が文玉珠
をインタビューした 12月 18日の前後だろう。そ
れは、1992年 1月初めに森川が 対協に生存被害
者を招きたいと要請してその証言者として文玉珠
が日本行きを受諾する前だったと考えられる。す
なわちそこには、被害者として申告はしたものの、
自身を公には晒すことはなお躊躇していた文玉珠
がいたと分かる。
また、これらの初期のインタビューには他の共

通点もある。インタビューの最後に文玉珠が日本
から補償金をもらえれば私立の養老院に入りたい
と言ったと記述している点、そして中国満州慰安
所のことや「キーセン」の仕事については述べて
いない点だ。とりわけ前者の記述は他の証言記録
では見当たらない。それらの点は、最初期の文玉
珠の日本軍慰安婦問題に関する「認識の語り」が、
なお自分のことだけにとどまっているのを反映し

ていると考えられるのである。
文玉珠は 1992年 3月 28日に福岡で初めて公開
証言を行い、4日まで下関、北九州、筑豊でも証
言する。そして、12月 11日～ 1993年 1月 31日
には大邱の地域新聞の慶尚毎日が、連載「勤労
身隊ハルモニの肉筆手記―地獄の日々」（8回）11）

を掲載するが、この記事にも就職詐欺でビルマの
慰安所へ連れて行かれたことや慰安所での生活な
どだけが詳しく描かれている。以上のインタ
ビューや証言の場（表 1の 1～ 6まで）において
文玉珠は、まだ日本の芸妓にあたるキーセンの仕
事や中国満州東安省の慰安所については語ってい
ない。

（3）証言の「拡張」：語られる中国満州慰安所の経験

文玉珠の証言記録において、中国満州東安省の
慰安所についてのものが初めて活字になったのは
1993年 2月 25日に出された『証言集 1　強制連行
された朝鮮人軍慰安婦たち』（以下、『証言集 1』）
だ。これは 対協と韓国 身隊問題研究所の証言
調査チームによる聞き取り調査で、被害者申告の
ための非公開証言を補強する形で行われた。「私が
またこうなるのね」というタイトルの証言は文玉
珠の一人称視点でまとめられている。独立運動を
した父と家族と過ごした幼い頃、勉強させてくれ
るという言葉に惹かれて遠い親戚について福岡県
の大牟田に行って逃げ出したこと、満 16歳になっ
た 1940年晩秋に友人宅から家に帰る途中、日本の
軍服を着て長い刀を持った男に誘拐され、中国東
北部満州東安省 12）の慰安所に連れて行かれた話と
満州の慰安所での生活、そして 1年後に機転をき
かせて慰安所を脱出した後、黄海道 13）金川郡に住
む姉に会いに行ったという話も入っている。
活字にはされていないが、韓国の国家記録院に

文玉珠の満州東安省慰安所についての重要な記録
（管理番号 DTA0016451）が残されている。1992年

9月 25日に行われた在日朝鮮人史学者の金光烈
（キム・グァンニョル、1927～ 2015）と文玉珠の
「対話」だ。二人の「対話」は文玉珠と同じく大邱
に住んでいた金光烈の下の姉の家で行われた。こ
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の「対話」で文玉珠は、自分が 16才になった年に
日本軍と思われる人たちに強制的に連行され中国
満州東安省の慰安所にいた話を打ち明ける。

対協と韓国 身隊研究所の証言調査チームの
面談時期（1992年 4月から 12月と推定）と金光
烈（9月 25日）との対話時期を勘案すれば、文玉
珠の証言が満州慰安所にまで「拡張」されたのは
1992年 4月から 9月の間だとみられる。
中国満州東安省の慰安所について文玉珠は 1992

年の証言調査チームのインタビューで次のように
語った。

昨年、若い頃に券番で知り合った李さんに勧
められて最初にこの事実を申告した時も、中
国の話はしなかった。その時は恥ずかしいこ
とを、何を全部話すかと思い、南方に行って
きた話だけした。しかし、私の話が全て知ら
れるようになった今、何を今さら隠すかと、思
いつくまま全てを話した。これで、話し終え
てみるとすっきりした気分だ。［『証言集 1』
1993:165、強調は筆者］

証言調査チームは被害者 1人の証言をまとめる
において、時間をかけて数回の集中面談を行い、各
事例とも面談報告書を 3回以上輪読し補完した上
に追加面談を実施したようだ［『証言集 1』
1993:313］。文玉珠が証言調査チームに言った韓国
で「すべて知られるようになった」というできご
ととは、1992年 8月 10日に放送されたMBCの 8・
15特集ドキュメンタリー『従軍慰安婦－言えな
かった話』のことだ［『경향신문』1992年 8月 10

日付］。文玉珠は、顔と名前は明かさない条件でビ
ルマの慰安所について証言をする。ところが、い
ざ本番では文玉珠の名前と顔がそのまま放送され
た。親戚はもちろん友人たちまでが受話器の向こ
うで「お前が捕まって行こうが、どうやって行こ
うが、恥ずかしいことをしておいて」と「70才に
もなって、お前おかしくなったのか」と怒鳴りつ
けた。文玉珠は約束を破ったMBCに抗議電話でも
しようとも思ったが、「言ったところで無駄だろう

からほっといた」と怒りをぶちまけた（国家記録
院所蔵　金光烈録音 DTD0000749_001）。
しかも、これを転機に証言調査チームには隠し

ておいた話を打ち明けて「胸がすっきりした」と
いう文玉珠の言葉から分かるように、証言調査
チームとの聞き取りに中国東安省の慰安所に関す
る証言が盛り込まれるようになったのは文玉珠自
らが選択した証言の「拡張」によってのことだ。そ
して森川万智子との「対話」では、出稼ぎで九州
大牟田の料理屋 < 山館 >へ行って逃げる経緯、日
本の芸妓にあたるキーセンの仕事なども詳細に
語っている。この時森川には、文玉珠にとって公
には明かしたくない「恥ずかしいこと」だったは
ずの、大牟田の料理屋 < 山館 >のことやキーセ
ンになって働こうとしたこともすべて語ってい
る。このように文玉珠の証言や語りの記録を分析
すると、文玉珠の証言や語りそのものが運動家と
して活動する時間の経過と共に深まり「拡張」さ
ていることがわかる。

1991年 12月段階では「恥ずかしいこと」とし
て語られなかった東安省慰安所での経験などが、
「何をもう隠すことがあるかということ」へ変わる
間、文玉珠にはどんな出会いと経験があったのだ
ろうか。1992年 9月 25日に金光烈との対話（国
家記録院所蔵）で文玉珠は正直な自分の気持ちを
語っている。文玉珠のその思いを土台に、被害者
文玉珠の証言や語り、そして彼女の問題解決のた
めの活動と出会いからその糸口を掘り下げてみよ
う。

4。活動と出会いを通じ「拡張」される文
玉珠の証言と語りの時空間

（1）生存被害者・証言者、文玉珠の一歩と悩み

まず、文玉珠が生存被害者として世に出ること
になった契機をみよう。『証言集 1』には「昨年、
若い頃に券番で一緒だった李さんが勧めて」と記
されている。森川の本によると、李とは文玉珠が
学者と呼び、尊敬していたイ・ヨンナクのことで、
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30年以上旧知の仲だ。これまで知らんふりをして
いたイ・ヨンナクが 12月 2日に文玉珠を呼び出し
て慎重に金学順とソウル地域の「慰安婦」問題解
決運動の話を持ち出す。そして「これは歴史なの
だから、あなたが恥ずかしがることはない」ので
歴史の証人になれと、文玉珠の背中を押した［『文
玉珠 ビ ルマ戦線　楯師団の「慰安慰」だった私』
1996:171］。文玉珠は、イ・ヨンナクに感づかれた
とわかり恥ずかしかった、と森川に言う。他方、森
川はイ・ヨンナクの勧めを真 に受け止めて被害
者申告を決心した文玉珠に感心していた。
それでもその「恥ずかしさ」を一瞬にして振り

切ることは容易ではないだろう。であればこそ前
述のように伊藤と金文淑とのインタビュー記録は
仮名にしたわけだ。「この「恥ずかしさ」を越えて
証言について考えを改めるきっかけとなるのは森
川の招待を受けて来日したことだ。
文玉珠は 1992年 3月 27日に 対協の金信実に

伴われて福岡空港に降りる。この時、文玉珠は自
分を待つ地元の放送局 KBCのカメラと支援者た
ちを見て驚いたそうだ。彼女は両手で顔を隠した
まま歓迎花束も受け取らず、入国ゲートの端に
行ってしまう。体で見せた「恥ずかしさ」だった。
この来日 2日目の 28日に福岡、29日に下関、4

月 3日に北九州、4日に筑豊で証言することにな
るのだが、文玉珠はその証言の冒頭に口で「恥ず
かしさ」を言う。福岡での初めての証言集会で文
玉珠は「私は慰安婦文玉珠と申します」と切り出
し、「知らせずに隠していた事はとても恥ずかしい
ことで、それで知らせることができず、今までい
ました」と明かしたのだ 14）。文玉珠のこの初めて
の「声」が通訳される間、森川が文玉珠に近づき
マイクの近くに座るように導く。自分でも気付か
ぬうちにマイクから体を後ろに引いて座った文玉
珠の行動に、その「恥ずかしさ」がにじみ出てい
た。
このような文玉珠の「恥ずかしさ」は、日本軍

「慰安婦」被害者たちが共通に抱いて生きなければ
ならなかった「恥ずかしさ」で、韓国社会が生存
者に押し付けた縛りだ。1946年 10月初め、タイ

のバンコクから故郷の大邱へ無事に生きて帰って
きた文玉珠に、一家の親戚は「両班の家であなた
のような人間は許せない」と「叱って」「人間扱い
をしなかった」［『証言集 1』1993:163-164］。10才
頃に妓生になってお金を稼ぐと言った時も、「両班
の娘」が話にならないと兄に死ぬほど殴られた。両
班とは朝鮮社会で支配層にあたる階級だ。だが、当
時の文玉珠の家は食い繋ぐことさえままならない
ような状況だった。9才上の兄は両班という体面
に縛られてまともに働こうとしなかったので経済
的に無能だった。その兄の代わりに文玉珠が家長
になって一生家族の面倒を見たのである。

1992年 4地域の巡回証言集会で文玉珠は、自分
が慰安婦として強制動員されたビルマ戦線の慰安
所生活とその移動経路、軍事郵便貯金について集
中的に話す。東安省の慰安所における経験は話し
ていないが、次のように余地を残して証言を終え
た。

私が言いたいことは山ほどたくさんあるけ
ど、マイクの前に出ると緊張して先に話さな
ければならないのか、後に話すべきか分から
ず、言いたいことを筋道だって言えなくて、話
したい話も多いのにはっきり思い出せないの
で、だから次はもっとたくさん話します。
（1992年 4年 3月 28日福岡証言集会記録、文
字起こしの提供は市民の会、強調は筆者）

この時、文玉珠は中国の慰安所の話をしていな
い。ところが、それをずっと気にかけていたよう
だ。9月 25日の金光烈との「対話」を見れば、文
玉珠が中国の慰安所の話をしなかったのが「恥ず
かしい」からとか、「全部話す必要はないだろうと
思った」からとかではない、ということが分かる。
そこには、証言の場という問題と時間という問題
とがあったのである。
文玉珠は金光烈と彼の姉と 300分（カセット

テープ 5個）に近い時間をかけて対話をしていた。
そこで文玉珠は、「日本人は今こう言っているんで
す。全部がうそだ。お金ちょうだいと、金が欲し
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くてああやっているのだと。それを少し長く（時
間を）くれれば私が話したいことはですね、その
話もできます」と言う。さらに、「その話を一度に
全てできるわけがない。話したとしても果たして
日本人が分かるだろうか」と吐露する。すなわち、
証言をする条件と加害国日本の市民が自分の証言
を聴く準備ができているのかという、証言の語り
と聴くことについての問題提起だ。
実際、3月末の 4地域証言集会で、文玉珠に与

えられた時間は通訳を含めて 40分程度に過ぎな
い。「次にもっとたくさん話します」と証言の末尾
に述べた文玉珠だったが、まだ話せなかった話を
他の証言集会でも持ち出しづらかったのか、その
後の公式証言の席やインタビューでは 3月に行っ
た証言以上の話は語っていない。中国東安省の慰
安所について文玉珠が語るのは、活字化されるこ
とを認識してなされた 対協の証言調査チームと
の面談が初めてであった。

（2）1通の手紙から始まった信頼　―　連帯の中でで
きた語る人と聴く人の関係

だからといって、それまで公に語らなかった話
を周囲にも全くしなかったというわけではない。
金信実と崔昌華（チェ・チャンファ）、そして森川
など数人にはすでに話をしたと、文玉珠は金光烈
に語っている。文玉珠が彼らに全てを打ち明けら
れたのは、3月の九州 4地域巡回証言集会での付
き合いと 5月までの軍事貯金郵便支払い運動で築
き上げた深い信頼関係があったからである。

1992年 1月に 対協から文玉珠が来ると返事を
もらった森川は、1991年に福岡などで朴壽南監督
のドキュメンタリー映画「アリランのうた－オキ
ナワからの証言」の上映会をした花房恵美子、崔
昌華、廣崎リュウなど 4地域の市民たちと「文（玉
珠）さんを招く実行委員会（以下、招く会）を立
ち上げて招き迎える準備をした。文玉珠について
の情報があまりなかった中、伊藤孝司が書いた
『FRIDAY』記事（表 1の 2-①）を読んだ森川は、
文玉珠が戦中のビルマで下関郵便局に軍事郵便貯
金をしたことを知る。これは運命だと思ったと言

う。なぜならば森川は下関郵便局で長年働き、退
役日本軍人の未払い軍事郵便貯金を返す業務を担
当したからだ。
福岡到着したその晩、文玉珠も自分の軍事郵便

貯金を返してもらいたいと話す。森川は役に立つ
かもしれないことが嬉しく、早速準備にかかる。招
く会のメンバーと文玉珠は集会の合間の 3月 30日
と 4月 3日に下関の郵政局を訪れる。文玉珠がビ
ルマで貯金した軍事郵便貯金の支払いを求める交
渉を行った。この訪日で文玉珠は真 に自分の話
を聞いてくれて、望むことのためにすぐ行動して
くれる人たちを得たのだ。
日本滞在の約 10日間、証言集会や交渉の行動だ
けをしたわけではない。森川と知人たちは 4月 3

日に郵政局訪問を終えた後、文玉珠と一緒に温泉
に行く。温泉で文玉珠の誕生日を祝って楽しい時
間を過ごしている様子が福岡市の九州朝日放送
（KBC）の特別番組「汚辱の証言―朝鮮人従軍慰
安婦の戦後」（1992年 5月 30日放送）15）に残って
いる。初の誕生日ケーキを前にして文玉珠はどう
すればいいのか分からず戸惑って涙ぐんでいた。
その彼女にかけるみんなの温かい眼差しと声、そ
して穏やかな顔で文玉珠は歌を歌う。最後は日本
の踊りで場を盛り上げる森川と廣崎リュウの様子
から彼らの関係が一気に深まったのが伝わる。
文玉珠は筑豊と北九州の招く会の金光烈や崔昌

華ともこの時に知り合う。金光烈は福岡筑豊地域
の 300余りの寺を訪ね回り、朝鮮人労働者の死に
関する資料と記録を直接記録した歴史学者だ。当
初、炭鉱地域の産業「慰安婦」問題もあるのに、韓
国からわざわざ被害当事者を招請するのはどうか
と、反対したのが彼だ。ところが直接文玉珠の証
言を聞いた彼 16）は彼女の「先送りした話」を聞き
たくて、9月 25日大邱の姉の家で文玉珠に連絡を
する。文玉珠の証言をじっくり聴き、話し合った
金光烈は、彼女に全てを本にして記録として歴史
として残すように勧めていた［国家記録院所蔵の
金光烈の面談記録ノート DTA0016451と面談録音
DTD0000749_003］。
もう一人の在日朝鮮人 1世の崔昌華牧師は文玉
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珠の軍事郵便貯金払い戻しの闘いにおいて先頭に
立ってくれた。在日大韓キリスト教小倉教会の牧
師、崔昌華は北九州の小倉で指紋捺印拒否運動な
ど在日朝鮮人の人権運動と強制動員された朝鮮人
遺骨収集などを行い、地域で平和運動を導いた人
物だ。崔牧師は 1991年からすでに韓国キリスト教
会女性連合会との連帯運動で日本軍「慰安婦」問
題に関わっていたので理解も深かった 17）。証言集
会の旅程のうち、2日間崔昌華牧師の教会で宿泊
した文玉珠は 4月 30日に大邱で崔昌華牧師と再会
する。大邱女性会と大邱 YWCAが「 身隊問題の
実態と私たちの姿勢」というテーマで主催した集
会に崔昌華牧師と共に参加して証言をした［『문옥

주 지오그라피』2021:35］。
指紋捺印拒否運動などで日本政府や行政機関と

の交渉経験が豊富な崔昌華は以後、森川と軍事郵
便貯金の支払い運動を導いた。3月 30日に 1回目、
4月 3日に 2回目の交渉を行うが、その時は郵便
局の職員たちに「文玉珠の貯金原簿を見つけるこ
とができない」と門前払いされた。ところが、5月
10日に山口へ文玉珠を招待して証言集会を開き、
翌日の 11日に郵政局貯金部を訪問して 3回目の交
渉に乗り出す。この交渉で、郵政局が創氏改名し
た文玉珠の名前である文原玉珠（ふみはらぎょく
しゅ）で貯金した彼女の貯金原簿を提示した。さっ
そく、支援者たちは 10日後の 25日に招く会を「文
玉珠さんの軍事郵便貯金の支払いを求める会」へ
発展させ、本格的に運動を展開する［『週刊金曜日』
1994:26］。文玉珠はこの発足式に出席するために
再び訪日する。このように 3月 28日に日本で初証
言をした文玉珠は 5月末までの約 2ヶ月間、情熱
的に日韓を行き来しながら運動に参加して、その
間に森川や崔昌華などに「山ほどたくさん」語り
たかった話を自然に打ち明けたのだ［『私の貯金
を返せ』1993］。

（3）空間と認識の拡張

連帯の中での関係作りだけではない。文玉珠の
日本軍「慰安婦」問題解決運動の場が大邱－九州
からさらに拡張された。

4月 6日に日本から大邱に帰ってきた文玉珠は、
4月 13日にアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請
求訴訟の第二次原告団に合流して金学順など他の
生存被害者はもちろん、ソウルの戦後補償運動団
体と一緒に活動を始める。6月 1日に開かれた補
償請求訴訟の初公判には参加しなかったが、9月
14日の第二次公判に出席した文玉珠は法廷陳述を
した。当時日本での補償請求訴訟の支援運動を
担っていた「日本の戦争責任をハッキリさせる会」
が『ハッキリニュース』（No.12、1992年 9月 20

日）にまとめた文玉珠の陳述内容によると、就職
詐欺でビルマの慰安所に連行された経緯、楯師団
がラングーン、プローム、アキャブへと移動しな
がら「慰安婦」たちを連れ歩き「慰安」を強要し
た事実、日本軍の朝鮮人差別に耐えられず自殺し
ようとした自分のこと、一日に 30人以上の軍人を
相手にする慰安所生活に耐えきれず川に飛び込で
死んだり病気で死んだりした友人たちの話、タイ
のバンコクを経てアユタヤ陸軍病院で看護婦をし
てから故郷に帰ったことなどを陳述した。そして
日本政府が支払っていない自分の軍事郵便貯金
は、慰安所から受け取った金ではなく、自分たち
をかわいそうに思った軍人たちがチップとしてく
れた金を必死に貯めて貯金したものだとし、戦場
で経験した苦難でいまだに子宮内膜炎など肉体的
苦痛と貧困に苦しんでいるので円満な解決をして
ほしいと述べて、陳述を終えた。
この陳述を文玉珠は一人であらかじめ準備した

という。「全部嘘だ、お金をもらう為にああする」
という日本が恨めしく、証言集会のようには法廷
で与えられる時間が長くないということを聞いた
文玉珠は、一枚程度の原稿をあらかじめ準備し必
死に練習した。

あれこれそんな話を一度、一言喋るために一
人で夜通し話の練習をして研究したが、朝に
なって、（同じ部屋で泊まっていた李煕子さん
が）「ハルモニはなぜ一晩中寝ずに一人で話を
していたの？」と聞かれた。その日ね、私が
思うに言いたいことを忘れないために一人で
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喋っていたと答えると、笑ったじゃん。（国家
記録院所蔵の金光烈録音 DTD0000749_001）

中国の慰安所に関する話は伏せていたが、文玉
珠にとって補償請求訴訟は日本政府に直接自分の
声を伝えて直接争う場だったのだ。

8月からは文玉珠の「慰安婦」問題についての
認識が「朝鮮」を越えて拡張する。8月 10～ 11日
にソウルで第 1回 身隊問題アジア連帯会議 18）

（以下、アジア連帯会議）が開かれる。 対協の発
議で開催されたこの会議は、韓国、フィリピン、台
湾、タイ、香港、日本の市民団体と個人が参加し
た。会議に参加した 6カ国の代表は「強制従軍慰
安婦問題アジア連帯」を結成し、参加者は日本政
府に「強制連行事実の認定と真相調査、被害賠償
要求、個別犠牲者とアジア各国の女性たちに納得
のいく完全な公開謝罪、生存者とその家族に国際
法による賠償を実施、日本軍がアジア諸国を侵略
して「強制従軍慰安婦」という名の下にアジアの
女性を強制連行、売春を強要し、人権を蹂躙した
事実を日本の教科書に明記して教えること」を要
求し、そのために努力することを明らかにした
［「 身隊問題アジア連帯会議決議文」1992年 8月
11日］。
この会議に文玉珠は森川と参加して 19）、フィリ
ピン、台湾などの他国の生存被害者たちと出会う
ことになる。会議で他国の被害者たちの経験と証
言を聴いた文玉珠の認識が深まったことが、金光
烈との対話からわかる［国家記録院所蔵の金光烈
録音 DTD0000749_001］。家賃 50万ウォンがなく
てあちこちを漂う被害者に会った文玉珠は「自身
の苦痛」を「皆の苦痛」と認知していたのだ。

1992年のアジア連帯会議で文玉珠は、李容洙と
金福善にも初めて会うことになる。辺見庸との出
会いに関連して先述したが、翌年 1月 15日文玉珠
は李容洙、金福善と共に、被害者に対する具体的
な被害賠償方案を出すどころか妄言を繰り返す日
本政府を糾弾して早急な賠償を要求するデモ途中
に割腹自殺を試みた。これらを機に文玉珠、李容
洙、金福善は 1993年 12月 10日、他の生存被害者

らと共に被害当事者たちの団体「現生存者強制軍
隊慰安婦被害者対策協議会」を結成して当事者の
運動を展開した。
このような流れの中で、文玉珠の活動は福岡と

関東地域が中心になっていく。福岡地域では、森
川が広島、北九州、福岡、熊本で活動するフェミ
ニストたちと共に 1993年 4月に立ち上げた「従軍
慰安婦問題を考える女性ネットワーク」（以下、女
性ネットワーク）が支えていた。関東地域は「現
生存者強制軍隊慰安婦被害者対策協議会」として
朴壽南が結成した「ハルモたちを支える会」の支
援を受けながらが運動を進めた。
本格的に運動に関わってからは、公式の席上で

も文玉珠は中国満州の慰安所について簡単に言及
している。1994年 12月 9～ 16日に東京で開かれ
た日本政府の民間基金構想の白紙撤廃を求める集
会に参加した際、文玉珠は中国満州の慰安所に連
行された事実を明らかにする［『支える会ニュース 

生きてたたかう』No.2、1995年 2月 3日］。
1996年 5月 27日には東京地方裁判所で開かれ

た第 17回口頭弁論に再び出席し、原告本人尋問に
も応じる。第 2回公判と違い、この時は森川と担
当弁護士とあらかじめ口頭弁論の準備と練習をし
た文玉珠は、法廷で中国満州の慰安所に関しても
詳細に証言している［『ハッキリニュース』No.50、
1996年 7月 11日］。この法廷闘争が文玉珠の最後
の来日であり最後の活動だ。1995年に文玉珠は自
分たちのような被害を繰り返さないために、今後
も堂々と日本政府に謝罪と賠償を要求する運動を
するとしながら、森川に日本軍「慰安婦」問題に
ついて次のように自分の意見を述べる。

わたしは、日本政府はこの問題をきちんと解
決することはない、と見ていますよ。なぜな
らば、慰安婦は韓国人だけではなかったのだ
からね。もしも、わたしたち韓国人に賠償す
ることになれば、中国にも、台湾にも、ビル
マにも、それからまだまだほかの国の女性た
ちにも賠償しなければならなくなってしま
う。それはたいへんなことで、そんなことを
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日本政府がするはずがない。国というものは
そんなものですよ。［『文玉珠 ビ ルマ戦線　楯
師団の「慰安慰」だ った私』2015:172］

1992年 9月時点では、日本政府が軍事郵便貯金
は返さないようだが「慰安婦」問題はすぐに解決
されそうだと金光烈に自分の見解を述べていた文
玉珠だった［国家記録院所蔵の金光烈録音
DTD0000749_004］。3年間の活動で文玉珠は他国
の被害女性の実態も知り、日本政府の本音も見抜
いたのだ。そして 1996年 10月 26日に文玉珠は、
軍事郵便貯金はもちろん、日本政府の謝罪と補償
も受けられずに生涯を終えた。
以上、1991年 12月に生存被害者として世に出

て、問題解決運動に積極的に参加した文玉珠の証
言と認識がどのように変化して深まったのかを考
察した。残された資料を通じた分析によれば文玉
珠の最後の 5年には理解と共感を共にした森川万
智子をはじめとする人々がおり、それにより文玉
珠の語りから恥ずかしさが消えて、証言と認識の
時 ·空間が「拡張」したと言える。

5。二人の共感と連帯で綴られた本

1992年から文玉珠の話を聴き整理していた森川
が、改めてそれを本にしたいと決心して文玉珠に
意向を尋ねたのが 1993年 9月のことである。文玉
珠の答えは簡潔だった。「森川さんの好きなように
してください。」この答えは約 1年かけて築いた二
人の関係を如実に表している。かくて始まった本
作りが 1996年 2月に完成し、梨の木舎から『文玉
珠 ビルマ戦線　楯師団の「慰安婦」だった私』と
して出版された。本稿冒頭で引用したように、森
川はこの本の成立を「偶然と偶然が重なって必然
に、運命に」なったものと認識しているのだ。こ
の章では、文玉珠と森川がどのような過程を経て
この二人の本を完成させたのかを考察する。

（1）全幅の信頼と「日本語」

まず、本の構成をみよう。この本は、前半が文
玉珠の証言をもとに幼い頃から帰郷までの経過を
森川がまとめた文玉珠の生涯の記述で、後半は森
川による解説と年表・参考文献・資料・あとがき
だ。前半の文玉珠の生涯は、証言者「私」である
文玉珠の視点で「私は～」と話す文玉珠の一人称
型叙述であり、後半の解説（1ムン・オクチュさ
んの戦後、2名乗り出、3ビルマ戦線・楯師団と慰
安婦）は、森川の視点で「文玉珠は～」と書かれ
た森川の一人称型叙述だ。そのため、日本語版に
は著者に「語り・文玉珠、構成と解説・森川万智
子」と二人の名前が一緒に入っている。私がこの
本を文玉珠、森川万智子の 2人の共同作業と称す
る理由もここにある。
第二に、文玉珠と森川の共同作業の基本言語が

日本語であり、文玉珠の語りに基づいて 1996年に
本が完成したということを忘れてはならない。本
稿では日本語に翻訳したが、金光烈との対話から
引用した文玉珠の口述を見れば分かるように、文
玉珠の口述証言はすべて韓国語、正確に言えば大
邱方言である口語と一部日本語で発話されてい
る。日本語が使用可能な他の「慰安婦」被害者と
同じく、文玉珠にも日本語でなければ言い表せな
い記憶がある。前述の中国満州東安省の表記の誤
りも、文玉珠が証言チームに東安省を日本語発音
で「トアンショウ」あるいは東安だけ日本語発音
の「トアン」だと言い、証言チームが挑安城と解
釈したことによる誤解と見られる。
地名だけではない。日本語でしか言い表せない

「時間」と「場面」がある。朴壽南監督の映画『沈
黙　立ち上がる慰安婦』の文玉珠の証言がそれを
端的に見せる例だろう。

1994年 12月 9～ 15日に東京の銀座で日本政府
の民間基金構想の白紙撤廃を要求する署名と宣伝
活動中、朴壽南監督は皇居前広場で文玉珠に、最
も強く記憶に残ることは何かと尋ねる。言葉が出
ないほどあまりにも悔しく、恨めしいと口を開い
た文玉珠は、日本兵を殺して軍事裁判にかけられ
た時を回想する。酒に酔った日本兵が言うとおり
にしないと言って刃物で脅迫すると、文玉珠は負
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けずに断固として日本語で言い返した。森川の本
にもこの部分は文玉珠の日本語が直接引用されて
おり、私も森川が文玉珠の口真似をしながらこの
場面を再現するのを聞いたことがある。
文玉珠とインタビューをした尹貞玉、証言調査

チーム、伊藤孝司、金文淑、慶尚毎日新聞の記者
などは皆、癖のある文玉珠の大邱方言、そして韓
国語では表現できない、自然に日本語で発話され
る経験と記憶を、自分たちの言語と叙述で再構成
した。一方、文玉珠と森川の間で基本言語は日本
語だった。韓国語が分からない森川と、日本語が
完璧でない文玉珠の間に限界と壁がなかったはず
はない。
それを考えると、韓国語と日本語の両方が堪能

な歴史学者金光烈との対話が、文玉珠にとって最
も理想的だったのかもしれない。金光烈との対話
で文玉珠が自分の証言内容と通訳にも敏感だった
ことがわかる。1992年 3月に九州における 4地域
巡回証言の途中、文玉珠は通訳を替えてほしいと
頼んだことがある。結局、言葉はもちろん日韓の
歴史もよく知っている崔昌華牧師の夫人が通訳を
した。

今日言ったことが、また明日言ったことがま
た、結構変わっていたんです。それで私が釈
明をした。だけど、そしてまた何か言わなかっ
たこともとても多くが…（中略）通訳する人
たち、ツヤク（通訳、筆者）がね、韓国語で
こう、（日本語）と少し違っても自分がそこで
もっとうまく通訳しないといけないのに。そ
いつが、私の言ったことをろくに翻訳もせず、
さっとごまかして違う内容を言ったんだ。そ
の時隣に座って聞いてみると、私たちは日本
語が分からないと思っていたらしく、私たち
が日本語をほとんど聞き取るけど、全部でき
るわけではなく、また私が話すのも全部間
違って通訳しそうで（国家記録院所蔵の金光
烈録音 DTD0000749_001）。

文玉珠は相次ぐ証言集会の間、自分の証言が「同

じ」ではないことを憂慮し、その上通訳を介して
自分の証言が「切り取られて変わること」を心配
した。被害者が人の前で体験を語るのは大変なこ
とである。それにそのような通訳問題が加わるわ
けだ。文玉珠が証言を始めた 91～ 2年も日本政府
の日本軍「慰安婦」制度についての公式見解と彼
女の実際の経験における隔たりが問題であるの
に、通訳の力量によってその隔たり深まり誤解を
生む。しかし、韓国語と日本語の両方ができるか
らといって、文玉珠ほど自分の証言内容と伝達に
敏感な被害者は多くない。金光烈に文玉珠は、本
人が「3、4ヵ月だけ日本に住めば、通訳者よりは
るかに上手になるだろう」と語っている。
文玉珠は「3、4ヵ月日本に住めば」と言ったが、
演劇人で森川の同志として文玉珠を支えた桐谷夏
子は 1992年当時、文玉珠の日本語は十分に素晴ら
しかったと覚えている。森川は文玉珠の日本語に
ついて 60～ 70年代に料理屋で働いたことをあげ
た。当時文玉珠が料理屋で、韓国に出張に来た、あ
るいは「妓生観光」をしに来た日本人商社マンた
ちを相手にしたため、慰安所時代の日本語が年を
取っても依然と生き残っていたようだと分析し
た。
文玉珠と森川万智子は言葉の限界と壁を、共に

歩いた 2年（森川が本格的に本の執筆作業をした
1993年 9月～ 1995年冬）という時間をもって乗
り越えた。その 2年間、森川は朝早く福岡から 3

時間ほどフェリーに乗って 山港に着き、 山駅
からセマウル列車に乗って大邱駅に降り、文玉珠
の家まで行く。そうやって来る森川を、文玉珠は
朝から参鶏湯を煮ながら待つ。森川の当時のパス
ポートには、1992年 8月から 1996年に文玉珠が
世を去った年の 8月に彼女の家を訪問するまで、
計 18個の韓国出入国印が押されていた。
大邱出身で当時早稲田大学留学生だったチェ・

ジンが時々韓国と日本で通訳として間に入った
が、チェ・ジンも通訳のための通訳というよりは
東京を訪問した文玉珠と時間を過ごした 2人の知
人だ。大邱女性会が取り組んでいた大邱地域の「慰
安婦」被害者の支援と問題解決運動に関わる中で
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文玉珠と森川に会った安李貞善（アンイ・ジョン
ソン）も通訳というよりは同じ道を行く同志だっ
た。
植民地支配下の貧しい家で生まれた女の子で

あった文玉珠は、幼い頃に書堂（民間の初等教育
機関）で漢文を学び、私立夜間学校で日本語を学
んだ。日本軍のビルマ戦線の慰安所にいた「慰安
婦」文玉珠は、生き伸びるために軍人たちが教え
てくれる日本語を歌のように覚えた。そして故郷
に帰ってきて母と兄の家族の面倒を見なければな
らなかった家長の文玉珠は、 山と大邱の料理店
で日本人の客を相手に日本語を磨き上げる。その
ようにして身に刻まれていた日本語が、1990年代
の生存被害者であり、活動家である文玉珠と森川
の共同作業を可能にする道具になったのだ。文玉
珠と森川の間に語彙と表現の限界はあったかもし
れないが、2人は信頼でその限界を克服し、森川
は文玉珠が残した彼女の語りをできる限りそのま
ま残そうと最善を尽くした。

（2）卓越した記憶力で交わした「対話」、そして森川
万智子の丹念な調査

第三に、本として完成するまで文玉珠と森川の
作業の基本部分が数回にわたり、ボソボソと交わ
される「対話」だったということを挙げたい。文
玉珠は質疑応答式のやり取りや一回限りの面談を
嫌がった。1992年 9月に文玉珠は金光烈に以下の
ように、

これはこのようにゆっくり座って私たちだけ
でつもりに積もった話をすると、次々と新し
い話が出てきて、先に喋った話と後で喋った
話の順序が違っても話してどんどん出てく
る。
（ 国 家 記 録 院 所 蔵 の 金 光 烈 面 談 録 音
DTD0000749_001）

と言いながら、自分は対話方式がいいと明かす。
1992年 9月、確かに文玉珠は金光烈と彼の姉と自
由に「対話」を交わしていた。大邱の文玉珠の家

を訪問した森川もまたそこで 2～ 3日ずつ寝食を
共にしながら文玉珠と「対話」を交わす。作業の
最後の頃にはもうしゃべることもないと言ってい
た文玉珠が、福岡に帰ろうと荷物をまとめる森川
に、ポンと新しい話を切り出して森川を慌てさせ
たこともある。大邱の家で文玉珠が日本語で吐露
する語りを森川が録音しながら記録して、日本へ
帰る列車の中でさっそく整理し始める。そうやっ
て日本でまとめた口述内容を森川が再び文玉珠の
家に数日間泊まりながら日本語で読んであげる
と、文玉珠がそれを修正するやり方で本の作業を
進めた。1996年初めに日本で発刊された本を受け
取った文玉珠は、それを指でポンと弾いて押し返
す。文玉珠は簡単なひらがなは読めても日本式漢
字やカタカナは読むことができなかったからだ。
「自分が見て体験したことだけを話す」とよく
言っていた文玉珠の卓越した記憶力もまた 2人の
共同作業を可能にした。1942年 7月 10日に 山
（プサン）から船に乗り数カ月後にビルマのマンダ
レーに到着した文玉珠は「楯 8400師団」に所属す
ることになる。その後、楯 8400師団と共にビルマ
戦線を移動させられるが、そのすべての移動経路
と地名、移動時期、慰安所の名前と地名、当時の
対話、慰安所利用料金、慰安所周辺環境、そこで
覚えて歌った日本の歌までの全てを文玉珠は殆ど
明瞭に覚えていた。文玉珠の正確で卓越した記憶
力のおかげで、森川は後半のビルマ戦線の楯師団
関連解説と資料編を書くことができたのである。

1993年 9月から本格的に証言採録作業を始めた
森川は、大邱と福岡を往復しながら文玉珠の証言
を「聴いて」「記録」する。初めて詳しい証言を聞
いた九州大牟田の料理店 山館を探すため現地調
査も行った。 山館は、12歳の文玉珠が「勉強も
させてくれ、お金も稼げるようにしてくれる」と
いう言葉にだまされて行き、逃げ出した九州炭鉱
地域の料理店だ。文玉珠を通じて日本が起こした
戦争の実状を知り始めた森川の調査は、他の地域
にまでさらに広がる。1994年 4月からは楯師団の
退役軍人たちにインタビューするために香川県善
通寺市に、1995年 2月と秋には文玉珠の足跡を追
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いかけビルマとタイへと国境を越える。当時、軍
部が政権を掌握していたビルマでは、国内移動に
もビザが必要だった。

（3）生存被害者文玉珠の語りを加害国日本の歴史に

1992年 3月に文玉珠と初めて会った時から森川
は文玉珠の記憶力に毎回驚かされた。その森川の
驚きは次第に日本に対する疑問と問題提起に変
わっていった。太平洋戦争当時、地獄の戦場と呼
ばれたビルマ戦線では無謀な作戦が強行され、16

万 7千人の日本兵が戦死した。森川は、戦争の実
像を解明するべく、東京の防衛省防衛研究所の図
書館や国会図書館まで出かけて、楯師団とビルマ
戦線の戦闘関連資料や米国の戦術報告書を調べ
る。過去の日本軍兵士たちが書いた戦記や証言を
も読んだ。また文玉珠が所属していた楯師団出身
の日本軍兵士と接触し、「香川県ビルマ会」など戦
友会が主催する慰霊祭にも参加して、元軍人たち
のインタビューも行った。
日本軍のビルマ戦線関連の各種史料の中の、そ

して日本軍が語るビルマ戦線の風景は、文玉珠が
描写した風景そのままだった。ビルマ戦線から退
役した軍人たちが残した回顧録に朝鮮人日本軍
「慰安婦」が登場する。森川が直接会った元軍人た
ちは彼女に自分たちが知る日本軍「慰安婦」につ
いて話をする。それでも日本軍が残した公式戦史
には日本軍「慰安婦」の存在が消されている。森
川が出会った楯師団出身の軍人たちはビルマの現
地人や宿舎を紹介してくれるほど森川の調査作業
に協力的な「良い人」たちだった。しかし、公式
の場で文玉珠に会うことや、慰安所について語る
ことは拒否する。森川から文玉珠の話を聞いた楯
師団出身の軍人たちは文玉珠を「戦友」と言うこ
とができても、加害者としての自覚はなかった。
森川は文玉珠を通じて、日本が起こした戦争の

実状、日本が残した戦争史から抜け落ちた歴史を
「再び」学ぶ。それゆえ解説編の 3番目のテーマ
「ビルマ戦線楯師団と慰安婦」は、「私は楯 8400部
隊の軍属だった」という文玉珠の声の直接引用で
始まり、日本軍「慰安婦」として連れて行かれた

文玉珠を中心に書き直された戦史なのだ。森川が
筆者に文玉球の証言は検証しないと言ったのもこ
れに繋がる。森川がビルマの現地を訪ね、史料調
査など行ったのは証言の検証ではなく、戦史編纂
作業だった。解説と資料編に編み込まれたこの戦
史編纂作業は、森川自らが文玉珠の体験をよりリ
アルに感じて書くことで文玉珠の一代記をより豊
かなものとし、読者が戦争の実状と文玉珠の「慰
安婦」をより具体的に想像できるようにつながっ
ている。そしてこれは、日本軍の「慰安婦」動員
と慰安所の管理運営を否定する日本政府の欺瞞を
明らかにしている。
文玉珠の「証言」は、文玉珠自身の語りと森川

の調査によってさらに生き生きと豊かになってい
く。それを大邱の文玉珠の部屋の真ん中に広げ、2

人は再びそれを読みながら話の続きを語りあう。
そのような 2人をそばで見守ってきた桐谷は、あ
る瞬間から文玉珠が本を作ろうと走り回る森川を
応援し始めたと回想する。初期には尹貞玉と金文
淑に「よろしくお願いします」と証言をしていた
文玉珠が、1993年 9月からは森川のために語り続
ける。そしてこの森川との共同作業によって、文
玉珠の証言はさらに詳しく力のある一代記（前半
部）となり、森川の解説は戦争を起こしながら加
害歴史を忘却・否定する日本社会の告発（後半部）
となって、文玉珠の語りを内容深く増幅させたの
である。
一般的な証言集とは異なるこのような本の構成

のため、出版をためらった出版社もあったという。
しかし、森川は自らが加害国日本の国民として語
り手となり叙述するこの解説に固執し、梨の木舎
は何の条件もつけず森川が望む構成で本を出版し
た（2023.01～ 03.桐谷夏子と、2022.11.梨の木舎
代表羽田ゆみ子のインタビューより）。出版社梨の
木舎の「教科書に書かれなかった戦争」シリーズ
22番目として出版されたこの本は、初版刊行から
1年余りの 1997年 6月には第 3刷と出すに至って
いる。
この文玉珠の一代記が、2013年韓国で文玉珠が

「第 4次慰安団」に行った事実を証明する日本軍慰
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安所管理人の日記が発見されたのを契機に、再び
注目を集めるようになる。それを契機に、森川も
文玉珠の若い頃の写真を入れて新しく装った増補
版の出版を決意する。増補版には、森川の 1996年
10月以降の調査資料と森川自身が 1997年 5月か
ら 14ヶ月間ビルマ、タイに滞在して確認した新た
な事実（楯師団残留日本兵と現地出身楯師団通訳
のインタビュー、慰安所「おとめ」の建物確認な
ど）が、増補版解説として追加された。この増補
版では、文玉珠の記憶の誤りと森川自身の解説の
誤りは修正したが、1995年まで文玉珠が証言した
文玉珠の一代記はそのまま掲載された［『新装増補
版　文玉珠 ビ ルマ戦線　楯師団の「慰安慰」だっ
た私』1996:215］。

6。森川万智子のフェミニズムの視点で　
「聴く」　「書く」

（1）「弱者への配慮で毎瞬間を精一杯生き抜いた女性、
文玉珠」　（森川万智子）

この本作りにあたって森川は、最後の校正作業
の時までその内容について繰り返し細かく文玉珠
に確認している。ここには、時に苦しい記憶を思
い出さなければならない文玉珠とその生々しい語
りを立ち入って聴く森川。筆者はその過程がつら
く大変なものではなかったかと、森川へのインタ
ビューで質問したことがある。しかしそれは私の
愚問だった。二人は、涙を流すよりは、タイムス
リップでもしたかのようにその「対話時間」を楽
しんだのだという。
文玉珠の証言に従って森川が作った地図を広

げ、二人は時には「くすくす笑いながら」たくさ
んの思い出と経験を語り合った。森川が活字に移
した文玉珠の一代記は、独立運動をしていた父が
胎夢を見て命名したという大邱のことから始ま
り、九州大牟田の 山館 ― 満州東安省 ― 黄
海道衿川郡に住む姉の家、南の国ビルマ ― マン
ダレーでの日常 ― 最前線 ― 地獄の島アキャ
ブ ― 退却とプローム、ラングーン ― タイの

バンコク・ラングーン ― タイに退却、バンコク
―アユタヤの陸軍病院―解放後帰国して母の
もとに戻るまで、帝国日本の占領地に沿って展開
される。そのすべての時空間に文玉珠の喜怒哀楽
が詰まっている。
森川が叙述した一代記には、家事が苦手で始め

た妓生修業や達城（タルソン）券番を優等生とし
て修了した 17歳の文玉珠が、ビルマのある慰安所
に来て酒も飲まずにうずくまっている若い兵士が
いると上官に叱られたり殴られたりした下っ端の
兵士なのだと思って酒でも一杯飲めと勧める文玉
珠が、結核にかかったアキミ姉さんを自分の手で
火葬して大邱の両親に渡すために遺骨の一部を
ずっと持っていた文玉珠が、戦争が終われば自分
が朝鮮に行くから一緒に暮らそうと約束した日本
兵本田に会いたがる文玉珠が、戦場ではパパイヤ
でキムチを漬け墜落した英軍飛行機があればその
残骸を見に行く好奇心の強い文玉珠が、朝鮮人だ
と差別して暴力を振るう日本兵に負けないしっか
り者の文玉珠が、地獄のような戦線から退却して
ヤンゴンで将校たちからもらったチップと軍票を
貯めて母親に家を買ってあげる夢を膨らませてい
た文玉珠が、日本の敗戦を感知して軍医から診断
書を受け取る賢い文玉珠が、帰国準備のために革
のハンドバッグと靴を買っていた乙女の文玉珠
が、生き生きと描写されている。聴くことができ
る森川だからこそ、文玉珠は全てを語ることがで

1995年秋に初訪問したビルマで森川が撮った3カ所
の慰安所など現地の写真とそれで作った地図を一緒に
見ている文玉珠（提供：森川万智子）
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きたのだ。
解説編の「ムン・オクチュさんの戦後」に森川

が残した文玉珠は、後遺症で不眠症に苦しみ、同
僚の遺体を火葬した記憶のためしばらく焼肉が食
べられない、そんな人間文玉珠だ。それは、子ど
もを産めない体となったが、最善を尽くして母親
と家族の面倒を見て、一緒に暮らしていた男性の
子どもたちまで誠心誠意育てた強靭な女性であ
る。森川が何度も語っていた文玉珠の口癖は「森
川さん、私は本当に一生懸命生きてきたよ」だっ
たという。文玉珠は、生活が苦しければ「さあ、働
いてみようか」と力を絞り出した。森川の文玉珠
は、被害者 /生存者 /女性 /世話が必要な人に最後
まで責任を負う情の深い人 /なのである。
解説編の「名乗り出」では、文玉珠の言葉が直

接引用されて、文玉珠が 5年余りの運動を通じて
自身が体験した「被害と不幸」を歴史問題として、
社会問題として認識するようになったこと、日本
政府の内心を見抜いていたことを記録している。
ここには、被害者から生存者として、活動家とし
てのアイデンティティを持つようになった文玉珠
がいる。
森川が著した文玉珠がこのように複合的な主体

性を持った存在であり得たのは、聴き手であり書
き手である森川が、文玉珠を単純な被害話とか強
姦ストーリーとかに閉じ込めない、フェミニスト
としての感受性、100%無力な被害者性（像）など
を否定する問題意識を持っていたからだ。文玉珠
が日本の支援者たちに会って変化したように、森
川にもフェミニズムの観点から「聴く」「書く」こ
とを可能にした運動や人との出会いがあった。

（2）日本の人権運動・フェミニズム運動との出会いと
活動

文玉珠に会うまで森川は、16年間勤めた郵便局
で、高卒女性が体験しなければならない差別に抗
して 15年間労働組合運動をする。職場の外の地域
では在日朝鮮人の指紋押捺反対運動のような人権
運動 20）はもちろん、女性運動にも積極的に参加し
た。全国組織である「売買春問題ととりくむ会」活

動にも関わった。同会の前身は、売買春防止法を
実現させた売買春禁止法制定促進委員会である。
1973年 1月に「売春対策国民協会」と「沖縄の買
春問題ととりくむ会」が統合されて「売春問題と
とりくむ会」が結成され、それは 1986年 4月に
「売買春問題ととりくむ会」に改称した［『売春問
題ととりくむ会ニュース』No.1、1973年 2月 1日］。
2014年現在、全国 14団体が参加しているこの会
の目的は売買春、性搾取反対と女性の基本的人権
の確立にある。目的達成のために韓国の女性団体
と 70～ 80年代には妓生観光反対運動を、80年代
末からは日本軍「慰安婦」問題解決運動を積極的
に展開した団体だ。福岡の森川も「売買春問題と
とりくむ会」を通じて妓生観光反対運動に取り掛
かり、韓国の女性運動を知る。森川は 1990年 12

月 1日「売買春問題ととりくむ会」が 対協の尹
貞玉代表を講師として招いたセミナー「人権と戦
争を考えるセミナー：朝鮮人強制連行、従軍慰安
婦」などに参加する。そして日本軍「慰安婦」問
題関連情報を得て 対協と韓国の運動とも接点を
持つことになる（『売春問題ととりくむ会ニュー
ス』、No.91、1991.01.16）。同会の 1992年のニュー
スレター 101号と 106号には、森川氏自身が取り
組んでいた文玉珠の軍事郵便貯金に関連した文章
を寄稿して、福岡における慰安婦問題解決運動を
全国の読者と共有していた。
また森川にとっては、もう一つ大事な場があっ

た。それは 1972年に創刊された女性総合情報誌
『あご ら』とその集まり「あごら」だ。『あご ら』
は 1972年～ 2012年まで半世紀にわたり刊行され
ていて、政治、経済、社会に対する全国の女性の
視点と声を集めて個人の問題を社会問題に拡張さ
せた情報誌だ。「あごら九州」のメンバーとしても
活動をしていた森川は、1984年 5月に自身の拠点
である山口に「あごら山口」を発足させ、7月 5日
～ 20日にアフリカのナイロビで開催された「NGO

フォーラム」に「あごら」のメンバーと共に参加
する［『あご ら』104号、1985年］。「あごら」は
中央組織と支部という関係ではなく、各地域が拠
点となってテーマや活動方式などを自らが決めて
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全国に連帯の輪を広げていく運動だった。これは
従来の社会運動や労働組合などの組織運動とは違
う形だ。1986年に郵便局を退職した森川が 1990年
まで活動拠点を東京に構え、あごら出版部で働い
ていたのもこのような縁からだった。
活動の場を東京へ移した森川は、1988年に国境

を越えたアジア太平洋地域において、世界で代替
社会をつくるために組織された国際連帯運動
「People's Plan 21世紀」の日本国際会議「アジア女
性フォーラム」事務局で働いた。当時、韓国政府
の妨害のため韓国の女性団体は参加できなかった
が、事務局責任者だった森川は韓国女性団体と直
接関係を結ぶことになる。この時、森川は劇団黒
テントの創立メンバーであり役者でもあった桐谷
夏子と知り会うようになる。
桐谷は 1980年から韓国との連帯運動に取り掛
かっていた。彼女は 5月 18日に韓国の光州で民主
化を求める「光州 5・18抗争」と戒厳軍による無
残な鎮圧と虐殺が起きると、東京で出された声明
に賛同し、1989年アジア民衆文化協議会（ACPC）
企画の公演に出演する。「Cry of Asia」［『조선일보』
1989年 11月 22日］はインド、タイ、フィリピン、
日本、韓国などアジア 16ヵ国の演劇人による合同
公演だ。それを縁に韓国の演劇人たちと一緒に「慰
安婦」をテーマにしたマダン劇にも出演する。桐
谷は森川と共に大邱の文玉珠の家を訪問し、1995

年 2月には初のビルマ現地調査にも同行して英語
通訳を自ら引き受けるなど、常に森川を応援して
いた。そして、文玉珠の語りを最大限文玉珠の語
り言葉で書き残すように、記録を森川と一緒に読
んでどう書き残すか模索を共にしたのも桐谷だ
（2023.01～ 03.桐谷夏子のインタビューより）。こ
れは役者だからこその役割だ。彼女は、アジアの
国々を楯師団と戦火を潜り抜け生き残った文玉珠
が、あの時代の自分を「けだものだった」と言っ
たことを忘れないという。桐谷にとって森川との
友情は文玉珠の証言を一緒に追体験したことにあ
る 21）。そして、桐谷も文玉球の「証言の目撃者」
だった。
その他にも 1986年からの約 4年あまりの東京生

活で森川は、1976年頃から＜女のからだのおしゃ
べり会＞や＜準備出産＞などの運動に取り組んで
いる森冬美と荻窪に住んでいた石崎暾子、富澤由
子のような、心強い女性同志たちを得ることにな
る。文玉珠と同世代の 1922年生まれの石崎暾子は
森川に文玉珠の証言集を出すように勧めた当の本
人である。森川と共に文玉珠に会いに大邱まで行
き、以後文玉珠の家に泊まるように森川の背中を
押したのも石崎だ。裁判や集会などで東京を訪れ
た文玉珠と森川は、森や石崎の家で忙しい日程の
疲れを癒したりもした。当時、森冬美の杉並区の
自宅に構えていたギャラリーの 2階に賃貸で暮ら
していたパク・チンも彼らを支援しながら必要な
時に通訳をした。1988年頃に知り合い最期まで森
川を支えた富澤由子は「出生差別の法改正を求め
る女たちの会」の世話人だ。森川が残した録音資
料の中には、森冬美の家で味のある歌のリズムを
とる文玉珠と彼女の友人たちの声が残されてい
る。そこには桐谷や富澤が記憶する「いつも飾り
気なく堂々とした、気分が乗れば民謡一節を粋に
歌っていた文玉珠」がいる 22）。

（3）「慰安婦」　を必要としない社会作り

福岡で文玉珠の初の証言集会を企画したのも森
川のフェミニスト同志たちだ。第 1回招く会の会
合の時、森川は思いもよらない「壁」にぶつかる。
長い間、在日朝鮮人の強制動員調査を行ってきた

左から石崎暾子の家でくつろいでいる信川、文玉珠、
森川、石崎（提供：信川美津子）
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実行委員からは、「炭鉱地域に連れてこられた産業
「慰安婦」もいたのに、その問題は扱わず、なぜあ
えて韓国人被害者を招くのか」「軍慰安婦問題さえ
扱えばいいと考えるなら、実行委員会を解散せよ」
という抗議まで受けたことがある。1992年文玉珠
の証言集会を無事に終え、「慰安婦」問題の本質に
ついて勉強するため森崎和江の講演を提案した際
には、女性実行委員から「私たちは女性運動をし
ようとしているのではない。強制連行問題に取り
組んでいる」と指摘されたこともある。
結局、森川は女性の立場と視点で日本軍「慰安

婦」運動をするために 1993年 4月「従軍慰安婦問
題を考える女性ネットワーク」を立ち上げる。山
口、広島、福岡などそれぞれの地域で運動をやっ
ている女性たちによる「従軍慰安婦問題を考える
女性ネットワーク」はわずか 3年ほどしか活動を
続けなかったが、各自の地域運動と連帯しながら
自分たちなりの運動に取り組んだ。その際に女性
ネットワークのメンバーは「女性の性」を道具と
してのみ見る極端な形が日本軍「慰安婦」だとい
う問題意識を共有し、各自の運動課題と日本人「慰
安婦」との接点も認識していた。
森川が強制動員問題全般から「慰安婦」被害者

を切り離して運動しなければならないと思うよう
になった契機がもう一つある。それは日本政府を
対象に補償請求訴訟を提起した韓国人原告間の日
本軍「慰安婦」に対する認識だ。戦後補償裁判の
記者会見で強制動員被害者が「私たちは慰安婦で
はない。単なる勤労 身隊だった。皆が誤解して
とても困った状況だ」と話す時、隣の席でうつむ
いていた「慰安婦」被害者はとても辛かっただろ
うと森川は言う。初期の戦後補償運動には韓国社
会が持っていた偏見が韓国人の原告らの中にも投
影されて現れていたのだ。1992年当時「慰安婦」
問題の難しさに直面した森川は、支援運動や関連
運動の中で生存被害者自らが「私は慰安婦だった
が、私が何か悪いことをしたのか？ 私に何の過ち
があるのか」と言える運動を目指した。そしてそ
の後、李容洙のように「慰安婦」被害者たちが堂々
と人権活動家として闘えるようになったことを、

森川は喜んだ。
森川が思う「慰安婦」問題の究極的解決は「慰

安婦」を必要としない社会づくりである。ゆえに
彼女は 1996年に 2人の共同作業の成果物として本
が発刊され、文玉珠が亡くなった後も女性の経験
を復元し、下から書き直す歴史のために文玉珠の
足跡を探し調査研究を続けた。翌年 5月から 14ヵ
月間、ビルマ現地に滞在して得た情報は、まるで
文玉珠が導いてくれたのかと思うほど幸運が相次
いだ。楯師団にいたビルマ残留日本兵に会い、楯
師団で通訳として働いたビルマ人にも偶然会い、
文玉珠がいた所と推定されるプロームの慰安所
「おとめ」の建物も確認した。その他、200名以上
地元の人々を取材した森川は、3つのドキュメン
タリーを残す。その映像には森川が会った中国人
「慰安婦」2人の証言と他の旧慰安所の建物が入っ
ている。27ヵ所もあったビルマの日本軍慰安所に
は、朝鮮から連れてこられた女性たちのほかにも、
中国人、日本人、そしてビルマ現地の女性もいた。
依然として女性の人権意識が低いビルマでは、誰
も被害を証言できずにいる。森川がビルマ現地調
査で会った中国人「慰安婦」2人だけが現地の被
害者として証言をした。
森川は、自身の現地調査を 2016年 7月 6日～

2017年 7月 30日まで東京のアクティブミュージ
アム「女性たちの戦争と平和資料館」（WAM、
Women's Active Museum）が開催した第 14回特別展
示「地獄の戦場・ビルマの日本軍慰安所 ～ 文玉珠
さんの足跡をたどって」に活用した。彼女にとっ
て文玉珠の生涯を歴史資料と共に記録すること
は、何の言葉も残せずに亡くなった被害者や、依
然として被害事実を隠して生きなければならない
被害者たちが受けた傷とビルマで女性たちが体験
したアジア太平洋戦争の歴史を世に伝えることで
もある。
展示や講演、ビルマ現地取材ドキュメンタリー

上映のほか、森川は桐谷と新たな挑戦をした。森
川が音響を担当して桐谷が文玉珠の語りを朗読す
る一人芝居だ。2人は韓国と日本で 3回公演を行っ
た。被害者不在時代に次の世代へ被害者の証言を
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伝えるための斬新な試みだ。このようにして森川
は文玉珠の「証言の証言者」23）になっていた。森
川もこの世を去った今、桐谷は 2024年秋ソウルで
開かれた展示「우리가 그랬구나（That’s what we 

did）」（2024.10.4~31）のオープニングイベントと
して韓国の俳優カン・マルグムと文玉珠一代記の
朗読劇を行った。2025年 2～ 3月には森川と生前
に協議中だった英語圏（香港・ネパール）での朗
読劇も実現させた。演劇人桐谷は朗読劇で「証言
の証言者」としての役割を果たしている。香港で
の公演では筆者も森川万智子が担当していた音
響、そして英語字幕の担当として加わり、文玉珠
の証言を伝えることができた。

7。「証言の証言者」たちがつないでいくこと

本稿では文玉珠と森川万智子の出会いと縁を二
人の生涯をたどりながら考察した。文玉珠の「語
りの時間」と森川万智子の「聴く時間」は、二人
が 90年代の元日本軍「慰安婦」問題解決連帯運動
と共にした時間でもあった。その根底には戦争に
反対する二人の信念がある。
証言を語ること、聴くことの難しさはよく言わ

れてきた。それでも文玉珠は連帯運動の中でよき
理解者たちと出会い、自分の全てを「語り」とし
て残すことができた。70年代から労働運動や女性
運動に関わった森川万智子は文玉珠の「語り」を
聴くだけではなくそれを日本国と日本社会への問
いに代え、自らその問いに答えるため更なる調査
と運動に取り組んだ。森川のそのような取り組み
がまた文玉珠の「語り」を引き出したのだ。さら
に、森川万智子は「証言の証言者」になって文玉
球の証言をつないでいた。
本稿の執筆は韓国大邱の「ハルモニたちと共に

する市民の会」が企画した 2021年の「文玉珠証言
1次講読会」と 2022年の「文玉珠証言 2次講読会」
からできた成果の一つである。地元の活動家や研
究者たちと一緒に取り掛かった文玉珠証言講読会
は「証言」の検証ではなく文玉珠の生涯を様々な

角度から考察しながら文玉珠の語りを聴き、文玉
珠と森川万智子が残した地図の上を旅した。そこ
には大邱という地域のもの語りが、日韓連帯運動
の歴史がある。2014年の「ヒウム日本軍『慰安婦』
歴史館」開館展示企画に参加した私は、加害国日
本で、大邱地域の生存者たちと 20年余りの歳月を
共にしてきた友人たちの話を伝える特別展を提案
し、展示を企画・展示したことがある。長い苦痛
のトンネルを抜け、堂々と歴史の主人公として登
場した生存者たちと共に、戦争と暴力のない社会
を作るために努力してきた日本の友人たちの足跡
は、日本軍「慰安婦」問題解決運動の、大邱市民
の会が取り組んできた運動の歴史の貴重な一ペー
ジだったからだ。
韓国のソウルで毎週水曜日に行われる水曜デモ

の場には「慰安婦」の歴史を否定し被害者たちを
誹謗する勢力が乗り込んできてヘイト・スピーチ
を続けている。それに対して、文玉珠と森川万智
子のように、生存者と日本の友人たちが国境を越
えて共感に基づいた新しい関係を結び、それによ
り成し遂げた生の尊厳の回復と問題解決運動の拡
張を韓国と日本社会で共有することは、「共感」と
「連帯」する方法を改めて学ぶことであり、日本軍
「慰安婦」問題に我々がどう向き合うかについて
も、今一度理解を深めるものとなろう。

注
1） 本稿は 2023年韓国で出版された『문화융합 시대

의 지역사회：일본군「위안부」문옥주의 증언과 지
역』（한국문화사 , 2023）に掲載された論文を大幅
加筆修正したものである。

2） 森川万智子「まえがき」、『文玉珠 ビ ルマ戦線　楯
師団の「慰安慰」だ った私』（語り・文玉珠 /構
成と解説・森川万智子、梨の木舎、1996年）。

3） 森川万智子の追悼と二人の出会いについては、筆
者が韓国の週刊誌『時事 IN』に書いた拙稿「『慰
安婦』被害者の真実を記録した日本人」（639号）
と「日本人が記録した『慰安婦』の悪夢」（475号）
を参照してほしい。

4） 本論文の文玉珠の語りと森川の解説は二人の本
『文玉珠 ビ ルマ戦線　楯師団の「慰安慰」だ った
私』（1996年初版と 2015年新装増補版）を参考に
した。そして、文玉珠については彼女が生前残し
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た他の証言や活動関連資料を、森川万智子につい
ては筆者が行ったインタビューと関連資料、そし
て森川と一緒に文玉珠を支える活動をしていた関
係者たちへのインタビューに基づいて分析を行っ
た。

5） 1993年 12月 10日、日本軍「慰安婦」被害当事者
たちが作った団体。1994年 8月 1日、「『従軍慰安
婦』被害者会」に名前を変え、文玉珠は 1995年 8
月まで共同代表を務めた。以下「被害者会」に統
一する。

6） この本は辺見庸が 1993年 3月～ 1994年 3月まで
共同通信の国際通年企画「もの食う人々」（全 51
回）というタイトルで各新聞社に配信した取材記
を加筆・修正したもので、韓国では 2017年に『먹

는 인간（食べる人間）』（メメント）が翻訳出版さ
れた。

7） この出会いから続いている李容洙と信川美津子の
縁については、拙稿「『慰安婦』被害者　李容洙、
卒寿を迎える」『時事人 IN』581号（2018.11.06）
を参照。

8） 本稿の「ハルモニたちを支える会」についての情
報や支える会のニュースなどの資料は朴壽南監督
の WEBサイト「監督 朴壽南」（https://nutigafu.
wixsite.com/park-soonam）から引用した。

9） ハルモニたちを支える会編集・発行『生きてたた
かう－ハルモニたちの熱い夏　そして今』1994.09, 
Vol.2 と朴壽南監督の映画「沈黙　立ち上がる慰安
婦」から引用。

10） ハングル翻訳版には日本語版の導入部のインタ
ビューをすることになった経緯が入っていない。
その代わりに、父親の故郷と家族に関する証言と
就職詐欺でビルマに連行される部分は一部だけが
紹介されている。そして、金文淑とのインタビュー
には熊本地域のテレビ局プロデューサー村上が同
席したようだが、番組として実際に制作・放送さ
れたのかは確認できなかった。

11） 『慶尚毎日』に連載された「勤労 身隊ハルモニ肉
筆手記－地獄の日々」に引用された文玉珠の証言
と記事の叙述については、ペ・ジヨンの「証言を
聞き読むということ－大邱地域に日本軍『慰安婦』
文玉珠の証言を中心に」『文化融合時代の地域社
会：日本軍「慰安婦」文玉珠の証言と地域』（2023）
を参考にしてほしい。

12） 対協 ·韓国 身隊問題研究所編『증언집 1 강제

로              끌려간 조선인 군위안부들』（1993、한울、
日本語訳は明石書店）と国史編纂委員会の「史料
で見た韓国史」（http://contents.history.go.kr/front/hm/
view.do?levelId=hm_125_0130、2025 年 1月 10日最
終閲覧）に乗っている文玉珠の証言（この証言集
から引用）には、東安省ではなく満州「挑安城」と

書かれている。他方、大邱の地方新聞の『경상매

일（慶尚毎日）』の連載「（勤労 身隊ハルモニ肉
筆手記 -地獄の日々）」（1992.12.11～ 1993.01.31、
合計 8回）と大邱の地方新聞の『매일신문（毎日
新聞）』の連載「나는 증언한다 광복 50 주년 전 일
본군 위안부 수기―文玉珠」（1995.09.02～ 10.21、
合計 7回）にも満州「挑顔縣」と表記されている。
だが、筆者の森川万智子などとの面接過程および
日本軍慰安所関連研究などを通じて文玉珠がいた
満州の慰安所は東安省にあったことが明らかに
なった。

13） 文玉珠は 1995年大邱の地域紙毎日新聞とのイン
タビューの際にも姉が住んでいた所を咸鏡南道金
川郡西北面花巖里と言っている（『매일신문（毎日
新聞）』1995.09.23）。ところが、大邱の「ハルモニ
と共にする市民の会」が開催した「文玉珠講読会」
（2021.06.～ 12.）で文玉珠の証言資料を読み合い
議論する過程で文玉珠の姉が住んでいた所が咸鏡
南道ではなく黄海道の金川郡西北面花巖里だった
ことが確認できた。おそらく本人の記憶違いと思
われる。

14） 映像提供は森川万智子、録音提供は市民の会。こ
の時の証言内容が招く会が発展して結成した「文
玉珠さんの軍事郵便貯金の支払いを求める会」の
軍事郵便貯金支払い運動にも使われ、会の小冊子
『私の貯金を返せ』（1993.05）にも載せられた。

15） 46分のこのドキュメンタリーは「地方の時代」映
像祭 1992で優秀賞を受賞した。そして 1997年 2
月には 1996年 10月の文玉珠の葬式などの様子を
入れた拡張版「誇りの選択 -従軍慰安婦の 51年」
が放送され、1997年の平和共同ジャーナリスト基
金賞を受賞した。ところで、番組のタイトルが「侮
辱の証言」（1992）から「名誉の選択」（1997）へ
変わっている。当時北九州で文玉珠を支える運動
をやった廣崎リュウによれば、「侮辱の証言」とい
う表現に森川が強く問題提起をしたからだという
ことだ。

16） 「ムン・オクジュさんを招く実行委員会・筑豊」委
員長の大野節子さんが 1992年 4月 12日通訳の金
貞女宛に送ったお礼の手紙に「4月 4日私たちが
企画しました「強制連行の歴史　聴こう魂の叫
び！ムン・オクジュさんの証言」集会は、多くの
方々の参加をいただき、理屈ではなく心でしっか
りと証言をうけとめ、きつい証言を聞いた側の義
務としてこれからも軍隊「慰安婦」や産業「慰安
婦」をはじめとする様々な強制連行の実態を地元
から日本へアジアへと追及を続けていきたいと決
意をかためております」と述べている（手紙は崔
善愛提供）。

17） 崔牧師は 1992年文玉珠の証言集会（3月末に）に
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先たった 2月 28日に九州キリスト教センターに韓
国キリスト教会女性連合会のユン・ヨンエ総務を
招いて「従軍慰安婦追悼の旅」報告集会を開くな
ど韓国と関連運動に取り組んでいた。

18） 1993年 10月 22日～ 25日、日本の埼玉で開かれ
た第 2回強制「従軍慰安婦」問題アジア連帯会議
で、 身隊、強制従軍慰安婦という用語を日本軍
「慰安婦」に書き換えることが決められ、第 3回会
議から会議名称も「日本軍『慰安婦』問題アジア
連帯会議」に統一された。本稿では時期と関係な
くアジア連帯会議で統一する。

19） 文玉珠は森川と第 3回アジア連帯会議（1995年 2
月「戦後 50年、日本軍『慰安婦』問題はなぜ解決
されなかったのか？」ソウル）にも参加していた。

20） 1985年に「指紋押捺制度撤廃山口県キャラバン合
同実行委員会」が実施したキャラバンに参加し、あ
ごら山口が「指紋押捺を考える」を特集と組んだ
『あごら』103号（1985.11.10）には森川万智子も
「知りたくなかったこと」という寄稿文を寄せた
（https://nwec.repo.nii.ac.jp/records/8897）。

21） 桐谷夏子（2024.06.24）のインタビューより。
22） 富 澤 由 子（2022.12）、 桐 谷 夏 子（2023.01 ～

03,2024.02）のインタビューより。
23） 筆者が思う「証言の証言者」とは、被害者の証言

に心打たれたある人が、その証言を自分事と受け
とめて学び・出会い・行動するうちに積極的にそ
の「証言」と自分について「語る」ようなった人
だ。これは平和学の葛藤解決の 5段階のうち「関
与」から借りた着想である。
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1．はじめに

近年、在日コリアンをめぐる社会運動の諸相が
照査されている。諸運動はかれらが移民 2世とし
て日本社会に定着していく 1960年代以降の市民
運動のグローバルな高揚を背景に、民族と国をま
たがる草の根の動きとして展開された。その動き
は、植民地支配に由来するあらゆる困難を生きる
あらゆる当事者と、かれらに出会った支援者に
よって始まり、運動にかかわる人びとの生活の
ネットワークを通じて多中心的かつ重層的に広
がった［道場 2015］。本稿で取り上げる京都府宇
治市ウトロ地区の居住権確保運動（以下、居住権
運動）も、こうしたトランスナショナルな草の根
の「日韓連帯」運動の一端を成している。
「日韓連帯」は、日本における市民社会の戦後補
償運動を一つの軸としながら［本庄 2013; 2016］、
1990年代以降は国際的な当事者と当事者を支援す
る市民社会の国際的な連帯運動に推移している
［玄武岩 2023: 11］。その内実は、地域によって異
なる問題が異なる時期に掘り起こされ、その当事
者も「普通」の市民から帰還した朝鮮人やその子
孫、遺骨のような非人間的な主体まで多様である
一方［全 2022］、日本の市民運動の一端として団
塊世代の市民の長年に渡る献身に支えられた側面

もある［長谷川 2020: 17-19; 玄武岩 前掲］。
ウトロ地区の居住権運動は、大都市の「日韓連

帯」よりやや遅い 1986年、地区内の水道未整備問
題と 1989年の立ち退き裁判問題をきっかけに始
まった。ウトロ住民と支援者はこれらの問題に対
して、住民同士や支援者同士、住民と支援者間の
様々な差異に取り組みながら運動を展開した［全 

2022: 孫片田 2024］。
その運動が地区内における住環境改善事業実施

と（2015年）、コミュニティ・ミュージアムの開
設（2022年）に安着したには、韓国の市民運動と
の連帯が大きな役割を果たしている。本稿では、居
住権運動の歴史のなかで 1990年代以降の韓国の
市民社会との連帯に注目し、その内実を日韓とい
う異なる歴史的時間の流れる社会間の、人びとの
移動という視点から検討したい。
というのも、日韓の人びとが国境を超えて直接

出会い、その生き方を目の当たりにし、身の回り
のことを語り合うことは、終戦から 1980年代まで
容易ではなかった。制度的には日本では 1964年 4

月から、韓国では 1983年 1月から観光目的の出国
が可能となり、その普及は日本が 1970年代初頭、
韓国は 1980年代末以降となる 1）。およそ 20年前
後のタイムラグがある両時期は、両国で市民社会
が成立する時期でもある。
日韓のこのような歴史・社会的な地域差を踏ま

えると、「日韓連帯」の社会移動としての側面がみ
えてくる。その動きは、民族や社会経済的差異を
有し、特定の時・空間に生きる当事者と支援者が

特集
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生身の人間の軌跡 全ウンフィ（大阪公立大学大学院文学研究科

人文学学際研究センター）
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歴史・社会的なタイムラグを挟んで出会い、年月
を重ねてともに集合行為を形成する過程でもあ
る。本稿では、筆者が 2009年末頃から支援者グ
ループで行っている参与観察調査とその資料を基
に、居住権運動の支援者がいかに市民として、ま
た差異を超えて連帯を形成していったかをとりわ
け 1990年代以降の韓国の市民社会との連帯を視
野に入れて検討する。
本稿の構成は次の通りである。2節では、背景

として居住権運動の形成と 2000年代前半までの
展開を紹介する。3節では、1990年代以降の韓国
の市民社会における支援形成と展開を検討する。4

節では、2000年代以降に 2つの市民運動が交差す
る状況を様々な担い手の交差に焦点を当てて検討
する。

2．ウトロ地区の居住権運動の形成と展開

ウトロ地区の居住権運動は 1986年、水道未整備
問題に対して始まった。宇治市を中心に京都府南
部地域の労働者と市民により、ウトロ地区に水道
敷設を要望する署名運動が立ち上がった。当時ウ
トロには約 84世帯 381人が暮らし、世帯主のほと
んどが在日コリアンであった 2）。
ウトロ地区に水道が整備されていなかった理由

はその形成過程に遡る。ウトロ地区の土地は、太
平洋戦争末期に始まった京都飛行場建設事業用地
の一部である。事業は終戦により中断され、現場
には朝鮮人建設労働者が住居と職を失ったまま残
された。ウトロ地区は、なかでも行き場のなかっ
た労働者一部とその親族が宿舎（飯場）跡を住居
にして形成された在日コリアンの集落である。そ
の土地は、軍需から民間に転換した民間企業の敷
地のままとなり、その企業が日産グループに吸収
合併され 1962年からは㈱日産車体の所有となっ
た。水道管埋設のためには土地所有者の同意が必
要であるが、宇治市は居住者のウトロ住民と地主
の日産車体間の合意形成を民間同士の問題として
不関与の方針を示していた。水道敷設運動は、そ

の結果としての水道未整備問題に対して、宇治市
に水道の安全かつ公平な普及という行政責任を問
う運動として始まった。
当初の担い手はウトロで生業を営んでいた 2世
代住民とその支援者であった。支援者は地区内に
拠点をもつ南山城同胞生活センターの専従職員
と、1970年代から宇治市に生活の拠点をもって京
都府南部地域の様々な市民運動に参加していた日
本人の地方公務員、市議会議員、技術職会社員、キ
リスト教牧師、主婦などの市民で構成されていた
（以下、市民側）。両者は、韓国の民主化運動や在
日コリアンの権利運動など、市民側が地域で始め
た「日韓連帯」の活動を通じて出会い、ウトロ地
区の水道未整備問題にかかわっていく。その過程
で、中・小の労働組合運動を始めとする地域の様々
な人権・平和運動、隣接する京都市南区東九条地
域の住民運動、京都市を拠点とする環境運動など、
大都市の日韓連帯運動とは異なるローカルで多元
的な支援者層が形成された［全 2018; 2022］。
支援者を中心とする署名運動は水道未整備問題

に宇治市を介入させる成果をあげたが、わずか 2

年後にウトロ住民の居住そのものを揺るがす事件
が発生する。立ち退き裁判問題である。水道管埋
設の同意の成立とほぼ同じ時期に、ウトロの土地
は裏で売却されていた。それがさらにペーパー・
カンパニーに転売され、1989年 2月、同社から住
民に対する立ち退きと明け渡し訴訟が始まる［中
村 2022］。立ち退き裁判問題を受けて、ウトロ住
民は生存権を主張する当事者として運動の前面に
登場し、市民側の支援者も京都市を拠点とする知
識人・文化人層に呼びかけを広げて支援団体「ウ
トロを守る会」（以下、守る会）を結成した。なか
でも田川明子、斎藤正樹、吉田泰夫の 3人は 2010

年代以降まで持続的に、住民と市民社会の動きを
媒介しながら第一線でかかわっていく。
裁判問題初期の運動では、戦後補償運動の国際

的な高揚を背景にウトロ住民の居住権確保を戦後
補償の観点で主張した。守る会の結成当初の宣言
をみればスローガンとして「地上げ反対！」を先
頭に掲げながら、日産車体と日本政府に対する戦
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後処理の責任要求と「ウトロ町民と共に歩」むと
いう姿勢を表明している 3）。支援者は裁判支援を
行いながら、住民とともに地域社会から全国、国
際社会への働きかけを全方位的に展開していく。
地区内外での集会や催しを通じて運動参加者の結
束と地域社会との交流を図る一方、国内外の戦後
補償運動の現場と交流を重ねていった 4）。1992～
93年にはニューヨーク・タイムズ（以下、NYT）
への意見広告運動を展開、それを機にロサンゼル
スの韓国・日本系の移民コミュニティとともに現
地で日産と日本政府への抗議行動を行った。
一連の活動の結果、裁判問題が全国的に知られ、

ウトロ住民も当事者として自主的な活動に取り組
んでいく一方［全・孫片田 2024; 孫片田 2024］、裁
判は敗訴が見込まれていった 5）。居住権運動以前
に被差別部落の居住問題にかかわっていた守る会
の斎藤は、裁判後の運動の展望をハビタットⅡ
（1996年）以降、国際法上の社会権規約に含まれ
た「居住の権利」の理念と、方法としての住環境
整備事業に探り始めていた。住環境整備事業は「住
宅地区改良法」（1960年）を根拠に老朽化した密
集地域のまちづくりを支援する国の制度を指し、
当該地域住民の意向を受けた地方自治体を主体
に、国土交通省が事業費を支援する仕組みとなっ
ている。運動の懸案はまちづくりに移り、2000年
9月には住民の高齢化の実態を踏まえた自主的な
「ウトロまちづくりプラン」を宇治市と京都府に提
案している。

2000年 11月の確定判決の後は、住民が「われ
ら、住んで斗う！」と住み続ける意志を表明する
と同時に 6）、支援者は起こり得る強制立ち退きに
対して国際的な輿論形成に取り組んだ。その成果
の一つは、国連・社会権規約委員会の日本政府へ
の審議過程に裁判問題に対する NGOレポートを
通じて参加し、ウトロ地区の現況を懸念し日本政
府へ措置を勧告する総括所見を導いたことである
（2001年 9月）。地域レベルでも住民の地域社会へ
の参加が定着していった。次節で検討する韓国に
おける市民運動との連帯は、それにもかかわらず
動かない状況のなかで始まった。

3．韓国における市民運動の形成と展開

韓国でウトロ地区に関する報道は『한겨레신문』
（以下、ハンギョレ新聞）の 1990年記事が最初で
ある。大阪市生野区とウトロの裁判問題が「在日
同胞の差別の実態を現地取材」というタイトルで
紹介され 7）、翌年には『경향신문』（京郷新聞）が
裁判問題を単独報道した 8）。以後、1993年の NYT

意見広告が朝鮮日報や東亜日報などマスコミ各社
に取り上げられ、地上波の㈱文化放送（以下、
MBC）の調査報道番組『PD 수첩』（PDノート）が
来日し、裁判問題を集中取材した。それが全国に
放送され、ウトロ地区が韓国の市民社会に知られ
るきっかけとなった。

1991年、金学順が元慰安婦を名乗り出、韓国で
戦後補償運動の機運が高まると、1995年に歴史教
科書問題に取り組んでいた 山市の市民団体と市
議員が 9）、1996年には民主社会のための弁護士会
やカトリック人権委員会など、韓国の民主化運動
と人権運動を代表する 9団体の連絡組織（韓国人
権団体協議会）が支援を表明する 10）。1997年 9月
には同組織の参加団体から「韓国ウトロ地域同胞
後援会」が結成されるが 11）、同年 11月以降、韓国
社会は IMFの救済金融を 4年間受けるという未曾
有の経済危機に見舞われている。
韓国での市民運動の本格化は、2004年 9月、韓
国江原道春川市で開催された第 4回「韓・中・日、
居住問題国際会議」で住民と支援者が支援を訴え
たのが引き金となった。前節で述べたように、ま
ちづくりに突破口を見出していたウトロ住民と支
援者は、支援者の表現を借りると、いつ強制立ち
退きが実行されるか先の見えない「切羽詰まった」
状況で「最終手段」としてアピールに臨んだ。そ
の翌日、韓国の主要紙にはチマチョゴリをまとっ
たウトロ住民と、支援者の「人道的対策」の訴え
が報じられる。
報道はテレビやラジオにも広がり、韓国の若手

の NGO団体として朝鮮籍者や朝鮮学校の支援に
もかかわっていた『지구촌동포청년연대（KIN）』
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（現지구촌동포연대（KIN））が全面的な支援に取
り組んだ。KINは、韓国の「在外同胞支援法」（1998

年）から除外された各国の「在外同胞」の支援の
ために 1999年に設立され、現在も活発に活動して
いる。
一方、当時のマスコミの注目には、翌年の 2005

年に政府の「光復 60周年記念事業」（以下、60周
年事業）が予定されていたという韓国内の背景も
あった。同事業は、過去光復 30周年・40周年・50

周年に推進されており、経済回復を成し遂げ（金
大中）、政権を維持した民主政府（廬武鉉）が就任
3年目に行った「国民的記念行事」である。その
中身は、過去の行事で強調された南北和解や独立
運動の顕彰を踏まえつつ、金大中政権の歴史観を
継承し、植民地支配以降の産業化・民主化の成果
に対する再評価と「過去史」清算が強調された。過
去史とは、近現代史で起こった個人への国家暴力
を広く指す［藤永 2005］12）。すなわち、60周年事
業には、被支配におかれ、抗った民衆の歴史を国
民の歴史として再定義する意味が含まれており、
「在外同胞」もその延長線上に位置づけられた。

2005年 1月に、韓国内外の 64市民団体とウト
ロに対する連帯声明を発表した KINは、翌月に現
地での実態調査を実施し、ウトロ住民と支援者と
の連帯体制をつくった。さらに、4月には韓国内
の連絡組織「ウトロ国際対策会議」（以下、対策会
議）を発足させる 13）。連帯声明と対策会議には韓
国の在外同胞支援団体を始め 1996～ 97年にウト
ロに支援を表明していた韓国ウトロ地域同胞後援
会の参加団体などが広くかかわり、超党派の「ウ
トロ問題を考える国家議員の会」も加わった。さ
らに 6月から、KINは市民団体「㈶아름다운재단

（うつくしい財団）」（当時）とハンギョレ新聞社の
週刊紙『한겨레 21』、進歩系のオンライン新聞『민

중의 소리』（民衆の声）と連携して「우토로살리

기（ウトロを救援する）」の募金運動を著名人に呼
びかけながら展開していく 14）。前者の団体は 2000

年 8月設立されて以来、寄付を通じた市民参加を
導入して韓国内で反響を呼んでいた。1993年に裁
判問題を報道したMBCも光復 60周年の記念式典

をウトロ地区と二元中継し、韓国政府を動かすた
めの輿論喚起に取り組んだ。
以上のように、韓国でのウトロ支援は、経済危

機からの回復を果たした後、韓国の民主化運動を
継承する政権が「国民」の記憶を再構築する時期
に始まっている。マスメディアや政治家と相互に
連携する市民運動のなかで、ウトロ地区には「国
民」としてのスポットライトが当てられることと
なった。事態は 2年後の 2007年、当時の政権の最
終年度に転機を迎える。

2007年初頭、韓国政府が外交論理に基づく不関
与方針を示し、ウトロ住民と日韓の市民社会は韓
国を中心に大々的なキャンペーンを展開した。そ
の成果により訪韓した住民側と大統領秘書室との
面談が 8月に成立する 15）。支援の意向を見据えて
帰国した守る会は国土交通大臣への直訴を果た
し、購入予定地における住環境整備事業の推進を
仲介していく 16）。結局、年内に韓国政府による土
地購入費用の一部支援が決定され、住環境整備事
業の実施が確定した。事業は 2015年に宇治市の住
環境改善事業として開始され、ウトロ住民と支援
者はその前後を通して住民コミュニティの維持と
歴史化に取り組み続けている 17）。
ここまで、日本と韓国という二つの社会におけ

る市民運動の展開を中心にウトロ地区の居住権運
動の展開を振り返った。運動の初期には、いわゆ
る「革新系」と「進歩系」政党の支持基盤やレガ
シーメディアとのつながりをもって拡散する様子
が窺える。
一方、輿論形成の波が一段落した後も当時の市

民社会の課題に通じる問題を再設定し、地域社会
から国際社会に至る多様なアクターとの連携を
とっていく過程も窺えた。それには住民と市民社
会の両者間を仲介しながら問題提起を続ける人び
とと、かれらと出会ってそれぞれの生きる場所で
応答し続ける人びとの存在が不可欠である。次節
では、その背景を日本における市民運動の大衆的・
地域的展開に見出した拙稿［2018; 2022］の視野を
韓国の市民社会に広げて、両社会の違いのなかで
いかに連帯運動が展開されたかを移動する人と人
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がかかわりを形成する過程に注目して検討する。

4．市民の生き様が交差する「日韓連帯」

（1）「国民」的教養としての「ウトロ村
マウル

」

光復 60周年から 10年が経つ 2015年 9月、MBC

を代表するバラエティ番組『무한도전』（2005～
2018年、以下『無限挑戦』）にウトロ地区―韓国
では「우토로마을（ウトロ村）」と知られている―
が紹介された。同番組の光復 70周年特別企画（以
下、70周年企画）の一部にウトロ地区が含まれた
のである。韓国における市民運動の開始以来、韓
国からの団体ビジターを多数迎えていた 1～ 2世
代の住民と支援者は、いつもの感覚で当時の撮影
を受入れたという。
『無限挑戦』は、韓国の第 1次ベビーブーマー

（1955～ 1963年生まれ）のジュニア世代（1979～
1992年生まれ）と第 2次ベビーブーマー（1964～
1974年生まれ）の青壮年期に一世を風靡したいわ
ば「国民バラエティ」で 18）、内容の娯楽性ととも
に公共性が高い評価を得ている 19）。70周年企画は、
韓国の時代を象徴する番組が光復を記念して製作
したロケ特集として、世界各地の「在外同胞」に
出演者が故郷の料理を届ける内容に構成された。
その企画に日本のロケ地としてウトロ地区が長崎
県端島炭鉱（通称「軍艦島」）とともに選定された
のである。番組全体の文脈では教養としての韓国
史学習を標ぼうし、独立運動や光州民主化運動を
取り上げた 2013年特集に続く内容である。

70周年企画の中身では、ウトロ 1世代住民の一
人である姜景南（1925年生まれ）を中心に、集落
の形成と立ち退き裁判問題の苦境が 1・2世代住民
の経験から紹介された。姜景南に対しては植民地
支配を背景に渡日して故郷に一度も帰られなかっ
たという語りに、裁判問題に関しては住環境改善
事業の実現により住み慣れた家が解体される家族
の物語に焦点が当てられた。ウトロ住民の故郷や
ルーツ、家族にかかわる先述の状況を支援者の案
内を受けて把握した韓国からの出演者は、そのよ

うな歴史を「知らなかった」ことを自省しながら、
住民の故郷やルーツ、家族のためのイベントを準
備していく。
この企画は韓国内で反響を呼んだ。ウトロ地区

の後に放映された長崎県端島炭鉱を取り上げた回
がアムネスティ韓国支部の言論賞を受賞し、ウト
ロ地区には韓国からの特に個人のビジターが爆増
した。支援者によると放映から 2～ 3年間、通常
の 4～ 5倍のビジターが訪れ、この時期のウトロ
では旅行中に訪れた家族や友人グループが地区内
でうろちょろしている姿や、学生グループが姜景
南と交流し、最後は手を握って涙を浮かべている
光景が頻繁に見受けられていた。姜景南の死去
（2020年）の際も KINはもちろん当時の大統領（文
在寅）を始めとする韓国の各界各層から供花が送
られた。
放映から 10年目になる 2025年現在も『無限挑
戦』はウトロを訪れる韓国ないしは日本在住の韓
国人ビジターの参照点となっている。現時点で振
り返る 70年企画は、光復 60周年の 2005年に韓国
の市民社会を中心に広がったウトロ地区の物語を
大衆的かつ公共的な教養として再想起する役割を
果たしたと言える。同番組の受容者を分析した김

예은［2017］の指摘を踏まえると、その描写には
被支配の記憶を原型とする首尾一貫的な国民像
に、ウトロ地区をその「記憶の場」［ノラ , P. 2002］
の一つとして位置づける側面があるのも否定でき
ない。
一方、김예은［前掲］が「再領土化」と表現し

たナショナリズムの表象との関係と同時に注目し
たいのは、ウトロ地区が移動する人びとが出会い、
かかわっていくことのできる生きた場所としてあ
り続けているということである。現地を訪れる人
びとは、番組では省かれたウトロ住民の生活感覚
や支援者の思い、ウトロ住民と支援者の人生、さ
らには両者によって進められた、国境を超える運
動の軌跡に出会える様々な場面に身を置くことと
なる。
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（2）交差する生身の人間の軌跡

図 1は、守る会の斎藤正樹がウトロ地区内を案
内している様子である。斎藤は、宇治市役所職員
だった 1980年代半頃に宇治市内の指紋押捺拒否・
留保者の支援にかかわり、30年以上に渡って居住
権運動に尽力している。そんなかれの役目の一つ
は「フィールドワーク」（以下、FW）と呼ばれる
地区内の案内である。FWは、参加者が語りだけ
でなく景観を通じて生活や運動の歴史にふれ、時
には住民との交流も生まれる、ウトロ地区と参加
者をつなげるための重要な実践の一つである。そ
の案内役はほとんど支援者が担っている。

FWのなかの物語は運動の時期と場合、案内者
の視点や参加者の属性などによってフレキシブル
な部分がある。しかし、それぞれの物語は、裁判
の当事者となったウトロ住民 1・2世代の実際の言
葉や経験を通じて構成するのが案内役の共通する
手法となっている。先述の斎藤を始めウトロ住民
と密接な関係を築いている支援者は、住民との付
き合いのなかで見聞きした言葉や経験を FWに採
用するとともに、他の支援者や参加者にも積極的
に共有している。このような傾向は、住民の生の
声にふれた経験そのものが、自身の活動につな
がっていた経験を反映しているのかもしれない。
拙稿［2022］で紹介したように、守る会の田川
は文光子（1919年生まれ）を始めとする住民 1世
代との出会いの経験を運動の様々な場面で語って
いた。斎藤と同じく指紋押捺拒否・留保者の支援
から水道未整備問題を知った田川は「普通の市民
が立ち上がって行政を動かすことができるなら」
と居住権運動に参加した 20）。その傍らで斎藤とと
もに朝鮮人日本兵の戦後補償裁判にかかわり、そ
のつながりがまた 3節で述べた国土交通大臣との
面談成立（2007年）の契機をつくった。そのよう
な二人にとって居住権運動は、戦後処理という日
本社会の構造的問題を映し出す存在との出会いで
あったかもしれない。
一方、そのなかで二人が目の当たりにしたのは、

「知らなかった」1・2世代の人びとの生き様であ

る。居住権運動の支援者は、飯場ならではの大型
の炊事場や飯場跡を潰しながら形成された町並
み、様々な集会やイベント、京都地裁、日産の本
社前、韓国ソウルなどへの移動中など運動の様々
な場面を住民とともに過ごした。その過程で、依
然として抗い続けるかれらの、識字の不自由さや
教育・就業の困難さのなかでもがきながら家族を
養ってきた生き様にふれ、それを聞き取っていく。
守る会発行の冊子『MESSAGES from ウトロ』
［1990］（図 2）や書籍『ウトロ―置き去りにされ
た街』［1997］、朝日新聞社による『隣人（イウサ
ラ ）―ウトロ聞き書き』［1992、以下『隣人』］な
どは、等身大の人間としての住民とその生活を豊
富な写真とともに描く構成となっており、両者は
顔と名前を晒して運動に臨んでいる。
こうして市民社会に伝わったウトロ住民の記録

は、国際移動を果たすようになった日韓の新しい
世代の市民を通じて広がっていく。1993年のロサ
ンゼルス抗議行動は LA暴動（1992年）を経験し
てエスニック・マイノリティの運動を立ち上げた
韓国系アメリカ人の市民活動家により実現し、当
時の通訳にはアメリカで留学していた日本人学生
が付き添った。かの女はNYTの意見広告を読んで
支援に乗り出し、現在もかかわり続けている。さ
らに、日本留学中にウトロを知った韓国人音楽家
は帰国して『隣人』の韓国語訳［1998］を出版し、
『隣人』に掲載された当時の韓国人留学生は帰国後
に日韓市民社会の連帯を支える専門通訳士として
活躍している。
さらに、韓国での市民運動のきっかけとなった

2004年の国際学術会議（韓国春川市）にマスコミ
が集まったもう一つの背景には、日本に留学して
いた運営側の、取材陣を集めるための積極的な働
きかけがあった。1995年阪神淡路大震災以後の居
住福祉への市民的・学術的関心の高まりのなかで
立ち上がった同学会で、斎藤は居住の権利の考え
方と韓国の強制立反対運動に学び、裁判以後の運
動の着想を得たと振り返る［斎藤 2022: 31-33］。
同取材をラジオニュースから聞いて支援を決意

した KINの事務局長（当時）裴芝遠も、1990年代
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末に日本に留学して、在日朝鮮人の社会運動を
知った経緯をもっている。1990年代前半に南北交
流の雰囲気のなかで韓国の学生運動を経験し、職
業的活動家として朝鮮半島を離れざるを得なかっ
た人びとを支援している裴らは、運動の過程やス
ピード、方法の違いなど日本の市民運動との連帯
が決して容易ではなかったと語る。一方、かれら
は「同胞」の住民や支援者の数少ない理解者の一
人であり、その出会いがさらに、当該の住民と支
援者、そして自らのエンパワーメントの一つにも
なっている 21）。
また、大統領秘書室とウトロ住民との面談が成

立し、韓国政府の支援決定の正念場となった 2007

年 8月には、当時の状況を知った韓国のブロガー
が自発的に始めたオンライン上の支援運動が反響
を呼び、その輿論が韓国政府の正式決定の一つの
追い風となった 22）。その時に広く使われた姜景南
の写真は、日本で長年活動している韓国出身の報
道写真家である権徹が 2004年にウトロを取材し
て撮影した作品である。
以上のように、ウトロ地区の居住権運動はウト

ロの 1・2世代住民、日本社会の市民運動の世代と
その後続世代、在日朝鮮人当事者の運動とその後
続世代、韓国社会の市民運動の世代とその後続世
代という、民族や社会・経済的条件が異なる概ね
4者の主体の協力関係のなかで進められた。それ
ぞれの運動的方向性は必ずしも一致しないが、「知
らなかった」ことを自省する市民として、住民 1・
2世代が安心して暮らせる環境の実現をともにつ
くり上げている。このようなスタンスが居住権運
動以前の「日韓連帯」の実践のなかで形成されて
いたことを踏まえると、居住権運動の「日韓連帯」
は、「国」からそぎ落とされた人と人として出会い、
その人がそぎ落とされないコミュニティをともに
描き出そうとする、各社会の市民の実践がウトロ
地区という場で交差しながら成り立っていると言
える。

5．おわりに

本稿では、ウトロ地区の居住権運動における「日
韓連帯」の形成と展開を、日韓の市民社会が成立
する歴史・社会的な地域差と、その差異のなかで
トランスナショナルな連帯を形成していく人びと
のコミットメントの交差に注目して検討した。ウ
トロ地区の居住権運動は、1960年代以後の日本に
おける市民運動の実践の一つとして、地域で植民
地支配の歴史を自省して韓国の民主化運動や在日
コリアンの権利運動に取り組んだ人びとと、ウト
ロ住民との出会いから始まった。その運動は 1980

年代以後、戦後補償運動を始めとする人権や平和、
エスニシティや居住の権利にかかわる各地のマイ
ノリティの権利運動とトランスナショナルに関係
しながら展開していった。
なかでも韓国における市民運動は、経済危機以

降、韓国の民主化運動の記憶を継承する民主政府
との相互関係のなかで大衆的メディアを通じて進
められた。そのダイナミックな展開は個人のロー
カルな連帯を強調する日本の市民運動と区別され
るが、この点は本稿の視野を超えるため今後の課
題にしたい。
本稿ではウトロ地区の居住権運動の 2010年代

までを中心に検討した。居住権運動がウトロ平和
祈念館の開設運営（2022年）に推移し、ヘイトに
よるウトロ地区防火事件（2021年）が発生したい
まは、「日韓連帯」の主体や目標はさらに多様化し
ている。人種・民族に対するヘイトや歴史認識を
めぐる問題、社会の様々な課題を様々な経緯から
考え、かかわっている近隣のボランティアや中高
生、大学の学生や研究者、市民や活動家などが、そ
れぞれのコミットメントをウトロ平和祈念館とい
う場所で模索している。その運営にかかわる 2世
代住民と 20～ 70代の支援者は、例えば図 3のよ
うにウトロ地区が多様な人が気軽に立ち寄り、複
雑多様な人と人が出会う場所であり続けるための
日々の施しを続けている。
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＊追記：本稿は玄武岩ほか［2023］に収録された
コラムを、大幅加筆修正したものである。

注
1） 観光目的の渡航の全面自由化は日本が 1966年、韓
国が 1989年からである。以降、日本では 1972年、
韓国では 1989年に海外渡航者数が 100万人を突破
した。

2） 『洛南タイムス』1986年 8月 3日「今どき宇治市
内に上水道のない地域―ウトロの住民が市に陳
情」。

3） 地上げ反対！ウトロを守る会「『ウトロを守る会』
結成アピール」1989年 3月 22日。

4） 例えば、1990～ 1994年には「日独平和フォーラ
ム」の参加・開催を通じてドイツの戦後補償運動
と交流した。

5） 最初の敗訴判決は 1998年 1月に出され、裁判自体
は 2000年 11月、最高裁への上告棄却により終了
した。

6） 2002年 2月 24日、「われら、住んで斗う！団結集
会」の宣言文「オモニの歌」より。

7） 『한겨레신문』1990年 5月 25日「정상모 특파원 재

일동포 차별실태 현지취재」。
8） 『경향신문』1991年 11月 22日「징용도 서러운데

『50 년삶터』뺏다니―在日（재일）동포 80 가구＜生
存（생존）투쟁＞」。

9） 前掲紙（注 2）、1995年 11月 7日「悲観も楽観も
せず解決の道へ―宇治市ウトロ町づくりの集い」、
前掲 1996年 2月 15日「韓国から議員が視察へ」。

10） 前掲紙（注 2）、1996年 11月 1日「ウトロ問題で
日韓市民交流―宇治のウトロ土地裁判」。

11） 『가톨릭신문』1997年 9月 14日「일본 우토로 동

포 후원회 결성」。
12） ここでの「過去史」「過去清算」とは、「植民地支
配に関わる諸問題にとどまらず、解放後の朝鮮戦

図1　斎藤正樹によるフィールドワークの様子
＊バックにある建物は 2021年にあったヘイトによる防火
事件で全焼した。
2009年 4月 18日、筆者撮影。

図2　冊子『MESSAGES from ウト
ロ』（1990）の表紙

ウトロ平和祈念館提供。

図3　ウトロ平和祈念館の外観
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争期や権威主義政権の時期に発生した暴力・虐殺・
人権蹂躙などの事件も積極的に問題化」し、「近現
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要旨
本論は、1980年代の指紋押捺拒否運動について、
運動に関わった日本人がどのように当事者性を意
識化させていったのかを、1984年 9月に東京で発
足した「予定者会議」の取り組みを通じて考察し
たものである。
予定者会議は、指紋押捺の拒否を予告し世論を

喚起させるべく集まった在日朝鮮人のほか、日本
人の知識人、学生、自治体労働者らも多数参加し
た。メンバーたちは毎週行われた会議や合宿で、具
体的な戦略を立てながら、自身の立場から何がで
きるのか、運動における役割を話し合っていた。こ
のような議論によって、運動における朝鮮人と日
本人の関係性は、支援から共闘へと変化していく。
また、日本人にとって指紋の問題は、植民地支

配に起因する克服すべき自己の課題であること
や、反管理体制の問題、民主主義の問題と関連づ
けて語られていたことを示した。そして、共闘す
る朝鮮人との熟議を重ねることにより当事者性を
意識化させると同時に、「対等」な関係性を志向す
る取り組みであったことを明らかにした。

キーワード：社会運動、外国人登録法、指紋押捺
拒否運動、在日朝鮮人、当事者性

Abstract
This paper will examine the Fingerprinting Refusal 

Movement of the 1980s, particularly how Japanese 

people’s awareness regarding “tojishasei”（positionality）

changed through the efforts of the “Yote-sha Kaigi” that 

began in September of 1984 in Tokyo. 

Participants of the Yote-sha Kaigi included Zainichi 

Koreans who came together to “give notice” and influence 

public opinion on their refusal to be fingerprinted, as well 

as Japanese academics, students, and municipal workers. 

Members gathered at weekly meetings and gasshuku

（camps）to formulate strategies and discuss what could be 

done in their own contexts, and what their role within the 

movement was.  Through these discussions,  the 

relationship between the Korean and Japanese people 

shifted from one of support to that of joint struggle.

This paper shows how fingerprinting was discussed as 

being a product of colonial rule and an issue of the 

Japanese people, and how it was discussed in relation to 

democracy and the issue of anti-governance. This paper 

explains how Japanese people’s awareness on their 

positionality evolved through their joint struggle with the 

Korean people, and how they worked together to 

establish an “equal” relationship.

Keywords: social movements, Alien Registration Law, 

Fingerprinting Refusal Movement, Zainichi Korean, 

positionality

1．はじめに

戦後日本の外国人管理制度は、1947年 5月 2日
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に史上最後の勅令として公布・施行された外国人
登録令（以下、外登令）によって始まった。その
対象の大半は、当時、日本国籍を保有していた朝
鮮人と台湾人の旧植民地出身者であったが、外登
令の第 11条によって当分の間「外国人とみなす」
と定められ、外国人登録と登録証明書の携帯・提
示が義務化された。そして、1952年 4月、サンフ
ランシスコ講和条約の発効と同時に旧植民地出身
者の日本国籍は喪失し、外登令は廃止され、その
代わりに制定された外国人登録法（以下、外登法）
に初めて指紋押捺の義務が盛り込まれた。

80年代の指紋押捺拒否の闘いは、1980年 9月、
新宿区役所にて韓宗碩氏が外国人登録証明書（以
下、外登証）の切り替え時に指紋押捺を拒否した
ところから始まる。指紋を拒否することで外国人
差別を訴え、後続世代に同じ屈辱感を味合わせた
くないという思いからの、「たった一人の反乱」で
あった。韓宗碩氏が、韓国への強制送還が頭によ
ぎったと話しているように、指紋押捺の拒否は違
法であり身の危険が伴う行為であった［田中 2013: 

79］。1981年 1月、当時 15歳だった崔善恵氏が北
九州市で指紋押捺を拒否し、翌日そのことがマス
メディアで報じられると、「拒否者」の存在が全国
的に知られることになった。その後、在日朝鮮人 1）

2世、3世を中心に指紋押捺を拒否する人びとが現
れ始める。

1985年の大量切り替え年には、在日華僑や欧米
出身者を含め、全国各地で拒否者が続出した。民
族団体としては、在日本大韓民国居留民団 2）（以
下、民団）が婦人会と青年会の要求に押されて、指
紋の押捺を保留するという「留保作戦」を展開す
る。9月の韓日外相会議後、韓国政府の意を受け
て 10月には終結させたが、ピーク時には指紋押捺
の留保者と拒否者が 1万人に達した。そして拒否
者に共鳴した多くの日本人も支援活動に参加し、
1984年から 1985年には北海道から九州まで約 150

もの市民グループが発足する［佐藤 2003: 106］。そ
の後、1988年に指紋押捺一回制となり、1992年に
特別永住者及び永住者の押捺義務廃止など改定を
経て、2000年 4月に全廃した 3）。

既存研究における語りの中心は、指紋の押捺を
強制され、外登法による不当性を日常的に経験し
ていた拒否者にあった。当然、この闘いも拒否者
の存在なくしては生起し得ないため「運動の当事
者＝拒否者」という図式に異論はないだろう。他
方、本稿ではあえて拒否者とともに行動した日本
人の当事者性を主題に据えた。その理由として、指
紋押捺拒否運動は、法改正に至った点で成功事例
と言えるが、現在もなお、外国籍者に対する差別
や入管施設での人権侵害が続いている状況を見る
に、果たしてこの闘いからどのような教訓を得る
ことができるのか、いかなる課題が残ったのかに
ついて、日本人も議論の俎上に乗せ再評価する必
要があると考えたためである。ただし、拒否者の
当事者性と日本人のそれとは当然異なるし、運動
に参加した日本人もそのように感じていたはず
だ。それでは拒否者と異なる日本人の当事者性と
はどのようなものなのか、それは如何にして意識
化されたのか。これらを明らかにすることで、運
動内部の多様な当事者同士がともに行動する際に
生じる緊張関係や、現在に残る課題を捉えること
ができるのではないかと考える。
このような問題意識から、本稿ではその入り口

に立つべく、指紋押捺拒否運動に参加した日本人
の当事者性に焦点を当てたい。ここでいう「当事
者」とは、「自分が作り出したわけではないある出
来事に遭遇し、その出来事に向き合わざるを得な
い者」を指す。当事者の「当事」には、「事に当た
る」という受動的な意味と、「物事を担当する」（引
き受ける）という主体的なかかわりの両方の意味
を含んでいる［石原 2018: 205-206］。外登法に縛ら
れない日本人が、指紋押捺拒否運動においてどの
ように当事者性を意識化していったのか、その過
程を考察する。

2．先行研究と本研究の位置付け

指紋押捺拒否運動については、佐藤［1985a、
1985b、1986a、1986b、1987、2003］、大沼［1986］、
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今村［1987］、田中［2013］など、運動に携わった
有識者や弁護士らによって指紋制度の違憲性や裁
判の争点、運動の通史的な整理がなされてきた。研
究としては、運動を市民的不服従の一事例として
論じた寺島［2004］、在日朝鮮人のアイデンティ
ティ変容を分析した鄭栄鎭［2018］、歴史学の視座
から指紋制度を繙く杉原［2005］、高野［2016］な
どがあげられる。また、日本社会や日本人との関
連については、塚島［2017］、筒井［2022］、金由
地［2022］、大槻［2023］、櫻井［2023］で言及さ
れている。しかし、日本人の当事者性を主題にし
たものは管見の限りでは見当たらない。
指紋押捺制度は施行直後から在日朝鮮人や華僑

総会による強い抵抗を受け、当局は指紋に関する
部分のみを 3次延長し 1955年 4月から実施してい
る 4）。1950年代の指紋登録反対闘争を詳述した鄭
栄桓は、80年代の運動との違いについて、当時の
運動は在日本朝鮮人総聯合会を中心に展開され、
日本共産党や民団、華僑総会との連携が実現でき
なかった一方、1980年代の運動は、キリスト教団
体、自治体職員、日本人市民、マスコミの好意的
な報道など、拒否者に共感する個々人によって「反
響盤」が形成された点を挙げている［鄭栄桓 2023: 

276-278］。運動に参加した佐藤信行氏は、日本人
にとって指紋押捺拒否運動は、「同じ地域に住む
（同じ空間と同時代を共有する）生身の具体的な在
日韓国・朝鮮人との出会い」を通じて、日本社会・
国家のありようとその歴史が見えてくると同時
に、在日外国人「管理」制度と、国民を管理する
戸籍制度が巧妙に結びついていることに気づく端
緒となったと述べている［佐藤 2003: 117］。しか
しこのような意識変化は、どのような過程によっ
て生じたのかについては検討されてこなかった。
そこで本稿では、1984年 9月に発足した「指紋押
捺拒否予定者会議」（以下、予定者会議）の取り組
みを事例に、同会議が発行した通信やレジュメ、お
よび関係者への聞き取りを参照しながら、当事者
性が意識化される過程を分析していく 5）。
予定者会議は、指紋押捺の拒否を予め宣言する

ことで指紋制度の問題を公論化させ、制度を廃止

させる目的で結成された。「拒否予定」に表れてい
るようにユニークな戦略を用いて運動を展開した
ところに団体としての特徴がある。同会議に参集
した在日朝鮮人 2世、3世は既存の民族団体との
距離や国籍、来歴も多様な個々人がそれぞれの考
えのもと集まり、また事務局やその周辺には首都
圏各地の市民グループ、教会系団体、自治体労働
者など多様な日本人市民が参加した。

1985年の大量切り替え年には、各地の自治体や
法務省との交渉、国会包囲デモなどを精力的に行
うなど、反外登法運動の一角を主導した。その後
も活動は続けられ、1990年以降は「指紋カードを
なくせ！ 90年協議会」へと発展解消している。本
稿は 1984年 9月の発足前後から 1985年の取り組
みを中心的に扱うため、予定者会議の活動のすべ
てを網羅するものではない。また、首都圏を中心
とした取り組みであるため、それ以外の地域にお
ける取り組みは分析対象に含まれていない。以上
のような限界点を予め断ったうえで、予定者会議
を取り上げる理由を述べると、予定者会議の初期
の活動において、熟議の空間が多く形成されてい
た点に着目したからである。結論を先取りするか
たちになるが、筆者はこの空間がその後の活動の
土台をつくり、日本人市民の意識形成にも大きい
な影響を持ったと考えている。そのため、この時
期に焦点を絞りどのような議論がされたのかを深
掘りしていきたい。

3．予定者会議の発足

1980年 9月に韓宗碩氏が拒否をしてから、北九
州市、京都市、川崎市、神戸市、北海道、大阪市
などで拒否者が続出し、1983年 2月までに各地で
約 30名が押捺を拒否した［「ひとさし指の自由」編
集委員会編 1984: 232］。そのなかには冒頭で言及
した崔善恵氏など 10代の拒否者もおり、それまで
「朝鮮人だから仕方がない」と指紋押捺に応じてき
た在日朝鮮人の青年層にとって、とりわけ大きな
インパクトを与えた。予定者会議のメンバーとし
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て参加した在日朝鮮人の女性は、「日本の政府に嫌
なことばかりやられているから、指紋ひとつでど
うにもならないと思っていた。朝鮮人だからしょ
うがないとか。十代の人たちは「日本人と違わな
いのに」というのが権利意識になった」と振り返
る［指紋カードをなくせ！ 1990年協議会 1997: 9］。
初期の拒否者らは、法務省による再入国不許可

や、外登法違反による逮捕など深刻な弾圧を受け
ており、裁判闘争も始まっていた［「ひとさし指の
自由」編集委員会編 1984: 232-234］。1983年 11月
には「指紋拒否訴訟全国連絡会」が各地の指紋拒
否者（当時 31名）と弁護団、研究者らにより結成
された。当時 6件の刑事裁判（指紋拒否訴訟）と
2件の行政訴訟（指紋拒否者の再入国権訴訟）が
行われており、そこでは指紋制度の違憲性と、国
際人権自由権規約の違反をめぐって争われた［佐
藤 2003: 103］。1984年 6月には横浜地方裁判所に
おいて、米国籍のキャサリン・森川氏（1982年 9

月拒否）に、同年 8月には東京地方裁判所で韓宗
碩氏それぞれに対し有罪判決が下った。
予定者会議は、拒否者に対する弾圧が厳しくな

るなか、指紋の問題をクローズアップさせようと
東京周辺に住む在日朝鮮人 2世、3世を中心に結
成された。予定者会議の代表世話人となる朴容福
氏いわく、当初は（在日朝鮮人の）「著名人を拒否
宣言させる」目的で若い人が集められたのだが、そ
うではなく「自分たち自身が拒否宣言してやって
いこうと提案した」という［指紋カードをなくせ！
1990年協議会 1997: 12］。しかし同じ在日朝鮮人と
いえども育った環境や信条が異なるため、当初は
「同じ目的があるからといってすんなりとは結び
付けられなかった」と振り返る。

　お互いの隔てられたものがあって、おまえ
はどっち側の朝鮮人か。北か南か。切り離さ
れてきた歴史があった。それを乗り越える作
業がこの運動の中で行われてきた。これは容
易なことではない。大きく環境が違っている
からそれをすりあわせていく作業を、まるで
リハビリのようにやらなければならなかった

［指紋カードをなくせ！ 1990年協議会 1997: 

9］。

また、互いの感覚の違いを乗り越えることに加
え、これまで共闘したことのない、もしくは共闘
する相手とみなして来なかった日本人とも出会う
ことになる。予定者会議には、梶村秀樹や田中宏、
その 2人から声をかけられた『季刊三千里』編集
者の佐藤信行や、金嬉老裁判をきっかけに発足し
た現代語学塾に通う塾生らが加わった［大槻 2023: 

132］6）。さらに、外国人登録課や戸籍課に従事す
る自治体労働者たちとも連携していく。指紋を採
取する側の自治体職員と拒否者の連携は一見する
と奇妙に思われるが、当時、学生運動を経験した
自治体職員のなかには、「戸籍」「住民票」「外国人
登録」からなる「日本の管理制度」に疑問を抱く
人びとがいた。彼ら／彼女らは、自らの役所にお
ける業務が管理制度を作っていると考え、同じ問
題意識を抱く各区の自治体労働者が集まり「戸籍
住基労働者交流会」を結成していた［佐藤 2010: 

171-172］［金由地 2022: 53-55］。また、80年代初頭
は、都庁や各区役所において業務の効率化を図り
コンピューターの導入が盛んに議論されていた時
期だった。管理制度に疑問をもつ区民や職員らは、
コンピューターの導入により「住民管理体制」の
強化やプライバシー侵害の恐れ、職員の人員削減
につながりかねないと問題視していた［『サンケイ
新聞』1983年 8月 25日］［『朝日新聞』1983年 9

月 8日］。このように、1980年に外登法の問題が
公論化され始める以前から、自治体労働者の一部
では反管理体制への意識が醸成されており、予定
者会議のメンバーと合流するに至ったのである。
予定者会議のメンバーと東京都の自治体職員は、
支援体制が整えるべく予定者会議が発足する 2週
間前の 9月 12日に事前顔合わせを行った 7）。また、
指紋押捺の拒否は法を犯す、逮捕や起訴の恐れが
伴う危険な行為であるため、予定者会議の連絡先
は港区の弁護士事務所に置かれた。

1984年 9月 29日、東京霞ヶ関の第二弁護士会
館において予定者会議の発足式が行われ、民族組
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織に拠らず個人として集まった 34名の在日朝鮮
人 2世、3世が「指紋押捺拒否予告宣言」を行っ
た［予定者会議 : 1984a］。宣言文では、彼ら／彼女
らが抱いている共通の思いを次のように表明し
た。

　私たちは、祖国の分断に思いを致しながら
も、この地日本で一日一日のかけがえのない
生活を送っています。今日では在日同胞の大
半を、日本で生まれ育った二世・三世が占め
る時代を迎えています。私たちの日々の生活
は、就職差別などに加え、外国人登録制度に
よる威圧に脅かされています。つねに登録証
明書を携帯しなければならず、その圧迫感は
筆舌に尽くせないものがあります。そのうえ、
登録の切替えのたび指紋の押捺を強いられて
います。これらは、私たちに対する日本社会
の差別・抑圧を象徴するものです。（中略）来
年は、外国人登録の大量切替えの年であり、
三十七万人以上の在日外国人がまたしても指
紋押捺を強制されます。いまこそ私たちは、こ
の三十年来の「遺物」をきっぱりと清算した
いと思います［予定者会議 : 1984b］。

また発足式では、日本人の参加を促すための呼
びかけもなされた。梶村秀樹と田中宏の連名によ
る「日本人への呼びかけ」と題された文章は 50年
代の抵抗運動に呼応した日本人は皆無だった点に
触れながら以下のように続けた。

　指紋押捺を強制される在日外国人の大半
は、日本のかつての植民地統治に起因する在
日韓国・朝鮮人、中国人であることはいうま
でもありません。日本社会において、日本人
がこれらの人々と共に生きる関係を築くこと
は、歴史が私たちに残した課題といえます。私
たちはこのような問題意識に立ってこの運動
にかかわり、日本人としてなすべき任務を果
たしていくことが必要であると考えています
［梶村・田中 1984］。

発足式で読まれた文面を比較すると、拒否予定
者の予告宣言には、外登法に拘束される立場から、
日常的に経験する差別の象徴として指紋を位置付
けている一方、「日本人への呼びかけ」は、指紋制
度が植民地統治に起因する問題であり、克服すべ
き自己の課題として位置付けられている。在日朝
鮮人も日本人も、指紋制度の問題点や歴史的背景
を学習し、知識を共有しながらも、運動に参加す
る意味づけについてはそれぞれ異にしていること
が窺える。後者では「日本社会において、日本人
がこれらの人々と共に生きる関係を築く」ために
「なすべき任務を果た」すことの必要性が訴えられ
たが、具体的にどのような取り組みを行なったの
かは次章で検討していきたい。
予定者会議の「予告宣言」は、各方面に波及し

ていった。同年 11月 4日には川崎在住の 18人が、
25日には民族差別と闘う連絡協議会（以下、民闘
連）全国交流集会にて 22人が拒否予告を行った。
85年 1月には、在日大韓基督教会「指紋拒否実行
委員会」（84年 9月発足）が決起集会の場で、全
国で 892名の教会信徒が拒否予告していると発表
し、さらに 2月には民団の婦人会中央本部は、全
国の会員のうち 4780名が指紋拒否を予定してい
ることを発表した。また、千葉では「指紋押捺拒
否千葉予定者会議」が発足し、翌月 2月に大阪で
も「関西指紋押捺予定者の会」が発足した［佐藤 

1985a: 82-85］。1985年の大量切り替え年には、東
京を中心とした首都圏各地で自治体労働者、地域
の活動家、牧師、学生らを中心に拒否者・拒否予
定者を囲む市民団体が結成されていった。
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4．熟議の空間としての予定者会議

（1）1985年 6月：「拒否予告」から「拒否実現」へ
の移行と日本人集会

予定者会議は、発足の準備段階から週に一度の
事務局会議を行い、主に戦術論を話し合った 8）。佐
藤信行氏が作成した会議用のレジュメには、運動
の進捗状況、会の議題、今後の方向性などがまと
められている。1984年の年末に書かれたと思われ
る会議用レジュメ「≪各地で、運動をどう進める
のか≫私案」には、1985年 1月から大量切替えが
始まる 7月までのスケジュールが記されている。
支持者拡大のため、機関紙「予定者新聞」を 2ヶ
月に一度発行すること 9）、指紋押捺拒否を考える
連続講座を定期的に行うことなどが定められ、
「＜第 1段階＞ 1～ 4月―各地域で「草の根」の
運動をつくりあげる」「＜第 2段階＞ 5月―全国
各地の運動体・個人とのゆるやかな横断的連合を
はかる」「＜第 3段階＞ 6～ 7月―法務省の対応
策をにらみつつ…」と、緻密な計画が立てられて
いる［予定者会議 1984c］10）。また週に一度の会議
だけではなく、合宿を企画し泊まり込みで意見交
換が行われた。1984年 11月に行われた合宿の会
議用レジュメには、「自分はこの運動の中で何をし
たいのか、何ができるのか―を、とことん話し
合うことによって、「異見」は意見として認め合い、
この運動全体のイメージをつくる第一歩の作業」
と、その目的について書かれている［予定者会議 

1984d］。
それでは予定者会議に参加した日本人はなにを

感じたのだろうか。事務局員として参加した学生
が「事務局通信」に寄せた以下の文章には、参加
した動機や心境の変化について綴られている。

　自分が大学時代から朝鮮語を習い出し、在
日朝鮮人問題を考え出し色々な集会へ参加を
していました。そこで予定者の人とよく会い、
向こうは自分を少しはものごとを考えている
日本人とみなしたのか、拒否予定者という形

にしろこれだけがんばっている朝鮮人がいる
のに日本人のお前さんは何をやっているのか
と言うような、かなり自分にとって厳しい批
判を受け、ケツに火が点いた状態になりまし
た。これは日本人として自分は何かしなけれ
ばならないのではと思い込み、予定者会議へ
参加したというのが実情です。（中略）関わり
を持つようになって以降考えていることは、
日本人の参加は自らの主体的な立場からでな
ければならないということです。日本人と朝
鮮人が共に闘っていかなければこの運動は
やっていけなくなるような気がしています
［予定者会議 1985a: 5］。

つづけて、各地域で発足した運動体の名称が
「何々さんを支える会」から「人権を考える会」や
「区民の会」といった名称に変化していることに触
れながら、これについては「日本人側からの主体
的な参加の結果」であると述べている。また、文
中の「少しものごとを考えている日本人とみなし
たのか」という文言は、在日朝鮮人が抱く日本人
への不信感を、この日本人学生が感じ取った表れ
とも言える。多くの在日朝鮮人が日本人の差別意
識により、朝鮮人であることを隠しながら生きた
経験を持ち、共闘するとはいえ、目の前の日本人
が信頼できる相手なのか、また人間的な関係性が
築けるのかを探る必要があっただろう。しかし語
学や在日朝鮮人の置かれた状況を学習するこの学
生は、在日朝鮮人のメンバーから見ても言葉の通
じる日本人と映ったのかもしれない。そしてこの
学生も在日朝鮮人の問いかけから「日本人として
何をするのか」という主体性を意識するように
なったことがわかる。
また毎週行われた会議のなかで、朝鮮人と日本

人の関係性も徐々に変化していった。佐藤氏は、そ
の様子を以下のように振り返る。

　毎週会議をやったっていうのはやっぱり大
きな意味があって、どんどん情勢が動くわけ
です。毎週、全国各地で指紋拒否者が出て。そ
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れを確認しながら、じゃあ僕らはどうする
かっていうような議論をやって。だからそこ
では、在日だから在日の意見を聞かなきゃい
かんっていう策もなくて、それはみんな自由
にやるし。（中略）初期は「誰々さんを支える
会」とかいう形になってたんだけど、予定者
会議はそういうのはやめて、とにかく日本人
も朝鮮人もフラットに議論をしようというこ
とであるんだけど 11）。

佐藤氏が述べたフラットな議論の背景には、70

年代以降、各地に発足した朝鮮の文化、日本と朝
鮮の歴史を学ぶサークル活動での経験があった。
佐藤氏は当時、朝鮮人と日本人がともに何かに取
り組む時、被抑圧側にある朝鮮人の主張を、日本
人が抑圧側にあるという意識から、疑問を感じて
も言動を控える状況を見聞きしたという 12）。日本
人のなかには激しく問われることで活動から遠の
く人もいただろう。佐藤氏はその経験を踏まえ、な
るべく「フラットに議論」できるよう心がけたと
言う。
しかしこのフラットな議論は単に思いの丈を全

て言い合うという意味ではないし、そもそも「フ
ラットに議論」できる関係性の前提として、拒否
者と日本人とでは、法的地位や社会的権利におい
て対等ではないという認識を共有する必要があ
る。日本人の多くは、運動に関わることで初めて
外登法や出入国管理法 13）（以下、入管法）など、日
本に暮らす外国籍者の法的地位を知ることになっ
たはずだ。その点において、予定者会議に参加し
た日本人も、拒否者である朝鮮人と日本人が対等
な立場とは思わなかったであろう。しかしながら、
一方が一方を支えるのではない関係での共闘を模
索するには、日本人としての当事者性とはなにか
を考える必要があった。この拒否者と異なる日本
人参加者の当事者性とはなにか、予定者会議に参
加した日本人はどのように考えていたのかについ
て、1985年 6月に催された「指紋制度全廃のため
の日本人集会」（以下、日本人集会）の事例からみ
ていくことにする。

1985年に入り、「拒否予告」をした在日朝鮮人
のメンバーが「拒否実現」を行うことが議論され
始めた。そして、6月 22日に「大量拒否実現集会」
を開き、6月 27日には「全国一斉拒否行動」を行
うことになる［予定者会議 1985b］。しかしこの時
期は、増え続ける拒否者に対する当局の取り締ま
りがさらに強化されていた。5月 8日には川崎市
の拒否者が自治体の告発がないまま逮捕され、ま
た同月 14日に法務省は、指紋拒否の抑止と自治体
の締め付けを図るため、これまでの登録事務要項
を大幅に変更する通達（以下、「5・14通達」）を
出す。この通達の骨子は、黒インクの代わりに無
色の薬液を使い、回転指紋から平面指紋にすると
いった「緩和措置」を取る一方、指紋拒否者に対
しては 3ヶ月間の説得期間を設け、なおも指紋を
押捺しない場合は「指紋不押なつ」と赤字で記入
した登録証を交付し、直ちに告発するというもの
であった。しかし法務省の強行策は、運動の勢い
を押し止めるどころか火に油を注ぐ結果となり、
「5・14通達」をめぐって全国の各自治体で通達に
従わないよう要請行動が取り組まれていった［佐
藤 2003: 106-107］。
在日朝鮮人のメンバーが「拒否予告」から「拒

否実現」へと移行し、場合によっては逮捕の可能
性も出てくるなか、日本人メンバーは日本人とし
て具体的に何ができるのかを考えるようにな
る 14）。そして、予定者会議の日本人部会を立ち上
げ日本人集会を企画した。日本人集会は、「拒否実
現」の前の 6月 1日に開催が決まり、準備は佐藤
信行氏や現代語学塾の塾生らによって行われた。
予定者会議が発行した「予定者新聞」によると、当
日は梶村秀樹、新美隆、関田寛雄、徳永五郎、山
田貴夫、三浦泰一、稲葉三千男、佐藤文明、玉川
洋次といった専門家や弁護士、牧師や自治体職員、
教員らが登壇し、「在日外国人の問題であるととら
えられがちな指紋問題」について「「在日」日本人
の問題であるとの視点から、現在の指紋の状況と、
プライバシー、国勢調査、警察問題など日本社会
に住む人すべてに関わる事柄」について報告して
いる。また各地区において指紋問題に取り組む支
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援団体のメンバーも登壇し、約 350人が参加した
［予定者会議 1986a］。
ここで日本人集会で読まれた「日本人へのア

ピール」15）から、日本人の当事者性について考え
ていきたい。このアピール文の署名は「日本人集
会参加者一同」となっており、会全体の総意とい
える。アピール文の冒頭では、まず指紋制度での
日本人と外国人の差別性について訴えられた。す
なわち、日本人は被疑者として拘束されたり、刑
務所に収監されている場合を除き、指紋の押捺を
強制されることはないが、「外国人に対してのみ私
たちが法律をもって」強制していることや、各自
治体で保管している指紋付きの登録原票を、治安
当局が頻繁に閲覧・複写している実態である。そ
して、拒否者の声に耳を傾けてこなかった日本人
に対し、以下のように訴えた。

　日本人がこうした人々の声に充分耳を傾け
ることなく、人権無視の悪法を黙認してきた
ため、それはいまだに存続しています。言葉
をもってする主張だけでは聞く耳をもたない
状況の中で、個々の人間的な決意と確信に基
づいて「自らの人権を自ら守る」べく、当事
者の中から指紋押捺拒否の行動が生まれてき
たのは、不可避のことであり、正当な勇気あ
る行動であります。外国人は参政権を有して
いないため、立法過程に直接関与することが
できない立場にあり、日本社会に対して、よ
り有効的に働きかけうる方法がほかにないこ
とが想起されるべきです。またそれにとどま
らず、長いものにまかれてあきらめるのでな
く、自らの主体性を賭して不条理な悪法をた
ださんとする行動は、創造的な民主主義者の
敬愛すべき行動だというべきです［指紋制度
全廃のための日本人集会参加者一同 1985］。

つづけて、指紋制度廃止の意見が 29％である反
面、制度自体は「やむをえない」とする意見が 47％
もあるという世論調査の結果に言及しながら、こ
の数字を逆転させる「人間的責務」を主張する。

　在日外国人にとって、押捺拒否が差別と同
化の環境の中で自らの主体性を奪回する意味
をもつ行動であるとするならば、外国人登録
法の根本的改正、指紋制度の撤廃は、そもそ
も、日本人の課題であります。なぜなら、私
たちは日本国民として国政に参与しており、
かつて悪法を成立させたのも国民が選んだ国
会であり、これを改正させる権限も国会ひい
ては国民に属しているのだからです。
　特に近来、民主主義の空洞化が叫ばれ、国
家主義的な管理と治安の強化への憂慮が強
まっていますが、外国人登録法なかんずく指
紋制度・常時携帯制度こそ、非民主主義的な
法制の最たるものであります。これを他人ご
ととみなして傍観する者は、自らの首をしめ
る結果となることは明らかです。（中略）私た
ちはまた、外国人の人権を無視することに
よって、私たちの人権感覚を鈍らせている思
想と闘わねばならないと思います［指紋制度
全廃のための日本人集会参加者一同 1985］。

以上のアピール文では、外登法は立法権をもつ
日本国民の傍観と無関心によって維持され続けた
ことが指摘されており、「非民主主義的な法制」を
温存している社会の主権者である日本国民が法制
度の差別を解消する責務があるという考えが明示
されている。これが日本人集会で示された日本人
の当事者性である。しかしこのような当事者性を、
多くの参加者が運動の当初から持ち合わせてはい
なかっただろう。おそらく毎週の会議や学習会、後
述する「団結小屋闘争」のような、活動の随所に
組み込まれた熟議の空間によって、体得され、深
められていったと考えられる。植民地支配の歴史
を引き継ぐ在日朝鮮人とともに共闘するとき、日
本人としてどのように主体的に取り組むことがで
きるのか、拒否者の存在に依拠しないかたちで如
何に社会変革を起こすのかについて考え、議論し
たはずだ。次節では、熟議の空間の多様さについ
て、1985年 9月に行われた「団結小屋闘争」の事
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例からみていきたい。

（2）1985年 9月：「団結小屋闘争」の取り組み

1985年 7月から始まった大量切替え時期には全
国各地で拒否・留保者が続出し、8月末時点で拒
否・留保者は 6000名を上回った［『朝日新聞』1985

年 9月 1日］。法務省は各自治体に「5・14通達」
の実施を要請、7月以降には東京 23区の区長らは
特別区長会の総会の場で、「5・14通達」に従う（自
治体によっては部分実施）と表明した［佐藤 1986b: 

165］。このような行政の対応に対し、各地の運動
体は各自治体で交渉を行い一定の成果を出すも、
新宿区や文京区、埼玉県川口市、千葉県習志野市
などの自治体は、依然として外国人の人権よりも
通達を重視する姿勢を変えなかった［予定者会議 

1985c］。
予定者会議のメンバーは、「大量切替がピークを

迎える 9月をとらえ、そこで大々的な情宣活動を
展開、世論の喚起と拒否者の増大をはかり、同時
に法務省に盲従する自治体に働きかけていくこと
で自治体の自主性を追求」すべく、9月 8日から
14日に「第一期反外登法決戦団結小屋闘争」（以
下、団結小屋闘争）を展開する。

8月 10日付の「団結小屋闘争（私案）」には、そ
の目的として、各自治体に対して「5・14通達」の
返上の呼びかけるとともに、関東一体の運動体に
対し「在日外国人間の交流、日本人間の交流を深
め、在日外国人と日本人との共闘の深まりを目指
す」ため、「集中的な闘争を行い、夜は膝をつきあ
わせ、自由に各自の意見を交換し合う」場の必要
性を訴えた［予定者会議 1985c］。会場は寝食を共
にできる拠点として、都内の大学を会場として使
うことになった。そして「反外登法 9月集中行動
実行委員会」という実行委員体制が組まれ、「闘争
全般の企画と具体的戦術の決定、全体把握」をす
る 5名の代表者会議と、埼玉、千葉、三多摩地域、
文京区からメンバーが選出された。また「動員担
当部」「食事担当部」「物資調達部」や、毎日の新
聞やビラを発行する「情宣担当部」、弁護士との連
絡を行う「救対部」、「会計担当部」などが決めら

れ、その大半を日本人が担った［反外登法 9月集
中行動実行委員会 1985a］。この背景には、日本人
の運動として具体的に何ができるのか、行動に
よって示そうとしたためと考えられる。それは、団
結小屋闘争の初日に催された「団結小屋闘争突入
集会」の場で、韓宗碩氏の指紋裁判を担当する新
美隆弁護士が「指紋闘争も単に拒否者の存在、ま
たその数にたよる運動をつくるのではなく、指紋
制度そのものを日本人の手によって倒す運動」を
提起したことにも通ずるものがある［反外登法 9

月集中行動実行委員会 1985b］。

【表　団結小屋闘争の取り組み】
午前 午後 夜

9/8（日）
第一期団結小
屋闘争突入集
会（120名）

第 1回在日外
国人交流討論
集会（20名）・
特別講座

9/9（月）法務省交渉（約60名）

自治体交渉：
埼玉県川口市
（70名）

第 1回交流・
討 論 会（40
名）

9/10（火）
自治体交渉：千
葉県習志野市
（約 85名）

第 2回交流・
討 論 会（50
名）

9/11（水）

特区連（23区区
職労の連合体）
定期大会ビラ
まき、拒否者の
アピール

東京入管局
「入管追求

ママ

行
動」（50名）

秋の夕べを楽
しむつどい

9/12（木） 自治体交渉：
小金井市

第 2回在日外
国人交流討論
集会（20名）

9/13（金）自治体交渉：文京区（70名）

第 3回交流・
討 論 会（50
名）

9/14（土）法務省抗議行動

反外登法 9月
集中行動関東
集会

【出典】［反外登法 9月集中行動実行委員会 1985b］をもと
に筆者作成。

ここでは上記の表と、団結小屋闘争期間中に発
行された「反シモン・反ケイタイ新聞」の内容を
もとに自治体交渉の一部と討論会の内容を見てい
く。まず小金井市との交渉では、9月 11日に「指
紋押捺に反対する小金井連絡会」のメンバーであ
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る星建男氏が市役所構内でハンガーストライキに
入り、翌日の朝に、鈴木一雄市議会議長の斡旋に
より「指紋押捺を拒否しても告発はしない」など
の確約を得る［反外登法 9月集中行動実行委員会 

1985b］［小金井市史編さん委員会 2019: 778］。つ
づく 13日の文京区との交渉は、集中行動のメン
バー約 70名が参加し、約 6時間の交渉の末に小金
井市と同様に確約を勝ち取っている［反外登法 9

月集中行動実行委員会 1985b］。予定者会議の取り
組みは、能動的に状況を作っていく点において過
去の運動とは異なっていた。予定者会議のメン
バーであった高二三氏は、就職差別反対や出入国
管理法反対運動は、「いつも事が起きて、向こうか
ら仕掛けられた喧嘩を受けて立つ」ものであった
が、指紋押捺拒否運動は、受け身ではなく自ら仕
掛けるという発想の転換を迫る運動を目指したと
振り返る［米田 2004: 238-239］。
次に、毎夜行われた交流会と討論会では、今後

の闘争の論点から日常の悩みなど多岐にわたり語
り合われた。具体的には、初日の学習会では外登
法や戸籍制度といった日本社会の管理体制、およ
び各自治体交渉における論点が議論された。また
「在日外国人交流討論会」には 20名が参加し、「日
頃、案外と腹の内を晒け出し合う機会の少ない拒
否者同士が、言いたいことを言いあって、また、拒
否運動のこれからについても、チョッピリ頭をひ
ねろう、というのがこの集まり。各自の思いを語
り、常時携帯制度への対応、日本人との「共生」の
意味、「在日」と本国問題との関りなど、かなり重
たい課題」も話し合われた。2日目夜の交流討論
会には 40名が参加し、「拒否者に頼らない日本人
側の運動作り」や「地域が横につながっていく方
向」の模索、法務省への抗議行動の重要性など、今
後の運動方針が話し合われた。つづく 3日目の夜
の討論会には 50名が参加し、前夜の議論を受けつ
つ「在日外国人と日本人の共生」という根本的な
議論が交わされたという［反外登法 9月集中行動
実行委員会 1985b］。
予定者会議の取り組みで特徴的なのは、運動に

文化的要素を取り入れた点にある。4日目に開催

した「秋の夕べを楽しむつどい」では、シャンソ
ン歌手の朴聖姫氏やフォーク歌手の黄祐哲氏によ
る歌やチャンゴ演奏が催された［反外登法 9月集
中行動実行委員会 1985b］。このような文化的要素
は、同年 12月に開催された「反外登法 12月集中
行動」の際にも取り入れられている。紙幅の関係
上、詳述することはできないが、この時も法務省
や自治体交渉、デモ行進が行われたが、デモ行進
の前夜祭として日仏会館で「在日カーニバル」が
企画された［予定者会議 1986c］。出演予定者には
「紅龍 &ひまわりシスターズ」、河内家菊水丸、菅
原文太や作家の金石範、李礼仙などが名を連ねる
［在日カーニバル実行委員会 1985］。このように運
動に文化的要素を取り入れることにより、より広
い層を運動に巻き込む効果があったと思われる。
なお、団結小屋闘争はすべて支持者からのカンパ
でまかなわれている。また全期間を通じての参加
者総数は確認できていないが、4日目の時点で延
べ 680名が参加しており、多くの人が参加したこ
とが窺える。

（3）予定者会議に参加した日本人学生A氏の場合

ここまで、熟議の空間としての予定者会議の取
り組みを中心に見てきた。最後に、その空間を体
験した日本人学生 A氏の証言から、具体的にどの
ような意識変化があったのかを見ていきたい。
都内の大学で自治会活動に関わっていた A氏
は、特定の組織の影響力が自治体活動に及び始め
ることに幻滅し、学内での自治会活動に消極的に
なっていた頃、指紋押捺拒否運動を知る。時間と
体力のあるうちに社会と関わろうと思い立ち、ま
ずは外登法の勉強会や呉徳洙監督の映像作品『指
紋押捺拒否』（1984年 11月公開）の上映会を開催
した。この上映会がきっかけとなり、呉徳洙監督
や『季刊ちゃんそり』編集者の金昌寛氏、金幸二
氏、そして予定者会議の代表世話人であった朴容
福氏と出会うことになる。当時の思いについて A

氏は「要するにどっぷりそこに漬かって、一体そ
れ（在日朝鮮人の世界：引用者註）が何なのかっ
ていうのを知ってみようと思った」と振り返る。そ
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んな A氏に対し、朴容福氏からは「なぜ日本人が、
俺たちと付き合うのか」「一体なにがしたいのか」
と頻繁に問われたという。

A氏は外登法の闘いだけではなく、まずは日本
人が朝鮮の問題を知る必要があると思い学習会を
立ち上げた。また学習会の友人に「首都圏学生共
同行動」という、特定の組織から一線を画した学
生の集まりに誘われ参加し、そのなかで外登法の
問題も考えていこうと提案した。外登法や指紋の
問題を学ぶなかで、他の社会問題に関心を寄せて
いる学内外の学生と出会い、問題を共有していっ
た。例えば日本の東南アジアへの経済侵略や、環
境問題、女性差別の問題などさまざまな世界規模
の問題に触れ、社会や世界に僅かながら繋がって
いる感覚を得ていたと話す。

A氏は、「首都圏学生共同行動」で出会った他大
学の学生数人と、自分たちが関わっている指紋押
捺拒否運動は、過去の日本人と朝鮮人が関わった
運動においてどう位置付けることができるのか、
組織に属さないノンセクトの立場からの歴史を残
そうと話し合いパンフレットとしてまとめた。そ
の内容は、戦前から 1955年までの朝鮮人と日本共
産党の歴史や、1965年日韓条約反対運動、1970年
代は入管法反対運動と華僑青年闘争委員会（以下、
華青闘）の決別宣言を書いた。日韓条約反対運動
は、高崎宗司氏の授業を受けていたこともあり、
「朴にやるなら僕にくれ」といった植民地支配の反
省が見られない日本の運動をまとめた。華青闘の
決別宣言については、当時の新左翼やノンセクト
がそれまで視野に入っていなかったアジアやマイ
ノリティの声に耳を傾ける契機になる一方、一部
の学生が倫理的に問い詰めすぎたがゆえに暴力行
為に走ってしまったことについて A氏らは疑問に
感じていた。

　倫理的に突き詰めても、出てくる解ってい
うのは、ああいったことなんだなって、これ
はいかんなと思って、これじゃないなと。日
本人がやったひどいことは、やっぱり反省し
なきゃいけないし、そのとおりなんですよ。だ

けどだからって、あんなことしていいのかっ
て話し、別なんだよねっていうふうな、そこ
ら辺は結構一生懸命考えたよ。

議論の末、自らの歴史意識と最も近いものとし
て 1970年代の日立就職差別裁判での朝鮮人と日
本人の共闘を位置付けた。この裁判闘争では、在
日朝鮮人の若者らが日本人と同等の権利を求める
運動の発端となったのみならず、日本人として加
害性を自覚し「在日」の問題提起を受け止めよう
とした日本人青年らとの市民運動であった点で画
期的だった［水野・文京洙 2015: 177］。周知のと
おり、1974年に原告の完全勝訴で裁判が終わると、
裁判闘争に参加したメンバーを中心に民闘連が発
足、各地域で生活実態に即した人権擁護運動が展
開していった。A氏らは、この取り組みの延長線
上に指紋押捺拒否運動を位置付けた。
また植民地支配について A氏は、「倫理的に、贖

罪するっていうような感覚はあまり持ってなかっ
た。確かに悪いことした。でも、それはもう親の
世代とか、じいさんの世代だけど知らないってい
うのは言わない。俺たちは直接やったことじゃな
いから、倫理的にどうのこうのっていうではない
が、だけど知らないとは言いませんと、そういう
感じ」と話す。植民地支配について、昔に遡り直
接責任を取ることはできないが、無関心でいるの
ではなく、関わりを持つ。そのためには、まず歴
史のなかに自分たちを位置付けていたことが、A

氏らの取り組みから見えてくる。
以上のように A氏は指紋押捺拒否運動への関わ

りを通じて、拒否者とその周囲にいる日本人と大
いに語り、厳しく問われることで、日本人として
の当事者性を意識し、自らの立ち位置を模索した。
それは、倫理的に自らを追い詰め、罪悪感から個
人の主体性を失なったり、暴力に走ったりするこ
とではなかった。党派や組織、宗教のような大き
な「物語」に身をゆだねることでもなく、「今でき
ることを精一杯やる」と、具体的な取り組みを行っ
ていく。それは上述したような、学習会や上映会、
「団結小屋闘争」、自治体交渉、デモなどであった。
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その下地となる朝鮮人と日本人の熟議の空間
は、1970年の日立就職差別裁判以降の民闘連の活
動のなかですでに形成されていたが、指紋押捺拒
否運動の際にはさらに拡大し、より多くの人を巻
き込んでいたと考えられる。A氏のように、運動
に関わることで初めて在日朝鮮人と出会う学生も
多かったはずだ。運動の論点や戦術を議論し、個
人史を語り、植民地の歴史を知ることで、自身が
立脚する社会が、時間的・空間的にも異なる他者
とどのように繋がっているのかを考えていく。そ
れは、教科書では学ぶことのない「日本社会」と
いう自画像を描く工程であったといえよう。

5．おわりに

本稿は、1984年 9月、東京に発足した予定者会
議の取り組みを題材に、運動に関わった日本人の
当事者性がどのように意識化されたのかについて
分析を試みた。予定者会議には、在日朝鮮人のほ
か、日本人の知識人、学生、自治体労働者など多
様な人びとが集まった。本稿で分析した活動初期
のおける予定者会議の活動には、その随所に熟議
の空間が組み込まれており、その結果として日本
人は拒否者とは異なる当事者性を体得していっ
た。
予定者会議に参加した日本人の発言からは、指

紋の問題が植民地支配に起因する克服すべき自己
の課題であることや、反管理体制の問題、また民
主主義と関連づけて論じられていた。また、運動
に関わることで朝鮮人と日本人との関係性を問
い、植民地支配の歴史のなかに自己を位置付ける
試みも見られた。一方で、このような当事者性は
持続していたのか、どのような課題が残されたの
かは今後の検討課題として残されている。本稿で
は取り扱うことのできなかった予定者会議のその
後の活動や、他の地域での取り組みも視野に論じ
ることとしたい。

注
1） 本稿における在日朝鮮人とは、20世紀前半に朝鮮
半島から日本に渡ってきた人びととその子孫を意
味し、朝鮮籍、韓国籍、その他の国籍にかかわら
ず、民族・地域の総称として用いた。ただし、引
用文は原文を尊重しそのまま使用した。

2） 1994年には「居留」の字を削除し、「在日本大韓
民国民団」に変更している。

3） 外登証の常時携帯義務は 2012年の外登法廃止ま
で残り、さらに 2007年には「テロ対策」の名目で、
特別永住者以外の外国籍者を対象に、空港での入
国・再入国の際に指紋と顔認証を採取する制度が
始まっている。指紋制度の撤廃や外登法の廃止が、
即ち外国籍者に対する取り締まりが見直されたわ
けではないことを強調しておきたい。

4） 指紋制度については実施当初から抵抗を示す人び
とが多く存在したのであり、80年代の指紋押捺拒
否者は「日本人の目に見えた第一号」と言える［田
中 2013: 87-90］。

5） 聞き取りは、インタビュー対象者に研究目的と質
問事項を事前に送り、個人情報の倫理規定や保護
について説明し同意を得たうえで行った。氏名の
表記については匿名か実名かを選択してもらっ
た。

6） 筆者による佐藤信行氏へのインタビュー。
7） 筆者による水野精之氏へのインタビュー。水野氏
は 1980年から板橋区の職員として勤務していた。
水野氏と朴容福氏が初めて会ったのは、1982年 9
月に「関東大震災時に虐殺された朝鮮人の遺骨を
発掘し慰霊する会」が行った犠牲者の遺骨試掘の
時だったという。

8） 当初、現代語学塾を会議場として使用していたが、
メンバーの増加に伴い、田中宏氏が勤めていたア
ジア文化会館に変更した［筆者による佐藤信行氏
へのインタビュー］。

9） 「予定者新聞」は、創刊号（1984年 11月 16日）か
ら第 5号まで刊行する予定であったが、実際は第
3号（1985年 6月 22日）までの発行となった。1
号あたり 5000部印刷し、集会で販売したり各地域
の支援者に郵送したりした［予定者会議 1984c、
1986b］。

10） 予定者会議の活動資金は、会員の会費（一口 3,000
円）とカンパで賄っていた。支持会員数は、1984
年 12月時点では 168人で、翌 1985年 6月には支
持会員が 450名に上り、年会費とカンパは、発足
から約 2年後の 1986年 7月時点で 265万 8480円
が集まった［予定者会議 1986b］。

11） 筆者による佐藤信行氏へのインタビュー。
12） 筆者による佐藤信行氏へのインタビュー。
13） 1981年の法改正により「出入国管理法及び難民認
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定法」となる。
14） 筆者による佐藤信行氏へのインタビュー。
15） 文責者は不明だが、梶村秀樹が書いたものと思わ

れる［筆者による佐藤信行氏へのインタビュー］。
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日本語要旨：
本稿は、1970年代から 1990年代中頃にかけて
展開された「民族差別と闘う連絡協議会（民闘連）」
の創発期（1970年代）の運動を、一次資料を用い
て検討した。1974年に発足した民闘連は、在日コ
リアンの生活現実を踏まえた反民族差別の
＜実践＞を行うこと、各地のグループが互いに
＜交流＞すること、在日コリアンと日本人が
＜共闘＞することという三原則を 1979年に打ち
出し、民族団体とは異なる性格をもつ団体として
自らを定義した。
本稿は、民闘連の＜実践＞は、地域ごとに異な

る特徴を持っていたことを明らかにした。関西で
は、兵庫民闘連が多様なアクターの地域的な連帯
を通じて、在日コリアンの福祉を妨げていた「国
籍条項の撤廃」に成功した。一方、関東の川崎（関
東民闘連）では、「国籍条項の撤廃」よりも在日コ
リアンのエンパワメントが優先され、＜共闘＞に
資する主体づくりのための教育や住民運動の基盤
づくりが推進された。
本稿はまた、民闘連の＜交流＞原則に注目し、こ

の要素が多様なローカル・グループからなる民闘
連を 1つにしたことを明らかにした。＜交流＞原
則が、異なる特徴を持つ日本各地のグループをイ
ンクルーシブにつなぎ、反民族差別という共通の
目的の下での相互批判あるいは対話と励ましの場
として、民闘連を成り立たせた。こうした考察を
通じて、本稿は＜交流＞が民闘連の本質的な原則
であったと主張した。

英語要旨：
This paper examines the social movement of the 

“Council to Combat Ethnic Discrimination（Minto-

ren）” in its formative years（1970s）using primary sources.

The Minto-ren, which was established in 1974, put 

forward three principles in 1979 that defined it as having 

a different character from the long-established ethnic 

organizations: to carry out anti-ethnic discrimination 

“practice” based on the living reality of Zainichi Koreans; 

to have mutual “exchange” between groups in different 

regions; and to have “joint struggle” between Zainichi 

Korean and Japanese people.

This paper has clarified that the Minto-ren's “practice” 
had different characteristics in each region. In the Kansai 

region, the Hyogo Minto-ren succeeded in “abolishing 

the nationality clause” that was hindering the welfare of 

Zainichi Koreans through regional solidarity with diverse 

actors. In Kawasaki（Kanto Minto-ren）, on the other 

hand, the priority was on empowering the Zainichi 

Korean community rather than on the abolition of the 

nationality clause, and efforts were made to promote 

education and the creation of a foundation for local 

movements that would enable them to "struggle 

together".

This paper also focused on the principle of “exchange” 
in the Minto-ren, and has clarified that this element 

brought together the Minto-ren, which was made up of 

diverse local groups. The principle of “exchange” 
connected groups from different parts of Japan with 
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民族差別と闘う新しい社会運動の創発
―1970 年代の民闘連の研究

　
加藤恵美（帝京大学）



58　　投稿論文

different characteristics in an inclusive manner, and 

established the Minto-ren as a place for mutual criticism, 

dialogue and encouragement under the common goal of 

anti-ethnic discrimination. Through this kind of 

consideration, this paper argues that exchange was the 

essential principle of the Minto-ren.

キーワード：
在日コリアン、反民族差別、社会運動、地域社会
Zainich Koreans（Korean residents in Japan）, Anti-ethnic 

discrimination, Social movements, Local communities

1．はじめに

「民族差別と闘う連絡協議会（以下、民闘連）」運
動とは、1970年代から 1990年代の中頃にわたる
30年以上の間、下記の三原則に基づいて、全国的
に展開された反民族差別運動である。

① 在日韓国・朝鮮人の生活現実をふまえて民
族差別と闘う実践をする。
② 在日韓国・朝鮮人への民族差別と闘う各地
の実践を強化するために交流する。
③ 在日韓国・朝鮮人と日本人が共闘する。

この三原則は、民闘連の正式な発足（1974年 11

月）1）からおよそ 5年後の 1979年 11月の全国交
流集会（後述）において、民闘連特別基調起草委
員会［1979］により発表された 2）。すなわち民闘
連運動は、在日コリアンの「生活現実」を踏まえ
て民族差別と闘う＜実践＞をベースに（①）、そう
した実践を担うローカルなグループが全国的に緩
やかに結びつく＜交流＞体という組織形態をとり
（②）、在日コリアンと日本人が民族差別に対し
＜共闘＞する（③）ことを原則とする運動である
点において、日本でそれまでに展開されてきた「在
日朝鮮人運動」から、5年の試行錯誤を経て自ら
を区別した。
先行研究において民闘連運動は、在日外国人に

関する制度史［田中 2013］、在日朝鮮人史［水野、
文京洙 2015］、在日コリアンのアイデンティティ
［朴一 1999］のいずれの文脈においても、ひとつ
の時代を画した重要な運動として言及されてい
る。また、多くの知識人が参加した運動であった
ことから、知識人本人が当事者として、民闘連運
動とは何であったのかを回顧することもある［内
海、大沼、田中 2014; 田中 2019］。それにもかかわ
らず民闘連運動は、これまでそれ自体として本格
的な研究対象となったことはほとんどなかった。
それは、民闘連の流れを汲む運動が現在も引き続
き各地で展開され続けており、これを「終わった」
運動とみなし「歴史化」することが難しい現状が
影響していたと思われる。
しかしこの間に、開始から 50年近くが、また 90

年代の中頃の全国交流の消滅から 30年近くが経
過し、民闘連運動に関する資料は散逸しつつある。
そのため、「画期的」だとされる民闘連運動そのも
のを対象とする実証的な研究の遂行を急ぐ必要が
ある。本稿は、まず古い時代の、すなわち民闘連
運動の創発期である 1970年代に注目し、当時の民
闘連が発行したニューズレター等の資料、運動当
事者の回顧録、ならびに当事者に対する聞き取り
調査の結果などをもとに、上述のような三原則に
基づく民闘連運動がどのように始まったのかを明
らかにする。
本論文は、3つの節から構成される。第 1節で
は、まず 20年間（1970年代中頃から 90年代中頃
まで）の民闘連運動の流れを概観し、次に民闘連
運動を研究する意義をより明確にする目的で、先
行研究をレビューしながら本研究の分析の視点を
示す。第 2節では、創発期の民闘連運動の中心的
役割を担った、神奈川県川崎市南部の在日コリア
ン集住地域を拠点としたグループに注目しなが
ら、住民運動の起こりという観点から民闘連運動
の胚胎を明らかにする。第 3節では、民闘連発足
（1974年 11月）以来彼らが発行した資料などをも
とに、1970年代後半の民闘連運動を検討し、その
当時の特徴をつかむ。
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2．民闘連運動を研究する意義

（1）民闘連運動の概要

先に触れたように、民闘連の流れをくむ運動は、
現在もいくつかの地域で継続されている 3）。その
ため、民闘連運動を終わった運動だとはいい切れ
ない。しかし、民闘連運動の原則の一つとして位
置付けられた全国的な＜交流＞に注目してみれ
ば、民闘連運動は 1970年代に始まり、1990年代
の中頃に終わったということが可能である。
民闘連運動における＜交流＞の場は主に 3つ
あった。第一に『民闘連ニュース』である。『民闘
連ニュース』は、1975年 6月（1号）から 1995年
9月（103号）まで発行された。そこには、民闘連
運動の目的／目標に関する論考、各地の実践の報
告、法制度の解説、在日コリアンに関する統計資
料など、多種多様な記事が掲載されている。この
『民闘連ニュース』の編集・発行は、民闘連の事務
局が担った。1983年 11月発行の別冊号までは川
崎グループを構成した在日韓国人問題研究所
（RAIK、後述）が、少し間をおいて 1989年 3月発
行の 38号からは大阪府の八尾を拠点としたグ
ループが編集・発行した。
第二に「全国交流集会」である。民闘連に参加

する各地のグループが、2日間の日程で実行した
（1975年 8月から 1997年 2月の全 22回開催）。同
集会は、通常は、集会の基調を形作る講演会で始
まり、その後参加者が複数の分科会（法的地位、教
育・学校、労働・雇用など）に分かれて日頃の実
践の報告ならびに討論を行い、最後に集会を総括
する全体会をもつ、という流れで進行した。最も
多い時で、1980年代後半には、800名近くの参加
があった。この「全国交流集会」の報告集は、ほ
とんどの場合『民闘連ニュース』とは別に冊子と
してまとめられ、100ページを越える大部が多く、
時に 200ページ近いものもある。
第三に各地の主要グループの代表者の会議「全

国代表者会議」である。これは拡大事務局会議の
ような位置付けがなされ、年 5回程度、1974年 11

月から 1995年 10月の全 132回開催された［兵庫
在日外国人人権協会 2015: 247］。
表 1には、およそ 20年間の民闘連運動を概観す

る目的で、1975年から 1997年までの「全国交流
集会」のテーマ、開催地（地名「大阪」は大阪市、
「東京」は都区部）、記念講演者と講演タイトルを
示した。正確を期して述べると、「全国交流集会」
は 1991年から「未来と人権研究集会」に名称を変
えた。『民闘連ニュース』の事実上の最終号（1995

年 9月、103号）以降に開催された「在日韓国・朝
鮮人の未来と人権研究集会」（同年 11月開催の第
5回と 1997年 2月開催の第 6回）については、民
闘連の改組を経て設立された「在日コリアン人権
協会」が実行の主な役割を担った。
表 1からは、民闘連の「民族差別との闘い」の

性格が、歴史的に変化してきたことがわかる。1970

年代の民闘連運動は、「集会テーマ」に明らかであ
るように、民闘連運動の原則を明確にすることを
目的にしながら、「仲間の輪」を全国的に広げてい
くことに力点が置かれていた。その後の 1980年代
については、表 1から読み取ることはできないが、
民闘連に連なる各地のグループが「指紋押捺拒否
運動」に積極的に取り組んだ時期であったことを
補足しておきたい。1980年代の後半には、在日コ
リアンの人権を保障する立法を目指す動きが形作
られた。その動きの当初は、「定住外国人」の人権
を保障することを目的とする立法の計画であった
が、その後、「旧植民地出身者」として受けた被害
の補償も含めた総合的な立法を目指すことへと変
化した。そして 1990年代には、民闘連運動を担う
在日コリアンの主な世代が 2世から 3世へと交代
し始め、「闘い」の代わりに「共生社会」や「国際
化」などがキーワードになるなど、運動の新しい
あり方の模索が始まった。

（2）分析の視点

在日コリアンに対する民族差別との闘いは、戦
前からの長い歴史があり、「在日朝鮮人運動」の課
題であり続けてきた。戦後における「在日朝鮮人
運動」の主要な担い手は、祖国の分断状況を反映
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した 2つの民族団体であった［朴慶植 1979; 1989; 

梶村 1980］が、1970年ごろに始まった民闘連によ
る民族差別との闘いは、それまでの民族団体の闘
いとは違った。それは、社会運動史上の重大な展
開であるところの、「社会主義運動」ないし「民族

主義運動」としての社会運動から「新しい社会運
動へ」［道場 2004: 236-250］、あるいは「ナショナ
ルセンター」が指導した社会運動の「市民運動」の
登場による相対化 ［道場 2006: 241-242］を裏付け
るような新しさを示していた。すなわち、第一に

表1　全国交流集会のテーマなど（1975年から 1997年）
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イデオロギーとは距離を置き、個人のよりよき生
活のための闘いに焦点を合わせること、第二に日
本共産党や韓国・北朝鮮等の本国からの指示に
よって展開される運動ではなく、運動の目的や方
法を運動に参加する人々自身が決めるという点
で、民闘連運動はそれまでの「在日朝鮮人運動」と
は異なる性格を有した。
社会運動を分析する視点は「本質的に異なる」2

つに区別できるという議論がある。第一に運動の
社会的・歴史的な意義や、当事者にとっての意義、
あるいは既存の運動カテゴリーにどう当てはまる
のかを検討するような、「①社会運動の有する意義
や意味に関する研究」と、第二に運動の盛衰・成
否、あるいは展開を検討する「②社会運動をめぐ
る因果関係に関する研究」の2つである［濱西2020: 

8-12］。このうち、冒頭で触れた民闘連運動を「画
期的」な運動と指摘した先行研究は、第一の視点
から民闘連運動を説明したものであるといえる。
田中［2013］は、日本のさまざまな諸制度に付
された国籍条項の撤廃という民闘連運動の成果に
触れ、それが在日外国人の権利状況の改善に多大
な貢献をしたことを指摘した。水野と文京洙
［2015］は、「帰国運動」の終わりと日韓基本条約
の締結、そして世代交代を背景にした在日朝鮮人
の変化を示す事象として民闘連運動に触れた。朴
一［1999］は、民族団体の批判を受けながら展開
された民闘連運動の意義として、民族団体に代表
されてきた在日コリアンの「本国志向」アイデン
ティティの相対化あるいは論争化を指摘した。し
かしこれらの研究は、それぞれの研究文脈、すな
わち在日外国人に関する制度史、在日朝鮮人史、在
日コリアンのアイデンティティにおける民闘連運
動の意義・意味を指摘したものであり、厳密に言
えば民闘連運動の研究ではなかった。
他方で第二の視点からの民闘連運動の分析は、

これまでほとんど行われてこなかった。民闘連運
動それ自体を対象にした研究を行わなければ、第
二の視点での分析は難しいであろう。また第一の
視点に基づく民闘連運動の意味や意義の解釈も、
それが別の研究目的に基づく解釈である限り、部

分的なものにならざるをえないだろう。民闘連運
動にも盛衰・成否があり、また民闘連がとりわけ
ローカルな運動の交流体という組織形態をとった
ことに関連して、意義や意味についてもさまざま
な見方があったはずであり、さらにそれらは歴史
的に複雑な経過を辿り変化してきたはずである。
本研究では一次資料を用いて、こうした民闘連運
動の歴史のひだに分け入っていきたい。

3．民闘連運動の胚胎：川崎の住民運動の
始まり

（1）「朴君を囲む会」の形成

1970年代の民闘連運動の中心的役割を担ったの
は、（株）日立製作所（以下、日立）から「就職差
別」を受けたある在日コリアン青年の裁判を支援
した「朴君を囲む会」（1971年 3月結成）の事務
局を担いながら、神奈川県川崎市南部の在日コリ
アン集住地区（以下、桜本）を拠点として住民運
動を開始したグループであった。
「日立就職差別裁判」は、1970年 12月に横浜地
裁で始まり、1974年 6月に全面勝訴に終わった。
この裁判は、在日コリアンに対する民族差別の存
在を裁判所が認めた最初の裁判であったといわれ
ている。
原告は愛知県の高校を卒業したばかりの 19歳

の青年、朴鐘碩氏（在日韓国人 2世）であった。彼
は横浜市内にある日立のソフトウェア工場の採用
試験を受け、合格し、採用通知を受け取った。し
かし、赴任に必要な戸籍謄本の提出を日立に求め
られた際、彼が韓国籍であるため提出できないと
伝えた途端に、日立から「採用取り消し」の通告
を受けた。裁判で彼はそれが民族差別であると訴
えた。日立（被告）は裁判において、朴鐘碩氏が
履歴書の＜氏名＞欄に「通称名（日本名）」を、＜本
籍地＞欄に「（日本の）出生地」を「虚偽記載」し
た事実を強調し、「採用取り消し」の正当性を主張
した。しかし、この裁判を通じてつまびらかにさ
れた在日コリアンに対する民族差別の実態から、
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朴鐘碩氏に本名と本籍を隠させたのは日本社会の
民族差別であることを裁判所は認め、日立の「解
雇」が労働基準法 3条、民法 90条に違反する行為
だったとして、原告側の全面勝訴で終わった［朴
君を囲む会 1974: 261-280］。
「朴君を囲む会」の事務局は、裁判の原告となっ
た青年と直接出会った同世代の大学生たちが中心
的に担い、知識と経験を持った大人たちが「呼び
かけ人」として支える体制をとった。この裁判運
動がその後に民族差別と闘う住民運動へと展開し
得たのは、一方で桜本にキリスト教会をベースに
した在日コリアンのコミュニティが形成されてい
たこと、他方で当時のニューレフト運動における
＜次＞を模索していた大学生たちをその地域の
「住民」として受け入れることができたことによる
ところが大きい。以下では、その過程を跡付ける。
「朴君を囲む会この三年」という文章のなかで、
日本人の高浪徹夫氏は朴氏との出会いを次のよう
に振り返った［朴君を囲む会 1974: 59-60］。

　私や他の＜朴君を囲む会＞の仲間が、朴と
出会ったのは、70年 10月の中頃であった。当
時私は K大学の学生であり入管法・在日朝鮮
人問題に取り組み始めた矢先であった。学内
では、他の 10人ほどの仲間とグループを作
り、9月頃から毎週日曜日には渋谷等に出て
カンパや署名活動を行っていた。10月初め頃、
大学が神奈川県にあるのに、渋谷に出るのは
おかしい、地域活動を考えるなら、小さいこ
とだが、神奈川県内の駅で宣伝をやるべきだ
との声がグループ内であがり、他の県内グ
ループとも連携をして、横浜駅に出るように
なっていた。そして確か 10月 18日だったと
思う。署名に出た仲間が、それこそ、たいへ
んだといった顔で帰ってきた。「横浜駅で背の
ヒョロ長い朝鮮人に話しかけられ、協力を求
められた。日立に就職差別されて裁判を起こ
すと言っている」というのだ。
　その話を聞いて私が感じたことは二つあっ
た。一つは「やらなあかん」ということであ

り、それは反射的でさえあった。何故なら、当
時は「入管闘争」華やか（か）りし頃で、在
日朝鮮人へのさまざまな抑圧に対して闘うこ
とは、「学生運動」に参与している者にとって
自明のことであり、そもそも私たちのグルー
プ自体が、「入管闘争」を第一義の課題に設定
していたからであった。一方、他の感情は、何
とも言いようのない「困惑」であった。日頃
は平気で「朝鮮人はあらゆる場で差別・抑圧
を受け」とビラをまいていながら、私たちは
入管法・入管体制の内容に顔を突き合わした
ことなど一度もなかったのである。素直に「重
たそうやな」とつぶやいた人間もいた。見当
もつかないことに対する恐れであったのかも
しれない。

「K大学内の 10人ほどのグループ」とは、慶應
大学ベ平連であった。当時一般的に、学生運動に
おけるセクト争いを嫌った学生が、ベ平連に向
かったといわれている［今 1985: 251］。ベ平連は、
アメリカ合衆国による北ベトナム爆撃（1965年 2

月開始）に対する危機感を背景に、同年 4月に東
京で結成された「ベトナムに平和を！市民文化団
体連合」の略称である［平井 2020: 16-19］。ベ平連
は、同年 10月にその名を「団体連合」から「市民
連合」に変えたが、それは既存の市民団体との関
係より、東京を含む様々な地域でベトナム反戦運
動を担う個々の市民の集合体としてベ平連の運動
を捉え直したことの表れであった［平井 2020: 

109］。地域ベ平連は、同年 5月の京都ベ平連の結
成で始まった。その後各地に広がり、1968年から
1970年にかけて急速に数が増えた［平井 2020: 120-

122］。上述の引用文中「大学が神奈川県にあるの
に、渋谷に出るのはおかしい、地域活動を考える
なら、小さいことだが、神奈川県内の駅で宣伝を
やるべきだとの声」がグループ内であがったのは、
そうした当時の状況を表していたものと考えられ
る。
ベ平連の活動は、ベトナム反戦運動を基盤とし

ながら、米軍脱走兵に対する支援活動、そして反
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安保運動へと展開したが［平井 2020: 134-180］、70

年安保後には「個別の課題へと細分化する傾向を
強めていった」［平井 2020: 238］。その一つが「入
管闘争」であった。この「入管闘争」の特徴は、一
方で在日コリアンや在日華僑と日本人のニューレ
フトの間で国際連帯が組まれたこと、他方で華僑
青年闘争委員会（以下、華青闘）による「訣別宣
言」（1970年 7月）に典型的に表れたように、「排
外主義的な抑圧民族」としての「日本人」の態度
がニューレフト運動において厳しく問われた点に
ある［盧恩明 2010: 77-79］4）。当時の慶應大学のベ
平連は、華青闘の宣言に応答するかたちで「入管
体制粉砕行動」を開始し、「出入国管理体制粉砕・
入管法再上程阻止！」「劉彩品に在留許可を！」「朝
鮮中高校生に対する集団暴行糾弾！」「アウシュ
ビッツ大村収容所撤去！」「強制収容・強制送還阻
止！」をスローガンとして掲げ、入管闘争に取り
組んでいた［山田 2022］。それでも高浪氏が振り
返っているように、彼らは「入管法・入管体制の
内容に顔を突き合わしたことなど一度もなかっ
た」。
朴氏と出会い「困惑」を抱えながら裁判運動を

担った彼らの一部は、裁判が続く 1972年頃に桜本
に移り住む決断をした。高浪氏は「それは、別に
気負ったものでもなく、自分自身のよって立つ基
盤を確立するためにも、民族差別の現実を日常レ
ベルから、正直に学び直したいと考え、迷った末
実行したものであった」と振り返っている［朴君
を囲む会 1974: 75-76］5）。
桜本と彼らを結び付けたのは、当時国際基督教

大学の学生であった在日コリアンの崔勝久氏で
あった。彼は、「一人の在日朝鮮人青年がはじめ
て ” 朝鮮人就職差別 ” を法廷に持ち出した」とい
う朝日新聞の報道（1971年 1月 13日）を目にし、
桜本にある在日大韓基督教会川崎教会（以下、川
崎教会）の牧師であった李仁夏氏と共に朴氏に会
いに行き、支援を申し出た。崔氏は大阪で「朝鮮
人らしさを感じさせるものは何もない」家庭で
育った。「アイデンティティの危機にさらされた」
彼は「民族の主体性を求めて」、1966年の大学 1年

生の夏に在日大韓基督教会青年会全国修養会に参
加した。そこで説教を「韓国語の後で日本語に翻
訳してくれる」李仁夏牧師と出会い、川崎教会に
通うようになっていた。崔氏は「日本名を使い日
本人らしくなろうとした朴鐘碩の中に過ぎし日の
自分を見」、「差別と同化を強いる日本社会の構造
を明らかにして変えていかなければならない」と
思い、裁判運動に加わったと振り返っている。朴
氏個人の生活・人生に寄り添うことを主旨とする
「朴君を囲む会」という支援組織の名称は、彼の提
案によってつけられた［崔勝久 2020: 30-39］。
在日大韓基督教会（Korean Christian Church in 

Japan、以下 KCCJ）は、1883年に東京に作られた
朝鮮人留学生の信仰共同体を起源とするプロテス
タント系のキリスト教会である。1908年に教会（東
京教会）が正式に設立され、その後各地に設立さ
れた［李清一 2008: 43-64］。その教会の会員が、3.1

独立運動の導火線となった 2.8独立運動を日本で
担った（1919年）ことがよく知られている 6）。戦
時体制下で朝鮮語による礼拝が禁じられ、1941年
には日本基督教団に併合されたが、戦後間もなく
日本基督教団を脱退し（1945年 12月）、各地の教
会の再建が行われた［李清一 2008: 127-165］。
川崎教会は、戦前の日本基督教団の日本人牧師

（倉持牧師）による伝道が起源（浜町教会）とされ
ている。戦後、空襲で焼け野原になった川崎への
KCCJによる開拓伝道が 1947年に始まり、川崎教
会は 1952年に正式に設立された［在日大韓基督教
会川崎教会 1997: 44-54］。李仁夏氏は 1959年に川
崎教会の牧師として赴任した。

KCCJは宣教 60周年を記念して「キリストに
従ってこの世へ」（1968年）という標語を立てた。
李仁夏氏は、60周年記念事業の準備委員をつとめ、
その標語にそれまでの KCCJの「教会としての働
き」に対する「神学的反省」を投影した［李清一
2008: 209］。この「神学的反省」のもとになったの
は、アメリカでの公民権運動やアフリカ南部の反
アパルトヘイト運動に参与した世界の諸教会の神
学的潮流―教会は、個人的な「病と患い」に寄り
添うだけでなく社会・国家の「病と患い」たる「構
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造悪」から個人を自由にする役割を担うという考
え方―であった［在日大韓基督教会川崎教会 1997: 

60-62］。
しかし、裁判運動当時の KCCJ内でこうした「反
省」は主流になってはいなかった。それは、1971

年当時 KCCJの青年会全国協議会の代表委員で
あった崔氏が、裁判運動を全国の教会に広げよう
として解任された［在日大韓基督教会川崎教会
1997: 65］ことに表れた。「日立就職差別裁判は日
本社会に逃げ込もうとする同胞の同化現象をさら
に推し進めるものだと断定され」、「私は民族反逆
者、同化論者のラク印を押され」たと崔氏はこの
出来事を振り返っている［崔 2020: 37-38］。それで
も李仁夏氏は、「呼びかけ人」として裁判運動を支
え続けた。

（2）住民運動の起こり

「朴君を囲む会」の「呼びかけ人」の一人であっ
た佐藤勝巳氏（当時、朝鮮問題研究所所属）は、
「日立闘争」の「最大の収穫は、朴君が一歩一歩着
実に、民族の主体を取り戻す方向に歩み出し」た
ことだと述べた［朴君を囲む会 1974: iii］。佐藤氏
のいう「歩み」とは、朴氏が裁判運動を通じて民
族名を名乗るようになり、桜本で毎晩「国語講習
所」に通い「祖国の言葉」を学び始め、「自分が朝
鮮人の魂をとりもどしはじめたことを実感し、生
きているよろこびと、甲斐」を、感じるようになっ
たこと［朴君を囲む会 1974: 259］を指し示してい
た。こうした朴氏の姿は、「囲む会」のなかで、日
本名を名乗り、日本人らしく装い、朝鮮人である
ことを隠して生きる在日コリアンが目指すべき／
彼らに目指させるべき姿として位置付けられた。

1974年に入ると「朴君を囲む会」は、「それま
での囲む会では建前として、日本人と朝鮮人の「共
同」がいわれていた」が、日本人と朝鮮人が別々
に動こうやないか、動くべきだという方向へ」向
かい、内部に「韓国人部会」と「日本人部会」を
立てた。前者の「韓国人部会」を立てたのは、崔
氏によれば、「もっと在日内部で実力をつける」必
要性を認識したからであり、「韓国人」側の課題と

して、「差別の中で苦しんでいたり、あるいは同化
している同胞を、ぼくたちが今いる地平というか、
在日同胞としての自覚と目覚めみたいなところま
で持ってくることが、ぼくたちのやらなきゃいけ
ないことだ」と認識するようになったことによる
［朴君を囲む会 1974: 17-18］。
これは、桜本という地域ですでに実際に起こっ

ていた動きを反映した認識であった。先に述べた
KCCJの宣教課題を背景に、「地域社会に仕える宣
教展開」として川崎教会内に 1969年に桜本保育園
が開設されていた［在日大韓基督教会川崎教会
1997: 62］。李牧師を園長とした桜本保育園では、
1970年 5月に「保母の本名使用」が、1972年には
「園児の本名使用」が方針として定められた。その
後の園の規模の拡大に伴い、教会から独立し設立
された社会福祉法人青丘社による川崎市の公認施
設としての運営に桜本保育園が変わる（1974年 2

月）と、「民族クラス」が設置され「民族保育」の
実践が始まった。「朴君を囲む会」の「韓国人部会」
は、こうした動きと連動するようなかたちで、小
学生以上の子どもを対象にした、いわゆる子ども
会活動を始めた（1974年 8月）［金侖貞 2007: 70-

73］。
他方で「日本人部会」の方は、次の 2つの趣旨

で活動に取り組むようになった［『民闘連ニュー
ス』1975年 6月 ; 7月］。第一に、「教育」、「歴史・
理論」、「入管」の 3つのテーマで地域をベースと
した調査・学習を行うことである。一方で「韓国
人部会」の方は、「囲む会」の発展的解消（後述）
に伴い「川崎・在日同胞の人権を守る会」に名前
を変えたが、他方で「日本人部会」の方は、第一
の趣旨を反映して「神奈川朝鮮問題研究会」に名
前を変えた。第二に、「朴と同じような朝鮮人はど
こにでもいる」という認識に基づいて、それぞれ
の職場で民族差別と闘うことである。「囲む会」の
事務局を構成した青年たちは「日立闘争」の間に
大学卒業の時期を迎えたが、その一部は川崎にと
どまる決断をし、川崎市内の中小企業、川崎市職
員などとして、地域に根ざした「仕事」を始めた
［山田 2022］。
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「国籍条項の撤廃」を目指す住民運動も裁判運動
の終盤に起こった。これは「朴君を囲む会」の外
部から提起された獲得目標であった。1974年 5月
に「韓国人部会」が川崎教会で「日立闘争の経験
を共有」する目的で住民対象に開いた集会の会場
で、住民から「児童手当の支給が「外国人」にな
されないのは差別ではないか」という問題提起が
あったのである。「韓国人部会」と川崎教会、桜本
保育園などは、こうした問題提起を引き受けるよ
うな形で、川崎市長に対して「児童手当及び公営
住宅入居資格に関しての公開質問状」を提出した。
「公開質問状」に対する川崎市の反応はよく、同年
末には「来年度より国籍条項を撤廃とする」との
回答を得た［『民闘連ニュース』1975年 6月］。そ
の勝因として、高浪氏は「川崎の市職（職員労働
組合、加藤補足）の青年部の人たちが、それは絶
対やる！という形で芽を広げて」いったことを指
摘した［朴君を囲む会 1974: 53］。このように、獲
得目標としての「国籍条項の撤廃」は、多様なア
クターのローカルな連帯の結節点になった。

4．民闘連運動の形成

（1）民闘連の始まり

「日立就職差別裁判」は、1974年 6月に全面勝
訴で幕を閉じた。その頃、「朴君を囲む会」の会員
は、各地の日立の営業所への直接抗議活動の展開
などを経て、全国に 400名を数えるようになって
いた［朴君を囲む会 1974: 3］。「囲む会」の事務局
は、「日立闘争勝利集会」（1974年 9月）において
会の解散を宣言、そこで民闘連の設立を提起した
［『民闘連ニュース』1979年 11月］。当時「囲む会」
の事務局メンバーであった裵重度氏が残した記録
によると、1974年 10月に開催された「囲む会」の
会合で「民闘連結成に向けて」という議題が立て
られ、そこで高浪氏が、これまでは「囲む会の運
動でありつつも全会員が担ってきたものではな
かったこと」、「中央集権的な囲む会ではなく、関
東の運動として相対化し、大阪、九州等のグルー

プに分かれたところでの闘いを模索する」こと、
「神奈川（川崎）民闘連を結成するを（ママ）当初
考えたが、東京を抜きにして考えられないので、関
東民闘連を結成したい」ことなどを述べている。基
本的に彼のこのような構想が、民闘連の初期構想
になった。
高浪氏は裁判運動の一環として示された、各地

で反民族差別に取り組む多くの人々の証言に刺激
を受け、特に部落解放運動の経験をいかして「在
日朝鮮人問題での実践」に取り組んでいた尼崎の
日本人教員の姿に励まされたと述べている［朴君
を囲む会 1974: 19］。当時、在日コリアンに対する
民族差別と闘う多様な活動がすでに日本各地で、
特に関西地方で活発に展開されていた（後述）。そ
うした状況を背景に比較的早い段階で、民闘連に
は交流体、すなわちそうした諸活動を担う市民の
交流の場としての機能を持つことが期待されるこ
とになった。
裵重度氏の記録によると、第 1回目の民闘連全

国代表者会議（1974年 11月）で民闘連は「交流
体として発足する」ことが決まり、翌年 3月に大
阪で 12グループに所属する諸個人の参加により
開催された「民闘連交流会」でも＜交流＞原則の
重要性が確認された。裵氏が当時を振り返るに、民
闘連は「それぞれの市民運動をつくってきた一国
一城のあるじ」の集まりであり、「それを束ねよう
なんていうようなことは無理」であった 7）。
こうした性格を持つ民闘連運動の始まりを資源

面で支えたのはキリスト教会であった。上述の第
1回全国代表者会議では、在日韓国人問題研究所
（Research Action Institute for Koreans in Japan：以下、

RAIK）が民闘連の事務局を担うことが了承された
（裵氏作成メモ）。RAIKの設立は、KCCJが加盟し
ていた日本キリスト教協議会の「日本人問題とし
ての在日朝鮮人差別セミナー」（1972年 6月）で
「在日韓国・朝鮮人問題に対するより正確な研究・
調査を行えるように、書籍および資料を提供する
センターの必要性が指摘された」ことを契機とし
ており、KCCJは 1973年 10月に RAIKの設立を承
認［李清一 2008: 224］、その後李仁夏氏を所長に
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すえ、崔勝久氏と裵重度氏を所員として迎えてス
タートを切った。国内外の教会から民闘連の運営
に関する資金提供が約束されたとの記録も残って
いる 8）。

（2）1970年代後半の民闘連運動の展開

表 2には、1975年 7月当時の「全国における民
闘連の設立状況」［『民闘連ニュース』1975年 7月］
を示した。このように当初は、地域ブロックごと
に民闘連を設立し、ローカルな連帯を確立する構
想に基づいて、「仲間づくり」が進められた。
表中の「状況」として示されているように、地

域ブロックごとの民闘連の設立が速やかに実現し
たわけではなかった。その一方で、他地域に先駆
けて顕著に成功したのは「兵庫民闘連」であった。

兵庫民闘連は、民闘連ニュースの創刊号にすでに
「兵庫民闘連」という名前で「尼崎市の差別行政撤
廃要求運動で勝利する！児童手当支給・公営住宅
入居資格」という記事を寄せていた。その闘いに
結集したグループは、KCCJ武庫川教会、尼崎在日
同胞の人権を守る会、在日韓国・朝鮮人大学教員
懇談会、阪神医療生活協同組合、部落解放同盟神
崎支部、尼崎市職員部落解放研究会、西宮市朝鮮
史入門会、新しい教師の会、日本の学校に在籍す
る朝鮮人児童・生徒の教育を考える会ほか、合わ
せて 14グループであった ［『民闘連ニュース』1975

年 7月］。
兵庫民闘連の基盤になったのは、それまでの連

帯の蓄積であった。表 3には、兵庫民闘連の後継
組織である兵庫在日外国人人権協会が民闘連の

表2　「全国における民闘連の設立状況」

表3　兵庫民闘連の「前史」
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「前史」として示した闘いの一部を示した［兵庫在
日外国人人権協会 2015: 33-46］。
このように兵庫には、大阪での動きと連動する

ような形で、在日コリアンに対する民族差別と闘
う連帯の実績があった。また、ここでも「国籍条
項の撤廃」というイシューが、ローカルな連帯の
主要な結節点になっていたことがわかる。
他方で、表 3によれば「関西民闘連」の状況は

「多くの個別闘争を担うグループがあるものの、連
絡会議としての機能を果たし得ず停滞気味」で
あった。当時の大阪では、韓国系の民族団体であ
る在日本大韓民国居留民団の大阪本部が 1974年
頃から広く国籍条項の撤廃運動に取り組み始めた
ことが『民闘連ニュース』（1975年 6月）で報告
されている。こうした事実からは、大阪では民族
団体が「国籍条項の撤廃」に取り組み始めたこと
により、民族団体から自らを差異化する民闘連と
しての連帯の契機が損なわれたことが示唆され
る 9）。
表 4には、1970年代の『民闘連ニュース』に掲
載された「（1）関東」、「（2）関西」、「（3）兵庫」地
域ブロックのそれぞれの活動報告の記事の見出し
を示した 10）。「（3）兵庫」については、上述のよう

に、国籍条項の撤廃が主要な活動であったことが
明らかである。他方で KCCJの関連組織である在
日韓国基督教会館（KCC、大阪市生野区中川）11）

が中心的役割を担っていた「（2）関西」について
は、KCCが地域連帯の場とした「大阪地域運動研
究会」のほか、密航者の在留特別許可を求める運
動、京都韓国学園の移転問題、KCCJの神学教育基
金（TEF）による実践神学教育プログラムなど、以
前からキリスト教関係者が取り組んできた活動が
民闘連ニュースで報告されている。他方で「（1）関
東」については、そのほとんどが川崎の活動であ
り、高浪氏の当初の構想のようには、東京を含む
関東域に連帯の輪は広がらなかったようである。
また、教育活動が主要な活動となっていたことが
特徴的である。
兵庫の例に典型的に現れたように、獲得目標と

しての「国籍条項の撤廃」は、多様なアクター（グ
ループ）のローカルな連帯の結節点になった。そ
れは川崎においても同様で、先に高浪氏の見解と
して触れたとおりである。しかし、これに対して
崔勝久氏は、「行政闘争が地域活動の柱になりう
る」という考え方に対して「否定的に考えている」
と述べた記事を『民闘連ニュース』［1975年 10月］

表4　1970年代後半の各地域ブロックの主要活動（関東、関西、兵庫）
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に寄せ、その趣旨を次のように述べた。

　例えば川崎でこういう例がありました。日
本人のグループが、川崎の市職員になるのに
国籍条項があるのは差別だから、それを撤廃
する運動をしようというのです。私たちは、そ
こで、私たち同胞の中から教師なり、市職員
になるという人間が現れるまでは待ってほし
い。そのときは私たちは彼を支援する運動を
展開するし、そちらの方でも市行政、および
組合の質を問うものとして運動をやってくれ
てはどうか。そいう話をして待ってもらった
ことがありました。そのようにやらないと私
たちの方はいつまでも恩恵を受けるという枠
組みから抜け出せないのだ、ということを
言った訳です。
　……例えば児童手当や公営住宅入居のこと
にしましても、物とり主義的にそれを獲得す
ることだけを目標にはしていません。その権
利を要求する動きを通して、分裂させられ、個
別化させられ、なお政治的な立場の決断を迫
られる中でいろいろな困難に遭っている同胞
が、力を合わせてやれる場（体制）を作って
いこうというのです。ですから行政闘争とい
うのは、私たちにとって、私たち在日同胞自
身が力をつけていく一つの柱であったわけで
す。
　しかし、川崎における行政闘争が必ずしも
そのような過程を経た運動になったわけでは
ありません。むしろ、こちら側の思惑とは違っ
て一発解答（回答）が出た為、「ボス交」の域
を脱しきれませんでした。その後は、2回に
及ぶ地域集会や個別訪問をしての署名活動を
通して地域の同胞そのものが、自分たちが児
童手当をもらえないことの不当性を議会に訴
えるというところまでいき、その結果、市当
局をして在日同胞一軒一軒に連絡させてほぼ
百 %に近い申請率を示すようになったので
す。しかし運動そのものはスムーズに展開し
たのですが、本来の目的であるイデオロギー

にとらわれずに同胞が自らの権利のために協
力し合う組織化を進めるということでは、成
功したとは言い切れません。

当時、理論的には「社会運動」と「同盟関係」に
ある革新自治体が全国で台頭しており、「住民運
動」12）に政治的機会は開かれていた［樋口、中澤、
水澤 1998］。川崎市も革新自治体の一つであっ
た 13）。しかしそれが逆に、在日コリアンが「力を
つけていく」ことを妨げ、権利が「恩恵」として
与えられるという枠組みに留め置かれかねない、
というのが崔氏の主張であった。そうした状況下
で、「分裂させられ、個別化させられ、なお政治的
な立場の決断を迫られる中でいろいろな困難に
遭っている同胞が、力を合わせてやれる場（体制）
を作ってい」くにはどうしたら良いか、という試
行錯誤の結果が、崔氏によれば「今はその柱を同
胞の教育の問題に据える」という判断であった。
この崔氏の文章は、第 1回の全国交流集会（1975

年 8月）で名古屋を拠点とするグループが、「在日
韓国・朝鮮人との接触あるいは接点がなかなか持
て」ず「日本人だけで（行政闘争）運動を進めて
いる」現状を背景に「日本人だけでの運動に限界
がある」と訴えた［『民闘連ニュース』1975年 10

月］ことに対する一つの回答として寄せられたも
のであった。崔勝久氏は「名古屋の日本人グルー
プの方々に申し訳ない気がするのです。中部の同
胞がしっかりとやってくれているならば、名古屋
での行政闘争ももっと違った形で展開できたのに
と思わざるを得ません」とも書いている［『民闘連
ニュース』1975年 10月］。このように 1970年代
後半の川崎においては、在日コリアンのエンパワ
メントを目的とした教育活動に主な労力が割か
れ、民闘連の三原則の一つである＜共闘＞の前提
になるような、在日コリアンの「主体性」を陶冶
する取り組みに重点が置かれた。
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5．おわりに

本稿は、民闘連運動の創発期にあたる 1970年代
を検討してきた。民闘連運動は、日立から民族差
別を受け採用を取り消された在日韓国人青年の裁
判を支援する「朴君を囲む会」（1971年結成）の
発展的解消を経て、1974年に正式に始まった。
この裁判運動と並行して、「朴君を囲む会」の事
務局を構成した青年たちは、川崎市南部の在日コ
リアン集住地域に移り住み、地域住民の生活の実
態を学んだ。そうした彼らの行動は、当該地域で
の住民運動の起こりを刺激し、その結果、すでに
関西地方で始まっていたローカルな反民族差別運
動との地域間連帯の可能性を開いた。またキリス
ト教会（KCCJ）を中心とした在日コリアンのロー
カルなコミュニティが当該地域にあったことも、
民闘連運動の創発の重要な要因になった。
民闘連は発足からおよそ 5年後の 1979年に、自

らの運動を＜実践＞＜交流＞＜共闘＞の三つの原
則に基づく運動であると宣言した。この間の民闘
連運動の特徴を、本論の考察に基づき、またこの
三原則に即してまとめると次の通りである。
民闘連運動における＜実践＞は、ローカルな「生

活現実」を運動当事者がどのように解釈するかに
より、異なる現れ方をした。当時において「国籍
条項の撤廃」は、兵庫の事例で示した通り、多様
なローカル・グループの連帯の主要な結節点に
なった。その一方で、在日コリアンが主体的に「国
籍条項の撤廃」に取り組まない限り、日本人から
「恩恵を受けるという枠組みから抜け出せない」と
いう懸念が川崎では示された。川崎ではこの見解
に基づいて、在日コリアンのエンパワメントを目
的とした教育実践が重視された。在日コリアンの
エンパワメントは、＜共闘＞原則の追求において
も重要な課題であった。しかし名古屋のように
＜共闘＞に困難を抱える地域もあった。
このように民闘連は、「反民族差別」という大き

な目標を共有しつつも実際には多様なローカル・
グループにより構成されていた。しかし＜交流＞

原則は、それらのグループの間での対話と励まし
合いの機会を確保し、民闘連を 1つにした。つま
り当時の民闘連は、内部に多様な＜実践＞を含み、
＜共闘＞は原則というより課題であったが、少な
くとも互いに＜交流＞することで民闘連であっ
た。冒頭で述べたように、民闘連運動は終わって
いないという見方もできるが、民闘連運動の
＜交流＞原則が民闘連の本質を表しているとすれ
ば、やはり民闘連運動は 1970年代に始まり、1990

年代の中頃に終わったということが可能である。
今後は、1980年代の民闘連運動の展開、そして
1990年代の民闘連運動の衰退・消滅についての検
討を、本稿のような一次資料に基づく研究を通じ
て行なっていきたい。

注
1） 第 1回全国代表者会議（後述）の開催をもって民
闘連発足としている［『民闘連ニュース』、1979年
11月］。

2） 起草委員会のメンバーは佐藤勝巳、山田貴夫、裵
重度、崔勝久の 4氏であり、これから論じる川崎
グループの当時の主要メンバーであった。

3） その主要な例として、神戸の公益財団法人神戸学
生青年センター、川崎の社会福祉法人青丘社と八
尾のNPO法人トッカビをあげることができる。い
ずれの法人も、それぞれに特色のある活動を 50年
にわたり続けてきた。

4） 華青闘は在日中国人を中心とした政治団体であ
る。盧溝橋事件から 33周年を記念する集会が華青
闘の呼びかけにより 1970年 7月 7日に開かれる予
定であった。しかしこの集会の準備の過程におい
てあるセクトが介入、自らの「主催」で強行しよ
うとし、それを不服とした華青闘は撤退した。集
会は華青闘不在のまま開催されようとしたが、そ
こに華青闘は「告発文」を寄せた。「告発文」は、
「日本の新左翼の中に、明確に排外主義に抗すると
いうイデオロギーが構築されていない」こと、「日
本人民」は排外主義を排除できていない点におい
て国家権力と一体であり植民地主義を支えている
ことを批判した。そして、「新左翼」に「抑圧人民
としての立場を徹底的に討論する」ことを求めて
決別する、と宣言した。絓秀実によれば、この「告
発」は一方でマイノリティ主体の「対抗運動」の
登場を意味し、他方で「新左翼」が「内なる差別」
に向き合う重大なきっかけになった［絓 2006: 154-
177］。
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5） 「日常性」と「自己変革」を重視したニューレフト
運動参加者の 1970年代（「安保後」）における一般
的な態度として、「地域の生活民」からの学びが重
視される傾向があった［安藤 2013］。

6） 在日本韓国 YMCA 2.8独立宣言記念資料室（http://
www.ayc0208.org/2_8/）、閲覧日：2024年 10月 25
日。

7） 2023年 5月 20日実施した裵重度氏に対する聞き
取り調査での発言。

8） 裵重度氏作成の第 1回 RAIK理事会（1974年 6月）、
スタッフミーティング（1974年 11月）メモなど。

9） 民団は、1977年の定期中央大会で「在日韓国人の
生活擁護のための人権宣言」を採択したことを
もって「行政差別の解消に向けての全国的な権益
擁護運動」に取り組み始めたとされており［在日
本大韓民国民団中央本部人権擁護委員会 2018: 
48］、大阪での民団の動きは、それに先立つローカ
ルな動きだったものと考えられる。

10） 民闘連ニュース 2号（1975年 7月）から 14号（1976
年 8-9月）までの「全国各地の現状報告」、「民族
差別と闘う各地の運動から」、「在日韓国人の地域
実践活動報告」というコーナーで各地域ブロック
の現状としてまとめられた記事からの抜粋。見出
しが活動の内容を示唆しないものは省略した。

11） 在日韓国基督教会館（Korean Christian Center in 
Japan：KCC）は、KCCJと宣教協力を結んでいた
カナダ長老教会が宣教師住宅として用いていた神
戸の土地と建物を活用して、KCCJの研修センター
を作る構想に始まった（1955年 1月）。その後長
らくの紆余曲折を経て、宣教 60周年記念事業の一
環として大阪生野区に移転、1971年に本格的に活
動を開始した［李清一 2008: 192; 213-214］。

12） 樋口らの研究において、住民運動は「次の 2つの
条件を満たす集合行為」として定義されている。そ
れは「（1）構成員が一定地域への居住を基盤とす
ること。（2）運動が生産・獲得する共有財の直接
的な受益圏と構成員の基盤となる地域が重なるこ
と」である［樋口、中澤、水澤 1998: 499］。この
定義に基づくと、民闘連運動は（2）の条件を満た
していない。なせなら民闘連運動は日本人と在日
コリアンの＜共闘＞を重視した運動、すなわち住
民運動が求める共有財の直接的な受益者でない日
本人も参加した運動であったからである。それに
もかかわらず民闘連運動を「住民運動」と呼ぶこ
とが適切か、あるいはどのような「住民運動」で
あったといえるのかについては、今後も引き続き
検討していきたい。

13） 川崎市では 1972年 4月に国民健康保険の国籍要件
が撤廃され、全外国人が加入できるようになって
いた。これは 1971年の川崎市長選挙で社会党と共

産党の推薦を受けて当選した伊藤三郎市長の判断
によるところが大きいと考えられる。1959年に制
定された国民健康保険法には国籍要件は明示され
ていないが、同法施行規則が「日本国籍を有しな
いもの及びその者の世帯に属する者」は被保険者
としないものとし、外国籍者は加入できなかった。
しかしそこに付された但書により「市町村の個別
の事情により、ある外国人を被保険者としないこ
とが適当でない場合にその外国人の国籍を条例で
指定し、被保険者とすることができ」た。日韓基
本条約に基づく「協定永住」の成立により、韓国
籍者に限り国民健康保険の加入が認められるよう
になると、朝鮮総連をはじめとする朝鮮人団体は
各地の自治体議会に請願・陳情を繰り広げ、革新
自治体を中心に要求を実現させた。川崎市では
1966年に一度請願を提出し審議未了で終わった
が、1971年 3月議会で再度だされた請願が採択さ
れた ［山田 2005:51-52］。

参照文献
安藤丈将（2013）『ニューレフト運動と市民社会：「六〇

年代」の思想のゆくえ』世界思想社。
内海愛子、大沼保明、田中宏（2014）『戦後責任―アジ

アのまなざしに応えて』岩波書店。
梶村秀樹（1980）『解放後の在日朝鮮人運動（第 5回朝
鮮史セミナー夏期特別講座）』財団法人神戸学生・
青年センター出版部。

金侖貞（2007）『多文化共生教育とアイデンティティ』
明石書店。

今防人（1985）「大衆運動」神島二郎編『現代日本の政
治構造』法律文化社。

在日大韓基督教会川崎教会（1997）『川崎教会 50年史』。
在日本大韓民国民団中央本部人権擁護委員会（2018）
『在日コリアンの人権白書』明石書店。

絓秀実（2006）『1968年』筑摩書房。
田中宏（2013）『在日外国人―法の壁、心の溝［第三

版］』岩波書店。
田中宏（2019）『「共生」を求めて―在日とともに歩ん
だ半世紀』解放出版社。

崔勝久（2020）『個からの出発　ある在日の歩み―地域
社会の当事者として』風媒社。

朴一（1999）『〈在日〉という生き方―差異と平等のジ
レンマ』講談社。

朴慶植（1979）『在日朝鮮人運動史―8・15解放前』三一
書房。

朴慶植（1989）『解放後在日朝鮮人運動史』三一書房。
朴君を囲む会編（1974）『民族差別―日立就職差別糾弾』

亜紀書房 .
濱西栄司（2020）「社会運動を研究するには？」濱西栄

司ほか著『問いからはじめる社会運動論』有斐閣。



民族差別と闘う新しい社会運動の創発　　71

樋口 直人、中澤 秀雄、水澤 弘光（1998）「住民運動の
組織戦略―政治的機会構造と誘因構造に注目し
て」『社会学評論』49 巻 4 号、pp. 498-512。

兵庫在日外国人人権協会（2015）『民族差別と排外に抗
して―在日韓国・朝鮮人差別撤廃運動 1975-2015』。

平井一臣（2020）『ベ平連とその時代―身ぶりとしての
政治』有志舎。

水野直樹、文京洙（2015）『在日朝鮮人―歴史と現在』
岩波書店。

道場信親（2004）「社会運動のあゆみ―世界システムへ
の挑戦者たち」大畑裕嗣ほか編著『社会運動の社
会学』有斐閣。

道場親信（2006）「1960-70年代「市民運動」「住民運
動」の歴史的位置―中断された「公共性」論議と

運動史的文脈をつなぎ直すために」『社会学評論』 
57 巻 2 号、pp. 240-258。

民族差別と闘う連絡協議会『民闘連ニュース』。
民闘連特別基調起草委員会編（1979）『第 5回民闘連全

国交流集会特別基調報告』。
山田貴夫（2005）『植民地主義克服の現状と意味』法政

大学院政治学研究科修士論文。
山田貴夫（2020）「日立製作所の就職差別糾弾・裁判闘

争―その発端と経過」神戸学生青年センターむく
げの会ゲストディ資料（2022年 1月 20日）

李清一（2015）『在日大韓基督教会　宣教 100年史（1908
～ 2008）』かんよう出版。

盧恩明（2010）「べ平連の反「入管体制」運動―その論
理と運動の展開」『政治研究』57巻、pp.59-93。



72　　投稿論文72

［要旨］
サハリン残留コリアン（サハリン残留韓国・朝

鮮人）の帰還を巡る問題は、日韓政府の合意・協
力関係なしには進展を見込むことが困難な問題で
あった。1970年代の交渉では、日韓間で合意に至
ることができず、長く続く冷戦体制もまた問題の
解決を妨げていた。しかしながら、この問題は1980

年代後半に大きく進展し、両国は帰還に向けて赤
十字を通じた共同事業体を設立するにいたる。そ
の背景には冷戦体制が終焉に向かっていたこと
や、韓国側の国内政治・外交方針の変化が存在し、
あわせて日本における超党派の議員懇談会の設立
が問題の解決を後押しした。なお、この議員懇談
会には、日本社会党の議員が多数含まれていたが、
1980年代後半に、社会党と韓国政府の関係にも変
化が訪れている。朝鮮民主主義人民共和国との強
いパイプを持ち、韓国政府を事実上承認していな
かった社会党議員に対し、当初韓国政府は不信感
を抱いていた。実際には、サハリン残留コリアン
問題は人道上の問題、戦後補償問題として取り組
まれた側面が強く、韓国側の懸念は杞憂に終わる。
加えて、この問題の解決に向けて、社会党議員の
果たした役割は少なくなかった。また、社会党に
とっても 1980年代は方針転換・イメージの刷新を
図っていた時期であった。本稿では、日韓間での
共同事業体設立にいたる過程における、日本社会
党と韓国政府の接近のプロセスを明らかにしてい
く。

キーワード：サハリン残留コリアン、日本社会党、
ペレストロイカ、冷戦、戦後補償

［Abstract］
The return of Sakhalin Koreans was an issue that was 

challenging to resolve without an agreement and a 

cooperative relationship between the governments of 

Japan and the Republic of Korea（ROK）. The term 

“Sakhalin Koreans” in this paper refers to those from the 

Korean Peninsula who were forced to reside in Sakhalin 

under Japanese colonial rule and who were thereafter 

forced to remain in Sakhalin against their will after the 

end of World War II. In the post-war Soviet Union, they 

were permitted to travel to the Democratic People’s 
Republic of Korea（DPRK）, a friendly nation; however, 

return to the ROK, an anti-communist country without 

diplomatic ties to the Soviet Union, was prohibited. 

Notably, a significant number of them were from the 

southern part of the Korean Peninsula. Therefore, the 

issue of Koreans remaining in Sakhalin arose after World 

War Ⅱ .

On the one hand, owing to the absence of diplomatic 

relations between the ROK and the Soviet Union, the 

Japanese government served as a point of contact with the 

Soviet Union on this matter. On the other hand, if their 

“return” to the ROK were actually to take place, various 

concerns would arise between Japan and the ROK, such 

as what routes would be used for their return, who would 

bear the costs, and how background checks would be 
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conducted on those who wished to return. For a time, the 

Soviet Union exhibited a positive attitude toward 

granting permission to leave, but negotiations between 

Japan and the ROK during the 1960s and the 1970s 

failed to reach a compromise, as the Japanese government 

sought to minimize its responsibility and burden, whereas 

the ROK government aimed to avoid the economic 

burden and mass acceptance of its compatriots from the 

Communist bloc. In the meantime, the issue stagnated 

greatly in terms of international relations as relations 

between the Soviet Union and Japan deteriorated, and the 

return movement for Sakhalin Koreans in Japan was 

caut ioned against  as  an ant i -Soviet  campaign. 

Nonetheless, the issue made significant progress in the 

late 1980s when Japan and Korea established a joint 

entity through the Red Cross to facilitate reunification 

with their relatives and assist those who desired to go to 

Korea. In the late 1980s, Korea gained economic 

confidence amid Nordpolitik. Concurrently, a bipartisan 

Diet member panel established in Japan helped resolve 

the Sakhalin Korean issue. This bipartisan panel included 

several members of the Liberal Democratic Party of 

Japan, the ruling party, and the Japan Socialist Party, the 

largest opposition party in Japan. In addition, it included 

many members with strong ties to the Soviet Union and 

the DPRK. While the ruling party was obligated to 

establish a support system within the national budget, the 

Socialist Party and other members with ties to the DPRK 

and the Soviet Union were also mandated to suppress 

opposition from the Soviet Union and the DPRK. In the 

1980s, Japan’s historical perceptions emerged as a 

diplomatic issue. Consequently, it can be said that within 

each of the Parties, both members of the Liberal 

Democratic Party of Japan and the Japan Socialist Party 

operated in an atmosphere in which such activities were 

tolerated to solve this problem. In particular, the Japan 

Socialist Party was the only party in Japan that recognized 

only the DPRK and refused to recognize the government 

of the ROK. For decades, members of the Japan Socialist 

Party, including members of the Diet, have traveled to the 

DPRK to cultivate friendly relations with the Workers’ 
Party of Korea. The ROK government expressed concern 

over the inclusion of several such “Pro-North Korean 

lawmakers” in the parliamentary roundtable and feared 

that Socialist Party members would represent the 

divergent views of the DPRK and impede the resolution 

of the issue of Sakhalin Koreans. In reality, for members 

of the bipartisan panel, the issue for Sakhalin Koreans was 

more of a humanitarian and postwar compensation issue. 

The ROK’s concerns were ultimately unfounded, but it 

was a reasonable response for the ROK government to be 

wary of the presence of the Japan Socialist Party, which 

had traditionally maintained friendly relations with the 

DPRK.

Nonetheless, both the Japan Socialist Party and ROK 

were in the process of making bold changes to their 

policies in the late 1980s. Changes also occurred in the 

relationship between the ROK government and the Japan 

Socialist Party. The Japan Socialist Party adopted a 

pragmatic approach to improve relations with the ROK 

government, and the ROK government also gradually 

increased the number of contacts with Japan Socialist 

Party members and gradually became more receptive to it. 

The role played by the Japan Socialist Party members in 

resolving the issue of Sakhalin Koreans was not 

insignificant, indicating that it was influenced by the 

gradual acceptance of some members of the Japan 

Socialist Party as they acted towards resolving the issue. 

This paper will clarify the process of the approach used by 

the Japan Socialist Party and the ROK government 

leading up to the establishment of a joint entity between 

Japan and the ROK.

Keywords: Sakhalin Koreans, Japan Socialist Party, 

Perestroika, Cold War, postwar compensation

1．はじめに

1980年代後半、終戦後も長らくサハリン（ソ連）
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にとどまらざるを得なかった植民地朝鮮の出身者
とその家族が徐々にソ連から出国できるように
なった。当時サハリン残留韓国人、またはサハリ
ン残留朝鮮人等とよばれたこれらの人々は、戦前・
戦時中のサハリンに渡航・誕生したが、戦後、自
らの故郷や家族の元に帰るという選択肢を失った
ために発生した。戦後、日本人には一応の日本本
土への引揚げの機会が提供された一方で、「解放」
された朝鮮人には日本・ソ連・韓国のいずれから
も引揚げの機会が用意されなかった 1）。その後、長
きにわたる冷戦体制及び日本・大韓民国・朝鮮民
主主義人民共和国・ソビエト連邦と 4つの政府の
思惑が交差したまま数十年の月日が流れ、希望者
の永住・一時帰国、家族再会が実現する頃には、既
に亡くなっている当事者も少なくなかった。こう
した人々の多くは韓国側に故郷があったとされる
が、冷戦体制下において韓国―ソ連間を往来する
ことは長らく不可能なことであった。
本稿では、このように選択肢がなかったために、
戦後サハリン（ソ連）へ残留せざるをえなかった
人々を、時代・立場の区別をつけず、総称として
「サハリン残留コリアン」と呼称し、1980年代以
降に実現した帰還の動きを追いながら、特に日本
社会党（以下、社会党）の位置付けに着目する。サ
ハリン残留コリアンの帰還を巡る動きにおいて当
時、一部の社会党議員が大きな役割を担っていた
が、社会党は朝鮮労働党と強いパイプを持ち、韓
国に対して批判的な姿勢を見せて来た政党でも
あった。しかしながら、同問題を取り扱う与野党
議員による超党派の組織「サハリン残留韓国・朝
鮮人問題議員懇談会（以下、議員懇）」では、事務
局長に社会党議員であった五十嵐広三が就任して
いる［サハリン残留韓国・朝鮮人議員懇談会 1994:

ⅲ―ⅴ］。その後、1989年には日本赤十字社と大
韓赤十字社間で協定書がかわされ、「在サハリン韓
国人支援共同事業体（以下、共同事業体）」が設立
される運びとなっており、日韓間で支援制度作り
が行われた。本来、韓国政府の立場からは受け入
れ難い存在であるはずの社会党議員が深く関わる
同問題において、無事に日韓間で協力関係を構築

することができたのは、韓国政府内において社会
党の存在を許容するというコンセンサスが生まれ
たためと見られる。本稿は、1980年代後半を中心
に、日韓間で協力関係が構築されていった時期に
着目し、サハリン残留コリアン問題において社会
党が何を行い、また、対立関係にあった韓国政府
とどのように接近し、受容されていったのか、そ
の経緯と意図を明らかにすることを試みるもので
ある。

2．先行研究

サハリン残留コリアン問題に関する先行研究と
しては、支援者でもあった大沼［1992］や高木
［1992］があげられる。大沼は資料に基づいて問題
発生の経緯をまとめるとともに、支援制度が確立
されるまでの、自身の体験を振り返っている。ま
た、国際法学者として、戦後・サンフランシスコ
講和条約の境に変化する日本の「国籍」を巡る問
題点を併せて指摘した。高木［1992］もまた、他
国の事例や戦時下の法制度・実情を整理しつつ、支
援を通じて得られた知見や経験を書籍としてまと
めている。高木は、サハリン残留コリアンを原告
として行われた、樺太残留者帰還請求訴訟におい
て弁護団の一員でもあった。両者とも、支援の過
程で社会党議員らとも関係を構築しており、それ
ぞれの視点からその関わりが先行研究においても
触れられている。
その他、サハリン残留コリアンに関する研究と

して、玄［2012, 2013］や中山［2019］、呉［2020］、
イム［2023］等があげられる。玄［2013］はメディ
アと当事者によるネットワークをキーワードに同
問題を読み解いている。加えて玄［2012］ではサ
ハリン残留コリアンの帰還を巡る 1950年代から
70年代の日韓交渉について明らかにしており、こ
の時期について、サハリン残留コリアンの帰還問
題が政治論理に吞み込まれた、当事者にとって「桎
梏の時期」であったとしている。
中山［2019］は、サハリン残留日本人が研究の
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主題にしつつも、サハリン残留日本人と深く関係
するサハリン残留コリアンについても丁寧な聞き
取りを行い、中山［2012］では、サハリンを巡る
人の移動を明らかにしつつ、日本の支配下で幼少
期を過ごした世代のインタビューから複層的な自
己認識を明らかにしている。
また、サハリン残留コリアンには例外的に、1950

年代後半に日本へ入国した人々が一部存在した。
これらの人々は、日本人妻の「引揚げ」に同伴す
る配偶者という形で日本での生活をスタートさ
せ、その中の一部の人々が、サハリンに残された
同胞らを帰還させるために日本で運動を始めた。
呉［2020］では、サハリン残留コリアンの「帰還
運動」で中心となった朴魯学に着目し、その生涯
を紐解くことで運動の整理を試みており、イム
［2022］は運動の協力者としての日本人妻に着目
し、外国人の夫を持つ妻の葛藤に触れながら運動
をとらえ直している。
この他にも、韓国・ロシア等においてさらなる

先行研究の蓄積が存在するが、サハリン残留コリ
アンの実態に関わる研究が中心となっており、帰
還までの歴史的なプロセス、政府間での支援体制
の構築経緯についてはその全容が明らかにされて
いない。同問題は、旧植民地出身の民間人を対象
に取り組まれた戦後補償問題の先駆け的存在であ
りながらも、現実に果たされた帰還までのプロセ
スについて学術的な整理があまり進んでおらず、
特に日本の一政党に過ぎない社会党と韓国政府の
関係性については学術研究の対象として注目され
てこなかった。しかしながら、90年代に自社さ連
立政権が誕生し、アジア女性基金、村山談話等の
動きが続くことから、戦後補償問題を通じた社会
党と韓国の関係性の変化を明らかにすることは、
サハリン残留コリアンを巡る動きのみならず、そ
の他の事例への理解を深めるという側面も期待で
きよう。本稿では、日韓間で協力関係が構築され
ていった 1980年代後半を中心に、サハリン残留コ
リアン問題に関する韓国の外交文書、社会党機関
紙等を活用しつつ、韓国政府における社会党受容
のプロセスを明らかにしていく。

3．サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇
談会

（1）サハリン残留コリアン帰還運動

サハリン残留コリアンの帰還プロセスを理解す
るにあたって、帰還運動の流れを把握する必要が
ある。この問題は、残留を経験した当事者による
帰還運動が日本で始まったことで、日本政府・政
治家・市民に知られるようになったためである。こ
こで述べた残留を経験した当事者とは、1950年代
後半に、サハリンから引揚げる日本人女性の配偶
者として入国した例外的なサハリン残留コリアン
を指している。朴魯学、李羲八等を中心に、一部
のグループが東京の引揚者寮で生活を立ち上げつ
つ、残された同胞の帰還を目指して運動を始めた
［大沼 1992:46-49］。当初は、公的機関を中心に歎
願・陳情活動を行っていたが、1970年代に日本人
支援者がコアメンバーとして加わり、1975年には
日本政府を相手取った行政訴訟である「樺太残留
者帰還請求訴訟」が始まって注目を受けるなど、運
動は一般の日本人に対しては問題の周知を図りつ
つ、日本政府に対してはサハリン残留コリアンが
「本邦に帰国できる地位にあることを確認する」と
して訴訟の請求趣旨を設定した［大沼 1992:129］2）。
他方で、支援者に主婦層から大学教授まで、様々
な性質の人々を含む形で構成された運動体は、
1980年代前半には支援者間で関係が決裂してしま
い、また、訴訟が長引く中で運動の熱も下がって
しまう等、様々な壁に直目することになる［大沼 

1992:134-146, 高木 1992:160-164］。その後、大沼が
中心となって学術面からのアプローチを試み、一
定の成果はあったものの、帰還を引き出すような
成果を得るにはいたっていない［大沼 1992:146-

176, 高木 164-165］。このように、運動体にとって
はもどかしい状況が続く中、先に人の動きが変化
した。1980年代後半に入り、ソ連が徐々に出国を
許可するようになったことで、「訪日」するサハリ
ン残留コリアンが多数表れたのである。
しかしながら、これはあくまでも行先が「日本」
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であり、かつ、一時的な滞在に過ぎなかった。ま
た当初は訪日する本人の持ち出しと、ボランティ
アの手弁当で滞在費を賄う等、公的支援が存在し
ない中で、韓国からも家族・親族を呼び寄せて日
本で一時再会するという仕組みを取らざるを得な
かった［高木 1992:168-169］。受け入れ人数が増え
ていく中で、ボランティアたちにとって公的予算
の投入は喫緊の課題であり、政府間レベルでの協
力関係を構築する働きかけ役という意味でも、「政
治家」を動かす必要性が改めて認識されるように
なった。このタイミングで、大沼・高木は国会議
員を「超党派」で組織することを試みる。紆余曲
折を得て、与野党超党派の議員を誕生させること
に成功したのが、1987年 7月であった［大沼 

1992:185, 高木 1992:181-184］。
1950年に始まった帰還運動であったが、1980年
代前半には、運動体は長期間の様々な努力の末に
行き詰まりを感じていたといえよう。しかし、ソ
連の内部で変化が起こっていたその時期に、タイ
ミングを逃すことなく、その後大きな働きを見せ
る議員懇の設立に成功したのである。

（2）「親北」議員への懸念

1987年に議員懇が無事に設立され、いよいよ日
本政府が本腰を入れてこの問題に取り組むことに
なったものの、懇談会の存在は当初、韓国政府に
とっては必ずしも喜ばしいものではなかった。
議員懇の設立時の名簿を確認すると、所属議員

が最も多い政党は自民党（67名）で、次いで社会
党（51名）、公明党（23名）となっており、概ね
国会議員の所属政党の規模通りの順番となってい
る 3）。なお、サラリーマン新党や第二院クラブ等
の小規模政党からも参加者が居た一方で、共産党
からは参加者を得られていない。社会党からはか
なりの数が参加しているが、奇しくも議員懇が設
立された 1987年 7月は、田辺誠らの訪朝時期と重
なっており、この時の訪朝団は初めて 300人を超
える規模の大型訪朝団であった［『月刊社会党』
1987年 10月］。相当数の社会党議員をはじめ、議
員懇に北朝鮮やソ連と交流のある議員が参加し、

相当な影響力を持つことが予見される中で、長ら
く反共を掲げていた韓国政府がこのことを警戒す
るのは当然のことであったといえよう。
議員懇が設立された翌 8月には、弁護士の高木

健一、升味佐江子が訪韓しており、韓国外交部に
おける担当課であった東北亞 1課の課長ユ・ビョ
ンウと面談を行った。この時、ユ・ビョンウは「本
件に対する自分の考え」と前置きしつつ、高木と
升味に向けて以下の発言を行った。

「一方では、皆さんの苦労に感謝し、良い結果
を期待しつつ、一方では同（議員懇の）構成
員が韓国、ソ連、北韓と各々関係を持ってい
る議員らで構成されており、サハリン残留韓
国人に対する日本内の世論喚起には効果があ
るかもしれないが、問題自体の解決には、助
けになるのか疑問だ。むしろこの問題に対し
て、北韓、ソ連の立場を代弁したり、本件に
ついて彼らの関心を刺激する可能性も予想さ
れる。」4）

高木は、民間支援の次元において、1975年から
樺太残留者帰還請求訴訟に取り組み、韓国側のカ
ウンターパートとなる中蘇離散家族会とも密接な
関係を築く等、韓国側でも日本側支援者の中心人
物として認識されていた。このため、ユ・ビョン
ウの発言はいくらか表現を選んでいると見られる
ものの、非常に率直な指摘であった。さらにユ・
ビョンウは「北韓、ソ連が譲歩することは難しい
ので」とし、少しずつサハリン残留コリアンの訪
日が進むなど「多少柔軟に対処してきたこれらの
柔軟性」が、議員懇によって両者が刺激されてし
まうことで立ち消え、むしろ問題が難しくなる可
能性に懸念を示した 5）。これに対し、高木は、議
員懇設立の意図について、日本政府を通じてソ連
政府を動かすというやり方には限界があり、北朝
鮮もこのことをわかっているので、多様な次元で
接触を図ることで「関係国の認識を大きく変化さ
せる必要」があると述べている 6）。韓国側の認識
は、この面談を行っただけで払しょくされるほど
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小さなものではなく、同年 11月に外務部亞洲局が
作成した内部資料では、やはり議員懇への懸念が
示されている。より具体的には、次のような問題
があるとして懸念点が指摘されていた。
まず、南北朝鮮と関係する問題に、親韓・親北

議員がともに参加する点について、綿密な分析が
必要となるという前提にたち、①親北議員らが「北
韓」の立場を代弁して、問題の解決を困難にする
可能性②議員懇設立を主導した大沼が「日・北間
の戦後処理」を主張してきた人物であること➂韓
国との関係において政府次元の対北韓関係に制約
がある日本政府が、「北韓」との関係進展のための
方法の 1つとして同懇談会の設立を支援し、今後
同懇談会を「北韓」との新しい窓口に活用する意
図がある可能性を排除できないことの 3点をとり
あげている 7）。①は、高木との面談時にも直接指
摘した事項であり、300人の大規模訪朝団を送る
社会党が自民党に次いで 2番目に多い議員懇構成
員となっていたことから当然の懸念であったとい
えよう。②については、支援者に向けられた視線
という意味で興味深い認識であるといえよう。こ
れは、より具体的には、大沼に「サハリン僑胞問
題を韓国だけでなく、北韓との戦後処理次元で取
り扱い、このために懇談会参加の自民党議員と北
韓との接触を試みる可能性」があるという懸念事
項があったことを意味する 8）。
無論、大沼は、実際にはそのような意図で支援

活動にあたっていたわけではない。そもそも、サ
ハリン残留コリアンの帰還をめぐる問題は、ソ連
の友邦である北朝鮮に行くことはできても、韓国
には行くことができないという状況にあったから
こそ発生した問題でもある。この問題は日本の戦
後補償に関わる問題でもあり、家族・親族が日本
にいる場合はサハリン残留コリアンが日本での生
活を選択したケースも存在するが、多くの場合は
故郷がある韓国側の土地に行けないという状況を
解消することが目的であった。また大沼は、政治
家を動かすと決心した当時の心境について「悪魔
と手を結んででも自民党を動かしてやる」と述べ
ており、この背景には、政府を動かし支援制度を

構築するには与党である自民党議員の協力が必要
不可欠であったことがあげられる［大沼 1992:180-

181］。同時に、サハリン残留コリアンをめぐって
複数国の思惑が各自存在したため、支援制度作り
は、日本国内で完結させられない性質のものでも
あった。与党である自民党を求めた一方で、大沼
は「ソ連・北朝鮮にパイプをもつ有力議員を取り
こむよう細心の中心を払った」としている［大沼
1992:183］。このことが、韓国政府の懸念を招くこ
とにもなってしまったが、ソ連を動かすという意
味でも「北朝鮮の反発を和らげること」がサハリ
ン残留コリアン問題を解決する であるというの
が大沼の見立てであった［大沼　1992:184］。

4．社会党の転換に対する韓国側の認識

日本社会党は、55年体制において自民党に次ぐ
議席数を持つ国政政党であり、その性質から、国
会議員・書記局員は特別な事情を除いて韓国から
入国を禁止されていた［『世界週報』1988年 11月
8日］。しかしながら、日韓条約不承認宣言から続
く、韓国を事実上承認しないという姿勢を維持す
ることは現実的ではないとする動きも党内に存在
した［『世界週報』1988年 11月 8日 , 田辺 2011:360-

362］。1982年から石橋政嗣を筆頭に「ニュー社会
党」路線が打ち出され、1980年代は「現実的な」
社会党に向け転換を図った時期であった。当時大
統領であった全斗煥が来日した 1984年には、社会
党顧問の山本幸一ら 5名の訪韓が実現しており、
全斗煥との面会の様子が報道されている［『朝鮮日
報』1984年 11月 22日］。1987年 8月 21日には、
書記長であった山口鶴男名義で「党の基本政策に
関して」という方針が発表され、「国民の間にある
「社会党」の政策に現実性がない、分かりにくい」
との指摘に耳を傾けるべきとし、党は「基本政策
である日米安保条約、自衛隊、韓国、原発の諸政
策」に対しても「現実的な視野から政策作業を深
めねばならない」とした［『政策資料』1987年 10

月］。1985年の訪朝団においては、韓国との接近
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について北朝鮮に理解を求める発言があった。田
辺誠が「日本社会党としては一度、新韓民主党の
代表者を日本にお招きして意見の交換をしたい」
と発言しており、これに対し、金日成からは新韓
民主党について好意的ながらも今後の動向を注視
していく趣旨の発言がなされ、さらに「日本社会
党と新韓民主党との関係については、もちろんあ
なた方が決める問題だ」と述べた［『月刊社会党』
1985年 8月］。その後、すぐさま韓国と社会党の
関係が改善したわけではないものの、1986年に土
井たか子が社会党委員長に就任したことも、サハ
リン残留コリアン問題に社会党議員らが加わる土
壌となったといえよう。神田［2022:64］は、土井
が熱心に歴史問題に力を注いでいたことを指摘し
ている。また、土井が強い関心を持っていたのは、
「非武装中立」のようなハイ・ポリティクスよりも
「人権外交」であったと指摘している［神田 

2022:64］。なおその後、土井自身も議員懇の発起
人メンバーとなり、顧問として就任した［サハリ
ン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会編 1994:427］。
以上のように、社会党内の方針転換が進む中で

韓国への接近が可能となる雰囲気が少しずつ醸成
されていたことで、サハリン残留コリアン問題に
「人道的」観点から取り組める環境ができていたと
いえよう。特に、元旭川市長でサハリンに縁があ
り、議員懇の事務局長に就任した五十嵐広三（社
会党）は、この問題の重要な協力者となる。
韓国外務部内でも、社会党の動向は注視されて

おり、韓国外務部亞洲局東北亞 1課がこのタイミ
ングで作成した内部報告用の資料では、サハリン
残留コリアン問題とあわせて社会党の動向がセッ
トでまとめられている 9）。資料が出来た時期は
1987年 11月となっており、議員懇が成立してか
ら数か月後のことである。社会党について資料の
中では、1982年から党が「ニュー社会党」を掲げ
ていることを取り上げ、1986年には非労組出身で
ある土井を史上初の女性党首にすえ、左右の対立
を抑えながら現実路線へ転換を図って対韓路線を
再検討する動きが台頭しているとの見解が述べら
れている 10）。一方で、「北韓との関係を優先する党

内左派」の反発によって、実際の対韓政策の転換
は不振であるとし、土井自身の対韓政策について
は「むしろ前任者より後退した印象」との評価を
与えている 11）。
報告書はさらに続き、同年 7月の訪朝団の日程

や目的がまとめられている。東北亞 1課は社会党
の訪朝目的について、7月の訪朝が両者の紐帯関
係を再確認すると同時に、社会党の対韓政策転換
に対する「北韓側の憂慮、反発を抑制」する地な
らし的な意図をもっていたとの認識を示し、日本
政府と協調する形で進めるために、南北対話・ソ
ウルオリンピック・韓国の政局に対する立場や視
角を確認しに行ったものと述べている 12）。訪朝時
には、訪朝団の代表であり社会党書記長であった
田辺誠と朝鮮労働党政治局員であった許錟との間
で会談が行われており、軍縮による南北緊張緩和・
オリンピック共同開催に向けた施設整備・韓国で
の民主化闘争等が取り上げられた［『月刊社会党』
1987年 10月］。
なお、この時点において、東北亞 1課は、必ず

しも社会党を排除し続けていくという結論は出し
ていなかった。8月に支援者であった高木と北東
亞 1課長が面談した際に指摘のあった、北朝鮮の
立場を「代弁」するのではという懸念はありつつ
も、政府が社会党と関係を樹立した際のメリット・
デメリットがまとめられた。関係を樹立した場合
の利点として、①日本の革新勢力の対韓世論を改
めながら、有権者全体の 20％を対象にさらに外交
基盤を拡大できること及び②「北韓－社会党関係
の牽制」ができることをあげており、デメリット
として①日本政府及び自民党が「対北韓関係発展
の口実に利用する可能性」があること、②社会党
にとっては韓国政府との関係構築におけるメリッ
トは限定的で、「北韓窓口の役割」が党の立ち回り
においてより有利であることから、社会党の対韓
方針には「根本的な限界」があって結局「最小限
の水準」に関係が限定されてしまう可能性がある
ことを指摘している 13）。こうした、社会党との関
係構築をめぐる得失について整理を行った上で、
東北亞 1課は、関係改善を避ける必要はないもの
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の、社会党との関係にとりたてて特別な意味を与
える理由もないと結論付けている 14）。また、関係
改善が「最小限の水準」にとどまる可能性が指摘
されたものの、もし社会党が、日本で立ち回るた
めに韓国政府との関係改善を急ぐ場合には、韓国
政府に有利な方向で関係構築を行うよう、様子見
することが望ましいとの見解を持っていたことが
読み取れる 15）。
以上のように、日本に通じた東北亞 1課の見解

は、議員懇の設立に伴い、サハリン残留コリアン
問題を通じて社会党が北朝鮮を「代弁」すること
を危惧する一方で、社会党の路線転換を把握して
おり、今後関係性を構築していく可能性について
も示唆するものであった。この資料が韓国政府内
でどの程度の範囲で利用されたかについては定か
でない。一方で、一般的には外交機関のシステム
として、主には海外に設置した在外公館を通じて
現地の情報を収集し、その他に本国に赴任する外
交官や往来する要人、報道等から情報を得て、担
当地域課が情報の管理役及び本国内での説明役を
担っている。このため、課に対する決裁権を持つ
ポジションや関係部署・機関、議員からの照会な
どがあった場合には、この報告書は「判断材料」と
なっていたものと推察される。

5．議員懇の働き

サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇の設立に
より、問題が大きく前進したことを先に述べたが、
以下では具体的に議員懇がどのような働きをした
かについて述べていく。議員懇は、1987年 7月に
設立された後、関係省庁と赤十字社から実務レベ
ルの担当者を招集して「実務者小委員会」を設置
した［サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会
編 1994:32］。議員懇は発足した 7月に早速役員会
を開いており、外務省・厚生省・法務省の関係部
門と赤十字外事部からそれぞれ把握しているこれ
までの事実経過について説明を受け、翌 8月には
日本赤十字社の社長である山本正淑、外務大臣の

倉成正（自民党）らに会から協力依頼をしてまわっ
たとされている［サハリン残留韓国・朝鮮人問題
議員懇談会編 1994:22］。さらに、同 8月には事務
局長の五十嵐広三（社会党）自身のソ連訪問の機
会を利用して、モスクワではソ連外務省ロガチョ
フ外務次官及びチジョフ・アジア太平洋諸国局長、
ソ連共産党中央委員会国際副部長及び日本課長、
ソ連赤十字社社長、ソ連対外友好文化交流団体連
合（以下、ソ連対文連）幹部会副議長及び極東部
次長、ソ連共産党中央委員会情報部調査員ら、関
係する部門の要職と会談を重ね、極東のハバロフ
スクではサハリン州共産党執行委員会書記、副議
長とも面談してサハリン残留コリアン問題につい
て理解を求めている［サハリン残留韓国・朝鮮人
問題議員懇談会編 1994:22-23, 410-415］。9月末に
は、山口哲夫（社会党）がサハリンを実際に訪問
し、州執行委員会の幹部と会談の場を持ち、11月
には会長の原も訪ソして五十嵐と同じく関係部門
の要職ポストへ協力を依頼した［サハリン残留韓
国・朝鮮人問題議員懇談会編 1994:22-24］。
訪ソ以外でも、原や五十嵐を中心に、駐日ソ連

大使館・日ソ会談を控えた外務省・日本赤十字社
等の関係機関に対して引き続き協力要請が行われ
ていた［サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談
会編 1994:22-24］。また、1987年はソ連の懸念事項
を解消するという意味でも進展があった。例えば、
支援の中心にいた大沼の本職は大学教員である
が、同年 11月に学術交流団の一員として訪朝し、
この際に朝鮮労働党の高位幹部と会談する機会を
得た。ここでサハリン残留コリアン問題について
理解を求めたところ、比較的良い感触を得られた
という［大沼 1992:190］。この時の接触が功を奏し、
同幹部が翌 12月に日本を訪れた際に大沼は再会
しており、五十嵐との面談をセッティングするこ
とにも成功した［大沼 1992:190］。この幹部とは、
当時、金日成総合大学学長であった黄長燁（朝鮮
労働党書記）とされている［北野 2022:202-204］。
面談時、黄長燁は「同じ民族が国に帰れるように、
あなた方が一生懸命運動していることについて、
われわれは反対しません」と五十嵐に対して明確
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に述べたとされ［北野 2022:202-204］、実際の発言
内容については一次資料を確認する術がないが、
その後ソ連の説得にあたり、この時にいわば、言
質を取ったことが重要な切り札となっていく。時
勢がこの発言を許した側面もあるかもしれない
が、議員懇の顔であり、なおかつ社会党議員であ
る五十嵐が大沼からの急な要請にこたえて面会に
向かい、併せて面談相手が日本に通じた黄長燁で
あったこともまた、好意的な反応に繋がった要素
であるといえよう。
翌年の 1988年も、元々ソ連にパイプをもつメン

バーはその「ツテ」と「機会」を十分に生かして
訪ソ時に関係部門や要人へ協力を依頼し続けた。
同 5月には、土井たか子社会党委員長を筆頭に社
会党から訪ソ団が送られ、この機会に同行した
五十嵐は、土井・ゴルバチョフ会談が終了したタ
イミングでサハリン残留コリアン問題について協
力を要請し、ゴルバチョフ書記長からは「調査し
てよく検討してみる」との返答があった［サハリ
ン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会編 1994:24］。さ
らに、翌 6月には、「議員懇」として公式にソ連を
訪問する運びとなった。この時のソ連の反応につ
いて、大沼は「ソ連の朝鮮政策が微妙な段階にあ
るだけに、なおのこと北朝鮮との関係には気を
遣っていたとも考えられる」と振り返っている［大
沼 1992:199-200］。議員懇が作成した報告書によれ
ば、コワレンコ・ソ連共産党中央委員会国際部副
部長（以下、コワレンコ）が、サハリン残留コリ
アン問題について「我々（ソ連）の方での『規定
（結論）』はまだでていない」としつつ「共和国の
方でも反対している」と改めて友好国への配慮を
見せていた［サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員
懇談会編 1994:430］。なお、この時に日本の外務省
北東アジア課が、議員懇による訪ソ団の会談内容
をまとめた資料を作成しており、駐日韓国大使館
がこれを入手して、本国へ報告している。そこに
は、ソ連側の発言がより詳細に記されており、「基
本的にソ連は国家機密に係わったりしたことがな
い限り家族の再会を促進することに賛成だが、本
件についてはソ連は韓国と外交関係を有しないこ

と及び北朝鮮が在サハリン朝鮮人が韓国に帰国す
ることに反対している点が困難な点である」とコ
ワレンコが述べたとしている 16）。この前後を議員
懇の報告書と併せて読み解いていく。コワレンコ
の発言に対し、社会党が 1986年に訪朝した際に金
佑鐘政治局員から示された認識と前年 12月の黄
長燁の反応から、「一定の理解が可能と思われる」
とし、議員懇には日朝議連の副会長である安井吉
典（社会党）もメンバーとして参加していること
を五十嵐からソ連側に伝えたものと見られる［サ
ハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会編 

1994:430］。また、大沼は同席していないが、議員
懇帰国後に会談の様子を聞き取っていたようで
あった。五十嵐がコワレンコに対して行った説明
について、ソ連側が「強い関心を示した」とし、コ
ワレンコは五十嵐に対して「この点を何度も問い
質し、五十嵐議員は辛抱強く説明を繰り返した」と
振り返っている［大沼 1992:200］。このことについ
てはさらに別の証言がある。当時、五十嵐の秘書
である叶俊寛が黄長燁発言のメモを用意してお
り、コワレンコは五十嵐にこのメモへのサインを
求めたが、五十嵐が応じたことで発言を信用しと
される［北野 2022:202］。このことで、ソ連側から、
韓国への「一時帰国黙認」を引き出すことに成功
した。
当時、サハリン残留コリアンと韓国の家族・親

族の双方を日本へ呼び寄せて一時再会を行うとい
う支援活動が民間ボランティアを主力に実施され
ていた。しかしながら、多くのサハリン残留コリ
アンはやはり韓国へ行きたいと思っており、ボラ
ンティアとしても、招請手続きに加えてソ連・韓
国の双方からの滞在全てを支援することは容易で
はなかった。このため、韓国への「一時帰国」を
可能にし、日本を経由する形でサハリン残留コリ
アンを韓国に住む家族・親族の元へ送りだすとい
う方法への転換が望まれた［大沼 1992:193-

195,198-200］。こうした事情から、五十嵐は会談の
場で「日本に一時渡航し、日本で赤十字などルー
トを使って故郷を訪問し、日本の責任で期間内に
ソ連へ戻る方法」を提案している［サハリン残留
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韓国・朝鮮人議員懇談会編 1994:430］。これに対し、
コワレンコは上述のとおり「北朝鮮が在サハリン
朝鮮人が韓国に帰国することに反対」であるとの
返答をしているが、五十嵐から上述の朝鮮労働党
高位幹部らの反応について説明を受けた後に、「日
本滞在中に韓国を訪問することを黙認できるので
はないかと思う」と述べている 17）。
なお、訪ソについて、駐日韓国大使館は上記の

外務省資料以外にも、事務局参与として訪ソ団に
参加した高木から会談の様子を聞き取り、併せて
本国へ内容を報告している。この時の駐日韓国大
使館による高木への聞き取りでは、外務省の資料
や議員懇の報告書には記載のない発言を情報とし
て得ており、その発言から、ペレストロイカが進
む一方で、ソ連内では各機関の方向性が足並みそ
ろわずにいた様子が窺える。会談においてコワレ
ンコは、韓国への訪問許可を公式にソ連が出すこ
とは出来ないとしつつも 18）、上述のとおり、ソ連
から日本に出国した後に黙って韓国を一時訪問す
ることについては「黙認」できるという見解を示
していた。しかしながら、ソ連「外務省」は一次
訪韓「黙認」についても原則として不可能である
という立場を有していたため、このことを議員懇
側が述べたところ、コワレンコは「外務省の考え
は古い」とし、面談翌日に五十嵐へ電話で「この
問題は自分に任せて欲しい」と連絡があったとい
うのが高木の話であった 19）。その後、88年中に日
本経由での韓国行く人々が続々と現れるようにな
る［大沼 1992:202］。
いずれにせよ、超党派で結成された議員懇は、大

沼の言葉を借りるならば「めざましい動き」をみ
せた［大沼 1992:192］。特にソ連を相手取った交渉
において、五十嵐を筆頭に社会党議員の存在は不
可欠であったといえよう。朝鮮労働党高位幹部か
らサハリン残留コリアン問題について一定の理解
ある反応を引き出したことそのものにも意義があ
るが、これをソ連側に伝える形で韓国への「一時
帰国」を後押ししたことで、多くのサハリン残留
コリアンが故郷へ里帰りする契機となった。併せ
て、4で述べたように、社会党は現実路線進む中

で党首の土井が「人権外交」に非常に強い関心を
持ち、ソ連もまたタイミングよくペレストロイカ
が進む時期にあったことも、このことを後押しし
たといえよう。

6．社会党－韓国の接近

5までで述べてきたように、サハリン残留コリ
アン問題は 1987年から 1988年かけて大きく進展
することになった。ここには、大きな時代の変化
と、そこに続く各国の方針転換が存在していた。こ
の流れは、さらに加速していく。特に 1988年にソ
ウルオリンピックが行われたことは、日・韓・ソ
の政府・政治空間において、対内的にも対外的に
も接近の糸口になったといえよう。実際に、1988

年 5月には社会党右派の衆議院議員であった川俣
健二郎が「スポーツ議員連盟」の常任幹事として
訪韓しており、川俣は「聖火の燃える間に行かな
いと」として、社会党議員が続いて訪韓すること
へ期待を示した［『月刊社会党』1988年 8月］。こ
の時の川俣の訪韓は、社会党議員として初めての
訪韓であった。
また、5で言及した、駐日韓国大使館の高木に

対する聞き取りでは社会党議員である五十嵐の
「訪韓」についても言及されていた。高木は、1981

年以降、毎年 8月 15日に行われる大邱の中蘇離散
家族会総会に出席しており［高木 1992:165］、ソウ
ルオリンピック開催を間近に控えたこの年の総会
に五十嵐を出席させようとしていた。高木は駐日
韓国大使館側に、五十嵐が総会で訪ソ団の結果を
報告するつもりであることを伝えつつ、「五十嵐議
員が社会党議員であるとしても、サハリン僑胞帰
還のために実質的に活動をしていることを勘案
し、韓赤から訪韓招請をだすことも良いことだと
考えている」と意見を述べている 20）。
高木への聞き取りは、6月の訪ソ団が帰国して

間もなく行われており、この時の本国への報告で
は、大使館側が高木に対して何か返答した様子や
見解は記されていない。このため、五十嵐訪韓に
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対する現地公館の認識については不明である。そ
の後、総会を目前にした 8月初め、五十嵐訪韓の
話が再び本国への報告に登場する。内容としては、
五十嵐から駐日韓国大使館の金ソグ参事官宛に、
訪韓に理解を求める内容の電話がかかってきたこ
とについてであり、五十嵐は「これはどこまでも
「サハリン残留韓国人問題議員懇談会」事務局長と
して議員懇談会を代表して」数日間訪韓しようと
するもので、「8.15.に中蘇離散家族会総会にも出
席予定」と述べている 21）。五十嵐からはさらに、
「もしも訪韓が実現する場合、外の政治的活動をす
る考えはなく」、大韓赤十字社の総裁や外務部の関
係責任者と会ってサハリン残留コリアン問題につ
いて協議することを希望している趣旨の発言が
あった 22）。これは五十嵐自身も、韓国側の憂慮を
十分に理解していた上での発言であるといえよ
う。あわせて社会党でも、いくら現実路線へ向かっ
ているとは言え、この時点ではまだ韓国と全面的
に関係改善をするような状況ではなく、五十嵐の
架電も先に社会党で訪韓について党内の承認を得
た上で行われた。また、大使館へ査証発給を申請
するにあたり、挨拶を兼ねた駐日韓国大使への表
敬訪問を希望していたが、参事官の金ソグからは
一旦、査証発給前の表敬訪問は望ましくない旨が
五十嵐に述べられた 23）。
五十嵐から訪韓の希望を申し出た時期は、韓国

側から見れば微妙なタイミングでもあったと推察
される。前社会党委員長であった石橋政嗣が、金
泳三民主党総裁から招請を受けていたものの、社
会党 3役会議で当分の間は訪韓を保留すると決定
され、これが五十嵐が党内で訪韓の承認を得られ
たのと同じタイミングであった 24）。駐日韓国大使
館によれば、石橋について、社会党内で立ち上がっ
たばかりの「韓国との友好・交流に関するプロジェ
クト（以下、韓国プロジェクト）」チーム内の議論
とあわせて、①「北韓との関係を傷つけないよう
配慮」しつつ、韓国との交流を進めていくこと②
韓国の第一野党である金大中平民党総裁からの招
請を望ましく考える意見があること➂南北での国
会会談開催問題がどのように進むか等、朝鮮半島

情勢を注視して対処すること等を考慮して検討し
ていたとしている 25）。1984年の山本幸一らの訪韓
や 1988年 5月の川俣の訪韓等、社会党員・議員の
訪韓は全面的に禁止されていたわけではなく、韓
国側も必ずしもビザを発給しないわけではなかっ
たが、やはり訪韓の実現はまだ特殊な事例であっ
た。この時期は、韓国側がビザを発給しない恐れ
があるだけではなく、党として承認するか否かと
いう社会党内の問題が存在していたのである。
こうした状況下において、五十嵐が社会党内で

承認が得られたのは、「人道的」な問題であるサハ
リン残留コリアンをめぐり、あくまでも議員懇の
「事務局長」として訪韓するという前提があったた
めと推察される。また、議員懇の役員に党首の土
井たか子が居たことに加え、衆参数十名規模で議
員がメンバーとなっていたことからも、比較的受
け入れやすい土壌が整っていたといえよう。そし
てこれは、韓国側でも同様であったものと見られ
る。本国の外務部は、青瓦台・安全企画部とも協
議した上で、「人道的目的での訪韓であることを勘
案し」入国を許可するのが良いだろうとの意見を
法務部に伝達し 26）、8月 9日には法務部入国審査
課より外務部東北亞 1課に五十嵐の入国を許可す
るという連絡があった 27）。五十嵐は、8月 11日に
駐日韓国大使を表敬訪問して入国許可に対する謝
辞を述べており、この場でこれまでの活動と訪韓
の趣旨を大使に伝えるとともに、最近社会党内で
朝鮮半島政策を修正する動きが進んでいて大変喜
ばしいことであるという趣旨の発言をしてい
る 28）。
なお、訪韓時に五十嵐は申東元外務部次官及び

イム・サンジュン北東亞 1課長と面談している。面
談については資料が 2種類あり、当初は課長級と
の面談が予定されていた形跡があったが、急きょ
外務次官である申東元との面談の場に切り替わっ
たようである。五十嵐より、訪ソ時の結果や日本
での再会事業等について説明があり、日赤と韓赤
を通じた一時帰国支援等についても言及された。
申東元からは五十嵐らへの尽力に対する感謝とと
もに、今後も活動継続を望むこと、徐々に交流を
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増やしているソ連とはオリンピック契機にこの問
題についても相互協力を講じられるかもしれない
という期待等が述べられ、赤十字については「技
術的な問題として、赤十字社を通じてやるか、他
の方法でやるべきかは、韓日両国で真 に協議し
ていくべきだと考えている」と回答するにとど
まった 29）。一通りの話が出尽くしたところで、面
談の最後に、五十嵐から「社会党の対韓政策の問
題であるが、これに対する次官の考えは？」との
質問があり、申東元からは「各論部分は評価でき
る点もあると言えるが、総論部分はまだ変化がな
く、問題が残っていると考えている」との返答が
あった 30）。社会党では、先に述べた通り、1988年
6月に韓国プロジェクトが立ち上げられており、プ
ロジェクトでは党としての訪韓を目指していたが
［『月刊社会党』1988年 10月］、この時点での韓国
側の評価は今一つであったことが見て取れる。
しかしながら、韓国と社会党は確実に接近へ向

かっていた。韓国側でまとめられた資料によれば、
10月 5日に「井上国際局長（対韓政策プロジェク
トチーム事務局長等、）党所属議員 4名、駐日大使
館主催開天節祝賀パーティーへ社会党人士として
最初に参席」しており、11月には日韓議連への加
入を検討する「韓半島政策に関する特別委員会」が
設置された 31）。さらに、金永三の招請で石橋政嗣
前社会党委員長らが 10月に訪韓し、盧泰愚大統領
はじめ、与野党を問わず政界の要人らと会談して
いる。この訪韓団には、石橋を筆頭に 7名の社会
党議員が含まれており、その中には五十嵐をいれ
て合計 4名の議員懇メンバーが含まれていた［『月
刊社会党』1988年 12月］。訪韓時、石橋は「①日
本は植民地支配により朝鮮民衆に迷惑をかけた②
それを一番反省しているのは社会党である、➂

従って社会党はサハリン残留者、在韓被爆者問題
に取り組み、民衆レベルの友好を深める」とし、
「反省の社会党」をアピールしたとされる［『世界
週報』1998月 11月 8日］。
以上のように、オリンピックというタイミング

を追い風にし、かつ、サハリン残留コリアン問題
に対する社会党議員らの取り組みが韓国側の警戒

心を解く形での接触につながっていたこともあ
り、両者は様子を窺いながら関係を進めていった
ものと見られる。特に、議員懇の立ち上げから精
力的に働いてきた五十嵐は、この問題が人道上の
問題であるという性質もあいまって、韓国側に
とっても比較的受け入れやすい存在であったとい
えよう。

7．1989 年の前進

議員懇は、方々への働きかけにおいて目まぐる
しい働きを見せ、超党派であったことでそれぞれ
得意な部分で役割を果たしていた。議員懇が果た
した役割には、これまで述べてきたような働きか
け以外に、先に少し触れた赤十字による「共同事
業体」の設立がある。3で述べた通り、訪日する
サハリン残留コリアンの支援は、公的な費用負担
なしに継続することは困難であった。こちらも先
に少し触れているが、具体的な支援制度を検討し
て組み立てていくため、議員懇を設立してすぐに、
外務省・法務省・厚生省及び日本赤十字社の関係
部門から実務担当者を招いて「実務者小委員会」を
設置している。実務者小委員会では、日本国内に
おいては日赤への委託事業という方向で準備を進
めていたが、日赤内部の体制を整えるにも時間が
必要であり、公的予算を投入するための財政的な
裏付けや、額面含めた政府内での交渉を行うには
最短でも次年度からの開始が限界であった［サハ
リン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会編 1994:32-

33］。88年に訪ソ・訪韓を通じて働きかけ・調整
を行う一方で、次年度の大幅増額を目指していた
議員懇は、1988年 12月 27日、大蔵大臣宛に原・
五十嵐の名前が記載された議員懇名義の要請書を
送付している［サハリン残留韓国・朝鮮人問題議
員懇談会編 1994:442］。ようやく念願がかない、
1989年度の予算は 5800万円と初の大型予算とな
り、1990年度には 1億円まで増額された［高木 

1992:223］。このことについては、会長の原が参院
予算院長という肩書を持って関係部門を熱心に



84　　投稿論文

回ったことが大きかったとされている［大沼 

1992:203］。
1988年 8月の段階では、赤十字を通じた支援方

式に明確な回答をしていなかった韓国側も、10月
の内部検討では 5800万円を次年度予算として要
求している情報を把握しつつ、「共同事業体設置は
肯定的に検討」するとの方針を打ち出している 32）。
支出の範囲や事務的な部分については赤十字間で
取り決めつつ、翌 1989年に共同事業体がスタート
した。また、同じく 1989年、韓国側は社会党に対
する姿勢も前年よりさらに前向きなものにして
いった。1989年の内部資料では、以前、社会党と
の関係を避ける理由もないが「特別な意味を与え
る理由もない」としていた対社会党方針から「基
本的に対社会党関係改善は望ましい」という認識
を示すに至っている 33）。なお、そこには、韓国政
府自体の変化も影響しており、「7.7宣言による
我々の対外政策の調整、社会党の対韓交流希望及
び国内野党の対社会党接触の動きを総合的に考慮
し、我々の対社会党政策の調整が必要」としてい
る 34）。日韓の関係者間で 1988年までにいわば支援
の「基礎工事」が行われたともいえ、1989年に入っ
て具体的な制度の開始と組織の設置があり、韓国
と社会党の間においては、それまでの実績踏まえ
つつ、時代の変化にも後押しされる形で関係を「築
く」方向に両者の意向が揃い始めたのである。

8．終わりに

サハリン残留コリアンの帰還は、1945年の終戦
から既に数十年の年月が流れた後のことであり、1

世らにとってはあまりにも遅い帰還であった。し
かしながら、議員懇の働きにより、サハリン残留
コリアン問題は確かに大きく進展した。超党派の
同会は当初大沼が見込んだ通りの、それぞれの役
割を持ちつつ、体制の異なる関係国の間でうまく
機能した。社会党が持つ、朝鮮労働党へのパイプ・
政府や党からの信頼を活かしたことで、この問題
に対するソ連の協力を後押しした。また、元々ソ

連とも関係を持っていたことを活かし、ソ連の政
府要職に対しても働きかけを繰り返した。このよ
うに、サハリン残留コリアン問題に取り組む過程
で、社会党の方針転換を背景にしつつ、韓国とも
徐々に接近することになる。社会党の変化に加え
て、韓国における民主化へのうねりやオリンピッ
クの時期と重なったこともあるが、この問題を人
道問題として熱心に取り組んだことは、社会党に
対する韓国側の緊張や懸念を和らげることに繋
がったといえよう。無論、政府を動かすには自民
党議員も必要な存在であった。大型予算を伴う共
同事業体という、1つのフォーマットとなる事例
が出来上がったのには、社会党だけではなく、与
党議員の原を会長とする議員懇としての働きかけ
が存在したといえよう。しかしながら、様々な転
換点が重なる時期に、社会党が持てるリソースを
活用し、問題解決に向けて取り組んだことは事実
であり、「反省の社会党」を自ら裏付けながら韓国
政府に受容されていった。

＊本研究は JSPS科研費 24KJ0774の助成を受けた
ものです。

注
1） サハリン残留コリアンの多くは、朝鮮半島の南側
に故郷があったとされているが、北朝鮮はナホト
カに設置した総領事館を通じて、公民権の取得・
学習組の組織を推進し、サハリン残留コリアンの
家庭で希望者がいれば北朝鮮に進学・移住する
ケースもあった。冷戦構造・北朝鮮への配慮でソ
連が長年韓国行きを認めなかった一方で、ソ連の
友邦であった北朝鮮行きは認められていたのであ
る。しかしながら、1960年代頃から北朝鮮へ向かっ
た人々の不遇がサハリンまで届いており、北朝鮮
へ向かう動きは止まったとされる［朴享柱1990:36-
48, 55-65］。

2） 訴訟が始まった段階では、ある程度の年齢で労働
者として渡航した 1世の帰還が念頭にあった［「訴
状」『韓国関連領事事務（在サハリン「韓国人」帰
還請求訴訟）』］。一方で、早い段階でサハリンに
渡った人々も少なくなく、「樺太」時代に幼少期を
過ごしたコリアンも存在した［中山2012:219-236］。
また、1世が残留日本人と家庭を持っていたパター
ンに加え、後の世代では徐々に他民族との婚姻関
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係も増えていったとされる［朴享柱1990:114-120］。
3） 「サハリン残留韓国・朝鮮人問題議員懇談会名簿」
『재사할린 동포 귀환 문제 , 1987. 전 3권』V.2 

4） 「면담요록」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1987. 전 3
권』V.2 

5） 同上
6） 同上 
7） 外務部、亞洲局「사할린僑胞問題」『재사할린 동
포 귀환 문제 , 1987. 전 3권』V.2 

8） 同上 
9） 「韓・日關係에 관한 黨 .政 協議會 報国（사할린 僑
胞問題、日本社会黨動靜）」『재사할린 동포 귀환 문
재 , 1987. 전 3권』V.1 

10） 同上 
11） 同上 
12） 同上 
13） 同上 
14） 同上 
15） 同上 
16） 「サハリン残留韓国朝鮮人問題議員懇の訪ソ」『재

사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5권』V.3 
17） 同上
18） 同上 
19） 「사할린교포」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5
권』V.3 

20） 同上
21） 「이가라시 사회당의원 방한문제」『재사할린 동포 
귀환 문제 , 1988전 5권』V.4 

 ※懇談会名称は原文ママ
22） 同上 
23） 同上 
24） 「이시바시日本 社會黨 前委員長 訪韓關聯 経緯」
『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5권』V.4 

25） 同上
26） 「의견회신」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5
권』V.4 

27） 「통화요록」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5
권』V.4 

28） 「이가라시 의원 면담」『재사할린 동포 귀환 문제 , 
1988전 5권』V.4 

29） 「면담요록」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5
권』V.4］　

30） 同上 
31） 「国會外務統一委員會 日本・사할린訪問資料」『재
사할린 동포 귀환 문제 , 1989전 14권』V.6 

32） 「일본정부의 사할린 거주동포 특별지원 방안에 대
한 평가」『재사할린 동포 귀환 문제 , 1988전 5권』
V.5 

33） 「国會外務統一委員會 日本・사할린訪問資料」『재
사할린 동포 귀환 문제 , 1989전 14권』V.6 

34） 同上 
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［要旨］
本論文は、映画『福田村事件』を題材に、虐殺

を描いた日本映画における「加害」と「被害」の
表象のあり方を、製作過程と歴史認識の観点から
検証する。同作は、これまでほとんど顧みられる
ことのなかった歴史の闇に光を当てた作品とし
て、高い評価を受けた。しかし、監督と脚本部の
製作意図と、完成した映画における表象との間に
は、大きな隔たりが見られる。本論文では、その
隔たりがいかにして生じたのかを詳細に検証す
る。
まず第 2章では、この映画における「被害者」表
象への批判や疑問を検証する。特に行商団がハン
セン病患者に偽薬を売りつけるという史実と異な
る描写や、朝鮮人女性が記号的に描かれている点
などを、問題として指摘する。続く第 3章では、脚
本部と監督の製作意図の相違を、「反日映画」とい
うキーワードを手がかりに浮き彫りにしていく。
日本の加害責任を具体的に描こうとした脚本家・
荒井晴彦と、より普遍的な「虐殺のメカニズム」と
いうテーマに関心を抱く森達也監督との間には、
大きな認識の齟齬があった。本稿は、このような
監督と脚本部の対立が、「加害」と「被害」の表象
にどのような影響をもたらしたのかを検証する。
特に、森監督の初期構想、そして、佐伯俊道の初
期脚本では存在しなかった性愛描写が、なぜ映画
本編では重要な要素として描かれることになった
のか、その経緯を詳細に検証することで、性愛描
写が最終的な映画の構造にどのような影響を与え

たのかを明らかにする。結論では、以上の分析を
踏まえ、森監督の「加害」「被害」表象を巡る試み
が、いかなる点で行き詰まったのか、そして、そ
の行き詰まりが、映画全体にどのような影響を及
ぼしたのかを明らかにする。最後に、現代におい
て「福田村事件」という知られざる虐殺事件を映
画化することの意義、そして、その難しさを改め
て確認し、そこから浮かび上がる課題を提示する。

キーワード：福田村事件 , 森達也 , 荒井晴彦 , 加害 , 

「反日映画」

［Abstract］
This thesis meticulously analyzes the representations of 

"perpetrators" and "victims" in the critically acclaimed 

Japanese film The Fukuda Village Incident（also known in 

English as September 1923）, which dramatizes the 

historical massacre known as the Fukuda Village Incident. 

Unlike previous studies that have primarily focused on 

the analysis of the completed film text, this thesis adopts a 

unique approach by examining the film's production 

process as  a crucial  factor in shaping the f inal 

representations. The analysis is conducted through the 

dual lenses of the filmmaking process and broader 

historical consciousness, arguing that a comprehensive 

understanding of the film's complexities necessitates an 

invest igat ion into the creat ive and ideological 

negotiations that occurred behind the scenes. The film 

garnered considerable attention and praise for its bold 
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decision to illuminate a previously neglected and 

profoundly disturbing chapter in Japanese history, 

specifically the tragic events that unfolded in the 

aftermath of the 1923 Great Kantō Earthquake. 

However, despite its laudable ambition and the critical 

recognition it received, a significant discrepancy exists 

between the stated production intentions of the director 

and the screenwriters and the final cinematic portrayal of 

these historical events in the completed film. This paper 

undertakes a comprehensive investigation to analyze in 

detail how this gap emerged, examining the complex 

interplay of creative visions, production constraints, and 

the sensitive nature of the subject matter. By tracing the 

evolution of the film from its initial conception to its final 

form, this thesis sheds light on the often-overlooked 

factors that contribute to the construction of historical 

narratives in cinema.

Chapter 2 delves into the multifaceted controversy 

surrounding the representation of "victims" in this film, 

engaging with both the scholarly discourse and the wider 

public reception. In particular, it scrutinizes and 

interrogates problematic aspects such as the historically 

inaccurate depiction of the itinerant peddlers who were 

part of the massacred group, as they are shown selling 

fake medicine to leprosy patients. This chapter will 

examine how this portrayal raises questions about the 

film's commitment to historical accuracy, and how it 

adversely affects the living life of the offspring of the 

victims in real life. Furthermore, the chapter critiques the 

symbolic and arguably reductive representation of the sole 

Korean woman character within the film's narrative, 

arguing that this depiction reinforces stereotypical 

portrayals rather than offering a nuanced and complex 

individual. These representational choices, the paper 

argues, potentially undermine the film's goal of offering a 

sensitive and historically accurate depiction of the victims 

of the massacre.

Chapter 3 uses the charged and often politically loaded 

keyword "anti-Japanese film" as a critical lens to explore 

and highlight the fundamental philosophical and artistic 

differences in production intentions between the 

screenwriters and the director. This chapter reveals a 

s i g n i f i c a n t  a n d  c o n s e q u e n t i a l  d i v e r g e n c e  i n 

understanding between veteran screenwriter ARAI 

Haruhiko, who sought to specifically and unflinchingly 

depict Japan's responsibility as a perpetrator in the 

historical context of the Fukuda Village Incident, and 

director MORI Tatsuya, who was more interested in 

exploring the universal and arguably more abstract theme 

of the "mechanism of massacre," examining how ordinary 

individuals can be driven to commit acts of extreme 

violence under specific socio-political circumstances. This 

paper meticulously examines how this fundamental 

conflict between the director and the screenwriters 

affected the final portrayal of "perpetration" and 

"victimization" within the film's narrative structure. In 

particular, it analyzes why the depiction of sexual love, a 

theme conspicuously absent in both MORI's initial 

conceptualization of the film and SAEKI Toshimichi's 

initial draft of the script, became such an important and 

arguably controversial element in the final film. Contrary 

to the director's initial vision, the final cut of the film 

prominently features these sexual elements. This chapter 

will demonstrate that the inclusion of these romantic and 

sexual elements was not a reflection of the director's 

evolving vision, but rather a consequence of screenwriter 

ARAI Haruhiko's insistence on their importance. It will 

be argued that the prominence of these scenes in the final 

film is indicative of the imbalanced power dynamic 

between the veteran screenwriter and the director, with 

ARAI ultimately imposing his vision on the film. By 

examining this process in detail, drawing on interviews, 

production notes, and early script drafts, the paper 

clarifies how the depiction of sexual love, driven by the 

screenwriter ' s  ins i s tence despite  the director ' s 

reservations, fundamentally altered and ultimately came 

to define the final structure and thematic resonance of the 

film, potentially detracting from the intended focus on 

the historical event itself and raising questions about 
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authorial control in the filmmaking process.

The concluding chapter synthesizes the findings of the 

preceding analysis, offering a nuanced and critical 

assessment of the film's strengths and weaknesses.  

Building upon this detailed examination, the conclusion 

will clarify precisely where MORI's ambitious attempts at 

representing "perpetration" and "victimization" 

ultimately fell short of their intended goals and where 

they may have inadvertently replicated or reinforced 

problematic tropes and narratives. It will explore how 

these limitations affected the film as a whole, potentially 

diluting its impact and obscuring the historical realities it 

sought to illuminate. Finally, this thesis reconfirms the 

undeniable significance and inherent difficulty of making 

a film about the little-known and deeply troubling 

massacre of the Fukuda Village Incident in the present 

day, particularly in a socio-political climate where 

historical memory can be a site of contestation and 

controversy. The paper concludes by presenting the 

critical challenges that emerge from this complex and 

ambitious cinematic endeavor, offering valuable insights 

for future filmmakers and scholars interested in tackling 

similarly sensitive and historically significant events. The 

paper will ponder the ways in which these challenges can 

be addressed and overcome in future attempts to bring 

such forgotten histories to the screen, suggesting avenues 

for a more nuanced and responsible engagement with the 

past. This thesis contributes to the field of film studies 

and Japanese history by demonstrating the crucial 

importance of examining the production process 

alongside textual analysis to gain a fuller understanding of 

how films represent historical events, particularly those 

invo lv ing  complex  i s sues  o f  perpet ra t ion and 

victimization.

Keywords: The Incident at Fukuda Village, MORI 

Tatsuya, ARAI Haruhiko, perpetrator, “anti-Japanese 

film” 

1．はじめに

関東大震災直後の 1923年 9月 6日、千葉県福田
村で、香川県から訪れていた被差別部落出身の行
商団が、村人によって殺害された。この事件は長
らく歴史の闇に埋もれてきたが 1）、2023年に映画
化され大きな注目を集めた。本稿の目的は、映画
『福田村事件』の製作過程を、脚本部と監督双方の
視点から明らかにすることである。その上で、そ
れぞれの製作意図という観点から、映画本編、パ
ンフレット（以下パンフ）、脚本、関係者のインタ
ビュー記事などを手がかりに、物語構造を分析す
る。これらの分析から、同作が「加害」と「被害」
をどのように描き、史実とフィクションをいかに
融合させたのかを検証する。
関東大震災と、その後の虐殺に関する先行研究

は膨大である［加藤 2014, 加藤 2019, 山田 2024］。
しかし、それらの多くは、歴史学的な視点から虐
殺の経緯や原因を明らかにするものであり、負の
歴史が映画においてどのように「物語」として語
られてきたのか、あるいは語られてこなかったの
かを検証する文化研究は少ない。また、日本映画
史において、関東大震災後の虐殺を正面から描い
た作品は極めてまれである 2）。こうした「加害」と
「被害」の双方を不可視化してきた歴史に対し、『福
田村事件』はどう挑んだのか。そして、その挑戦
は成功したと言えるのか。同作の試みの全貌を明
らかにすること、それが本稿の射程である。
森達也監督は、加害者側の視点を取り入れるこ

との重要性について言及し、「ごく一般的な映画の
作りとしてこの史実を取り上げるとき、被害者側
にウェイトを当然のように置くと思います」と述
べ、さらに「その結果として凶悪な加害者と善良
な被害者の構図が完成する」と断定し、「それは僕
の意図とは全く違います」と、一般的な映画製作
とは一線を画す、独自の視点を強調している［パ
ンフ :8］。しかし加害者に焦点を当てる手法は、加
害行為を矮小化ないし正当化してしまう、あるい
は被害描写がおろそかになる危険性も孕んでい
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る。果たして『福田村事件』は、この問題にどう
向き合ったのか。
『福田村事件』は、過去と現在の差別問題の共通
点を浮き彫りにし、観客の共感を呼ぶ作品として、
先行研究や評論で高く評価されている。しかしこ
れらの先行研究はいずれも、『福田村事件』が「加
害者」をどのように描き、「被害者」をどのように
捉えようとしたのかについて、十分な答えを示し
ていない。映画研究者のファビアン・カルパント
ラは、同作が加害者を「異常者（太っていたり、背
が小さかったり、露骨な軍国主義者だったり、朝
鮮人に夫を殺されたと『思い込んでいる』女性だっ
たり）」と描くことで、結果的に「当時の一般市民
を殺戮に加担させてしまった差別意識の構造」を
覆い隠してしまった可能性を示唆している［カル
パントラ 2024］。一方、思想家の内田樹は、同作
が被害者の行商人を「遊行の民」として魅力的に、
加害者の「定住民」を醜く、それぞれ描き分けて
いる点を指摘し、この描き分けが村の閉鎖性を描
くための演出であり、この演出が「被害者」に対
する「加害者」の憎悪を煽る効果を持つと分析し
ている［内田 2023］。カルパントラと内田に共通
するのは、完成した映画の「加害者」表象に注目
して議論を展開している点であり、「被害者」表象
と、その背景にある製作意図については、十分に
検討できていない。本稿では、この点を踏まえ、脚
本部と監督それぞれの製作意図を丹念に検証する
ことで、先行研究では捉えきれなかった、同作に
おける「加害者」と「被害者」双方の表象に迫る。
以下、まず第 2章で、この映画における「被害

者」表象における批判や疑問を検証する。続く第
3章では、脚本部と監督の製作意図の相違を、「反
日映画」というキーワードを手がかりに、浮き彫
りにしていく。森達也監督の初期構想および佐伯
俊道の初期脚本では存在しなかった性愛描写が、
なぜ映画本編では、より分量を増やし、重要な要
素として描かれることになったのか。その経緯を
詳細に検証することで、本稿は最終的な映画の構
造に、性愛描写がどのような影響を与えたのかを
明らかにする。結論では以上の分析を踏まえ、森

監督の「加害者」「被害者」表象を巡る試みが、い
かなる点で行き詰まったのか、そして、その行き
詰まりが、映画全体にどのような影響を及ぼした
のかを検証する。最後に、現代において知られざ
る虐殺事件を映画化することの意義を改めて確認
し、そこから浮かび上がる課題を提示したい。

2．映画『福田村事件』の概要と「被害者」
表象

（1）劇映画化までの流れ

森達也が福田村事件を知るきっかけとなったの
は、2002年の新聞記事であった。事件に関心を持っ
た森は、各テレビ局に映像化を提案したが、被差
別部落問題に朝鮮人虐殺という、2つのタブーが
重なるため、難色を示された。映像化が頓挫した
森は、エッセイ「ただこの事実を直視しよう」で
事件の周知を試み、これが中川五郎の楽曲「1923

年福田村の虐殺」製作の契機となった。「朝鮮人だ
とか部落だとか 小さな人間よ」［中川 2017］と、事
件の核心を突く歌詞を含む同曲を聞いた脚本家の
荒井晴彦と井上淳一は、即座に福田村事件の映画
化を構想した。当初は井上が監督を務め、佐伯俊
道が脚本を担当する予定だったが、2020年 2月 4

日に開催されたキネマ旬報ベスト・テンの表彰式
で荒井と森が初めて対面し、共同での映画化に合
意する。こうして、森を監督に据え「脚本・佐伯
俊道、企画・荒井晴彦、プロデューサー・井上淳
一、配給・太秦」で、劇映画を製作する案が固まっ
た［『映画芸術』2023:31］。後に佐伯に加えて、荒
井と井上も脚本を担当することになるが、この 3

人の共同脚本体制が、どのような影響を物語に与
えたのかについては、次章で詳述する。
製作体制が整ったとはいえ、映画化は資金面で

大きな困難を伴っていた。物語の展開上、関東大
震災や大正時代の農村のセットなどが必要不可欠
であり、最低でも 1億から 2億円という高額な製
作費が必要だったからである［『週刊金曜日』
2022:23］。製作会社からの出資が得られなかった
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ため、製作費調達にはクラウド・ファンディング
が活用されることになった。森達也の知名度と、彼
が初めて劇映画を監督するという話題性もあり、
3ヶ月足らずで目標金額の 2,500万円に到達、最終
的には 8月 12日の支援期間終了までに、2,257人
の支援者から 3,537万 7千円が集まった［映画『福
田村事件』公式 note 2023］。
森は支援者について、「コメントを書いてくれる

人もたくさんいたんです。そしたら『じつはうち
の曽祖父が見た』とか、『じつは加担した』とか、
『誰にも言ってこなかったけど、死ぬ前にちょっと
だけ言っておく』と打ち明けられたとか、消えた
んじゃない。パブリックにはないけど、こういう
場にはあるんだと」［『解放新聞』2023年 8月 5日］
と述べている。この発言から、クラウド・ファン
ディングそれ自体が、過去の負の歴史と向き合お
うとする人々の、過去と現在をつなぐ参加の場で
あったことが分かる。それでもなお、脚本部と監
督、総括プロデューサーの小林三四郎、そしてプ
ロデューサーの片嶋一貴は、全員が無償で、製作
公開されるまでの 3年間、この難事業を、文字通
り手弁当で乗り切らざるを得なかった［『映画芸
術』2023:34］。さまざまな制約を乗り越えて、『福
田村事件』はどのような物語として結実したのか。

（2）あらすじ

1923年、澤田智一（井浦新）と澤田静子（田中
麗奈）夫妻が、朝鮮半島から福田村に帰郷する場
面で映画は幕を開ける。朝鮮半島での、ある出来
事が原因で、智一は 4年にわたって性的不能と
なっており、夫婦関係は破綻寸前である。物語の
前半は、澤田夫妻と、福田村の村人たち、そして、
沼部新助（永山瑛太）率いる行商団が交互に描か
れ、その中で、村の日常として、井草貞次（柄本
明）と井草マス（向里祐香）の義理の親子間の性
的関係や、船頭の田中倉蔵（東出昌大）と島村咲
江（コムアイ）の不倫関係、そして倉蔵と静子が
肉体関係を結ぶ場面も描かれる。

9月 1日関東大震災が発生し、甚大な被害と混
乱に伴う流言飛語が並行して描写され、夫が東京

で消息を絶った下条トミ（MIOKO）が、乳飲み子
を抱え、村で不安を募らせる様子にも焦点が当て
られる。こうした混乱の中で、智一は、4年前に
朝鮮で、朝鮮人の虐殺に関与したことを静子に告
白する。
長谷川秀吉（水道橋博士）を中心とする在郷軍

人会によって自警団が結成され、部外者に対する
警戒と緊張感はピークに達する。行商団は、言葉
遣いと、朝鮮人の飴売りから贈られた朝鮮の扇子
を持っていたことが原因で、村人たちから朝鮮人
ではないかと疑われ、不穏な空気が漂い始める。そ
して「朝鮮人なら殺してええんか」という沼部の
発言をきっかけに、下条トミが沼部を殺害し、虐
殺が始まる。
虐殺後、駐在と巡査部長が駆け付け、これ以上

の殺戮をやめるよう呼びかける。長谷川は怒りと
混乱を顕にし、この村、この国を守るためだった
と涙ながらに訴え、妻の稲子（樋尾麻衣子）に労
わられる。エンディングで虐殺を止めることがで
きなかった澤田夫妻は何処へともなく舟で去って
いく。直後スクリーンは暗転し以下の文言が現れ
る。

関東大震災に乗じて虐殺された
朝鮮人　中国人　社会主義者は 6000人以上
と言われている

日本人が殺された福田村事件では
8人が逮捕され
懲役 3年～ 10年の判決を受けたが
大正天皇死去の恩赦で　すべて釈放された

行商団の遺体は
利根川に遺棄されたという

虐殺をまぬがれて故郷に帰った 6人と
殺された 9人の遺族は
その後も
この事件の詳細を語ることはなかったー
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場面は香川に切り替わり、生き残った行商団の
少年、谷前信義（生駒星汰）の表情がクローズアッ
プされる。事件がもたらした深い傷跡を示唆しな
がら映画は幕を下ろす。

（3）「被害者」表象の再検討

ここから『福田村事件』の評価と「被害者」表
象について分析する。同作は 2023年 9月 1日に公
開され、同月下旬には観客動員 10万人、興行収入
1億円を突破、上映館数も 200に拡大した［森 2024

（電子書籍）］。「
マ マ

日本」近現代思想史を専門とする
福井紳一は、『福田村事件』が現代のヘイトスピー
チや排他的な風潮と類似した状況を描いている点
を評価し、過去から現代社会の問題を考えること
の重要性を強調している［福井 2023］。同様に、映
画評論家の秋山登も「この作品が、いまの日本の
当面している問題とそっくりかかわっていること
に愕然とする」と称賛している［秋山 2023］。ま
た「主婦（大阪府 67）」は、「在日韓国人 2世とし
て生きる自分自身がもし、その時代、その地域で
暮らしていたらと思うと、怖くて震えが止まりま
せんでした」と、事件当時の被害者と自分を重ね
ている［『朝日新聞』2023年 9月 28日］。このよ
うに『福田村事件』は、過去と現在の差別問題の
共通点を浮き彫りにし、観客の共感を呼んだ。し
かし一方で、行商団や「朝鮮飴売りの少女」など
の「被害者」表象に対して、批判や疑問の声が上
がっていることも見逃せない。
公式パンフ収録の、脚本家の佐伯俊道と、福田

村事件追悼慰霊碑保存会代表の市川正廣の対談
は、同作の「被害者」表象に関して重要な問題点
を提示している。25年以上、福田村事件の真相究
明と慰霊碑建立に尽力してきた市川からの批判や
疑問に、佐伯は真 に対応している。例えば「加
害者側を過度に重視している」［パンフ :47］とい
う批判に対し、佐伯は、当初は被害者側の目線で
物語を描こうとしたが、差別構造全体が分かりに
くくなるため、加害者と被害者と新聞記者、3つ
の視点から描くことにしたと述べ、「それで、被害
者側の少年の目線は当初の構想より弱まってし

まったと思いますね」［パンフ :47］と認めている。
だが行商団がハンセン病患者に偽薬を売りつける
場面の史実の正確さについて問われると、「一番
迷った」としながらも「でも、被差別者だから単
純にいい人という図式はいやだった」［パンフ :48］
と、「善良な被害者」というステレオタイプを敢え
て崩そうとしたと、その意図を弁明している。
この「偽薬を売りつける」描写は、映画の出来

栄えという議論を超え、現実の被差別部落の人々
の尊厳に関わる、深刻な問題である。毎日新聞記
者の井上英介は被害者の故郷で取材をおこない、
子孫のひとりから「がまの油みたいなニセ薬を売
る設定だが、事実に反する。当時の行商はまっと
うな商売をしていた」「祖母は懸命に働いて家を何
軒も建てた。呉服も薬も信用が命。まがい物を売
るなど考えられません」という証言を得ている。井
上は、映画が被害者の実態を歪め、史実を矮小化
している可能性を、以下のように指摘している。

大河ドラマに「史実と異なる」と苦情を言
うのは滑稽だが、この事件は違う。被害者や
末裔は差別され告発の声を上げられず、今も
事件を抱え込む。実際、映画製作で香川の現
地を取材する森監督の様子がテレビで放映さ
れ、これをきっかけに末裔の男性らの自宅が
ネット上でさらされる悪質なアウティングが
起き、傷ついた人もいる。事件の影響は現在
進行形だ。
この国の負の歴史を直視しようとする監督

の問題意識は評価する。「善良な人びとが不安
や恐怖で正気を失い、集団で暴走する」とい
うテーマも大切だ。しかし、それを描くため
に「福田村事件」を借り、史実を矮小化した
という印象が、私の中でどうしてもぬぐえな
い。
森監督本人にそんな感想を伝えると、こん

な答えが返ってきた。「史実にインスパイア
（触発）されているが、会話など細部は創作だ。
あの惨劇はどこでも起きうると訴えたかっ
た。その意味で事件名をうたえば問題を矮小
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化しかねず、別のタイトルにすべきだった」。
大切なのは福田村事件という史実の重みか。
特定の事件を超えた人間にかかわる普遍的な
テーマか。やりとりは平行線だった［井上 

2023］。

井上記者の取材は、「福田村事件」という実在の
事件名を掲げた映画が、「凶悪な加害者と善良な被
害者の構図」を否定しながら、被害者描写を歪め、
さらにはその子孫にまで影響を及ぼしている現実
を浮き彫りにした。森は、虐殺を普遍的な問題と
して描くため、「加害者」を絶対悪とせず、内面や
動機描写に重点を置いた。しかし、この「普遍性」
へのこだわりから、逆に「福田村事件」固有の歴
史的・社会的文脈、特に被差別部落の問題を軽視
してしまっている。森が、「別のタイトルにすべき
だった」とまで言うのは、「福田村事件」を、自ら
の「普遍性」を描く「手段」として利用したこと
を、図らずも露呈してしまっているのではないか。
『福田村事件』における「被害者」表象の問題は、
行商団にとどまらない。ここではさらに、朝鮮人
キャラクターに焦点を当てて、考察を進めたい。同
作では、「朝鮮飴売りの少女」が、登場する唯一の
朝鮮人キャラクターである。このキャラクターに
ついて、ノンフィクション作家の加藤直樹は、「と
ころがそのたった一人の朝鮮人が着ている民族衣
装や所作が奇妙なのである」とその表象に疑問を
呈している［加藤 2023］。加藤は違和感の理由を
明言していないが、主に朝鮮人男性が被るカッ
（갓）を、この「朝鮮飴売りの少女」が被っている
点を指摘しておく。また脚本では、彼女の台詞の
みが「アリカトコサイマス」のようにカタカナ表
記になっている。発音とイントネーションのぎこ
ちなさが強調された実際の演技と、加藤の指摘す
る民族衣装の不正確さを併せて考えると、このカ
タカナ表記には、朝鮮人女性を「異質な存在」と
してステレオタイプ化し、日本人との差異を強調
する製作者側の無自覚、あるいは無頓着さが露呈
していると言える。
『福田村事件』では、日本人による日本人の虐殺

が描かれる一方で、当時、最大の被害者であった
朝鮮人の存在は、物語の中心としては描かれてい
ない。この朝鮮人女性が劇中で果たす役割は、飴
を買ってくれた行商団に朝鮮の扇子を贈り、結果
的に行商団が朝鮮人と誤解される要因の一つとな
るという、日本人による虐殺の、いわば舞台設定
を整える装置に過ぎない。確かに、この女性は暴
徒に殺害される場面で「アタシノナマエハ、キム・
ソンリョ」と自身の名前を名乗る。しかし、この
場面に至るまでに、観客が彼女の内面や心情を推
し量ることの出来る描写は皆無であり、この悲劇
的な最期も「善良な被害者」というステレオタイ
プを強化するに留まってしまっている。森監督は、
「凶悪な加害者と善良な被害者の構図」を否定し、
日本人被害者には「偽薬をハンセン病患者に売り
つける」という史実ではない描写まで加えて、「善
良」でない側面を強調した。それに対し、朝鮮人
女性は最後まで「善良な被害者」としてしか描か
れない。この対比は、「加害者」「被害者」表象を
めぐる、この映画のダブルスタンダードを如実に
示している。差別や虐殺とは何かという、より根
源的な問題を提起するためには、登場する唯一の
朝鮮人キャラクターを「記号的」存在としてのみ
描くのではなく、「個」としての背景や心情を、よ
り丁寧に描くべきではなかったか。
朝鮮人キャラクターのステレオタイプな描写と

共通する、説明不足の問題は、智一の過去の告白、
すなわち提岩里教会事件への関与の描き方にも指
摘できる。智一は、この事件で朝鮮人虐殺に加担
したことを妻の静子に告白するが、その際、朝鮮
人に対して放った言葉を朝鮮語で発話する。しか
し、この場面には日本語字幕がなく、智一の虐殺
における役割を、観客は正確に理解することがで
きない。脚本を参照すると、ハングルでの表記に
続いて「（日本語訳：三月一日の萬歳事件で、我が
国はあなたたちの国にあまりにも酷いことをして
しまった。それを謝罪しに来た。だから、教会の
中に入って欲しい）」［パンフ :71］と記述されてい
る。つまり、智一が「謝罪しに来た」という言葉
で朝鮮人を欺いていたという重要な事実は、映画
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本編を観ただけでは伝わらないのである。
公式パンフは、提岩里教会事件を「1919（大正

8）年 4月 15日、日本統治下の朝鮮京畿道水原郡
郷南面提岩里（現在の華城市郷南邑提岩里）で三・
一独立運動の最中に生じた事件。暴動を指揮した
29名の朝鮮人が日本の憲兵によって教会に監禁さ
れ、放火によって虐殺された」（パンフ：19）と解
説している。製作陣は、事件の解説と智一の台詞
の日本語訳を公式パンフに掲載することで、映画
本編の説明不足を補おうとしたのかもしれない。
しかし、智一が結果的に朝鮮人犠牲者を欺いてい
たという、加害に関わる重要な情報を映画本編で
提示せず、それを映画の外で別資料から補完する
ことを観客に強いるのは、「凶悪な加害者と善良な
被害者の構図」を否定する作品として、あまりに
も不誠実である。
智一役の井浦新は、この場面に日本語字幕は不

要だと、脚本の荒井晴彦と意見が一致したと述べ
ている。井浦は「意味が伝わったから、どうだと
いうことではなく、答えをわざわざ提示しなくて
も、智一と静子の様子でいくらでも想像できるわ
けです」と観客の想像力に委ねることの重要性を
指摘し、「また、それが映画の醍醐味でもあると
思っています」とも主張している［『映画芸術』
2023:9］。だが日本語字幕をつけず、想像力に委ね
るという判断は、加害の歴史を矮小化し、重要な
情報を隠蔽する危険性を孕む。井浦は「意味が伝
わったから、どうだということではなく」と述べ
ているが、1923年の福田村事件と 1919年の提岩
里教会事件という実際に起った 2つの虐殺を、「智
一」というフィクションのキャラクターを介して
接続するからには、「映画の醍醐味」よりも「意味
が伝わる」ことを優先してこそ、史実への真 な
姿勢と言えるだろう。提岩里教会事件以来、智一
が性的不能になったという設定は、彼のトラウマ
を深く描き出しているように見える一方で、提岩
里教会事件という史実を個人の内面的な問題に矮
小化し、加害の事実や歴史的背景に対する観客の
関心を遠ざけている。日本語字幕のない智一の告
白は、観客にとって、単なる「トラウマを抱えた

男の独白」でしかなく、事件の真相を知る手がか
りにはなり得ない。これでは、観客が事件の歴史
的背景を学び、その意味を考える機会を、奪って
いると指摘せざるを得ない。
以上のように、『福田村事件』は「被害者」描写
に問題が指摘できる。「凶悪な加害者と善良な被害
者の構図」を否定するという森の意図は、結果的
に、虐殺の被害者である行商団や朝鮮人の描写を
軽視し、史実を歪曲、矮小化させている。このこ
とは、「普遍性」を求めるあまり、「福田村事件」の
固有性を森が軽視してしまったことを示唆してい
る。だがこれは監督だけの責任なのか。次章では、
脚本部と監督の対立から、その背景にある製作意
図を探る。

3．製作意図と物語構造

本章では、前章で明らかにした「被害者」表象
の問題点を踏まえ、脚本部と森監督の製作意図を
比較する。特に「反日映画」というキーワードを
手がかりに、両者の歴史認識や映画製作へのアプ
ローチの違いを浮き彫りにし、その相違が「加害
者」「被害者」の表象にどう影響したかを分析する
ことで、『福田村事件』の持つ多層的な構造を明ら
かにする。

（1）荒井晴彦の「反日映画」観

製作初期段階では良好だった森監督と脚本部の
関係は、最終的には、森が撮影中に「現場で脚本
を勝手に直したら、即撮影を中止する」という文
書への署名捺印を迫られ、森が編集した試写版を、
脚本部が編集し直し、完成版として公開するまで
に悪化した［『映画芸術』2024:13］。この対立の根
底には、日本の加害の歴史をどう描くかという根
本的な姿勢の違いがあり、「反日映画」という言葉
の捉え方は、その違いを理解する上で重要である。
当初は企画のみに名を連ね、製作の途中から脚

本部に参加した荒井晴彦にとって、「反日」は特別
な意味を持っていた。荒井は、井上淳一と共に、実
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在した朝鮮陶芸の研究家、浅川巧（1891-1931）を
描いた映画『白磁の人 3）』の脚本を 2009年に担当
した。「いいこともした日本人がいましただけじゃ
なくて、悪いこともした日本人もいたという話に
しないと」と考えた荒井は、浅川の初恋相手を朝
鮮人とし、さらに彼女が関東大震災で虐殺される
という、史実にはない設定を脚本に書き足した。結
果的に荒井と井上は降板させられたが、その際に
「荒井さんがこんな反日だとは思いませんでした」
と言われた荒井は「反日は最低限のたしなみだと
思っていました」と述べたという［『映画芸術』
2023:33］。
そんな荒井にとって福田村事件は、まさに自身

にとっての「反日」を体現できる格好の題材だっ
た。パンフ収録の中川五郎、井上淳一との鼎談で、
荒井は『この世界の片隅に』（2016）や『風立ちぬ』
（2013）を例に、日本の戦争映画や原爆映画が被害
ばかりを強調し、庶民の戦争責任や朝鮮人虐殺と
いった加害性に触れていない点を批判する。「どう
してみんなその肝心なところに行かないんだろう
というのが、ずっとたまっていた」「さあどうだと、
福田村事件で日本人ってこうだよ、俺たちがその
子孫なんだよって。そういうのがやりたかった」
「こんな正面切った反日映画は初めてですよ」［パ
ンフ：12、15］という発言から、『福田村事件』で
「反日」を描こうとした、荒井の強い意志が窺える。
つまり荒井にとって「反日」とは、日本を貶める
のではなく、過去の加害と真 に向き合うことを
意味していた。『福田村事件』で、この「反日」姿
勢を表現することに、彼は強いこだわりを持って
いたのである。

（2）森監督の「反日映画」観と、彼が描こうとしたもの

荒井が日本の加害責任を具体的に描こうとした
一方、森は、個別の事象を超え、加害行為や、加
害への無自覚、隠蔽、矮小化をもたらす、より普
遍的なメカニズムに関心を抱いていた。あるイン
タビューで「Q：先の大戦をテーマにした日本映
画でも、日本人がいかに悲惨な目に遭ったかを描
く作品は多くありますが、日本人を加害者として

描くものが圧倒的に少ないです。なぜ、日本人の
加害性はドラマや映画で忌避されるのでしょう
か？」と問われた森は、即座に「映画だけではな
い」と即答し、「メディアも教育も、さらに国民全
体の空気も含めてそうなっています」と「国民全
体の空気」にまで焦点を広げている［『Cinemore』
2023］。森は、オウム真理教信者に密着取材した
『A』（1997）と『A2』（2001）でドキュメンタリー
作家としての地位を築いた。「善良」な信者が、な
ぜ集団になると「虐殺」に加担するのか。この疑
問を、森は自身の原点として、さまざまな媒体で
追求してきた。その追求は、『虐殺のスイッチ』で、
ホロコースト、クメール・ルージュ、地下鉄サリ
ン事件など、古今東西の「虐殺」に共通するメカ
ニズムを見出そうと試みていることからも、明ら
かである。つまり、森の関心は、当初から福田村
事件という「史実」そのものよりも、この事件が
示す「虐殺のメカニズム」の一端の解明にあった。
森の「人間が起こした虐殺に共通するメカニズ

ム」への関心は、2008年の段階で既に固まってい
た。この年、森は史実の福田村事件に触発され、自
身初の小説『東京スタンピード』を発表した。『福
田村事件』が、朝鮮での虐殺に関わった日本人男
性を主人公の一人とするのに対し、この小説は、現
代の東京を舞台に、森自身を思わせるテレビ・ディ
レクター伊沢裕司を主人公とし、「集合無意識研究
所」という組織から彼のもとに連絡が入るところ
から物語が始まり、サッカーのワールドカップで
の日本代表の敗戦をきっかけに、東京が暴動と虐
殺の臨界点に達するまでの過程を描く。『東京スタ
ンピード』に関するインタビューで、森は、福田
村事件を次のように分析している。

背景には過剰な危機管理意識があったと思い
ます。当時、日本が朝鮮を植民地としたこと
で、多くの日本人は朝鮮人にいつ襲われるか
分からないという恐怖感があった。そして震
災。流言飛語のなかで自警団が結成され、自
分たちから見て「異質」な人々を次々に襲い
殺していった。重要なのは襲った側が「善」で
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ある点なんです。（中略）人はよこしまな欲望
だけで大勢の人を殺すことはできません。セ
キュリティー意識、あるいは愛するものを守
るという大義名分が高まったときに人は虐殺
に走る。「悪」という存在に目を奪われがちで
すが怖いのは「善」だと思う。善の陶酔、善
の暴走がスタンピードを起こす。関東大震災
の自警団だって「善」と信じて虐殺に走った
んです［『毎日新聞』2009年 2月 13日］。

このインタビューからも、森が福田村事件を、
「善」の暴走という、現代にも通じるメカニズムを
考える題材として捉えていたことが分かる。森に
とって重要なのは、福田村事件の史実そのものよ
り、そこで起きた「虐殺」が、「善」という名の
「危機管理意識」によって引き起こされるという、
普遍的なテーマを描くことだったのだ。では、こ
うした「普遍性」を追求する森にとって「反日映
画」という言葉は、どのような意味を持っていた
のか。森は複数のインタビューで、「上映が近づい
たら上映中止運動がきっと起きるし、反日映画と
きっと罵倒されるでしょうし」［『沖縄テレビ放送』
2023年 9月 28日］「この映画は反日映画、反日俳
優と右派から言われるリスクが高いと思っていま
したから」［『毎日新聞』2023年 11月 5日］と述
べ、「反日映画」という言葉に「罵倒」や「リスク」
といった否定的な形容を結びつけている。しかし、
森が危惧していた「反日映画」と、荒井晴彦が目
指したそれとの間には、決定的な温度差が存在し
ていた。
『福田村事件』公開から約 1ヶ月後の 2023年 10

月 8日、森は自身のメルマガ記事「反日映画の条
件」で、同作に対して「反日映画」批判が少ない
ことに戸惑いを感じたことを吐露している。続け
て「実のところ上映中止運動は、話題を提供する
という意味では動員に貢献しているとの見方もで
きる」と述べた森は、自ら『週刊新潮』の旧知の
記者に電話をかけ「こんな映画を許していいの
かっていつもの調子で記事にしてよ」と頼み、断
られたというエピソードを明かしている［森 2024

（電子書籍）］。
映画製作陣の苦しい台所事情を考えれば、作品

の知名度を上げたかった森の思惑は想像に難くな
い。しかし「反日映画」を「罵倒」や「リスク」と
否定的に形容しつつ、自作をそう喧伝する行為は、
適切だったのか。「反日映画」という批判は、出演
俳優に「反日俳優」のレッテルを貼り、彼ら・彼
女らのキャリアを傷つけかねない。この危険性を、
森はどれほど真剣に考えていたのか。こうした「反
日映画」への二律背反的な姿勢は、森が「加害」を
客寄せや、自らの「作家性」演出に利用した、と
の疑念を抱かせる。このように、森の「反日映画」
への姿勢には矛盾があり、それが次節で検討する、
脚本部との軋轢の遠因となった可能性が考えられ
るのである。

（3）脚本部と監督の対立：「加害者」と「被害者」の
表象を巡って

森は、あるインタビューで、当初の構想につい
て、物語は関東大震災直後から開始し、「虐殺シー
ンそのものはなしでもできるんじゃないか」と考
えていたが、その後「加害の側の日常や喜怒哀楽
をしっかり描くためには、時系列で描くことがい
ちばんいいと納得しました」と、脚本部との協議
で考えを改めたと述べている［『A People』2023］。
だが『東京スタンピード』でもそうだったように、
森には福田村事件の史実を詳細に描く発想が、そ
もそも希薄だったのではないか。「お前、日常を描
くのに村人の性がないというのはあり得ないだろ
う」という荒井晴彦の意見を受け、加害者の日常
を描く要素として、森は映画に性愛描写を取り入
れた。しかし、後に複数の媒体で、森は、それら
の描写に否定的だったと述べている。例えば、「突
然、ロマンポルノのようになる展開があるが
……。」と問われた森は以下のように回答してい
る。

そこは荒井晴彦さんに聞いてください。映画
というとエロがなきゃいけないみたいなとこ
ろに、僕は抵抗したんだけど。中盤までは要
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素がトゥーマッチだと僕は思っていて、父親
と嫁の関係も中途半端だし説明的なセリフも
多い。でもチームですから、我を通せなかっ
た。そこはまあ、実は悔いが残るところ
［『Newsweek日本版』2023］。

井上淳一は、この発言に言及して「結果、『福田
村事件』に対する『性愛シーンが不要』批判はこ
の発言を錦の御旗にしているものが大多数」と、森
の責任転嫁を批判している［『映画芸術』2024:13］。
そもそも、当初は企画のみを担当していた荒井が、
どのような経緯で脚本部に加わったのか。その背
景には、映画の物語構造を巡る、森監督と脚本部
の主導権争いがあった。
井上によれば、森と荒井を交えた当初の協議で

は「とにかく、良き父、良き母、良き夫、良き息
子、良き娘が大震災をきっかけに加害者と被害者
になってしまう、その大筋は変えないでいこうと」
いう基本合意があった。当初、資料収集を担当し
た佐伯俊道は、被害者、加害者、ジャーナリスト、
権力者という全方向を描き、物語の中心は「生き
残った少年の視点で行こうと」考えていた。しか
し脚本部と監督の協議の中で、権力者は「彼らの
言い分を代弁するのは止めよう」という理由で削
除され、加害者と被害者に焦点を絞る方針が固ま
る。さらに物語で描くことを森が強く主張した
ジャーナリストも、一旦は削除され、その後復活
するなど、物語構想を巡って、脚本部と監督との
間で激しいやり取りが繰り広げられた［『映画芸
術』2023:32］。この過程で、朝鮮と関わりのある
日本人キャラクターを登場させることにこだわっ
た井上が、澤田夫妻を物語の中心に据える構想を
提案する。この智一のモデルは、かつて井上が荒
井と共に脚本から降ろされた『白磁の人』の浅川
巧とその兄・伯教だった［『映画芸術』2023:33］。
物語の中心人物は決まったが、今度は、映画内

で誰が虐殺の口火を切るのかを巡り、監督と脚本
部の議論は紛糾する。佐伯の第 1稿では、男性が
その役割を担っていたが、脚本部は、女性の方が
観客に強い衝撃を与えられると考え、震災で東京

にいる夫が死んだと思い込んだ下条トミに変更す
ることを提案した。しかし森は、これに強く反発
した。佐伯によれば、「森さんも、最初の一撃を加
える人物をコロコロ変えるのはおかしいとか言っ
ていたけど、史実は覆い隠されたままだし、そこ
は映画なんだから、最も意外性があって、しかも
観客が納得する形を作り上げればいいんで、その
ための直しは何回もしますよと」と説得したが、森
は承服せず、最終的に、荒井晴彦が脚本部に参加
する流れとなった［『映画芸術』2023:34］。
若松プロダクションの助監督を経て日活ロマン

ポルノ作品を手掛け、脚本と監督、いずれの立場
で関わった作品でも、性愛を重要なモチーフとし
て描くのが荒井の特徴である。荒井の意向で、主
人公の澤田夫妻の設定は、当初の「朝鮮贔屓の夫
と、朝鮮嫌いな妻」から、「性的不能者になった夫、
4年もの間、それを我慢してきた妻、しかも朝鮮
にある日本の国策会社だった東洋拓殖という会社
の重役の娘」へと、大きく変更された［『映画芸術』
2023:34］。3人体制となった脚本部と監督との力関
係は、脚本部側に大きく傾いた。森は、編集で自
らの意向を物語に反映させようとしたが、試写を
見た脚本部に「商品以前のもの」と酷評され、編
集が全てやり直されてしまう［『映画芸術』
2024:13］ドキュメンタリー監督の原一男に「この
作品の中で、あのシーンは森が監督として、キチ
ンとやりきったんだよ、と言えるシーンはどれな
の？そういうシーンはあるの？」と問われた荒井
は、黙って首を横に振ったという［『映画芸術』
2023:140］。
物語構造に及ぼした影響力を鑑みると、脚本部

と監督の不均衡は明らかである。森は「凶悪な加
害者と善良な被害者の構図」を否定すると強調し
ているが、実際の映画では、この意図は十分に実
現されていない。その要因として、まず、虐殺の
口火を切る人物が、「意外性」を優先して、女性
キャラクターである下条トミに変更された点が挙
げられる。本来、この役割は、例えば自警団の中
心的存在である長谷川秀吉など、物語の中心にい
る「普通」の村人から選ばれ、その人物が虐殺に
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至るまでの内面や動機の変化が、丁寧に描かれる
べきであった。しかし序盤から登場はしているも
のの、下条トミの存在感は希薄で、彼女がなぜ虐
殺に至ったのかという理由が十分に描かれている
とは言い難い。映画研究者の斎藤綾子は、第 78回
毎日映画コンクールの選考委員として、「事件の発
端を女性の『狂気』に負わせたのは疑問」と、こ
の問題を端的に指摘している［『毎日新聞』2024年
1月 24日］
さらに、虐殺の中心にいた長谷川秀吉も、村で

の日常や背景は、ほぼ描かれず、在郷軍人会での
活動ばかりが強調され、彼の「普通さ」は観客に
とって理解しづらい。虐殺後、彼を労わる妻の「長
谷川稲子」に至っては、クレジットや脚本を確認
しなければ、その名も、彼との関係性すらも分か
らない。森監督が意図した「加害者」の内面、動
機、背景に迫るには、長谷川のような虐殺に直接
手を下した村人たちの日常描写に、より多くの時
間を割くべきだった。しかし実際は、日常描写と
いう目的で、性愛描写に多くの時間が割かれ、結
果的に「加害者」と「被害者」双方の描写が中途
半端に終わった。
「加害」に注目することで負の歴史を描く試みと
して、同年公開の『キラーズ・オブ・ザ・フラワー
ムーン』（マーティン・スコセッシ監督）は、多く
の点で示唆に富む作品である。同作は、史実のオ
セージ族連続怪死事件を題材に、虐殺の実行犯で
ある白人入植者側にロバート・デ・ニーロやレオ
ナルド・ディカプリオら主役級の俳優を配し、彼
らが演じる「加害者」としての日常や、オセージ
族の「良き理解者」あるいは「良き夫」としての
側面をも徹底的に描き出す。それによって、善悪
二元論ではとらえきれない人間の「闇」と、その
「闇」の濃淡とも言うべき、「加害者」内部の支配・
被支配の関係を、観客に提示することに成功して
いる。もちろん『福田村事件』とは、扱う事件の
性質、時代、社会背景が異なり、単純な比較はで
きない。しかし、「加害者」「被害者」をどう描き、
歴史の「闇」をどう照らすかという点で、『キラー
ズ・オブ・ザ・フラワームーン』は、『福田村事件』

が目指しつつ到達できなかった地点を指し示して
いると言えるだろう。

4．結論

本稿では、映画『福田村事件』を題材に、史実
とフィクションのバランス、とりわけ「被害」と
「加害」の表象を、製作過程と歴史認識の観点から
分析した。その結果、「加害」と「被害」の表象を
めぐって、製作陣の意図と、映画の描写との間に
深刻な乖離が生じ、それがこの映画の構造的な問
題をもたらしていることが明らかとなった。
『福田村事件』は、虐殺における「凶悪な加害者
と善良な被害者の構図」を否定する意欲的な試み
であり、経済的困難な状況の中、現代の観客に伝
わるメッセージを打ち出した点は評価できる。し
かし監督と脚本部の対立や、森監督の構想の限界
から、その狙いを十分に達成できなかったと言わ
ざるを得ない。本来この映画は、虐殺の当事者た
ちの加害や被害、あるいは傍観といった、立場を
超えた内面や心情を、より詳細に描くべきだった。
だが、虐殺の口火を切った下条トミ、虐殺の中心
にいた長谷川、傍観者となった澤田夫妻、いずれ
もその内面描写は不十分であり、とりわけ智一は、
その無力さが性的不能と重ねて描かれるという一
面的な描写に留まってしまっている。
特に、性愛描写を巡る問題は本作の評価を考え

る上で重要である。脚本の荒井にとって「性」は
人間の日常の一部であり、それを描くことで人間
性をリアルに表現できると考えていたことは想像
に難くない。しかし森監督が「むしろ、なくても
いいぐらいに思っていた」［『A People』2023］と述
懐しているように、性愛描写について、両者の認
識は大きく異なっていた。自身が必要性を感じて
いなかった性愛描写を映画本編に組み込んだ点か
らも、製作過程における森達也の監督としての
リーダーシップの限界は否定できない。その上、森
は映画公開後、この性愛描写の問題を、脚本部批
判の材料として取り上げている。これは、彼が自
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らの責任を十分に自覚していないばかりか、映画
における「加害者」「被害者」表象、ひいては、こ
の映画が描こうとした人間の集団心理や暴力性と
いう、より本質的な問題に正面から向き合ってい
ないことの表れではないか。結果として、性愛描
写は効果的に機能しているとは言い難く、むしろ、
「加害者」「被害者」の内面描写を阻害し、作品の
テーマを曖昧にしたと言える。
『福田村事件』では、映画本編で提示されるべき
重要な情報について、観客が公式パンフを参照し
なければならない点も問題である。この問題に関
連して、史実とフィクションのバランスという最
も重要な要素に関し、映画と脚本とで奇妙な「ず
れ」が生じていることを最後に指摘しておきたい。
『’23年鑑代表シナリオ集』掲載の『福田村事件』脚
本末尾には、以下のような「注意書き」が記され
ている（公式パンフ収録の脚本には、この記述は
無い）。

※配信、DVD化に際し、関係各団体と協議の
上、本編終了後に下記の字幕を入れました。
　「本作は歴史的事実に基づいて創作された
劇映画です。一部に現代では許されない差別
的な表現、脚色がありますが、当時の時代状
況、社会意識を考慮し使用しています。特定
の民族、団体、個人に対する偏見、差別の助
長並びに名誉を傷つける目的ではありませ
ん。尚、行商団の詐欺行為の描写については
脚色であり、事実ではありません。当該行商
団は正規の鑑札をもち、正しく商いをされて
いたことを当該行商団の名誉のために申し添
えておきます。」［「’23年鑑代表シナリオ集」出
版委員会 2024: 130］

この「注意書き」は、製作陣が、『福田村事件』
の一部（「差別的な表現、脚色」「行商団の詐欺行
為の描写」）について、歴史的正確さを欠くと認め
たことを示している。では、なぜ製作陣は公開前
に、この「注意書き」を本編に挿入できなかった
のか。その理由は「注意書き」では説明されてい

ない。「注意書き」という、いわば「言い訳」を後
から付け加えるだけでは、「凶悪な加害者と善良な
被害者の構図」を否定する作品として、不誠実で
あると言わざるを得ない。
ところが、映画本編と脚本との間には、ここで

も奇妙な「ずれ」が生じている。『福田村事件』を
独占配信する U-Nextで確認すると、2025年 1月末
現在、映画開始 2時間 17分後のエンドロール終了
後に、以下の文言が挿入されている。「この作品は
歴史的事実に基づいて創作された劇映画であり、
特定の民族、団体、個人に対する偏見、差別を助
長する意図はありません。」しかし、『’23年鑑代表
シナリオ集』収録の脚本にあった、最も重要な「行
商団の詐欺行為の描写については脚色であり、事
実ではありません。当該行商団は正規の鑑札をも
ち、正しく商いをされていたことを当該行商団の
名誉のために申し添えておきます。」という具体的
な説明は、どこにも見当たらない。なぜ U-Next配
信版では、この重要な文言が削除されたのか 4）。理
由はどうあれ、映画本編と脚本の乖離は最後まで
埋まることはなく、本作の史実とフィクションの
構成に、歪みをもたらしている。
『福田村事件』は、加害の歴史を直視した点にお
いて、日本映画史において重要な一歩を刻んだ。し
かし、史実とフィクションを巡る重要な情報が脚
本にのみ記され、映画本編で十分に表現されてい
ない点は看過できない。虐殺という悲劇を描くに
は、史実の正確な伝達に加え、人間の「善」と「悪」
を、深く、かつ多角的に描くことが不可欠である。
『福田村事件』では、監督と脚本部の対立によって、
「加害者」と「被害者」いずれの内面をも深く掘り
下げないまま、物語が進行してしまった。その点、
この映画は『キラーズ・オブ・ザ・フラワームー
ン』が到達した地点には、残念ながら到達できな
かったと言わざるを得ない。今後は、製作段階か
ら歴史家や専門家、そして可能であれば、被害者
やその子孫などの当事者も交え、徹底的な議論を
尽くすべきである。さらに、その議論の過程や、物
語の変更の過程を逐一詳細に記録し、映画本編と
ともに後世に残すことで、映画製作自体を、歴史
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認識を形成する重要なプロセスとしていくことが
望まれる。

注
1） 2013年に福田村事件に関する辻野弥生の著作が出
版されたが、これも出版社閉業に伴い絶版となっ
た。映画化に関連して、2023年に五月書房より増
補改訂版が森達也の特別寄稿付きで出版された。

2） 直接的に虐殺を描いているといえるのは小森白監
督による『大虐殺』（1960）しか見当たらず、同作
の焦点も虐殺そのものではなく、関東大震災後の
未遂に終わった軍部へのテロ行為である。

3） この作品は最終的に『道～白磁の人～』というタ
イトルで、2012年に高橋伴明監督、林民夫脚本で
製作・公開された。

4） 2024年1月にU-Nextに対してメールで理由を問い
合わせたところ、「テロップなどの内容に関する情
報は持ち合わせておりません」という返答があっ
た。
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要旨：
帝国日本の崩壊後、朝鮮半島からの渡航者は日

本および GHQによる治安維持の観点から厳しい
取締りの対象となった。これにより、生活の糧を
求めた移動が犯罪としての「密航」として捉えら
れることとなる。本研究では、朝鮮半島からの「密
航者」が到着する主要な地域の一つであった対馬
を中心に、1）密航の形態、2）変則貿易との関連、
3）密航に対する日本・韓国での取締りの歴史的な
変化を検討した。密航が常に朝鮮半島と日本の政
治・経済状況に左右されてきたことを踏まえ、日
韓の政策が朝鮮人の移動にもたらした影響を検討
した。
密航現象は密貿易の組織化とも併せてなされ、

対馬を中継地点とした密航者のネットワークが構
築されていった。その後そうした「不法」な人の
流れは日本・韓国両国家の規制によって影響され
つつも対馬内部の住民の協力を得ながら取締りを
かいくぐってなされてきた。さらに密航は対馬を
重要な拠点として日本と韓国で行われていた「変
則貿易」と並行しながら展開されていた。しかし
1960年代の韓国における政変を背景として増大し
た密航者の流れに対して日本と韓国双方は取締り
を強化し、対馬を結節点としていた「不法」な活
動のネットワークは打撃を被る。日韓関係が不安
定なことによって利益を得ていた対馬は、日本と
韓国の「正常」な関係の確立とともに両国の移動

の中心地としての役割を相対的に縮小していくこ
ととなった。

Keywords: Stowaway, Smuggling, Tsushima Island, 

Immigration Control, Immigrant

Summary
After the collapse of the Japanese Empire, migrants 

from the Korean Peninsula were subjected to strict 

control by the Japanese government and the GHQ, citing 

the maintaining of “public order” as the reason. While the 

migration to Japan was key to their survival for many 

Koreans, their border crossing was criminalized as 

stowaways（mikkō）. Even after the Occupation of Japan 

by the GHQ, such “illegalized” activities had continued. 

Leading studies in the field have focused on the ethnic 

bond among these Koreans, but it is hard to overlook the 

interests of the locals in understanding why this 

unauthorized border crossing could continue. In this 

paper, by focusing on Tsushima Island, which served as a 

hub to many “stowaways” from the Korean Peninsula, I 

examine 1）the forms of stowaways around Tsushima, 2）
effects of “irregular trading（hensoku bōeki）”, and 3）
historical changes of Japanese and South Korean 

enforcement against stowaways. The purpose of this study 

is to clarify the changes in the trends and conditions of 

the “stowaway” Koreans. To be specific, this paper will 

analyze the impact of Japan-South Korea policies against 

stowaways and smuggling between the end of the World 
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War Ⅱ and the normalization of diplomatic relations 

between the two countries in 1965.

After the liberation from the Japanese colonial rule, 

many of the Koreans living in Japan returned to the 

Korean Peninsula. However, a number of these returnees 

traveled back to Japan due to economic and political 

difficulties. Their unauthorized entry to Japan forced 

them to engage in so-called “illegal” activities such as 

smuggling goods and people from and to South Korea. 

These activities, which became an important economic 

activity for Koreans at that time, flourished in and around 

Tsushima Island. By utilizing the connection provided by 

the ethnic community in Japan and support from the 

Japanese residents in the borderland, Koreans in both 

Japan and the Korean Peninsula made an “illegal” 
network for survival. However, these networks were 

always subjected to surveillance by the Japanese and 

Occupation authorities. Under the order of the GHQ, 

unauthorized border crossing became the subject of 

restriction for economic and security reasons. This 

institutionalized control by the Japanese authorities 

subsequently defined the legal status of Korean residents 

in Japan in relation to controlling unauthorized border-

crossing. However, a network of smuggling and 

stowaways centered around Tsushima still flourished even 

when the crackdowns were being enforced.

Moreover, the establishment of two separate states in 

the Korean Peninsula increased vigilance against 

stowaways. Since the outbreak of the Korean War, 

Japanese authorities were wary of the connection between 

Communism and the people entering Tsushima as 

stowaways, which led to a high level of surveillance 

against ethnic Korean groups living in Japan. On the 

contrary, the residents in Tsushima also benefited 

economically from the visits of the people who entered 

the island without authorization, and stowaway and 

smuggling network became more sophisticated. By the 

late 1950s, Tsushima was no longer a direct landing site 

but still served as an important nodal point for 

intermediating smuggling. The regulations of both Japan 

and South Korea had great impact on these illegal entries 

to the country. However, these entries were refined and 

organized with the help of the residents of Tsushima. 

Furthermore, smuggling business was widespread against 

the backdrop of the “irregular trading” between Japan and 

South Korea, which was done around Tsushima as an 

important base for this trade. Irregular trading were illegal 

in South Korea even through it was legal in Japan. 

However, it was these the bearers of that trade who also 

served as brokers of stowaways and were potentially 

subject to restrictions from both countries.

In the early 1960s, restrictions tightened on the 

“irregular trading” which had flourished on Tsushima, 

especially after the military coup of May 1961 in South 

Korea. The South Korean administration greatly 

tightened restrictions on stowaways and irregular trading 

for economic and political reasons. This was due to 

strong wariness against those who were politically active 

outside of South Korea and those who were suspected to 

sympathize with North Korea. Moreover, in response to 

this reorganization of the military dictatorship in South 

Korea, Japan also stepped up its crackdown on smuggling 

and stowaway networks. While the restrictions against 

irregular trading and stowaways were necessary for the 

transition to the normalization of the trade between 

Japan and South Korea, they also made an impact on the 

Korean economy in Tsushima. The restriction by Japan 

and South Korea authority greatly reduced the number of 

stowaways, and the period was marked with a decisive 

change in stowaways by Koreans through Tsushima.

The political change in South Korea in the 1960s and 

the normalization of diplomatic relations between Japan 

and South Korea after 1965 led to strong controls on the 

growing flow of stowaways. As a result of these 

restrictions, the role of Tsushima was reduced with the 

“normalized” relations between Japan and South Korea. 

The above movement restrictions surrounding Tsushima 

show the importance of Tsushima to the history of 

stowaways in partly due to the region’s ability to acquire 

profits independently of the state, which was in part at 
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odds with the logic of Japanese immigration controls. 

Tsushima’s gains from border control between Japan and 

South Korea have decreased as the two countries move 

toward the normalization of diplomatic relations, which 

mutually cracked down on these stowaways.

1．はじめに

日本がつくりだした境界の線引きと人々の生活
圏との矛盾は、戦後の在日朝鮮人の法的地位の問
題を説明する上で言及される重要な問題である。
戦前より植民地支配を通じて朝鮮半島からの移住
者を抱えていた日本は 1945年 8月 15日の終戦後、
占領軍による管理を経て「民主化」を遂げた国家
として再出発していくなかで旧植民地出身者を
「外国人」として管理あるいは排斥する制度をつく
りあげた。こうした観点のもと朝鮮半島からの渡
航は、おしなべて「密航（あるいは不法入国）」1）

とみなされ、取締りの対象とされてきた。
本稿では、国家の規制を掻い潜ろうとした朝鮮

人による密航のネットワークの変化に着目するこ
とで、日本および韓国における移動規制の作用を
描き出すことを試みる。ここではとりわけ、日本
と韓国との間に位置するという地理的な条件から
日本による朝鮮植民地支配の時代から戦後まで密
航の結節地点となっていた対馬に焦点を当てつ
つ、戦後から 1960年代までの時期を対象として分
析を行う。
戦後の密航のネットワークに関する分析は、占

領軍の資料の分析や済州島コミュニティに関する
研究などを通じて積み重ねられてきた。占領期の
移動については、オーガスティン［2006］、福本
［2008］、李英美［2023］などによって密航とそれ
に対する占領軍や日本の警察による管理のあり方
が分析されてきた。また日韓会談期から国交正常
化後における密航についても視野に入れた研究と
しては玄武岩［2013］や趙慶喜［2017］が挙げら
れ、どちらも国交正常化後も継続した済州島コ
ミュニティを中心とした移動の動向について論じ

ている。さらに占領期のネットワークに関する重
要な観点を提供したものとして朴沙羅［2016］の
研究が挙げられ、密航のみならず密貿易を含めて
占領期の人々の移動のネットワークを分析する視
点が提示された。本稿では、これらの研究が示し
た知見を踏まえたうえで、また方法の面では新聞
を通じて韓国での密航の捉えられ方を検討した金
艾琳［2011］の研究も参考にしつつ、密航の結節
点であった特定の地点に着目し、その変化を描き
出すことを試みる。
本稿でも取り上げる対馬をとりまく密航のネッ

トワークについては挽地［2007］、宮本［2017］が
すでに取り上げており、戦後から 1950年代の密航
の形態の変化やその背景に触れられている。しか
しながら、1950年代後半から対馬を中心に活性化
した変則貿易と密航との関係や、日韓国交正常化
をまたぐ 60年代の密航の動向についても掘り下
げる余地が残されている。1950年代の時点ですで
に対馬に直接上陸する密航の形態が変化したこと
自体は確認されているが、対馬をとりまく移動の
条件や、韓国側の移動規制といった要素も視野に
入れつつ密航の歴史をたどる必要があるだろう。
以上を踏まえ本稿では、日韓関係が再編されつ

つあった時期を中心として、日本および韓国によ
る移動規制が対馬近辺での密航をはじめとした
「不法」とされた経済活動にもたらした影響につい
て考察を加える。主要な資料としては、入国管理
局、海上保安庁、警察といった治安維持活動の主
体が発行していた報告書に加え、『長崎新聞』、『対
馬新聞』等の地域新聞などを扱う。記録を通じて
密航の動態を描くことは密航という現象の性質上
困難ではあるが、全体像を把握することは困難だ
としても密航取締りの動向、あるいは密航の捉え
られ方そのものがいかに推移してきたのかを確認
してその実態に迫ることは可能であると考える。
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2．解放後の朝鮮から日本への渡航に対す
る規制

（1）戦後における密航取締り体制の形成

1945年のアジア・太平洋戦争での敗戦直後から
日本は、配給・ヤミ市などに対する経済統制、治
安維持の観点から在日朝鮮人を警戒・排斥すべき
対象として認識しており、結果として占領軍もそ
れを追認していく。
戦後植民地支配から解放された在日朝鮮人の多

くは朝鮮半島への帰還を希望し、日本政府および
GHQによる送還を通じて、あるいは自主的に「闇
船」を通じて朝鮮半島へと帰還した。しかしなが
ら当時の朝鮮半島は食糧、物資、住宅といった生
活資源が不足し、帰還したとしても生活すること
が非常に困難な状況であった。また経済的な条件
に加え、諸政治勢力の対立も激しさを増していっ
た。こうした背景のもと、朝鮮半島へと帰還した
朝鮮人のなかから再度日本への渡航を試みる者が
出てくる。彼らの移動は日本政府及び占領当局の
管理下から外れたものであったがゆえに密航とし
て問題化された。
占領下日本で密航を直接規制する制度的根拠が

整備されるのは 1946年になってからだが、密航者
が実際に到着していた地域では戦後の早い段階か
ら朝鮮人による密航が意識されていた。佐世保引
揚援護局の『局史』によれば、密航の事例が確認
されるのは 1945年 10月からとあり［佐世保引揚
援護局 1949: 73］、旧植民地からの引揚げとの関連
で日本への密航（再渡航）に関心が持たれていた
ことが窺える。長崎県の場合でも 1945年 12月に
長崎県警察部のもとで「公安課」が設置 2）され、
公安課の主管事務には「密入国者の監視取締」が
挙げられていた［長崎県警察史編集委員会 1979: 

1438］。
その後 1946年の 3月頃から朝鮮半島からの密航
者の増加が顕在化したことで、占領当局および日
本政府は本格的に密航者防止の対策をとりはじめ
た。3月 16日には総司令部の指令により「本国に

引き揚げた非日本人は、連合軍最高司令官の許可
のないかぎり、商業交通の可能となるまで日本に
帰還することは許されない」とされた［森田 1955: 

84-85］。また 4月 2日の覚書「日本における非日
本人の入国および登録」により、占領軍に属さな
い非日本人が日本に入国する場合に司令部の許
可、日本の内務省を通じた登録が必要とされた［大
沼 1978a: 145］。1946年 6月 12日には、当時 山
で流行していたコレラの防止、そして治安上の撹
乱防止の観点から総司令部による覚書「日本への
不法入国の抑制」が出される。占領軍の指示によ
り、不法入国者の取締り方針が強化され、その対
策が制度面で整備されはじめる［大沼 1978b: 

113］。
占領軍の方針をもとに 6月 24日、佐世保駐屯米

軍第三十四連隊から沿岸警備措置を講じるように
指令が出され、それを受けて内務省警保局長から
沿岸監視隊の設置、密航者収容施設の設置命令が
出される。この内務省通牒に基づき、長崎県では
1946年 7月に「密航鮮人取締沿岸警備隊設置要綱」
が定められ、警察部に沿岸警備隊本部が設置、警
察署単位で地区沿岸警備隊が編成される。そして
沿岸警備の最重要箇所 66ヶ所に密航監視哨が設
置され、警備補助員 396名が任命される［長崎県
警察史編集委員会 1979: 1434］。とりわけ対馬にお
いては監視哨が約 20箇所設けられたとされてお
り［『西日本新聞』1965年 2月 2日朝刊］、その比
重は大きかった。
さらに 1947年 5月 2日に外国人登録令が公布・

施行されたことにより、戦後に朝鮮から日本へ渡
航した「外国人」（とりわけ朝鮮人）に対する取り
締まりが制度的に確立されていく。登録証の常時
携帯義務付けにより、密航者に対し「不法滞在」者
としての識別が可能となった。

（2）対馬をとりまく密貿易・密航圏

警察が検挙した「朝鮮人不法入国者数」の集計
を見てみると（〈表 1〉参照）、1948年に入って他
の地域をおさえて長崎県での検挙者数が突出し始
めている。前年までは福岡県、山口県での検挙者
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が長崎県を上回っていたが、1948年にはどちらの
地域でもそれまでの年を大幅に下回っており、移
動の回路にも変化が生じていたと推測される。
検挙者比率が長崎で増加した背景としては、対

馬・博多間の定期航路の拡大［村上 2009: 57］が
関係すると考えられる。例えば九州郵船の大衆丸
は密輸の手段として活用され、朝鮮から対馬へと
送られた物資が定期船を利用して密輸されていた
ことが確認できる［『対馬新聞』1949年 9月 6日］。
密輸品が集積される場所として対馬および定期便
が活用されていた。
水際での取り締まりもこうした常態化する密

航・密貿易に対応するべく強化された。1948年 5

月 1日の海上保安庁の発足とともに対馬では厳原
海上保安部が創設され、対馬沖での海上警備が強
化されつつあった［厳原町誌編集委員会 1995：
227］。
ただし対馬においては、島民が密航や密貿易に

協力していた面も見逃せない。当時の下県地区（警
察）署長によれば、密航・密輸出を対馬の島民が
傍観するだけでなく、密航者との間に介在して米、
砂糖、薬品などを売買したり、密輸船を斡旋した
り厳原・博多間の汽船で密航朝鮮人の荷物をもっ
て金をとるブローカーもいたという［『対馬新聞』
1948年 4月 28日］。

（3）密航の形態

密航希望者は朝鮮半島での貧困や政治的混乱か
ら逃れるため、あるいは家族との再会、勉学のた

めに日本に渡航していた。その主な目的地として
は、主に京阪神地域や東京・神奈川など、戦前か
ら在日朝鮮人の集まっていた地域が挙げられる。
特に密航者のなかには済州島出身者が多く、関西
の済州島人コミュニティと密航の斡旋とは強く関
係してきた。これは日本の中でも在日朝鮮人の多
く集まる関西における在日朝鮮人にもともと済州
島出身者が多いことや、日本と済州島との地理的
な近さによるものである。
一般的な密航の方法はいわゆる「密航船」を利

用した方法であり、朝鮮半島の側で希望者がブ
ローカーに対して必要な金額を支払い、5トンか
ら 10トン程度の小型船発動機船を通じて一度に
10人から 20人前後（場合によっては 40、50名に
ものぼる）を運搬するというものだ［小島 1952: 

98］。その後密航の方法が洗練されるにつれ貨物
船・貿易船で密航者を匿うなどのケースも多く確
認されるようになる。

（4）韓国における密航取締り

南北朝鮮の対立の激化に伴い、朝鮮半島の側で
出国者に対する取締りが強化される。特に本格的
に渡航規制が整備されたのは南北朝鮮双方に政府
が樹立された 1948年ごろであったと考えられる。
韓国政府にとって、密航という行為は国家によ

る統合からの忌避として捉えられ、規制の対象と
されていた。韓国では 1948年 12月 1日に国家保
安法が制定され、韓国政府を支持するか否かに基
づく思想管理が強化されていく。森田和樹によれ

＊［森田 1955: 150］より、主要地域のみを抜粋して作成した。

1946 4 12  1278 2467 4095 7336 1622 17733 

1947 1175 138 1488 1545 308 6010 

1948 2092 412 739 999 493 6620 

1949 2140 160 1106 1319 373 7573 

1950 1079 82 244 155  2105 

〈表1〉検挙地別朝鮮人不法入国者数
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ば、1949年 8月には兵役法が制定されるが、それ
と同時期に密航者（密出国者）に対する警察の取
締りも強化されていたという。具体的な措置とし
て、それまで密航者に対しては忠告をする程度で
とどめられていたのが、同時期を境に警察による
取り調べがなされるようになったとされる［森田
2022: 41-42］。
翌年には朝鮮戦争が勃発したことにより、戒厳

令下の韓国で海上警備が徹底された。朝鮮戦争勃
発後の 1950年 7月 17日、海軍大尉が新聞記者に
語った答弁では、密航者がいれば「民心動揺上」厳
重に取り締まる方針だとされている［『南朝鮮民
報』1950年 7月 19日］。この動きは日本の密航者
検挙数にも反映されたと考えられ、〈表 1〉からも
分かるように、1950年には日本で検挙された密航
者の数は大幅に減少している。

3．変則貿易の登場―1950 年代

（1）朝鮮戦争への対応

朝鮮戦争を契機として、戦禍から逃れてきた避
難民、あるいは徴兵から逃れんとする密航者が多
く発生していた。それに対する日本側の姿勢とし
ては基本的に避難民であっても「不法入国」とし
て扱うという非常に厳しいものであった。

1950年 6月 25日の朝鮮戦争開始直後、すぐさ
ま海上保安庁は避難民による密航への警戒を強化
した。朝鮮半島からの避難者への対応については、
仮に難民であっても不法入国者として取り締る姿
勢が早くから示された。そして長崎の警察でも 26

日に県内の各警察署、特に沿岸・離島方面に対し
て沿岸警備強化の指令が発せられている［『長崎日
日新聞』1950年 6月 27日］。さらに公的機関のみ
ならず、朝鮮戦争からの避難者取締りには住民も
動員され組織化されていた。対馬では沿岸警備の
強化の一例として、各地で治安協力会なるものが
結成され、密航者の通報、あるいは山狩りが行わ
れていたという［火野 1950: 117-118］。
さらに朝鮮戦争を契機とした朝鮮人に対する日

本の治安活動は左派系の朝鮮人に対する取締強化
としても表れており、対馬では 1950年 7月 5日、
地域の「解放救援会」（在日本朝鮮人解放救援会を
指すと思われる）が反米ビラなどを撒いたなどの
疑いで警察による取締を受けている。この際対象
となった解放新聞支局員の家宅捜索では、外国人
登録偽造に使ったと思われる証拠品などが押収さ
れ、その支局員は密航者の世話もしていたという
［『読売新聞』1950年 7月 7日朝刊］。
朝鮮戦争が起きた 1950年には規制によって密

航者が大幅に減少していたが、休戦交渉がはじま
る 1951年 6月以降に密航者が本格的に増加したと
される［森田 2022: 43］。対馬においてはその増加
傾向が早くから確認され、対馬での密入国検挙者
数は 1950年の 799人から 1951年の 1361人へと大
幅に増加している 3）。

（2）密航を支えた地域住民

対馬を介した密航は戦後直後に限らず続き、朝
鮮戦争頃までにはすでに「 山、麗水、済州島か
ら、泉、佐須奈、鹿見、雞知に渡り、厳原に出て
ここから山口県南部、博多、佐世保、長崎」といっ
た経路ができていたとされる［小笠原 1951: 51］。
日本の国境管理が強化されていったにもかかわら
ず密航者が到着可能であったのは、上記のような
地域において密航ビジネスに参加する者が協力し
合っていたためであろう。
対馬でも沿岸地域にいる住民が密航者を導き、

そして匿っていたことで治安当局による密航者の
発見が困難になっていた。一例として、対馬の在
日朝鮮人は、密航船が到着できるかどうかの確認
およびその合図の発信を行うなどしていたという
［湯浅 1952: 62-63］。また 1952年当時の海上保安官
はその時を振り返り、「対馬には、密輸部落という
ものがあって、そこは一時警察でも全然手入れが
できなかった位い〔ママ〕すごかった。そこに密
航ブローカーがある」と述べている［伊藤 1952: 

98］。これには取り締まる側の誇張も含まれている
可能性があるが、地域において密航・密輸への協
力が珍しいものではなく、常態化していたことが
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窺える。
だが密航者を匿っていたのは朝鮮人だけではな

い。成功させることによってかなりの利益が見込
まれることから、日本人の協力も度々確認できる。
中には市町村の役場の職員で密航者に対し外国人
登録証の交付を組織的に行った者もおり、1953年
の西日本新聞によれば雞知町の役場職員が「密航
ブローカーと結託、韓国人登録証を不正交付して
いた」という［『西日本新聞』1953年 7月 27日夕
刊］。公人であっても密航ブローカーとの協力関係
が存在し、本来密航者の在留を防止するための制
度の抜け道がつくられていたことがわかる。
しかし後にこの職員は検挙されており、偽造登

録証の入手が困難になったことで密航ブローカー
が逃走したと当時の新聞では考えられていた。そ
の影響で 1953年には密航者が対馬を避け、長崎県
本土の北松浦郡の海岸線にそのコースを変更した
ものも多かったという［『西日本新聞』1953年 7月
27日夕刊］。海上保安庁の記録では、厳原保安署
で検挙した出入国関係法令違反は 1952年の 28件
177人から、1953年になると 12件 42人と急激に
数を減らし、この低迷は 1955年まで続く 4）。

（3）「密貿易」の活性化

朝鮮戦争の停戦後、日本の治安機関の間では密
航の形態が「巧妙」となっていたことが度々報じ
られてきた。すでに述べたように 1952年から 1955

年にかけては密航の検挙者数が徐々に減少してい
たが、取締りの最前線においては依然として巧妙
になされた密航に対して強い警戒が寄せられてい
た。

1954年 7月の『長崎日日新聞』記事では、対馬
付近で偽造登録証が発行されていたとあり、それ
に対し警察・県が強力に取り締まる姿勢を示して
いた。［『長崎日日新聞』1954年 7月 29日］。同記
事によれば、（1952年 4月に施行された外国人登
録法にて取り入れられた）指紋押捺制度の施行が
1955年まで延長されることがすでに決定されてい
たため、先に長崎県では 1954年の登録証切替えを
機に “ 偽造証狩り ” を断行することになったと伝

えられている。こうした動きは密航の方法に影響
を与えたとみられ、当時の新聞では下記のように
伝えられる。

これまでは対馬上陸後しばらく情勢を見、登
録票を不正入手してから厳原―博多間の定期
船で来ていたのが、取締りの強化とともに一
変し、李ライン付近または壱岐その他の離島
の陰で待機し、夜間、未明、とくに日曜祭日
など警備の手薄をねらって上陸するなど、絶
えず警備態勢をうかがいながら取締りの盲点
をつく挙に出ている。［『長崎日日新聞』1955

年 11月 24日］。

さらに、この時期に問題となった密航の形態の
変化についても注目したい。厳原海上保安部が発
行した報告では、1950年代の密航の変化について、
「昭和 20年代までは、 山など韓国南部の沿岸か
ら小型船に多数が乗船して夜間、対馬や九州北岸
の沿岸部に上陸するいわゆる船ぐるみの密航が多
かったが、30年代に入り韓国からの貿易船に潜伏
して上陸したり、船員手帳を偽造し正規の船員を
装って上陸逃亡するという事案が多発するように
なった」とある［厳原海上保安部 2000: 36］。こう
した方式への変化は、対馬において盛んであった
日韓間の特殊な貿易形態、いわゆる「変則貿易」の
登場が関係していると考えられる。
対馬においては、1955年 7月に厳原港での日韓
貿易が再開され［村上 2016: 28］、厳原港に入港す
る韓国船が増加する［厳原町誌編集委員会 1995：
1072］。この変則貿易とは、日本では正常貿易とし
て扱われつつも、韓国側では禁制品を扱っていた
ために密輸とみなされていた貿易のことを指す。
韓国からはスクラップや海藻類が輸出され、それ
に対して日本から衣料、雑貨、化粧品等が持ち出
されていた［法務省入国管理局 1969: 45］。 山税
関の記録によれば、1954年にすでに対馬の厳原港
に「密輸基地」が登場していたとされる［ 山本
部税關編 1984:（ページ数記載なし）］。同記録には
「特攻隊密輸」という記述が登場するが、それはこ
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の変則貿易のことを指している。
日本の入国管理局は、厳原港でこの貿易が繁栄

した主な理由として、1）この貿易が対馬の経済に
利して地元から歓迎されたこと、2）近距離のため
小さな船でも航海でき取締りを逃れやすいこと、
3）韓国の経済再建が進みその需要が低下しなかっ
たことを挙げている。さらに貿易を行っていた船
員の船員手帳が偽造・変造であったものの、寄港
上陸許可を与えない入国管理局に対して地域住民
がむしろ非難していたことが入管側の記録から窺
える［法務省入国管理局 1969: 46］。入国管理局に
とっては変則貿易も警戒の対象であったが、貿易
によって利益を得られる対馬の人々は移動規制自
体に否定的な姿勢も示していた。
こうした状況を背景としてブローカーたちは、

密貿易と密航の斡旋とを並行して行っていた。対
馬― 山間でヤミの運び屋をしていた人物による
証言によれば、昭和 30年頃にそうしたヤミ商売が
流行しており、日本の品物を運んでいたほかにも
連絡がくれば「人連れ」も行っていたという［高
鮮徽 1998: 185］。入国管理局も「密航者が船員に
化けていたり、船員がそのブローカーであったり
密輸したり」といったことを変則貿易に伴う問題
として指摘している［法務省入国管理局 1969: 45］。
こうした状況下で密航・密輸を切り分けることは
困難であり、韓国・日本両国家の移動規制はその
どちらにも影響しえた。
ただしこうした密航との関連があっても対馬が

変則貿易を受け入れたのは、対馬があくまでも朝
鮮と在日朝鮮人の集住地域とを中継するに過ぎな
かったことも関係すると考えられる。対馬には、民
族コミュニティが形成されていた関西地域などの
ように産業基盤が備わっていたわけではなく、在
日朝鮮人にとって一時的な出稼ぎの場所とはなっ
ても継続的に生活を送る場所とはなりにくかっ
た。ゆえに対馬では不法なものを包摂した朝鮮人
の事業がある程度容認されていたのだろう。

1950年代後半の密航者数の推移として、1956年
9月に韓国一帯で発生した農作物の凶作、さらに
翌年に済州島を襲った台風被害により一時的に密

航者が大幅に増加する［『長崎日日新聞』1957年 3

月 19日］が、1959年になると急激にその数を減
らしていた。この時期は韓国が対日貿易の断絶を
契機として密貿易船の取締を強化しており［『朝日
新聞（西部本社）』1959年 6月 29日］、それによ
る貿易船の往来の減少が密航の件数にも影響した
ものと考えられる。

4．1960年代における日韓両国の国境管理
の強化

1960年代は、1950年代後半に栄えた日韓間の変
則貿易から「正常貿易」に転じはじめる時期であ
り、公的には日韓の正常な経済関係への転換が期
待されていたが、旧来の貿易形態に依拠していた
対馬では異なる様相を呈していた。
密航の大まかな動向については、入管当局によ

る不法入国者の検挙人数を通じて把握することが
できる（〈図 1〉参照）。1960年代前半の特徴とし
て、1950年代末よりも全体的に検挙者数が増加し
ており、日韓国交正常化がなされた翌年（1966年）
からは検挙者数が大幅に減少している。

（1）韓国の政変

1960年 4月のいわゆる学生革命によって李承晩
政権が崩壊することとなり、体制の動揺を好機と
した密航の増加が韓国側では問題視されていた
［『馬山日報』1960年 7月 14日］。上述の通り 1960

年代初頭に密航者が極端に増加したのはこの混乱
と関係しているだろう。

1961年 6月 5日付の『対馬新聞』記事では、対
馬の内各治安当局によって検挙された密航者数の
推移が記載されており、それによると検挙者数は
1957年に 291人、1958年に 71人、1959年に 129

人、1960年に 294人、1961年 5月までには 101人
と推移している。やはりここでも 1960年の検挙者
数の増加が際立つ。
この時期長崎県内では、対馬のみならず長崎港

海域でも水上犯罪の取り締まりが意識されてお
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り、1960年 11月 1日に長崎市に水上警察署が設
置されている［長崎県警察史編集委員会編 1996: 

184］。もちろん対馬の治安機関も韓国における政
治情勢の変動と密航の関係について警戒をはらっ
ており、その後 1961年 5月 16日の軍事クーデター
の際にも対馬内の警察、厳原海上保安部などは密
航者の更なる増大を見込んでいた［『対馬新聞』
1961年 6月 5日］。
確かに上記〈図 1〉のデータを見ても 1961年も

密航者の検挙人数は 50年代末ごろに比して多い
ままであったことが確認できるが、1962年になる
と前年よりも 200人程減少しており、60年から 61

年にかけてよりも大幅に減少している。さらに海
上保安庁によれば、1960年から 1963年にかけて
集団密航検挙数は 1960年 34件 668人、1961年 46

件 789人、1962年 27件 452人、1963年 17件 277

人と減少していた［海上保安庁 1965: 109］。海上
保安庁が収集した情報においては 1961年から 62

年にかけての検挙人数の減少がさらに際立ってい
る。この原因となったのは、韓国における軍事独
裁体制の再編とそれによる海上規制の強化と考え
られる。

（2）韓国における密航取締

後に大統領となる朴正煕が主導した軍事クーデ
ターは韓国側で密航、密貿易対策が強化される一
つの大きな画期であった。もともと 1959年 6月の
「貿易断絶」宣言以降、韓国側の取締が強化され、
強硬的な手段もとられるようになっていたが［村

上 2016: 30］、1961年 5月 16日のクーデター後の
韓国ではそれ以前の密貿易に対する取締をさらに
強化する方針がとられ、密輸組織関係者に対して
軍事裁判もかけられるようになった［村上 2016: 

32］。その結果は対馬周辺への貿易船の入港数に反
映されており、1962年に厳原港への外国船入港数
は大幅に減少している［村上 2016: 27］
そして密輸に対する規制のみならず、韓国から

出発する密航そのものに対する規制も強化されて
いた。1961年 12月 13日に公布・施行された密航
団束法（「密航者取締り法」）では、密航者が強制
送還された際に 3年以下の懲役が課されることが
定められた 5）。密航者たちは日本で取締まりを受
けるだけでなく、送り返された後にも厳しい処罰
を受けることとなったのである。従来の韓国の法
体制では、軽犯罪処理法に規定された密入国に関
する条項によって送還者が処罰されていたが、公
訴時効が 1年と限定されており、その期限よりも
前に入国していた者を処罰することができなかっ
た［『東亜日報』1962年 3月 12日］。従来の法的
枠組下で送還された者が再度密航できたことは韓
国内で問題視されており、密航団束法は、密航者
の再犯防止に重点を置いていた。1962年になると、
これをもとに韓国の治安当局が密航を企てた人々
を厳しく取締まった［『京郷新聞』1962年 1月 25

日、『東亜日報』1962年 2月 16日］。
韓国側が密出国を取締まったのは、単に密貿易

防止とからめた経済的な理由だけではないと考え
られる。密航団束法自体は政治活動の有無に限ら

〈図1〉不法入国者検挙数（1952年～ 1974年）
［法務省入国管理局『出入国管理』1976年より作成。］
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ず密出国者全般を対象としていたが、場合によっ
ては「政治犯」処罰と重なり合って作動した。例
えば日本に密航したのち、韓国での生活が困難と
して北朝鮮へ行くことを希望したことで拘束され
た人物の場合、密航団束法だけでなく反共法も適
用されている［『京郷新聞』1968年 4月 10日］。当
時北朝鮮への「帰国事業」を背景として、日本を
経由して北朝鮮へ行くことを求める人々もいた
が、当時韓国の反共政策のもとで、密航防止強化
は政治的な取り締まり強化の側面も持ち合わせて
いた。
また当時韓国政府に反対する勢力の日本での活

動も懸念されており、クーデター後に出国者が増
加したなかでそうした活動家を取り締ることも強
く意識されていたと考えられる。当時の韓国内で
は日本の警察からの情報が新聞を介して紹介さ
れ、密航者の政治活動への警戒が煽られている。
1962年 6月 7日の『馬山日報』では、同月 5日に
日本の警視総監が全国警察署長会議にて「反韓運
動に参加するために日本に密航する北韓人の数が
増加している」と語ったという内容が紹介されて
いる。当時日本と韓国の間では、日韓会談での李
承晩ラインの扱いなどをめぐって対立があったも
のの、日韓双方の間で政治的な密航者に対する警
戒は共有されていた。

（3）日本でのブローカー規制の強化

韓国における軍事クーデターを受け、日本側の
密航・密輸取り締まりも強化された。警察庁によ
り 1961年 5月 31日に九州、近畿、中国、四国の
四管区と警視庁、大阪、広島、山口、愛媛、福岡、
長崎の七都府県警の密入国取締り担当官が集めら
れての特別会議が開かれ、各地域の情報交換、密
航ブローカーの全国的な指名手配がなされている
［『読売新聞』1961年 6月 1日朝刊］。この時期、日
本の治安当局が密航・密輸の拠点の取り締まりに
注力していたことが窺える。

1962年には銃器の密輸が韓国貿易船を通じて行
われていたことを受け、日本国内で関税法違反の
取締りが強化されている。入管厳原港出張所では、

麻薬の密輸、不法入国およびそのほう助を含めた
諸事件について、韓国貿易船員との関係を指摘し、
その代理店の責任までも追求していた［『対馬新
聞』1962年 3月 30日］。同時期、日韓を結ぶ商社
は従来の変則貿易、つまり韓国側では不法とされ
ていた形態の貿易から、「正常貿易」への転換を余
儀なくされていたのだが、犯罪との関連を追求さ
れた商社は入管によって「正常貿易」への申請を
却下されている［『対馬新聞』1962年 3月 30日］。
日本と韓国を行き来する商人は密航との関連を警
戒され、日韓の貿易体制の「正常」化の動きが経
済活動を規制する動きと表裏一体であったことが
窺える。
この時期には他地域、特に関西においても密航・
密輸に関与したとみられたグループに対する摘発
が強まっていた。1962年 8月には大阪府警が外国
人登録証切り替えのタイミングを契機に生野、東
成の潜在密入国者の一斉摘発に乗り出し、その後
大阪のブローカーに対して摘発を行っている［『長
崎新聞』1962年 11月 11日］。この同時期対馬で
も取締りが行われており、こうした取締りが実際
に密航減少につながったと長崎県の警察は評価し
ており、「密航者が相次いついだ〔ママ〕35、6年
ごろにくらべ、最近本県への集団密航がとくに少
なくなってきたのは、2―3年前北九州、大阪の密
航ブローカーの手先となって対馬地区で働いてい
たものを根こそぎ検挙したため」だという［『長崎
新聞』1962年 11月 11日］。それまで構築されて
いた九州と大阪を結ぶ密貿易・密航のネットワー
クに対し日韓両国によってある程度打撃が与えら
れたのがこの時期の特徴であったといえる。
時期を前後するが、この年に対馬内の朝鮮人民

族団体に対しても警察の捜査がなされていた点も
注目に値する。1962年の『朝鮮時報』（朝鮮総連
の日本語版機関紙）の記事によれば、厳原にいた
韓国船員が『朝鮮青年』（在日本朝鮮青年同盟およ
び朝鮮青年社が出していた朝鮮語の新聞を指すと
思われる 6））を一枚もっていたというだけで「関
税法違反」とされ、朝鮮総連対馬本部が捜査の対
象になっていたという［『朝鮮時報』1962年 2月
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17日］。この詳細について把握することはできて
いないが、日本による沿岸警備、政治的立場との
関連から対馬の総連が警戒対象となり、朝鮮総連
傘下の団体が発行した新聞の日本外への流通が取
締られたものと考えられる。

（4）日韓国交正常化交渉と密航

1962年以降に密航者の検挙数が一時的に減少し
ていたものの、日韓国交正常化が成立する前後に
は韓国からの密航者が急増していた。日本で検挙
された集団密航検挙数は、1963年の 17件 277人
から 1964年になると 50件 587件と増加しており、
この変化について海上保安庁の資料には「〔昭和〕
39年はじめ頃は日韓国交正常化の交渉がかなり進
み、だ結の見通しが強くなっていた。妥結前に渡
航しておけば永住許可等の特典が与えられるとい
う風評が流れていた」という［海上保安庁 1965: 

109］。こうした流れは翌年にも続いており、1965

年 2月時点の『長崎新聞』記事でも、韓国で生活
が困難な人々に対してブローカーたちが「いま日
本に行けば永久居住権がとれる」として密航者を
募っていたと報じられている［『長崎新聞』1965年
2月 28日朝刊］。
日韓国交正常化を境に日本と韓国の間では密貿

易や密航に対する規制が強化される一方で、それ
によって統制しきれないほどの密航が発生してい
た。国交正常化を契機として、1966年 1月の永住
審査を目的に日本での在住の実績をつくろうとす
る密航者が取り締まる官庁から警戒されていた
［『対馬新聞』1966年 1月 1日］。
上記の密航の流れを促進した不法入国者に対す

る永住許可の付与の話は、確かに日韓の交渉のな
かで登場したものであった。日韓会談の在日韓国
人の法的地位に関する会合では、韓国側代表が、戦
後の日本入国者の在留を居住実績に応じて認める
ことを度々日本側代表に対して要求していたこと
が確認できる。例えば第 6次日韓会談での「在日
韓国人の法的地位に関する委員会」の第 1回会合
で韓国側代表者によって提示された、在日韓国人
の法的地位に関する協定案では、「太平洋戦争の戦

闘が終結した日の翌日以後に日本国に入国し、日
本国政府から在留は受けなかったが、本協定発効
の日までに 2年以上居住する者については、その
居住実績を参酌し、在留を許可するようにする」と
して戦後入国者の在留を認める案が出されており
［外務省北東アジア課 1964: 84］、密航によって日
本に来た者の在留を日本側に求めていた。もちろ
んこの内容は実際の日韓法的地位協定の条文には
反映されていないが、戦後入国者への対応につい
て法務省が声明を発する形で日韓双方の妥協がな
された。
在日韓国人の法的地位に関する委員会の記録に

よれば、不法滞在者の在留については民団の要望
が大きかったとあり、1965年の条約調印が近く
なってきた際に戦後入国者に関する取り決めがな
されたとされる［「在日韓国人の法的地位に関する
委員会会合記録」1970: 406］。在日韓国人の法的地
位をめぐって民団側は韓国政府に対し、戦後に密
航によって渡日せざるを得なかった人々に対して
生活基盤に応じて在留権を獲得できるようにする
ことを求めて要請を行っていた。
民団主流にとって、永住権獲得を通じた在日朝

鮮人コミュニティ内での影響力拡大の観点では密
航してきた人たちも包摂すべき対象であった一
方、公には密航を仲介するブローカーに対しては
批判的であったと考えられる。その一例として、ブ
ローカーを介した移動を「国庫の損失」とし、密
航を行わざるをえない状況の改善を韓国政府に対
して求めた嘆願書（大阪入管で焼身自殺した人物
による）が機関紙で取り上げられている［『韓国新
聞』1969年 2月 5日］。こうしたことは、民団が
在日朝鮮人としての特殊な状況を理解したうえ
で、本国の論理も無視できなかったことによるだ
ろう。とはいえ戦後密航を通じて渡日した朝鮮人
の滞在は、日韓会談の重要な争点として捉えられ、
これがブローカーによって密航希望者を募集する
根拠としても利用されたものと考えられる。
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5．国交正常化以降の「密航」の変化

（1）日韓関係「正常化」後の密航形態

1965年の日韓国交正常化に伴い両国連携での密
航・密貿易対策がなされていく。国家同士でなさ
れた移動規制の影響は強かったと考えられ、この
直後に全国的に密航者が減少している。
もともと韓国側では「不法」であった変則貿易

に対する取締りが強化されたことで、対馬（厳原
港）への入港数自体が激減した。もちろん変則貿
易自体がかならずしも密航を伴うものではなかっ
たであろうが、一定の貿易形態が成立していたと
いう状況が密航の形態とも関係していたことは間
違いない。少なくとも韓国による変則貿易規制は
日本との船舶の航行一般を規制しうるものであ
り、その影響について例えば『対馬新聞』は下記
のように報じていた。

昭和 31年から 35年まで全盛をきわめた日韓
変則貿易も、韓国政府の取り締まりの強化で、
韓国からの小型貿易船の入港は激減、特に昨
年 8月韓国政府が日本政府に「30トン以下の
小型韓国船は正規の貿易船と認めない」とし
て取り締まりに協力を求める事態となりそれ
まで月延べ 30隻―25隻入港していた韓国船
も 8―10隻に減り、ことしに入って 8隻平均
の入港実績を保っている実情［『対馬新聞』
1966年 4月 25日］。

さらにこうした規制の影響は単純に貿易に対す
るものにとどまらず、密航に対しても作用したと
考えられる。1966年の『海上保安の現況』では、
「密航の態様としては、小型漁船によるものと、日
韓間を往復する貿易船によるものとがあり、従来
は小型漁船によるものが典型的であったが〔昭和〕
39年以降は、貿易船を用いるものが増加している。
特に 40年前半期には、全治安機関で検挙した集団
密航事件 32件中 24件が貿易船によっている」［海
上保安庁 1966:115］とある。貿易に扮した密航の

事例はそれ以前にもあるが、国交正常化を背景に
小型船を使用したものから貿易船を利用したもの
が密航の方法として中心的となっていたと捉えら
れていた。
上記のような条件の変化のもと、1965年以降に
対馬を通じた密航ルートが衰退し、本土に直接上
陸する方式がとられていったとみられる。福岡入
管厳原港出張所の調べによれば、1965年から 1975

年に至るまでの対馬内への密航者は 141人であ
り、その推移は次の〈表 2〉のようになる［『対馬
新聞』1975年 10月 20日］。

1965年には対馬にも多くの密航者が訪れていた
が、その後しばらくは検挙数が低迷していた。す
でに述べたように、日韓会談前後には日本で永住
できるという噂が流されていたことが関係して多
くの密航者が訪れていたが、その後対馬への密航
は基本的に低迷していた。ブローカーが対馬沖で
船を乗り換え、博多などに密航させる（その後関
西への移動を想定）という事例など、密航者たち
は対馬沖までは来ても、上陸せずに「本土」にま
で行くという形態が採用されていた。これは入国
管理局の記録にも反映されており、1967年上半期
の密航者についての記録によれば、不法入国場所
は萩・下関、神戸、博多などの地域に船が上陸し
ており、それらの地域の上陸者数はどれも同年の
対馬への密航者数（〈表 2〉参照）を上回っている
［法務省入国管理局 1967b: 4］。上述のように 1973

年、75年に対馬への密航者が一時的に増加してい
たことが確認できるものの、基本的には新しい密

＊福岡入国管理局厳原港出張所調［『対馬新聞』1975年 10
月 20日］。

1965 19 76 1971 1 4 

1966 2 2 1972 0 0 

1967 2 9 1973 4 45 

1968 2 2 1974 1 2 

1969 0 0 1975 3 44 

1970 0 0 

〈表2〉1965～ 1975年にかけての対馬内への密航
数（件数、人数）
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航形態が主流となっていたことで、あえて対馬へ
と訪問する必要性が低下していた。

1966年の密航の形態の変化について、入国管理
局よれば小型の密航船による密航は少なく、ブ
ローカーまたは船員の手引きによって貨物船を通
じた密航が増加しており、その原因として韓国官
憲による密航船の没収・撃沈等を含めたブロー
カーの徹底的な取締りが挙げられている［法務省
入国管理 1967a: 1-2］。国交正常化前後の韓国によ
る密輸・密航対策が密航の形態、そして上陸ルー
トに影響をもたらしていたと考えられている。
この 1970年代前半の密航者は、対馬以外の地域

においてより一層顕在化していた。とりわけ顕著
であった地域は山口県であり、同県での不法入国
者の水際検挙数は 1970年 44人、1971年 41人、
1972年 111人、1973年 41人、1974年 28人となっ
ていた。上述の対馬での検挙数と比較すると、1973

年を除いて当該期間の各年で山口県での検挙数は
対馬での検挙数を上回っていたとみられる［法務
省入国管理局 1976: 123］。
移動者の内実としては、やはり済州島出身者が

依然として多数を占めている。入国管理局による
データからこの時期の不法入国者数（水際検挙）を
みてみると、1970年 116人、1971年 77人、1972

年 184人、1973年 232人、1974年 131人と推移し
ている。このうち済州島の出身者は、70年 93人、
71年 60人、72年 154人、73年 189人、74年 112

人と変化している。これらのほぼ 8割近くを済州
島出身者が占め、1972年から 73年にかけて大幅
に増加していた［法務省入国管理局 1976: 122］。日
韓国交正常化後、密航の検挙者総数は大幅に現象
していくものの、途絶えたとはいえない。特に済
州島出身者による出稼ぎは継続しており、「1970年
代に済州島から日本への密航は絶頂期を迎える」
［李昤京 2018: 284］とも評価されている。
再編された移動において、仲介地点としての対

馬の影響力は減じるが、日韓国交正常化後も場合
によってはその役割が重視される面もあったとみ
られる。厳原警察署に勤務していた警官の証言に
よれば、1967年 3月に軍事独裁政権下の韓国から

逃亡し、日本へと密航してきた韓国人が職務質問
を受けた際、その人物は「一家揃って日本に行け
ば、日本は平和な国で、朝鮮総連の保護を受けて
暮らせるだろうと思い、家を売り払って密航して
来た」と回答していたという［片岡 1972: 53-54］。
この時期であっても対馬の総連が韓国から逃走し
た際の拠り所になるという情報が密航者に共有さ
れていたことが窺える。

（2）日韓国交正常化期の韓国での移動規制

日韓国交正常化を前後して、韓国側は密航規制
をさらに強化していた。日韓国交正常化が成立す
る直前の 1965年 6月 19日、韓国側は密輸密航事
犯特別合同捜査班をはじめとして密航の徹底的な
取り締まりをはかっていた［法務省入国管理局 

1967a: 1］。具体的な措置としては、「密航船の没収、
不良貨物船員の下船処分等」がなされ、これによっ
て「 山を中心とした密航ブローカーが大打撃を
受けた」とされる［法務省入国管理局 1967a: 13］。
韓国の新聞記事に記された韓国警察の説明では、
それまでは被送還者を拘束しないケースもあった
のに対して、1965年（日韓国交正常化）以降は密
航を全員拘束すると発表されていた［『京郷新聞』
1968年 3月 2日］。
日韓国交正常化後、韓国は日本へ税関職員を派

遣しており、1968年 10月には 山税関審理課長
が「特攻隊密輸」根絶のために対馬に派遣され、情
報網の構築や「密輸」実行者に対する説得工作を
行なっていたとされている［ 山税関本部 1984:

（ページ数記載なし）］。日本側は依然として変則貿
易に対して積極的に介入する姿勢は示していな
かったが、福岡入管の側も変則貿易の際に厳原に
入港する貿易船の船員手帳に偽造が多いことにつ
いては認識していた［『対馬新聞』1967年 7月 5

日］。日韓の法の違いによって変則貿易への両国の
姿勢は異なっていたが、 山税関の記録によれば
最終的に同貿易形態は 1960年代末には終息した
ものとみられている［ 山税関本部 1984:（ページ
数記載なし）］。
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6．おわりに

本稿では、日韓国交正常化に至るまでの期間を
中心として密航の変化について論じ、日本と韓国
との国境の最前線にある対馬に着目して両国の移
動規制の様相の変化を示した。とりわけ既存の研
究では朝鮮戦争以後の密航とそれに対する規制に
ついては言及が少なかったが、本研究では変則貿
易の推移と密航とのかかわりについて意識するこ
とで、日韓両国による移動規制の影響をさらに明
確にすることができたと考える。
第二次世界大戦終結直後から、その地理的な条

件によって対馬は密航・密貿易の重要な中継地点
としてとりわけ官憲から意識されていたが、密航
の主体となった朝鮮人のみならず日本人による協
力も珍しいことではなかった。朝鮮戦争を前後と
して、日本での入国規制が強化されるのみならず
密航の出発地点となる韓国側においても密航・密
貿易に対する規制体制が本格的に整備されていく
こととなるが、両国によって移動が規制されたな
かでも対馬を中心とした変則貿易などを背景とし
て巧妙な形で密航の回路が維持されてきた。

1960年代に突入すると、朴正煕政権の強力な反
共政策のもとでの出国規制と日本と韓国との協力
関係の成立によって対馬を介した特殊な移動形態
は衰退していくことになる。日韓国交正常化以後
も密航現象自体は継続していたが、国交正常化が
密航ネットワークの地理的な条件を再編する重要
な契機であったことは確かである。とりわけ従来
その地理的関係から密航の中心地点の一つであっ
た対馬が日韓の移動において果たす役割は、日本
と韓国の「正常」な関係の確立によって総体的に
縮小していくこととなった。
こうした流れを踏まえると、戦後の密航の歴史

において対馬が重要であったのは、逆説的なこと
に、日韓が対立を重ね国交正常化が遠のき、国家
の利害とはまた別に地域が独自に利益を獲得する
ことができたためであったといえる。日韓間の不
安定な関係を生かして対馬が獲得した利益は、朝

鮮人の流入そのものを強く警戒する日本の入国管
理の論理とも部分的には対立するものでもあっ
た。
ただしもう一つ着目しなければならない対馬の

特殊な条件は、同地域が朝鮮人の生活の地ではな
かったということだ。朝鮮人が人口として定着す
る場ではなかったがゆえに対馬では朝鮮人の移動
者がある程度黙認されていたのだと考えられる。
同地域に着目することは、戦後の朝鮮人の密航の
条件を確認するうえで重要だが、今後さらに他の
地域において密航者がどのように捉えられていた
のかも併せて検証する必要がある。

注
1） 尹健次［2015: 185］が述べるように、第二次世界

大戦終結まで日本と朝鮮とは朝鮮人にとってひと
つの生活圏となっており、それが突如として戦後
（解放後）断絶されたという状況を踏まえれば、解
放後の朝鮮人による越境を「密航」とすること自
体に疑義が生じうる。また同書によれば、在日一
世のなかには「密航」という言葉に反発する人も
少なくないという。しかしながら以下では、連合
軍による日本の占領期と占領期以降とを区別せ
ず、非合法化された越境を「密航」として、基本
的に地の文においてもカギ括弧を付けずに表記す
る。

2） 後に警察制度改革によって制度化される「警備課」
の先駆的なもの。

3） 宮本［2017: 62］の表を参照した。
4） 『海上保安統計年報』各年。ちなみに 1954年は 25
件 41人、1955年は 7件 35人と記録されている。

5） 1961年 12月 13日付の韓国の『官報』（第 3024号）
より。

6） 朝鮮青年社が刊行していた雑誌『新しい世代』を
参照［『新しい世代』1964: 30］。
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アブストラクト：
本稿は、近年日本で見られる「反日映画」言説

を批判的に検討する。「反日映画」言説とは、日本
の植民地支配など、日本に関連するテーマを扱っ
た一部の韓国映画を「反日」と定義し、その歴史
認識や表現方法を批判する言説である。本稿では、
この「反日映画」言説の代表的な論者として、韓
国人映画研究者の崔盛旭と、比較文学・映画研究
者の四方田犬彦の論考を分析する。彼らは「反日
映画」を韓国映画固有のジャンルとみなし、さら
に韓国政府の「国策」として製作が推進されてき
たと主張する。しかし、これらの主張は、韓国映
画史の文脈や、韓国社会における多様な意見、そ
して「親日派」をめぐる複雑な歴史認識を無視、も
しくは過小評価している。

本稿では、まず第 2章で四方田と崔の論考を詳
細に分析し、「反日映画」の定義の曖昧さ、主張の
根拠の乏しさ、個人的な経験に基づく一般化と
いった問題点を明らかにする。続く第 3章では、韓
国映画史における「国策映画」の実態を検証する
ことで、「反日映画」を「国策」とみなす言説の妥
当性を問う。さらに、韓国における実話に基づく
映画（ファクション映画）製作のブームと、それ
に対する韓国内の多様な反応（肯定的な評価だけ
でなく、過剰なナショナリズムや、歴史の単純化
への批判）を分析する。特に、2015年に公開され
大ヒットを記録した映画『暗殺』を事例として取
り上げる。同作は「親日派」問題を扱っているが、

その歴史認識や物語構成に対しては、韓国内でも
批判が存在したことを指摘する。これらの分析を
通じ、「反日映画」言説が、韓国映画の多様性、韓
国社会における歴史認識の複雑さを捨象している
ことを明らかにする。

本稿は、「反日映画」言説を批判的に検討するこ
とで、日韓両国における映画および歴史認識の相
互理解の重要性を示し、ステレオタイプや一方的
な歴史観にとらわれない、多角的で開かれた議論
のための視座を提供する。

キーワード：「反日映画」, 親日派 , 四方田犬彦 , 崔
盛旭 , 韓国映画史

Abstract:
This paper critically examines the "anti-Japan film" 

discourse, a phenomenon that has emerged in Japan in 

recent years. This discourse labels certain Korean films 

dealing with themes related to Japan's colonial rule and 

other historical issues as "anti-Japan," criticizing their 

historical perspectives and modes of expression. This 

paper analyzes the arguments of two key proponents of 

this discourse: Choe Sunwook, a Korean film researcher, 

and Yomota Inuhiko, a leading Japanese film critic and 

scholar of comparative literature. They argue that "anti-

Japan films" constitute a unique genre within Korean 

cinema and that their production has been actively 

promoted as part of a "national policy" by South Korean 
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governments. However, this paper argues that these 

claims lack a solid foundation. Specifically, this paper 

argues that these claims either ignore or significantly 

underestimate the complex and often contentious context 

of Korean film history, the diverse range of opinions, 

interpretations, and critical responses within Korean 

society itself, and, perhaps most crucially, the deeply 

sensitive and historically complex issue of Chinilpa （pro-

Japanese collaborators） within Korean historical 

consciousness.

Chapter 2 undertakes a detailed analysis of the writings 

of both Yomota and Choe, focusing on three key 

weaknesses in their arguments. First, it examines the 

ambiguity surrounding their definition of what 

constitutes an "anti-Japan film," demonstrating the lack 

of clear and consistent criteria. Second, it highlights the 

significant lack of supporting evidence for their central 

claims, particularly their assertion of a direct link between 

government policy and the production of these films. 

Third, it critiques their tendency to overgeneralize from 

limited personal experiences and anecdotal evidence, 

leading to broad, unsubstantiated conclusions about 

Korean cinema as a whole.

Chapter 3 shifts the focus to an examination of Korean 

film history itself, providing a broader context for 

understanding the emergence and reception of films 

dealing with sensitive historical issues. This chapter 

begins by comparing officially recognized "anti-

communist films" – demonstrably produced under 

government direction during periods of authoritarian rule 

in South Korea – and those films categorized as "anti-

Japan" by Yomota and Choe. This comparison reveals a 

key distinction: unlike anti-communist films, which often 

received explicit state support and promotion, there is no 

clear evidence to support the assertion that "anti-Japan 

films" were systematically produced as part of a 

coordinated government policy. Furthermore, the chapter 

explores the recent boom in Korean "faction films"

（combining "fact" and "fiction"）, a genre that has gained 

significant popularity in recent years. This section 

analyzes the diverse range of reactions to these films 

within South Korea, encompassing not only widespread 

popular acclaim but also significant critical responses 

from various sectors of society. These critiques often focus 

on concerns  about  exces s ive  nat iona l i sm,  the 

oversimplification of complex historical events and 

figures, and the ethical implications of fictionalizing 

sensitive historical narratives, particularly those related to 

the colonial period and its aftermath. The chapter then 

examines the 2015 blockbuster film Assassination in detail, 

using it as a case study to illustrate the complexities of 

historical representation in contemporary Korean cinema. 

Assassination achieved undeniable box office success and 

addressed the "Chinilpa" issue, a topic that continues to 

resonate deeply within Korean society. However, the film 

also faced criticism within South Korea for its historical 

representations, narrative choices, and its perceived 

romanticization of certain historical figures. By analyzing 

both the film itself and the critical responses to it, the 

chapter demonstrates that the "anti-Japan film" discourse 

tends to present a monolithic and overly simplistic view 

of both Korean cinema and Korean society's ongoing 

engagement with its own history.

This paper argues that the "anti-Japan film" discourse, 

particularly as articulated by Yomota and Choe, operates 

by selectively highlighting certain aspects of Korean 

cinema while simultaneously suppressing or ignoring 

others. It overlooks the vibrant and often contentious 

tradition of internal debate and critique within South 

Korea  regarding his tor ica l  representat ion,  the 

complexities of national identity, and the evolving 

relationship between film, politics, and public memory. 

By critically deconstructing the "anti-Japan film" 

discourse, this paper demonstrates the importance of 

fostering mutual understanding of cinematic and 

historical perceptions between Japan and Korea. The 

paper advocates for moving beyond stereotypical 

representations and one-sided historical narratives, 

promoting instead a more nuanced and multifaceted 

approach to understanding the shared, often painful, 
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history of the two nations. This approach acknowledges 

the complexities and ambiguities of the past and seeks to 

foster a more constructive and open dialogue in the 

present. Finally, this paper briefly touches upon the role 

of right-wing Japanese media in amplifying the "anti-

Japan film" discourse, highlighting the need for critical 

media literacy in both countries.

Keywords: “Anti-Japan Film”, Pro-Japanese collaborators, 

YOMOTA Inuhiko, Choi Sung-wook, Korean Film 

History

1．はじめに

近年、日本では、植民地支配など日本に関連す
るテーマを扱った一部の韓国映画を「反日映画」と
定義し、その歴史認識や表現方法を批判する論考
が見られる。韓国人映画研究者の崔盛旭が、『金子
文子と朴烈』に言及するなかで展開した以下の論
考は、その典型である。

韓国にはもともと「反日映画」と呼ぶべき
ジャンルがある。古くは戦争（韓国では日本
の植民地支配からの独立）直後の『自由万歳』
（チェ・インギュ監督、1946）を始め、年に 1

～ 2本は必ず作られてきた。私も中高生時代
は、学校で反日映画を団体観覧したものだ。教
科書で学んだ歴史がスクリーンの中で再現さ
れることで、歴史に対する理解が深まると同
時に、悪としての日本人イメージが自然に刷
り込まれていく。中には正義＝韓国VS悪＝日
本という単純な二項対立的構図の国策映画も
少なくないが、韓国における歴史教育の教材
としても活用されてきたことを考えると、避
けられない部分はあるだろう。
反日映画には大きく 3パターンある。①実

在の歴史的事件を題材にしたもの、②安重根
に代表される抗日運動家の活躍を描いたも
の、③両者をうまく混ぜ合わせたものだ。だ

が同じような素材ばかりでネタ切れ感が否め
ず、観客にも次第に飽きられてくる中で、フィ
クションを加えることで史実をよりドラマ
チックに再構成し、日本人キャラクターに内
面的な深みや人間的葛藤を持たせるなど、反
日映画自体も徐々に変化を遂げてきた。この
ような立体的な人物像とエンターテインメン
トとしての完成度の高さに、反日的なムード
が追い風になって成功を収めたのが、1000万
人を超える観客動員を記録した『暗殺』（チェ・
ドンフン監督、2015）と言えるだろう。［崔盛
旭 2024:26-27］

崔は、「反日映画」を明確に定義せず、その存在
を前提に持論を展開している。注目すべきは、崔
が『暗殺』を、具体的な作品分析や歴史的背景の
検証なしに「反日映画」と断じている点である。さ
らに「国策映画も少なくない」と、学校での団体
観覧という自らの体験のみを根拠に、韓国社会全
体に当てはまるかのような「反日映画」論を展開
している。筆者は韓国で生まれ育ったが、学校教
育で「反日映画」を鑑賞した経験はない。「反日教
育」の一環として「反日映画」が利用されたかの
ような記述を、韓国人映画研究者として日本語で
発表する以上、その主張には慎重な検証が必要で
ある。本稿の目的は、まさにこのような「反日映
画」論の問題点を明らかにすることである。
本稿は、崔盛旭と、彼と同様に「反日映画」論

を展開する四方田犬彦の論考を批判的に検討す
る。特に両者が「反日映画」を韓国映画のジャン
ルと捉え、「国策映画」とみなすことの妥当性を問
う。これにより、「反日映画」論が韓国内の映画史
研究、政治と映画の関係性、「親日派」をめぐる多
様な歴史認識を無視、もしくは過小評価し、日韓
の相互理解を阻害する可能性を指摘する。
本稿において、「親日派」という言葉は重要な意

味を持つ。まず確認すべきは、日韓における「親
日」という言葉の理解の根本的な差異である。日
本では一般に「親日」とは「日本に親しみを感じ
る者」「日本文化が好きな者」という肯定的な意味
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で使われることが多い［木村 2000:10-11］。しかし
韓国では、「親日派」という言葉は日本の植民地支
配の歴史と不可分であり、極めて否定的な意味を
持つ。親日派研究者チョン・ウンヒョンは、「親日
派」を「（大日本帝国からの）解放前後の時代的な
状況と韓国人の民族感情が入り混じった複合的か
つ論争的な歴史用語」と位置づけ、「日本軍国主義
勢力の朝鮮侵略を手助けした売国奴、あるいは彼
らの手足となって大日本帝国に協力した反民族勢
力」と定義する［정운현 :2011（電子書籍）］。日本
の敗戦後、「親日派」は韓国軍や国家警察などの統
治機構で影響力を保ち続け、朝鮮戦争以降、既得
権益を強固なものとした［정운현 :2011（電子書
籍）］。そのため、彼らの「売国奴」としての過去
を直視することは、長らくタブー視されてきた。そ
の結果、韓国社会では、植民地時代を描く映画に
おいて、「親日派」をどう描くか、あるいは描かな
いのかという問題が常に存在する 2）。つまり「反
日映画」言説では、崔盛旭の言葉を借りれば「悪
としての日本人イメージ」が問題視されがちだが、
韓国映画、特に植民地時代を扱った作品において、
韓国側の製作者と観客にとってより重要なのは、
「親日派」朝鮮人キャラクターをどう描くのかとい
う問題である。本稿は、「反日映画」言説が、この
日韓の映画評価における着眼点の相違、さらに言
えば韓国内の「親日派」をめぐる複雑な歴史認識
を捨象していることを明らかにする。
以上の問題意識に基づき、本稿はまず第 2章で、
四方田犬彦の論考を中心に「反日映画」言説の内
容と論理構造を分析する。特に、四方田が「反日
映画」を韓国映画固有のジャンルと捉え、韓国政
府の「国策」として製作が推進されてきたと主張
する点に着目し、その根拠の乏しさを明らかにし、
崔盛旭の論考も参照しつつ、両者の共通点を指摘
する。第 3章では、「反日映画」言説が捨象する韓
国内の事情を明らかにするため、韓国映画史にお
ける「国策映画」の実態を検証し、「反日映画」を
「国策」とみなす主張の妥当性を問う。さらに、実
話に基づく映画製作のブームと、韓国内の反応を
分析し、『暗殺』を「反日映画」の系譜に位置付け

る崔の見解も検証する。第 4章では、これまでの
議論を踏まえ、「反日映画」言説の本質的な問題点
を指摘し、日本の右派メディアに見られる新たな
変化の兆しをもって、本論の結びとする。

2．「反日映画」言説の形成と、その問題
点：四方田犬彦の分析

本章では、四方田犬彦の論考を中心に、「反日映
画」言説を詳細に分析する。具体的には、「反日映
画」を韓国映画固有のジャンルとみなす主張、そ
して「反日映画」を韓国政府の「国策」とする主
張、この二点の根拠とその問題点を検証する。四
方田と崔は共に、韓国映画において「反日映画」が
過去から現在まで一貫して作られ続けていると主
張するが、その論拠は個人的な鑑賞体験や、特定
の作品の恣意的な解釈に留まり、客観的な論証を
欠いている。本章では、「反日映画」言説が持つこ
れらの問題点を明らかにする。

（1）四方田犬彦の「反日映画」言説：「クッポン映画」
と「国策」論

四方田犬彦は、比較文学および映画研究家とし
て膨大な著作を発表しており、韓国についても『大
好きな韓国』（2002）を著すなど、造詣が深い。そ
の四方田が、なぜ「反日映画」という多分に政治
的な色彩を帯びた言葉を用いて、韓国映画を論じ
るに至ったのか。本節では、その言説の形成過程
と、主張の問題点を明らかにする。
四方田が「反日映画」という言葉を使い始めた

のは、確認できる限りでは 2019年以降である。同
年、四方田は『週刊金曜日』に「ソウルはいつか
らコスプレだらけの都市になったのだろう」と題
するコラムを寄稿し、2月の訪韓体験を綴った。そ
の中で四方田は、全斗煥元大統領の裁判を要求す
る抗議集会で、「『不逞鮮人』と大書したゼッケン」
をつけた若い女性を目撃したとして、「たぶん『金
子文子と朴烈』という国策反日映画の真似をして
の、軽いコスプレ感覚なのだろう。ちょっとわた
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しには付いていけない感覚だが、本人はニコニコ
している」と述べている［四方田 2019① :32］。そ
の後、四方田は読者からの質問に答える形で、『金
子文子と朴烈』を「国策反日映画」と見なした理
由を説明している。
『金子文子と朴烈』への四方田の酷評（「時流に
乗っただけのこんな軽薄な通俗フィルム」［四方田
2019② :45］）の検討は別稿に譲る。本稿で重要な
のは、同映画評内で四方田が展開している、韓国
映画界および「反日映画」に対する分析である。四
方田は韓国映画を「国家の政策に連動した現象」
［四方田 2019② :44］という観点から捉えようとす
るあまり、韓国における映画史研究の蓄積や、映
画と政治権力との複雑な関係性を単純化してい
る。
同コラムで、四方田は韓国語の造語「クッポン」

（「국（クッ＝国）」と「히로뽕（ヒロポン）」の合
成語）映画を、「観客を過剰なナショナリズムへ誘
い、陶酔させる映画」と解説する。そして、「日本
にもそのクッポン映画がどんどん入ってきた」と
して、『バトル・オーシャン 海上決戦』（2014）、『鬼
郷』（2016）、『軍艦島』（2017）を挙げ、「多くは日
本人は極悪、韓国人は英雄という単純な二分法に
基づく」とし、「やれやれ、また反日映画の季節に
なったのか」と、「クッポン映画」を「反日映画」
の一種と見なしている［四方田 2019② :44］。
本稿は「反日映画」言説を考察するため、「クッ

ポン映画」の分析は割愛する。ただし、「クッポン」
は本来、朴槿恵政権下（2013-2017）で「ヘル朝鮮」
などとともに若者に使われ始めたスラングであ
り、「過剰な愛国主義をあおり、観客動員増を狙っ
た」映画を揶揄する言葉である［峰岸 2016、김정
운・홍준영 2017］。つまり四方田は、この言葉を
「反日映画」という文脈に限定して使うことで、本
来の韓国内の事情に対する批判的ニュアンスを消
し去り、日本への否定的姿勢のみを強調している。
「やれやれ、また反日映画の季節になったのか」
と嘆息する理由として、四方田は、まず「1970年
代にソウルに長期滞在していたときにも、伊藤博
文を暗殺した安重根の伝記映画や、東大生と京城

帝大生のクンフー合戦といった反日映画はあっ
た」と、個人的な鑑賞体験を語り始める。次に、
1970年代から飛躍して、「21世紀になろうとする
手前で勃興したコリアン・ニューシネマ」の時代
には「日本の歴史的侵略が物語となることはな
かった」と断じる。そして、この変化を説明する
ために、2010年代の「クッポンの洪水」という現
象を提示し、「なぜこれほど映画における日本の表
象が時代によって大きく異なるのか」という疑問
を呈した上で、結論として「やはりこれは国家の
政策に連動した現象だと判断した」と、自説へと
強引に誘導している［四方田 2019② :44］。
次章で検証するように、とりわけ朴正熙軍事独

裁政権（1961-1979）で、映画が政権のプロパガン
ダとして活用されたことは事実である。また、朴
槿恵政権（2013-2017）で、政府の政策に協力的で
ない映画人のブラックリストが作成されていたよ
うに、1987年の民主化以降も、政府が映画界に干
渉する事例がないわけではない［김완、정환봉、하
어영 2017］。しかし、だからと言って、「韓国では
映画は常に時の権力の意向を窺い、それに追従す
る立場で制作されてきたのだ」［四方田2019② :44］
という結論は短絡的である。以下の主張に見られ
る、「政権の意向」と「反日」と「クッポン」を結
びつける議論の展開は、あまりにも強引かつ単純
化された見解であると言わざるを得ない。

だが 2010年代に入り、日本軍「慰安婦」問題
が解決を見ず、レーダー照射問題、元徴用工
訴訟問題……と、あっという間に日韓関係を
めぐって問題が山積みになったとき、韓国の
映画制作者は反日イデオロギーに飛びつい
た。これなら時流に乗っているし、マスコミ
も派手に囃し立ててくれる。第一、大統領閣
下本人が、親日文化のさらなる清算を呼びか
けている御仁だから、お墨付きを戴いたよう
なものだ。国家の基本政策に連動し、歴史を
反日エンターテインメントとして演出して、
どこがいけないというのか。こうしてクッポ
ン映画のブームとなった。実体験から遊離し
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て久しい歴史をステレオタイプのカタログに
作り直し、ナショナリズムを派手派手しく商
品化する作業が、休みなく行われることに
なったのだ。［四方田 2019② :45］

ここで四方田が「親日文化のさらなる清算を呼
びかけている御仁」と名前すらも言明していない
のは、文在寅政権（2017－2022）を指している。し
かし文大統領が訴えたのは「親日残滓の清算」で
あり、「親日文化のさらなる清算」という表現は不
正確である。さらに「親日残滓の清算」とは、序
章でも触れた、大日本帝国の植民地支配の協力者
であり、既得権益を握った「親日派」の清算を意
味しているのだが［김소정 2019］、四方田はあた
かも、「反日」と「親日」とが二項対立の関係にあ
り、「親日文化の清算」が「反日イデオロギー」へ
と直結し、かつそれが「クッポン映画のブーム」へ
とつながっているかのような構図を、一般誌で、専
門知識のない読者へ示してしまっているのであ
る。

（2）四方田犬彦の「反日映画」言説：「反日映画」は
「ジャンル」なのか？

以下に引用する 2020年の論考では、四方田はさ
らに踏み込んで「反日映画」を韓国映画固有のジャ
ンルと定義するに至っている。そして、韓国映画
史において「光復映画」と位置付けられてきた 1946

年の『自由万歳』を、「反日映画」ジャンルの嚆矢
とする見解を示している。

韓国映画には伝統的にいって、他の国にない
映画ジャンルが二つ存在していた。反共映画
と反日映画である。一九四六年に崔寅奎がア
クション映画『自由万歳』（一九四五年八月
十五日のありえぬ銃撃戦）で大ヒットを飛ば
して以来、反日映画は韓国映画のお家芸と
なった。義士安重根の伊藤博文暗殺から、韓
国のジャンヌ・ダルクともいうべき少女独立
運動家の柳寛順まで、あらゆる抗日英雄たち
の伝記映画が制作された。六二五の動乱（朝

鮮戦争）の後には、そこに反共映画が加わっ
た。北朝鮮軍の女性への蛮行、離散家族の確
執、脱北少年の苦難……。こうした韓国独自
のジャンルは、国内向けのローカル映画とし
て、いかなる時代にあっても綿々と製作が続
けられてきた。（中略）では反日映画はどうな
のか。反日映画は一九五◯年代から七◯年代
にかけて、伊藤博文暗殺や李舜臣将軍の活躍
を描いた歴史大作として、機会あるたびに制
作された。悪辣で卑屈な日本人というステレ
オタイプは、ローカルな B級映画に欠かせな
い存在だった。［四方田 2020:93-94］

解放後、朝鮮の映画人たちは、日本の植民地支
配からの解放と民族の独立を祝い、新しい民族国
家建設への使命感を鼓舞する啓蒙映画を多数製作
した。中でも、独立闘士の抗日運動を描いた映画
は、後の世代によって「光復映画」という特別な
用語で呼ばれるようになった［안태근 2013、장윤
환 1972］。韓国映画史研究の第一人者であるイ・ヨ
ンイルが、1946年から 1948年の間に製作された
代表的な「光復映画」のひとつとして挙げている
ことからも分かるように［이영일 2004:217-219］、
『自由万歳』は、植民地期の抗日運動家を描いては
いるものの、韓国映画史において四方田の「クッ
ポン映画＝反日映画」という短絡的な理解の枠組
みに組み込まれることはない。
四方田は、『自由万歳』を「反日映画」に分類す

るにあたり、同作に挿入された「一九四五年八月
十五日のありえぬ銃撃戦」というフィクションを
唯一の根拠としている。しかし、この行為は、『自
由万歳』に描かれた独立への希望、そして「光復
映画」製作の動機となった、植民地支配からの解
放の喜びや興奮という、韓国民衆の歴史的な経験
を軽視しているだけでなく、韓国映画史における
「光復映画」の意義をも見落としていると言わざる
を得ない。
同じ論考で、『自由万歳』を「反日映画」に位置
づけた後、四方田は、2010年代以降の韓国映画に
ついても言及する。しかし、そこで展開されるの
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は、「反日映画」と「クッポン映画」を短絡的に結
びつけ、「日本に対する事前調査の不在と歴史的な
無知」という紋切り型の批判を繰り返す議論であ
る。

二◯一◯年代には状況が変わった。朴槿恵政
権時代以降の韓国映画は、反共映画の消滅に
よって余剰となった活力を、もっぱら反日映
画の方へ充当するようになった。更新された
このジャンルの制作目的は、日本を媒介とし
て観客を国家主義への陶酔に導いていくこと
とされた。（中略）『軍艦島』（リュ・スンワン、
二◯一七）では、長崎の軍艦島で過酷な労働
を強いられていた韓国人たちがいっせいに蜂
起し、脱出を試みて戦う。『空と風と星の詩人　
尹東柱の生涯』（イ・ジュニク、二◯一七）で
は、日本留学中に逮捕された青年詩人を（史
実とは逆に）無理やりに抗日運動と関連させ、
彼が生体実験にかけられて死んだという風評
が、検証もないままにそのまま描かれている。
同監督の『金子文子と朴烈』（二◯一七）では、
日本統治下にあって天皇暗殺を妄想し、みず
から「不逞鮮人」を名乗ったテロリストの無
頼の生涯が、英雄として語られている。大正
時代を舞台としているにもかかわらず、二人
の侍が主人公に襲いかかるといった場面が傑
作である。クッポン映画に共通しているのは、
日本に対する事前調査の不在と歴史的な無知
である［四方田 2020:95］。

四方田は、これらの作品を「日本に対する事前
調査の不在と歴史的な無知」から生まれた「反日
映画」と断じるが、その主張は妥当なのだろうか。
例えば『軍艦島』は、韓国においてむしろ、「物語
に親日派を登場させ、その存在をことさらに強調
したために、かえって日本の圧政を薄めてしまう
結果になった」「事実上、日本が根源的に抱えるべ
き罪を免罪してしまうかのような印象を受けた」
という評価を受け［이상국 2017］、興行的にも失
敗している。『空と風と星の詩人 尹東柱の生涯』

で、尹が「生体実験にかけられて死んだ」という
解釈を、四方田は「検証もないままにそのまま描
かれている」と批判する。しかし、多胡吉郎の調
査によれば、尹の死因は不明な点が多く、生体実
験の可能性も否定できない［多胡 2017: 212］。『金
子文子と朴烈』に関しても、四方田は「大正時代
を舞台としているにもかかわらず、二人の侍が主
人公に襲いかかるといった場面が傑作である」と
皮肉るが、この点について、筆者はイ・ジュニク
監督に直接確認を行った。監督は、2024年 8月 8

日に行われたオンラインインタビューで、次のよ
うに明確に否定している。

「違います。侍ではありません。あのシーンは
私の記憶では、金子文子の評伝を書かれた山
田昭次さんの書籍か、あるいは別の書籍の中
で、不逞社がよく集まったうどん屋に、悪さ
をする連中がいたというエピソードがあった
と記憶しています。それで私がそれをシナリ
オに反映させたのだと思います。あまりにも
古い映画なので、私にとっては古い映画なの
で、正確に何を参考にしたのかは思い出せま
せんが、映画の中にあるほとんどのエピソー
ドは、基本的に記録に残っている事例を反映
したものです。それは侍というよりは、日本
の伝統衣装である着物を着た不良男性という
レベルで表現したまでです。それなのに、な
ぜ彼［四方田］は侍だと拡大解釈しているの
か、私にはわかりません。」［インタビューは
韓国語で行った。日本語訳は筆者による。］

以上のように、四方田の「反日映画」批判は、具
体的な作品分析や歴史的根拠に乏しく、多分に彼
自身の主観や思い込みに基づいている。さらに、韓
国映画史において特別な意味を持つ「光復映画」
や、韓国内で批判的な文脈で使われる「クッポン
映画」といった概念を、十分な検証を経ずに「反
日映画」ジャンルへと安易に組み込もうとする姿
勢は、韓国映画に対するステレオタイプな見方を
助長する可能性があり、慎重さが求められる。
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ここで改めて、序章で引用した崔盛旭と四方田
犬彦の「反日映画」言説を比較すると、両者には
以下の共通点が見られる。すなわち、「反日映画」
を韓国映画固有のジャンルとみなし、『自由万歳』
（1946）をその嚆矢とし、さらには「国策映画」と
いう形容を用いて、「反日映画」の政治的側面を強
調する点である。しかし、これらの主張は、日本
側の視点から一方的に韓国映画史を解釈したもの
であり、韓国内の映画史研究、および「親日派」を
めぐる複雑な歴史認識を軽視している。次章では、
この「反日映画」言説が捨象してきた韓国側の事
情を多角的に検証し、その言説の持つ問題点をよ
り深く考察する。

3．「反日映画」は国策か：韓国映画史の再
検討と「反日映画」言説

前章では、四方田犬彦の論考を分析し、いかに
「反日映画」を恣意的な基準で韓国映画の一ジャン
ルとして定義し、韓国政府の「国策」として製作
が推進されてきたかのように論じているかを明ら
かにした。本章では、この「反日映画」＝「国策
映画」論の虚構を、韓国映画史の再検討を通じて
明らかにする。具体的には、まず韓国映画史にお
ける「国策映画」の実態を、「反共映画」との比較
を通じて検証する。次に、四方田が「韓国映画は
常に時の権力の意向を窺い、それに追従する立場
で制作されてきた」と主張する、韓国映画界の実
態を再検討する。最後に、韓国映画における「親
日派」問題、とりわけ『暗殺』をめぐる議論を検
討し、「反日映画」言説が、いかに韓国映画界の多
様な実態、そして韓国社会における歴史認識の複
雑さを単純化しているのかを明らかにする。

（1）四方田の描く韓国映画史：「反日映画」＝「国策
映画」論批判

韓国映画史を概観すると、1919年の『義理的仇
討』製作に始まり、1987年の民主化達成までの 68

年間、映画人たちは国家による検閲や国策映画製

作の強要に苦しめられてきたことがわかる。1945

年までは大日本帝国、1948年以降は軍事独裁政権
が、例外期間（1960年の 4・19市民革命から 1961

年の 5・16軍事クーデターまで）を除き、ほぼ一
貫して映画界に干渉した。韓国の映画人が表現の
自由を名実ともに享受できるようになったのは、
1993年の文民政権誕生と平和的な政権交代を待た
ねばならなかった。1996年には、憲法裁判所が映
画の事前審議は検閲に当たるとの判決を下し、こ
の流れを後押しした。
軍事独裁政権時代、映画界は国策映画の製作を

強いられた。その代表例が、北朝鮮への対抗を目
的とし、共産主義を否定する反共映画『証言』
（1973）や、国威発揚や政府の政策を宣伝、擁護す
る『八道江山』（1967）などである。四方田が「反
日映画」と並ぶジャンルとして言及した「反共映
画」は、まさにこの国策映画の典型であり、共産
主義の否定と反共思想の普及を目的としていた。
その内容は、北朝鮮や共産主義者を絶対悪として
描き、「自由民主主義」の優越性を強調するものが
ほとんどである［김종원・정중헌 2001:308-321］。
類似の作品はそれ以前から存在したが、「反共映
画」が明確なジャンルとして確立するのは 1960年
代からであり、1987年の民主化まで、その製作が
奨励された。特に、南北分断を利用して独裁体制
を敷いた朴正熙政権は、映画を体制の宣伝に積極
的に活用し、北朝鮮を「悪魔化」することで、基
本的人権を制限する自らの独裁の正当化を図っ
た。その結果、「反共映画」は、1966年から 1987

年まで大鐘賞に「優秀反共映画賞」部門が設けら
れるほど、国家的に確立されたジャンルとなった。
イ・ヨンイルは「李承晩政権から朴正熙軍事政権
に至って反共映画は確固たる政策ジャンルとして
確立した」と述べている（한국예술연구소 2002: 

161）。こうした背景から、韓国映画史研究では、朴
正熙政権を「日帝末期に匹敵する統制時代」と評
する見解が支配的である［한국예술연구소
2002:87-100］。
このように、「反共映画」は、国家によって明確

に定義され、製作が積極的に推進されたジャンル
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であった。一方、「反日映画」は、国家によって定
義されたこともなければ、製作が奨励されたとい
う事実もない。実際、大鐘賞をはじめ、韓国のい
かなる映画賞においても、「反日映画」というカテ
ゴリーが存在したことはない。したがって、四方
田が「韓国映画には伝統的にいって、他の国にな
い映画ジャンルが二つ存在していた。反共映画と
反日映画である」と、「反日映画」と「反共映画」
を同列に語ることは、韓国映画史における両者の
位置づけを全く無視した、根拠が薄い主張と言わ
ざるを得ない。

1987年の民主化は、韓国映画界に大きな転換を
もたらした。映画製作のテーマや表現方法に、よ
り大きな自由がもたらされ、過去に国家が犯した
犯罪や隠蔽されてきた史実に、批判的な視点から
光を当てる作品が登場するようになった。これら
の作品は、韓国社会に大きな衝撃を与え、映画を
契機として、歴史を再検証しようとする機運が高
まった。さらに、歴史をテーマとした映画が興行
的な成功を収めるという好循環が生まれたこと
で、実話をベースにした映画製作のブームへと繋
がった。しかし、これらの作品は観客に新たな視
点と感動を提供し、大きな反響を呼ぶ一方で、史
実とフィクションのバランス、そして歴史をエン
ターテイメントの題材として描くことへの是非を
めぐる議論もまた、韓国内で巻き起こしたのであ
る。

（2）実話ベース映画（ファクション映画）の隆盛と韓
国映画研究の取り組み

1990年代以降、韓国映画界では、実話をベース
にした映画製作、いわゆるファクション映画
（「fact」と「fiction」を結合した造語）の製作が活
発になった。ファクション映画の増加は、史実や
実在の人物の描き方をめぐる問題を惹起し、法廷
闘争に発展する事例も生んだ。こうした状況を受
け、韓国の映像振興委員会は 2019年に『実話ベー
スの映画製作のガイドライン』を作成した。この
ガイドラインには、「反日映画」という分類は存在
しない。しかし、映画のジャンルとして「歴史・

時代劇」「伝記映画」「感動実話・スポーツ」「社会
告発映画」など 9つのカテゴリーが定義されてお
り、四方田や崔が「反日映画」として言及した『空
と風と星の詩人 尹東柱の生涯』（2015）や『金子
文子と朴烈』（2017）も、「伝記映画」としてその
対象に含まれている［영화진흥위원회 2019:2-4］。
このガイドラインの存在は、韓国映画界が歴史的
事実の描写に対して、慎重な取り組みを行ってい
ることを示している。「反日映画」言説では、こう
した韓国映画界の取り組みや、ファクション映画
をめぐる議論は登場しない。
ファクション映画の隆盛は、歴史認識をめぐる

活発な議論を呼び起こした。特に、過剰な愛国主
義や、単純化された善悪二元論的な歴史観は、韓
国内でも批判の対象となってきた。例えば、2003

年に公開された『シルミド』は、北朝鮮への報復
を目的とした韓国の特殊部隊の実話に基づいた映
画であったが、「国家主義を批判するというよりも
むしろ、国家主義に埋没してしまった」［권혁철
2004］と批判された。また、2006年に公開された
『韓半島』は、分断された朝鮮半島の統一をテーマ
に、日本との歴史問題を絡めた壮大なフィクショ
ンを描いたが、その荒唐無稽なストーリー展開や、
過剰な愛国主義的描写は、多くの批判を浴びた。韓
国映画研究者ファン・ヘジンは、これらの映画に
共通する問題点を、次のように指摘している。

『シルミド』と『韓半島』は、国家 /民族の失
敗した歴史を背景にしているが、結局その
ファンタジーから抜け出せず、憐憫と哀悼で
飾られたナショナリズム的な自己陶酔に陥っ
てしまった。特に『韓半島』の場合、多くの
評論家が愛国主義の危険性を警告したのは、
このような文脈を読み取ったからである。現
実の事件に対してファクション的想像力が意
味を持つためには、単に現在の視点を担保に
した大衆的快楽の充足という商業的要求に留
まらず、ファクションの基盤となる実際の歴
史の、そのダイナミックな性格に対する考察
が必要である［황혜진 2006:64］。
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ファン・ヘジンの指摘は、韓国映画界において、
愛国主義や国家主義を無批判に賛美したり、歴史
を一方的な視点から描いたりすることへの懸念が
存在することを示している。四方田や崔をはじめ
とする「反日映画」言説は、「国策映画」という形
容を用いて、韓国映画の政治的側面を強調する。し
かし、彼らの議論は、韓国内における作品の受容
や、作品に対する批判的な言説を考慮しておらず、
結果として、韓国の観客が「反日映画」であれば
どんな作品でも無批判に受け入れるかのような、
短絡的な理解に陥っている。「ファクション映画」
の隆盛は、むしろ、史実描写の不正確さや、ナショ
ナリズムの安易な称揚に対して、批判的なまなざ
しを韓国社会に涵養してきた。さらに、植民地期
を描いた作品は、他の時代を描いたファクション
映画とは異なり、「親日派」をどう描くかという、
極めて困難な問題を抱えているのである。

（3）「親日派」問題と『暗殺』：「反日映画」言説の死角

本節では、韓国映画における「親日派」問題、特
に 2015年に公開され大ヒットを記録した『暗殺』
（チェ・ドンフン監督）をめぐる議論を検証する。
本稿の冒頭で引用したように、崔盛旭は、「反日映
画」を 3パターンに分類し、「同じような素材ばか
りでネタ切れ感が否めず、観客にも次第に飽きら
れてくる中で、フィクションを加えることで史実
をよりドラマチックに再構成し、日本人キャラク
ターに内面的な深みや人間的葛藤を持たせるな
ど、反日映画自体も徐々に変化を遂げてきた」と
述べた上で、「このような立体的な人物像とエン
ターテインメントとしての完成度の高さに、反日
的なムードが追い風になって成功を収めたのが、
『暗殺』と言えるだろう」と論じた［崔 2024:26-

27］。しかし、崔のこの見解は、「親日派」という、
韓国社会が抱える複雑な問題を捨象しており、「反
日映画」言説の持つ問題点を端的に示している。
【表 1】からも分かるように、2000年から 2014

年までの 15年間に製作された植民地期を背景に
した映画は 14本で、平均すると毎年 0.9本という
ペースである。しかし、『暗殺』が公開された 2015

年以降、2024年までの 10年間では 21本、平均す
ると毎年 2.1本が製作されており、植民地期を背
景にした映画の製作ペースが上がっていることは
明らかだ。つまり『暗殺』は、「反日的なムード」
に便乗して成功したのではなく、むしろ、それま
での停滞した状況を打破し、新たな流れを作り出
したと見るべきだろう。実際、崔が言うような「反
日的なムード」は、『暗殺』製作関係者の認識とは
大きく異なる。監督のチェ・ドンフンは、『暗殺』
製作時のプレッシャーについて、次のように述べ
ている。

180億ウォンをかけて植民地下の朝鮮という
時代背景の下、親日派を暗殺する映画を製作
すると言った時も、またこの内容を映画にし
て観客の前に披露する時も、不安で気が狂い
そうだった。挑戦だったからだ。1930年代は
韓国映画界では呪われた時代と称されるほ
ど、当時を描いた映画は次々と興行的に失敗
した［전형화 2015］。

この発言からも分かるように、韓国映画界では
「日帝強占期映画 “ 興行惨敗ジンクス ”」という業
界用語が使われるほど、植民地期を扱った作品の
興行的失敗が続いていた［유선희 2015］。その背
景には、植民地時代を描く映画が、必然的に「親
日派」問題に直面せざるを得ないという事情が
あった。『暗殺』は、この「親日派」問題を真正面
から扱い、従来の作品よりもはるかに踏み込んだ
描き方をしたにも関わらず、興行的に大成功を収
めた。この点が、『暗殺』の映画史的意義と言える
だろう。
『暗殺』は、1933年、日本統治下の朝鮮半島を
舞台に、日本からの独立を目指す朝鮮人グループ
が、親日派のカン・イングック（演：イ・ギョン
ヨン）と日本人要人、両者の暗殺計画を企てる物
語である。しかし、そのグループには、日本側に
内通する朝鮮人二重スパイ、ヨム・ソクジン（演：
イ・ジョンジェ）が潜入していた。同作は、大日
本帝国と独立運動家という単純な善悪二元論では
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なく、独立運動派内部の葛藤や、正体を隠すヨム・
ソクジンの裏切りがもたらす緊張感、そして裏切
り者を処刑しようとする女性スナイパー、アン・
オギュン（演 : チョン・ジヒョン）の活躍など、エ
ンターテイメント性も高い作品として仕上がって
いる。
親日派のヨム・ソクジンは、日本側に独立派の

情報を流す二重スパイでありながら、独立後は巧
みに過去を隠蔽し、警察幹部にまで上り詰める。し
かし物語の最後には、1933年に出された裏切り者
への抹殺指令が遂行される形で暗殺される。つま

り、現実の韓国社会では実現しなかった親日派へ
の断罪が、映画の中ではっきりと示されたのであ
る。
『暗殺』は、「親日派」問題を扱い、興行的な成
功を収め、数々の映画賞を受賞するなど、批評家
からも高い評価を得た。しかし、その一方で、韓
国内から批判的な声も上がっていたことは見逃せ
ない。その代表例が、映画評論家キム・ビョンジェ
の論評である。キムは、「天才的なストーリーテ
ラー」と形容されるチェ・ドンフン監督の作品を
酷評するのは心苦しいと断りつつも、『暗殺』を徹

【表1】2000年以降に公開された主な植民地期を背景にした映画
2000～ 2014 2015～ 2024

映画題名 公開年 動員数
（万人） 映画題名 公開年 動員数

（万人）

アナキスト 2000 23＊ 京城学校　消えた少女たち 2015 35

ロスト・メモリーズ 2002 85＊ 暗殺 2015 1270

爆発野球団！ 2002 56＊ 隻眼の虎 2015 176

風のファイター 2004 144 愛を歌う花 2016 48

力道山 2004 101 鬼郷 2016 358

青燕―あおつばめ 2005 49 空と風と星の詩人 
尹東柱の生涯 2016 117

1942奇談 2007 64 ラスト・プリンセス　
大韓帝国最後の皇女 2016 559

ラヂオ・デイズ 2008 21 お嬢さん 2016 428

グッド・バッド・ウィアード 2008 668 密偵 2016 750

ワンス・アポン・ア・タイム 2008 154 雪道 2017 13

モダンボーイ 2008 76 金子文子と朴烈 2017 235

史上最強スパイMr.タチマワリ
～爆笑世界珍道中 2008 62 軍艦島 2017 659

影殺人 2009 189 アイ・キャン・スピーク 2017 326

マイ・ウェイ 1200キロの真実 2011 214 大将キム・チャンス 2017 36

　※動員数は韓国映画振興委員会傘下の映画館入場券統
合電算網（KOBIS）のまとめによる（万人未満は切り捨
て）。2004年以降は発券統計、それ以前は韓国映画年鑑の
統計。2000～ 2002年の＊はソウルのみの動員数。2024年
12月 24日公開の『ハルビン』の動員数は 1月 10日時点
の動員数。https://www.kobis.or.kr/kobis/business/mast/mvie/
searchMovieList.do

ハー・ストーリー 2017 33

鳳梧洞（ポンオドン）戦闘 2019 478

自転車王オム・ボクトン 2019 17

英雄 2022 327

幽霊 2023 66

破墓パミョ 2024 1191

ハルビン 2024 392
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底的に批判している。キムによれば、『暗殺』は
「『過去との対話』にはほとんど関心がないように
見え」、「朝ドラのような陳腐な構成」で「商業的
なあらゆるスタイルを総動員」した「通俗ドラマ」
に過ぎない。キムは、歴史映画だからといって、ス
トーリーが「正攻法」で「深刻」である必要はな
いとしながらも、「歴史を扱う上で未来が見えない
というのは深刻な問題」であり、『暗殺』は歴史を
扱っているにも関わらず「ギャングスターフィル
ム」にしか見えない、と厳しく指摘している［김
병재 2016:70-76］。
このように、『暗殺』は、植民地期の「親日派」
への処罰を描いた革新的な作品として評価される
一方で、その歴史描写の軽薄さ、物語構成の陳腐
さに対して、韓国内で批判的に評価する向きも
あったことは否定できない。「反日映画」言説は、
『暗殺』に限らず、韓国映画を「反日」という一色
で塗りつぶし、ステレオタイプ化することで、韓
国内に存在する多様な評価や、作品が持つ多面的
な側面を単純化している。むしろ、韓国の観客や
批評家は、「反日」というテーマだけでなく、映画
の質、歴史描写の正確さ、物語の深さなど、多角
的な視点から映画を評価しているのであり、「反日
映画」と単純に定義された映画群が、韓国社会で
無条件に絶賛ないし許容されているわけではな
い。
本節では、日本で「反日映画」と称される韓国

の歴史映画について、韓国における国策映画の歴
史、ファクション映画への批判、そして植民地期
を扱った映画ならではの問題である「親日派」表
象という、複数の観点から検証した。その結果、明
らかになったのは、「反日映画」言説が、「反日映
画」は「国策映画」であるという虚構を強調する
あまり、史実描写の正確性や過剰なナショナリズ
ムへの批判が韓国内にも存在するという事実を軽
視していることである。さらに、「反日映画」言説
は、日本統治時代に日本へ協力した朝鮮人、「親日
派」をいかに描き、その歴史をどう反省し記憶す
るかという、韓国社会が長年抱えてきた問題を「反
日」という短絡的なキーワードに回収することで、

その複雑さ、困難さを捨象してしまっている。

4．むすび

本稿は、韓国映画を「反日映画」と定義する言
説を取り上げ、その代表的な論者である四方田犬
彦の論考を詳細に分析してきた。その結果、四方
田が「反日映画」を韓国映画固有のジャンルとみ
なし、韓国政府の「国策」として製作が推進され
てきたかのように論じていること、しかし、その
主張が具体的な根拠を欠き、自身の個人的な鑑賞
体験や、一部の作品の恣意的な解釈に基づいてい
ることを明らかにした。さらに「反日映画」言説
は、韓国内における多様な映画評価、特に歴史映
画に対する批判的検討や、「親日派」問題に関する
複雑な議論を無視、あるいは軽視していることを
指摘した。そして第 3章では、韓国映画史におけ
る「国策映画」の実態、「反共映画」との比較、1970

年代の映画界の状況、『暗殺』をめぐる議論などを
通して、「反日映画」言説が、いかに韓国映画史の
文脈、韓国社会の歴史認識を単純化しているかを
検証した。
四方田や崔の言説に見られる「反日映画」論は、

近年、日本の右派メディアでも頻繁に登場する。例
えば、『産経新聞』のソウル支局長を勤めた黒田勝
弘記者は、『暗殺』を以下のように評している。

日本支配から解放された「光復 70周年」の
夏、韓国で話題の大作映画が『暗殺』。日本統
治時代の抗日テロリストたちを主人公にした
アクションドラマで、もろに反日愛国主義を
うたいあげている。7月下旬の封切りですで
に観客動員 600万人突破とか。
中国では共産党の政治外交路線でこんな反

日映画が量産されているというが、自由民主
主義、韓流文化の韓国で今なおねえ・・・。8

0

月は昔から映画やテレビには愛国反日モノが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登場してきた
0 0 0 0 0 0

（強調引用者）。昔は国境を超え
た愛とか友情などそれなりに「日韓和解ドラ
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マ」があったと思うが、最近は威勢のいい反
日愛国モノが目立つ。
映画やドラマのみならずすべてが「悩み無

きお手軽反日」というか、エンターテインメ
ント（娯楽、楽しみ）としての反日というか。
ところがそれが日本国民を刺激し反韓・嫌韓
感情になっているということが韓国は分かっ
ていない。
映画『暗殺』は戦前、中国の上海にあった

亡命政権下のテロリスト集団が本国に潜入
し、日本の要人や親日派韓国人を無慈悲に殺
害するというもの。その主人公が女性なのだ
が、銃を抱えてのアクションシーンがどうも
一昨年の NHK大河ドラマ『八重の桜』のヒ
ロインにそっくりなのだ。これまさか、“いた
だき ” ではないでしょうね［黒田 2015］。

しかし、そうしたメディアの論調に、変化の兆
しが見られることも事実である。例えば『週刊新
潮』は、「反日映画」言説を積極的に展開してきた
メディアの一つであるが、2024年に韓国で公開さ
れた映画『破墓／パミョ』を紹介する記事では、次
のように「反日映画」を評している。

つまるところ、どこに視座を置くかによって、
世界は右にも左にも、反日リベラルにも愛国
にも揺れる。映画を「反日」という言葉で語っ
た瞬間に、語り手は何かに利用されているこ
とも知ったほうがいい。そしてそもそも娯楽
映画の向こうに政治を見て過剰反応すること
にそれほどの意味があるとも思えない。少な
くとも『破墓／パミョ』は日本に対するそれ
なりの理解と敬意があり、韓国映画の今がわ
かる刺激的な作品でもある。「反日」に騙され
たら損である。［渥美 2024］

この評価は、これまで「反日映画」とステレオ
タイプ的に断じてきた、同誌の主張とは一線を画
すものであり、「反日」という一言で韓国映画を判
断することの危うさを示唆している。四方田や崔

の「反日映画」論も、こうした新たな視点から、抜
本的に再検討されなければならない時期に来てい
ると言えるだろう。
今後、日韓の映画交流、さらには健全な文化交

流を発展させるためには、本研究で批判的に検討
した「反日映画」言説のような、一面的な見方を
脱却することが不可欠である。そのためには、韓
国映画を「反日」という短絡的な図式で捉えるの
ではなく、個々の作品が製作された背景、作品内
で提示される歴史観、そしてそれらに対する韓国
内の多様な反応を、丁寧に読み解いていく必要が
ある。特に、「親日派」問題をはじめとする、韓国
映画が扱う歴史認識の問題に注目することは、日
韓の相互理解を深めるための議論の土台を構築す
る上で、大きな可能性を秘めている。
メディアや言説空間において、ステレオタイプ

な見方を排し、多角的な視点から相互理解を深め
る努力が、今後ますます重要になるだろう。本研
究では、紙幅の都合上、分析対象を四方田犬彦と
崔盛旭の言説に絞ったが、今後は、より多くの「反
日映画」言説を対象とした分析や、観客が実際に
それらの映画をどのように受容しているのかを調
査することも、課題として挙げられる。これらの
研究を通じて、日韓の映画を通じた相互理解がよ
り一層深まることを期待し、本稿の結びとする。

注
1） 本研究は、公益財団法人ヒロセ財団より研究助成
金の交付を受けている。

2） 韓国における「親日派」の歴史的変遷については
以下を参照。강정구「친일파 청산의 좌절 :그 원인
과 민족사적 교훈」『한국사회학』제 27집 , 겨울호 , 
1993年 , pp.271-294、임헌영「왜 친일파가 문제인
가」pp.20-35、이강수「친일파 청산 왜 좌절되었나」
pp.36-53『내일을 여는 역사』제 16호 , 재단법인 역
사와 책임 , 2004年 6月、「『親日人名辞典』と過去
精算の課題―任軒永民族問題研究所所長に聞く」
『コリア研究』1号 , 2010年 3月 , 立命館大学コリ
ア研究センター , pp.13-22、장동석「친일 , 미디어
를 통해 새 힘을 얻다」『The Christian Literature 
Society of Korea』, 기독교사상 , Vol.632, 2011年 8月、
pp.26-34、정운현『친일파는 살아있다 -자유・민주
의 탈을 쓴 대한민국 보수의 친일역정』책보세 , 
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2011年（電子書籍）、민족문제연구청년모임・정
운현『청년학생들을 위한 친일청산 100문 100답 친
일 , 청산 되지 못 한　미래』（주）책으로보는세상 ,　
2014年（電子書籍）.
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1．はじめに 1）

近年、医療の高度化に伴い、死亡事故の発生も
絶えない中、事故の原因究明と共に再発防止、さ
らには「医療の質」向上につなげるための社会的
な仕組みを整えることは、国を問わず重要課題と
なっている。韓国では、患者の安全に伴うこのよ
うな問題に取り組むため、2015年 1月 28日に「患
者安全法」が制定され、2016年 7月 29日より施
行されている 2）。
「患者安全（Patient Safety）」に関しては、1999年
にアメリカの Institute of Medicineが報告書 “To err is 

Human: Building a safer health system”3）を公刊したのを
機に話題となり始め、世界各国で実態調査が行わ
れ、その深刻性が認識されるようになった。韓国
においても、2000年代はじめより、「患者安全」の
重要性が提起されてはいたものの、社会的関心を
引くにはいたらなかった［신재명・조기여 2018: 

34］。ゆえに、韓国では医療に伴って発生する事故
については、その被害救済ないし紛争解決に主眼
をおいた法整備に関心が集まっていた［李庸吉 

2016: 202-209］一方で、医療の安全と再発防止に
ついては、基本的な報告システムも備わっておら
ず、その実態さえも把握されず、事故及び患者安
全情報の管理と分析についてはお手上げともいえ
る状態であった。そのような中、「患者安全法」が
制定・施行されたことは画期的な転換点となり、
「医療の質」向上において重要な意味を有すると捉

えられている［구홍모 2016: 48，최민규 2022a:152］。
韓国において「患者安全」に関する議論が本格

化したのは、2010年 5月、当時 9歳の白血病患者
であったチョン・チョンヒョン（정종현）君（通
称、チョンヒョニ〔종현이〕）が約 3年に及ぶ抗癌
治療の末、完治を目の前に最後の 1回の抗癌剤治
療で発生した事故において無念の死を遂げた衝撃
的な事件に端を発する［李庸吉 2015: 741］。また、
2012年にもまったく同様の事故により、悪性リン
パ腫の 40代女性患者が死亡するに至った 4）。これ
らの一連の事故が全国的に患者安全の重要性に対
する起爆剤となり、医療現場で患者安全を具現す
ることと、事故発生後において被害者を合理的に
救済するための方策を要求する主張が提起され続
けた［최민규 2022b: 4-5］。
このようなことから、医療被害者及び市民団体

を中心に患者安全に関する論争が本格的に巻き起
こり、立法への大きな流れを生むことになった［李
庸吉 2015: 741-743］。
本稿は、「患者安全法」に先行して施行された医
療事故被害の救済と紛争解決に主眼をおく「医療
事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律
（通称、医療紛争調停法）」との関係性、つまり医
療安全（患者安全）と紛争解決のための施策の連
携可能性を見出すことはできるのかという問題意
識のもと、法制定からこれまでの法状況と運用状
況につきトレースすることで、医療における安全
文化の醸成がどのように進展してきたかを確認
し、今後を展望することを目的とする。また日本
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においても 2015年に発足した「医療事故調査制
度」が 10年目となる今日、新たな議論の端緒を提
供することをも視野に入れた試みでもある。

2．「患者安全」と「患者安全事故」の概念

（1）「患者安全」の概念

上述のように、「患者安全（Patient Safety）」とい
う概念は 1999年以降において登場したものであ
るが、医療者側ではなく、患者の観点で患者中心
に事故・事象を見つめるという要諦である［백경
희 2015: 329］。つまり、医療提供者の「エラー
（error）」そのものより、患者が受ける危害や脅威
に焦点を合わせた患者中心の概念であるという側
面に意義がある［서제희 2016: 329］。

（2）患者安全法における「患者安全事故」の定義

患者安全法は、「患者安全事故」を「保健医療人
が患者に保健医療サービスを提供する過程におい
て、患者の安全につき、保健福祉部令で定める危
害が発生、または発生するおそれのある事故をい
う」（法第 2条）と定義しており、同法施行規則第
2条は、「保健福祉部令で定める危害」とは、「死
亡・疾患または障害等、患者の生命・身体・精神
に対する損傷または副作用をいう」と規定する。
これに対し、「医療事故被害救済及び医療紛争調

停等に関する法律（通称、医療紛争調停法）」が定
める「医療事故」とは、「保健医療人が患者に対し
実施する診断・検査・治療・医薬品の処方及び調
剤等の行為により、人の生命・身体及び財産に対
し被害が発生した場合をいう」としている。
概念上は、これら 2つは類似するが、「患者安全

事故」の場合、実際に「悪結果」が発生した場合
のみならず、「危害が発生するおそれのある事故」
まで含まれることになり、より包括的な概念とい
うことになる。

3．「患者安全法」の主な内容とその特徴

（1）「患者安全法」の主な内容

「患者安全法」は患者安全に必要な事項を規定す
ることで、患者の保護及び医療の質向上に寄与す
ることを目的とし（第 1条）、以下のような内容を
規定する。

a．患者安全総合計画と国家患者安全委員会
保健福祉部（日本の厚生労働省に相当）の長官

は、国家患者安全総合計画を 5年毎に樹立・施行
しなければならず、国家次元で患者安全に関する
事項を審議するために「国家患者安全委員会」を
設置しなければならない（7条、8条）。

b．患者安全委員会の設置と患者安全専担人員の配置
一定規模以上の病院級医療機関（200床以上）は、

「患者安全委員会」を設置・運営しなければならず、
患者安全の業務を担当する「患者安全専担人員」5）

の配置が義務付けられる（11条、12条）。専担（筆
者注：日本語では「専任」に相当。）人員となる者
は、患者安全活動に関する教育を定期的に受けな
ければならない（13条）。

c．自律報告及び報告学習システムの構築
患者安全事故を発生させた者、あるいは発生し

た事実を知った保健医療人及び患者等は、その事
実を自律的（自発的）に報告できる（14条）。こ
の自律報告（筆者注：日本語の「自発的報告」に
近い語である。以下においても同じ。）によって収
集された資料等を基に調査、研究及び共有のため
患者安全事故報告学習システムを構築し運営する
（16条）。

d．報告者の保護
報告者の保護を図るため、秘密漏洩禁止条項が

設けられており、報告者が不利な扱いを受けない
ようにする保護規定も設けられている（17条）。
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（2）患者安全法の特徴

「患者安全法」は、患者安全事故に対する国家次
元の体系的な管理システムの構築を基本目的とし
ている。患者安全事故に対し、保健医療人及び患
者側からの報告を収集・分析し、医療機関及び医
療人全体を学習させる「報告・学習システム」の
構築を核心とする。そのため、「患者安全法」の最
も大きな特徴といえるのは、「自律性」に根幹がお
かれている点であった。つまり、法第 18条に明示
された患者安全事故の個人情報保護と報告者に対
する「不利益禁止」に関する事項以外には未遵守
につき罰則がなく、何の制裁性もないことから、患
者安全関連の専門家からは憂慮も示された［구홍
모 2016: 51］。
また、自律報告システムは、非処罰性、機密性、

独立性等が担保されることにより、報告を促進さ
せ、現場において自発的に事実を報告する文化を
醸成することで適時性を保障する目的で採択され
たが、反面、当システムは、当初予想しただけの
資料収集が可能であるか強い疑問が実際の現象か
らもうかがえるとし、本法の最も大きい短所にも
なり得るという批判もみられた［신재명・조기여 

2018: 38-39］。そのような中、制度の運用において
現れた一部の不備な点を改善・補完するため議論
が重ねられた末、2020年 1月 29日、「患者安全法」
は一部改正された（2021年 1月 30日施行）。

（3）2020年改正の主な内容

主だった改正点とその概要を示すと、以下のよ
うに整理することができる。
①保健福祉部長官は患者安全及び医療の質向上

に関する政策の樹立・施行のため、5年毎に患者
安全事故実態調査を実施し、結果を公表できるも
のとした（第 7条の 2＜新設＞）。
②保健福祉部長官は患者の保護及び医療の質向

上のための施策を効果的に遂行するために患者安
全活動を目的とする非営利法人を「中央患者安全
センター」に指定することができ、また一定規模
以上の病院級医療機関等を「地域患者安全セン

ター」に指定することができるものとした（第 8

条の 2及び第 8条の 3＜新設＞）。
③患者安全専担人員の資格要件の中に薬師（日

本でいう「薬剤師」）を追加（第 12条）した。
④患者安全事故が発生することが予想される場

合にも保健医療人や患者等が保健福祉部長官にそ
の事実を報告できることとし、一定規模以上の病
院級医療機関において、説明・同意内容と異なる
内容の手術等により患者が死亡する等の患者安全
事故が発生した場合、当該医療機関の長は保健福
祉部長官にその事実を遅滞なく報告することとし
た（第 14条）。
⑤保健福祉部長官は、患者安全事故関連情報の

共有のために、韓国医療紛争調停仲裁院、韓国消
費者院等の機関の長に患者安全事故関連資料の提
供を要請することができるものとした（第 15条の
2＜新設＞）。

4．医療機関評価認証院と患者安全報告学
習システム

（1）中央患者安全センターとしての医療機関評価認証
院 6）

医療機関評価認証院は、医療機関認証制度及び
医療機関を対象として実施される各種の評価業務
を統合・遂行し医療の質と患者安全の水準を高め
ることで国民の健康の維持・増進に寄与するため、
医療法に基づき設立された機関で、2010年 10月
26日に開院し、業務を開始した。
当該機関の業務としては、①医療機関認証業務、

②医療機関及び医療人に対する教育・コンサル
ティング業務、③中央患者安全センターとしての
「患者安全報告学習システム」運営業務を掲げてい
る。当機関の組織構造も経営管理を行う経営革新
本部の他に①を担当する認証評価本部、②を担当
する教育研究本部、③を担当する中央患者安全セ
ンターに分かれているが、これらが有機的に連携
し、患者安全と医療の質向上のための事業を展開
している。
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a．医療機関認証業務
医療法 58条が規定する医療機関の認証を保健
福祉部長官の委託を受け、病院級医療機関及び大
統領令で定める医療機関に対する認証を行ってい
る。この医療機関認証制度は、「医療機関をして患
者安全と医療の質向上のための自発的で持続的な
努力を誘導し、医療消費者に良質の医療サービス
を提供するための制度」で、「順位を定める相対評
価とは異なり、医療機関の認証基準充足の適否を
調査する絶対評価の性格を有する制度で、公表さ
れた認証調査基準の一定水準を達成した医療機関
に対し、4年間有効な認証マークを付与する制度」
である。

b．医療機関及び医療人に対する教育・コンサルティ
ング業務
当該機関の教育研究部が提供するサイバー研修

院をはじめ、医療機関や医療従事者に対する教育
研究プログラムや医療機関へのコンサルティング
サービスを提供している。

c．中央患者安全センターとしての「患者安全報告学
習システム」運営業務

2016年 7月 29日、「患者安全法」に基づく、「患
者安全報告学習システム」運営業務の委託機関と
して指定され、さらに 2020年 1月 29日「患者安
全法」一部改正により、同法 8条の 2が定める「中
央患者安全センター」として指定を受け、「患者安
全報告学習システム」を中心に業務運営がなされ
ている。患者安全事故につき、報告できるようシ
ステムを構築し、システムを通じて報告された事
故を分析し、整備した予防対策を患者や医療現場
にフィードバックし、類似した事故の再発防止を
図っている。

d．機関の特性
当該機関の特性としては、①患者安全基準を含

めた国際水準（ISQua）の認証基準を備えているこ
と、②調査人員の専門性・客観性強化、③医療機
関の質の向上を支援するコンサルティングサービ

スを提供し、パートナーシップ確保などを掲げて
いる。
そのようなことから、医療供給者中心の医療文

化から医療消費者（患者及び保護者）中心の医療
文化に転換させて、革新的な制度を設計したとこ
ろに長所ともいえる特性がある。

（2）患者安全報告学習システム

a．患者安全報告学習システムの機能と構造
「患者安全法」の核心は、患者安全事故の報告学
習システムの構築である。保健医療人のみならず、
患者側も事故につき報告ができるようになってい
る。報告された患者安全事故を分析することで得
ることができた知見や予防対策を保健医療人や患
者側にフィードバックし、同様の事故が再発しな
いようにする予防システムである［구홍모 2016: 

54］。
患者安全事故を検証した後には、必ず個人情報

を削除し、報告者に対する秘密を保障することで、
自発的な報告を促し、これまでは医療機関で内部
的に保管・管理された患者安全事故を報告・学習
システムで共有することで、再び同じ不幸が繰り
返されないようにする患者安全管理体系ともいえ
る［구홍모 2016: 54］。
「患者安全法」は、実際に発生する患者安全事故
と、これに対する予防及び再発防止のための活動
の失敗を把握することから始まる構造である。ま
ずは、患者安全報告学習システムを通した報告が
なされ、報告内容の分析により予防及び再発防止
のための患者安全基準を策定し、この基準の遵守
程度を測定するために、患者安全指標を開発し普
及を図る。このような一連の過程が実効的に運用
されるよう各医療機関に患者安全専担人員及び患
者安全委員会を構成し、政府は国家患者安全委員
会を設置し、患者安全総合計画を樹立することで
一貫的かつ持続的な患者安全政策を推進する。こ
のように事故報告を端緒にすべての段階が有機的
に連携される構造となっている［구홍모 2016: 

54］。
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b．報告者の範囲とその保護
報告者の範囲は「患者安全事故を発生させたり

発生した事実を知ったりした保健医療人や患者等
保健福祉部令で定める者」と広く設定されていて、
保健医療人、保健医療機関の長、専担人員、患者
及びその保護者 7）がこれに含まれる（法第 14条、
施行規則第 12条）。特に患者安全専担人員は医療
機関内部の報告体系を通して収集・分析した患者
安全事故を個別に報告することも、また医療機関
としてまとめて報告することもできる［구홍모 

2016: 55］。
また、「患者安全法」第 14条第 3項（2020年 1

月 29日改正）により、患者安全事故を発生させた
本人が報告を行った場合、医療法等の保健医療関
係法令に従った行政処分を軽減ないし免除され
る。連絡先を記載した報告者は、「番号」を付与さ
れるので、名前や連絡先等の個人情報なしに当該
番号を通じて報告の事実を証明できるようになっ
ている［구홍모 2016: 55］。
患者安全報告の目的は、事故情報の収集・分析

及び再発防止対策策定を通して類似の事故の再発
を予防することにあるため、「患者安全法」では、
報告者に対する秘密保障を徹底しており、報告に
よる不利益を未然に防止するようにしている。ま
た、蓄積された情報の専門的分析と効果的フィー
ドバックを通した巨視的改善活動を遂行すること
を目的としているため、個別の医療機関に対する
フィードバックは行わないことになっている［구
홍모 2016: 55］。

c．報告手続きと情報の処理過程
患者安全事故を報告する者は、「患者安全事故報

告書」を作成し報告することになる。その書式は、
医療機関評価認証院のホームページからダウン
ロードすることができ、メール、ファックス、郵
便を通して報告することができる。また、オンラ
イン申告もできるようになっている。
報告された情報は検証手続きを経ることにな

る。記述された内容とチェックボックス選択の内
容が相違していたり、内容が不備ないし不十分と

判断されたりした場合は、これを補完し、信頼性
を高める。たとえば、必須情報が欠落している場
合は、報告者に内容の確認を行い、資料を補完す
る。重複報告や虚偽報告と判断される場合は、そ
の事由を登録した後、削除処理し分析対象から除
外する。この検証手続きは、患者安全報告学習シ
ステム運営機関に受付がなされた日から 14日以
内に完了する［구홍모 2016: 57］。
上述の検証手続きが完了した報告書は、個人ま

たは保険医療機関が識別可能な情報をすべて削除
した後、データベースに保存され、患者安全情報
データベースが構築される。蓄積されたデータ
ベースを活用し、患者安全情報を分析することで
患者安全事故の現況と傾向を把握し、保険医療
サービス提供過程で新たに発生した危険要因を発
見し、因果関係を分析することになる。これを通
じて危険低減政策及び目標と樹立する［구홍모 

2016: 57］。
分析された患者安全情報に関しては、類似の事

故が再発しないよう、事故発生情報と再発防止対
策を全保健医療機関及び保健医療人と共有するこ
とになる。新たな類型については、それが患者安
全に重大な危害が発生する可能性のある患者安全
事故である場合、注意警報を発令することができ
る。それ以外の場合は、患者安全事故発生情報、ガ
イドライン、予防戦略等をホームページに掲載、も
しくはニュースレターまたは報告書の発刊を通じ
て保健医療機関や保健医療人に提供する。さらに
患者安全キャンペーン、患者安全専担人員教育資
料発刊もしくはメディアを通して広報を行う。こ
のような一連の過程を通して患者安全情報に対す
る体系的な分析と患者安全及び医療の質向上のた
めの政策樹立根拠として活用されることになる
［구홍모 2016: 57］。

5．統計で見る法施行後の歩みと実績

ここにおいては、患者安全報告学習システムを
通して収集・公表されたデータにつき、その一部
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を紹介し、法施行後の歩みについて確認してみる
ことにする 8）。
まず、【表 1】であるが、「患者安全法」が施行

された 2016年から 2023年までの報告状況を「報
告者」別に示したものである（ただし、2016年度
に関しては、約 5か月間のデータとなる）。合計報
告件数は年々伸びており、特にここ最近の増加傾
向が顕著にみられる。「患者安全法」は、患者及び
その「保護者」も報告ができるシステムとなって
いるが、増加傾向が見られるのは、患者安全専担
人員、保健医療人自らの報告で、2020年以降、殊
に 2023年に至っては目を見張るものがある。これ
は制度が浸透し、比較的よく機能している様子の
表れと読むことができようか。
次に、2020年の法改正（2021年 1月 30日施行）

により導入された「義務報告」の数を分けて示し
たのが【表 2】になる。義務報告該当要件は「患

者安全法」第 14条 2項の 1号から 4号に該当する
場合であるが、それを【表 3】に示しておく。
義務報告に関しては、導入当初である 2021年の

97件に比し、年々軽減傾向がみられる反面、法改
正後、「自律報告」の数が増加しているのが目を引
く。義務報告に関しては、法改正後、まださほど
時間が経っていない点から、理解が浸透しておら
ず、義務報告に該当しないものも誤って報告され
ているようである。たとえば、「患者安全統計年報」
によると、導入初年度である 2021年度において
は、義務報告がなされた 97件の内、義務報告に該
当するのが 30件、あとの 67件は非該当事例となっ
ている。同じく 2022年度は、84件中該当事例が
36件、非該当事例が 48件、2023年度では、65件
中該当事例 42件、非該当事例 23件となっており、
少しずつ理解が広まっている様相が垣間見られ
る。また自律報告も含めたこれらの数字は患者安

 【表 1】報告者別報告現況 （単位：件，％）
区 分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
患者安全
専担者

536
（95.2）

3,446
（89.2）

7,067
（76.4）

7,959
（66.6）

9,643
（69.3）

9,198
（70.0）

8,548
（57.7）

10,734
（52.9）

保健
医療人

20
（3.6）

282
（7.3）

1,091
（11.8）

1,806
（15.1）

3,506
（25.2）

3,709
（28.2）

5,908
（39.9）

9,222
（45.5）

保健医療
機関の長

0
（0）

122
（3.2）

1,052
（11.4）

2,118
（17.7）

731
（5.3）

157
（1.2）

259
（1.7）

254
（1.3）

保護者 * 3
（0.5）

9
（0.2）

22
（0.2）

28
（0.2）

18
（0.1）

28
（0.2）

31
（0.2）

39
（0.2）

患者 4
（0.7）

0
（0）

10
（0.1）

30
（0.3）

8
（0.1）

16
（0.1）

53
（0.4）

24
（0.1）

不明 ** 0
（0）

5
（0.1）

8
（0.1）

12
（0.1）

13
（0.1）

38
（0.3）

21
（0.1）

0
（0）

合計 563
（100）

3,864
（100）

9,250
（100）

11,953
（100）

13,919
（100）

13,146
（100）

14,820
（100）

20,273
（100）

＊保護者：慣習的に使われている用語で主に患者家族や付添人にあたる
＊＊不明：報告において報告者項目未作成なもの

（＊「患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）

【表2】報告種別年次推移
（単位：件）

区分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

自律報告 563 3,864 9,250 11,953 13,919 13,049 14,736 20,208

義務報告 ― ― ― ― ― 97 84 65

合計 563 3,864 9,250 11,953 13,919 13,146 14,820 20,273

（＊「患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）
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全報告学習システムを通して収集されたデータで
あって、韓国全体の患者安全事故の発生を網羅的
に反映されている訳ではない点、また報告件数の
増加が発生率の増加を意味するものではない点 9）

も念頭におきつつ動向を注視していく必要がある
だろう。
【表 4】は、報告を危害程度毎に示したものであ
る。また、危害程度を示す用語の定義をまとめた
ものが【表 5】である。総じて緩やかな増加がみ
られる中、2023年度は、全体数の伸びが顕著で、
特に「危害なし」の数が急伸しているのが見て取
れる。これは制度の浸透と共に現場での理解が深

まったことによるものと読むことができるだろ
う。法改正後に新設された「近接誤謬」10）の数値
と照らし合わせると 2022年度と 2023度年におい
て、やや目を引く動向が見られ注目に値する。
【表 6】は、事故種別ごとに整理された報告状況
の年次推移である。非常に細分化されており、有
害事象の頻度の多寡が一目瞭然である。2021年度
までは、転倒が最も高頻度で起こっていたのが、
2022年には薬物による有害事象が首位に来て入れ
替わっており、全件数に対して占める割合も増加
している点が目を引く。
最後に【表 7】は、直近の 2023年度のみのデー

【表3】義務報告を要する場合
根拠規定 内　　容

14条 2項 1号 説明を受け同意した内容と異なる内容の手術・輸血・全身麻酔

同 2号 診療記録と異なる医薬品、異なる容量、異なる経路

同 3号 他の患者、他の部位の手術

同 4号 医療機関内の身体的暴力に起因した死亡、深刻な身体的・精神的障害

（＊「患者安全法」条文を基に筆者作成）

【表4】危害種別報告現況
（単位：件，％）

区 分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
近接誤謬 *
Near miss ― ― ― ― ― 2,927

（22.3）
5,283
（35.6）

2,129
（10.5）

危害なし 181
（32.1）

1,278
（33.1）

4,485
（48.5）

6,034
（50.5）

6,987
（50.2）

4,324
（32.9）

3,709
（25.0）

11,224
（55.4）

軽症 310
（55.0）

2,187
（56.6）

4,079
（44.1）

5,059
（42.3）

5,826
（41.9）

3,897
（29.6）

3,982
（26.9）

4,672
（23.0）

中等症 56
（9.9）

336
（8.7）

562
（6.1）

726
（6.1）

935
（6.7）

1,761
（13.4）

1,604
（10.8）

1,980
（9.8）

重症 6
（1.1）

7
（0.2）

22
（0.2）

18
（0.2）

35
（0.3）

59
（0.4）

47
（0.3）

121
（0.6）

死亡 7
（1.2）

51
（1.3）

95
（1.0）

98
（0.8）

122
（0.9）

142
（1.1）

141
（1.0）

147
（0.7）

不明確 ** 3
（0.5）

5
（0.1）

7
（0.1）

18
（0.2）

14
（0.1）

36
（0.3）

54
（0.4）

0
（0）

合計 563
（100）

3,864
（100）

9,250
（100）

11,953
（100）

13,919
（100）

13,146
（100）

14,820
（100）

20,273
（100）

＊「患者安全法」改正後新設された項目で 2021.1.30.以降よりデータ収集
＊＊危害程度が未作成の報告

（＊「患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）
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タであるが、危害程度に応じた措置の内訳を示し
ている。こちらも非常に詳細に区分されており、資
料としての有用性は高いように思われる。

6．意見交換会でのインタビューを通して

筆者らは、2024年 8月 1日、ソウルの医療機関
評価認証院（中央患者安全センター）にて意見交
換会の機会を得た。以下、その内容につき報告す
る。

＊  訪問日時：2024年 8月 1日午前 10時
＊  場　所：医療機関評価認証院（中央患者安全セ
ンター）

＊参加者
＜韓国側＞
ク・ホンモ（구홍모）：中央患者安全センター セ
ンター長・医師

イ・スンヒ（이승희）：中央患者安全センター 患
者安全部協力事業チーム チーム長・看護師

チョ・ウグン（조우근）：中央患者安全センター 

患者安全部協力事業チーム 医務記録士（保
健医療情報管理士）

＜日本側＞
平野哲郎：  立命館大学法科大学院教授
渡辺千原：立命館大学法学部教授
李　庸吉：大阪公立大学人権問題研究センター

特別研究員

（1）医療側の反対やディフェンシブ的なロビー活動等
について

どの国であっても、医療に関連した法が制定さ
れるということになれば、それなりに規制がなさ
れる訳なので、医療界からは、ある程度反対の声
があがることは多い。
事故報告制度は、規制や処罰条項が入ったりす

ると医療界からの反発はあるが、処罰条項はない
点など、積極面を説明し、原案 11）から修正を経て
制定に至った。
ただ、法制定後、5年が経過した 2020年の法改

正で重大な患者安全事故に対する義務報告が導入
されることになった。それまでにおいて、患者安
全法に基づく制度がよく運営されていたこともあ
り、改正法導入時において罰則条項が入ったにも
関わらず、医療界から大きな反対ということには
ならなかった。

（2）義務報告が導入された経緯について

法施行後、報告が活性化されていったが、報告
がなされず抜け落ちることがあるのも問題だっ
た。その中で社会的イシューとなったが、報告が
なされていなかったケースとして、9歳の女児の
事例で、鼻血が止まらないため受診した近医から
大学病院を紹介されたところ、脊髄炎の疑いで腰
椎穿刺による検査を受けたが、結局は死亡に至っ
た重大な事故があった。そこでやはり重大な患者
安全事故は、義務的に報告がなされるようにすべ

【表5】危害程度に関する用語の定義
近接誤謬
（Near miss） 事故が発生しそうであったが偶然に、または適切なタイミングの対処を通じ発生には至らなかった場合

危害なし 事故が発生したが、患者に明確な危害が発生しなかった場合

軽症 患者が軽微な損傷を負い、その結果、短期間または軽度の処置が必要な場合

中等症 患者が長期的な損傷を負い、その結果、入院期間が延長となったり、追加手術及び処置等が必要な場合

重症 患者が恒久的な損傷を負い、その結果、退院時において障害が出現、あるいは生命を維持するための処
置または手術が必要な場合

死亡 患者が死亡した場合

（＊「2023年患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）
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 【表6】事故種別報告現況 （単位：件，％）

区 分 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

薬物 206
（36.6）

1,075
（27.8）

2,602
（28.1）

3,798
（31.8）

4,325
（31.1）

4,198
（31.9）

6,412
（43.3）

10,089
（49.8）

転倒 282
（50.1）

1,835
（47.5）

4,224
（45.7）

5,293
（44.3）

6,903
（49.6）

6,199
（47.2）

5,745
（38.8）

6,863
（33.9）

検査 15
（2.7）

275
（7.1）

533
（5.8）

715
（6.0）

475
（3.4）

501
（3.8）

493
（3.3）

662
（3.3）

傷害 * - - - - - 467
（3.6）

495
（3.3）

477
（2.4）

処置 /施術 8
（1.4）

56
（1.4）

102
（1.1）

121
（1.0）

160
（1.1）

197
（1.5）

209
（1.4）

266
（1.3）

行政
（事務）* - - - - - 109 

（0.8）
124
（0.8）

208
（1.0）

手術 5
（0.9）

43
（1.1）

103
（1.1）

133
（1.1）

149
（1.1）

176
（1.3）

156
（1.1）

197
（1.0）

食事 /栄養 5
（0.9）

24
（0.6）

73
（0.8）

99
（0.8）

95
（0.7）

166
（1.3）

104
（0.7）

160
（0.8）

診療材料 - 84
（2.2）

433
（4.7）

217
（1.8）

154
（1.1）

121
（0.9）

116
（0.8）

157
（0.8）

自殺 /自害 4
（0.7）

39
（1.0）

90
（1.0）

92
（0.8）

123
（0.9）

103
（0.8）

110
（0.7）

153
（0.8）

装備 /器具 6
（1.1）

47
（1.2）

69
（0.7）

125
（1.0）

99
（0.6）

74
（0.6）

98
（0.7）

101
（0.5）

火傷 - 35
（0.9）

77
（0.8）

109
（0.9）

90
（0.6）

88
（0.7）

86
（0.6）

99
（0.5）

感染 2
（0.4）

19
（0.5）

161
（1.7）

174
（1.5）

97
（0.7）

85
（0.6）

85
（0.6）

89
（0.4）

脱走 /失踪 /
誘拐 - 22

（0.6）
58

（0.6）
52

（0.4）
82

（0.6）
61

（0.5）
55

（0.4）
70

（0.3）

輸血 2
（0.4）

22
（0.6）

36
（0.4）

33
（0.3）

29
（0.2）

36
（0.3）

41
（0.3）

50
（0.2）

麻酔 /鎮静 1
（0.2）

7
（0.2）

9
（0.1）

7
（0.1）

13
（0.1）

6
（0.0）

18
（0.1）

8
（0.0）

分娩 - - - 2
（0.0） - 1

（0.0）
2

（0.0）
5

（0.0）

その他 ** 27
（4.8）

276
（7.1）

673
（7.3）

965
（8.1）

1,111
（8.0）

522
（4.0）

417
（2.8）

619
（3.1）

不明確 *** - 5
（0.1）

7
（0.1）

18
（0.2）

5
（0.1）

36
（0.3）

417
（2.8） -

合計 563
（100）

3,864
（100）

9,250
（100）

11,953
（100）

13,919
（100）

13,146
（100）

14,820
（100）

20,273
（100）

＊法改正後新設：'21.1.30以降よりデータ収集
＊＊情報システム障害、暴力、褥瘡等
＊＊＊事故種別未作成の報告

（＊「患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）
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 【表7】危害程度別措置内訳（2023年度） （単位：件，％）

区 分 近接誤謬 危害なし 軽症 中等症 重症 死亡

合　計 2,877
（100）

21,348
（100）

11,192
（100）

6,294
（100）

397
（100）

368
（100）

記録 728
（25.8）

7,449
（34.9）

1,206
（10.8）

423
（6.7）

20
（5.0）

22
（6.0）

教育 505
（17.9）

3,893
（18.2）

1,732
（15.5）

609
（9.7）

15
（3.8）

6
（1.6）

処方変更 896
（31.7）

5,287
（24.8）

194
（1.7）

131
（2.1）

11
（2.8）

9
（2.4）

追加検査 19
（0.7）

1,022
（4.8）

2.105
（18.8）

1,267
（20.1）

56
（14.1）

41
（11.1）

保存的治療 44
（1.6）

1,315
（6.2）

1,347
（12.0）

569
（9.0）

20
（5.0）

19
（5.2）

単純処置 12
（0.4）

352
（1.6）

1,746
（15.6）

379
（6.0）

11
（2.8）

5
（1.4）

投薬治療 13
（0.5）

162
（0.8）

1,048
（9.4）

776
（12.3）

54
（13.6）

45
（12.2）

機関内
転科等

10
（0.4）

55
（0.3）

312
（2.8）

730
（11.6）

74
（18.6）

42
（11.4）

協議診療 5
（0.2）

81
（0.4）

534
（4.8）

474
（7.5）

19
（4.8）

17
（4.6）

再調剤 255
（9.0）

824
（3.9）

23
（0.2）

1
（0.0）

1
（0.3）

1
（0.3）

手術 /施術 1
（0.0）

15
（0.1）

161
（1.4）

487
（7.7）

29
（7.3）

10
（2.7）

酸素投与 - 26
（0.1）

83
（0.7）

92
（1.5）

43
（10.8）

58
（15.8）

再払出し 99
（3.5）

111
（0.5）

8
（0.1）

1
（0.0） - -

専門心臓蘇生術
（ACLS）* - 2

（0.0）
4

（0.0）
17

（0.3）
25

（6.3）
52

（14.1）

心理療法 1
（0.0）

15
（0.1）

33
（0.3）

25
（0.4）

1
（0.3） -

輸血 - 6
（0.0）

19
（0.2）

9
（0.1）

5
（1.3）

9
（2.4）

その他 ** 239
（8.5）

732
（3.4）

637
（5.7）

307
（4.9）

13
（3.3）

32
（8.7）

（＊「患者安全統計年報」の情報を基に筆者作成）
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きであるとのことで、義務報告導入の端緒となり、
法改正へと舵が切られたという経緯がある。

（3）重大な患者安全事故の判断・報告

重大な患者安全事故については、法に規定（4要
件）されているが、詳細な部分については、「重大
な患者安全事故義務報告ガイドライン」があり、医
療機関に配布され、事例形式で参照できるように
なっている。最終的な判断権者としては、医療機
関の長ということになる。

（4）報告が法的責任を問われることに繋がる懸念につ
いて

韓国でも報告をしたことが法的責任につながる
のではないかという懸念はあった。
事故は人のミスが伴うことが多いため、院内内

部でもなかなか報告しにくいところ、国家に報告
するとなると抵抗があり、なかなか難しいのでは
ないかと思われた。しかし、実際現在の統計を見
ると、1ヶ月あたり約 2,000件の報告が上がってく
るようになっている。
患者安全法に従って報告が上がってくると、検

証を経た後には、報告者が誰なのか、どの医療機
関で発生したのか、というような個人情報・識別
情報をすべて削除することになっている。そのよ
うに始まった文化が、医療界においても、報告を
しても紛争化や処罰に繋がるということはなく、
何も問題がないという認識が定着したことで、
しっかり報告がなされるようになっている。

（5）報告後における事故原因の院内調査について

公式には院内調査の制度はない。患者安全法の
目的はあくまでも再発予防で、調査自体は目的に
なっていないので、強制的に調査をするという制
度にはなっていない。
ただ、再発予防のための支援ということは行っ

ている。病院から支援の依頼があれば、外部の専
門家の協力も得て対策を考える。支援依頼は書面
での依頼が必要で、それを精査し支援が必要と判
断した場合は、専門家に依頼し、改善策を含めて

個々に分析するなどの形で支援しているが、大体
年間 100件くらいが支援対象となる。義務報告が
約 100件なので、基本的にはそれらは支援対象と
なるが、患者安全事故については、通常いわれる
医療事故とは少し違う概念、つまり Investigationで
はなく、Consultingの概念で支援にあたっている。

（6）支援の内容について

医療機関毎に状況や環境が違うので、それに合
わせてコンサルティングを行っている。たとえば、
原因分析の仕方が分からなければ一緒に分析を行
い、改善策を策定するほか、職員に対する教育が
必要なら職員教育、リーダーシップに問題がある
ようなら、必要に応じて院長を対象にリーダー教
育、さらには転倒防止の物品提供など、あらゆる
方法を講じることができるようにしている。
中央患者安全センター以外にも患者安全法では

地域患者安全センターを指定できるようになって
いて、全国で 10カ所の地域患者安全センターが運
営中である。たとえば、地域の基幹病院も 5カ所
が指定されており、その他学会や医師協会、看護
師協会、薬剤師協会等の団体も地域医療安全セン
ターとして、周囲の病院から支援の要請があれば
支援にあたっている。
中央患者安全センターは公共機関でもあり、人

員を増やすのは容易ではないことから、外部の専
門家を活用することが多い。中央患者安全セン
ターには外部専門家のグループがあり、細部にわ
たってグループ化されている。中央患者安全セン
ターのマンパワーだけでは賄いきれない部分は、
外部専門家に協力をいただいている。

（7）被害者の聞き取りから思いを汲むようなカウンセ
リング的な側面

昨年から、患者安全事故による当事者を支援す
るプログラムを開発し、ウルサン（蔚山）大学校
の方で、医療被害者の心のケアないしはカウンセ
リング的な支援を試行的に始めている。この試験
的プログラムの結果が出れば、本格的に事業化し
て展開する予定である。相談だけではなく、そこ
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で痛めた心の問題にも目を向けて支援を行ってい
る。
特徴的なことは、患者だけではなく、事故を起

こした医療人も対象となる。事故による一次的な
被害者はもちろん患者だが、関わった医療従事者
も自責の念で苦しんだりしているため、「第二次被
害者」と位置づけて、その支援をするプログラム
を試験的に運営している。

1つの方法としては、ロールプレイなどがある。
精神科でもよく使われている方法だが、訓練され
た演者（メソッドアクター）が医師役、患者役と
双方の役を演じてもらうことを通じて、心の奥底
に押し込められた感情やストレスを吐き出しても
らうなどし、日常を取り戻せるように支援する。
これは相手側の観点や考え方の理解を促進する

という意味で有益で、事故に遭った患者側の思い
を医療人が理解できること、逆に患者側には医療
人がどのような思いをもっているのかという点を
理解することで心が通い疎通できるようにする。
その他には、紛争解決のために医療仲裁院の紹

介も含めて制度的な支援を案内するなどしてい
る。

（8）守秘義務と報告者の保護について

医療機関評価認証院は公共機関であることか
ら、国の監査もある（年に 1回）。そのような関係
で資料の提出を求められることがある。事例を示
すと、1歳の子が大学病院での注射ミスで亡くなっ
た事件で、世論の影響もあり、当該事件に関する
情報を提出するように国会から要求されたことが
あったが、個人情報を削除して提供した。
患者安全法制定後間もない頃は、国会、保健福

祉部や警察・検察など、あらゆる所から資料提出
の要求があったが、一切提出しなかった。最近で
は要求自体なくなっている。
患者安全法には、もし医療機関評価認証院の職

員が情報を流出させた場合、3年以下の懲役もし
くは 3,000万ウォン以下の罰金が科せられる罰則
規定がある。
また、病院において患者安全事故につき報告を

した報告者に対し、不利益を与えるようなことを
すれば、病院長は 2年以下の懲役もしくは 2,000万
ウォン以下の罰金に処せられることとなってい
る。実際、病院長が報告をしない判断をしたが、現
場の医療人が（内部告発的に）報告をするという
ことはあった。しかし誰が報告したかという情報
は守られる。幸いなことに、これまで報告者が不
利益を受けて病院長が処罰されたというケースは
なかった。

（9）2023年度の報告件数の増加に関連して

「2023年患者安全統計年報」からも明らかなよ
うに、2023年に入ってからの報告件数の増加は顕
著である。この増加傾向は、何か特別の対策とい
うよりも、医療現場で患者安全に対する理解が広
まったということが報告件数に反映したとみるこ
とができそうだ。現在、毎月約 2,000件の報告が
あるが、実際発生していると思われる件数に比べ
ればまだ少ないとみている。
世界の統計を見ると、人口の 10％が 1年に入院

する患者数、その 10％が何らかの患者安全事故件
数、さらにその 10％が死亡ないし重度の障害と
なっているという試算があり、韓国の情況も調査
してみたところ、大体当てはまると考えている。
韓国の場合、人口が約 5,000万人なので、1年間
の入院患者数は 500万人、そしてその 10％にあた
る 50万件の患者安全事故があり、さらにその 10％
である 5万人くらいの患者安全事故による死亡な
いしは重度障害が発生していると推定される。す
ると、もっと報告が上がってくるべきだと思って
いる。

（10）報告後のフィードバックについて

患者側から患者安全センターに報告した場合、
その後において医療機関がどのように対応したの
か（改善されたのか）知らせてほしいという要請・
欲求が生じることも考えられる。
しかし個別のフィードバックは行わない。よっ

て、患者側から報告が上がったことを医療機関側
に知らせることもなければ、医療機関が報告した
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ことを患者側に知らせることもない。個人情報が
削除されているので、伝えようもない。
これは個別に解決する問題ではなく、事故の情

報を集めて広報によって全体的な次元でフィード
バックを行う。個別のフィードバックを行うと、警
戒感から報告が減ってしまうことも考えられる。
今は安全文化を根付かせる段階なので、医療機関
側の警戒感や拒否感・不信感を招くことを防ぐと
いうことから、まだそこまではしていない。ただ、
究極的にはそのレベルまでできれば理想的かもし
れない。
また、報告件数と並んで重要なのが、報告書の

様式である。報告のチェック項目があまりにも簡
素だと、再発予防のための対策や支援に繋がらな
い。
韓国の様式は、チェック項目による部分もあれ

ば、主要内容に関しては記述するようにできてい
る。また、改善対策についても意見を提示できる
ようになっている。それも医療機関の次元に関す
るものと、個々では解決できない国家次元での対
策に分けて提示できるようになっている。このよ
うな内容をしっかり分析すれば、改善・予防対策
に繋げることができる。

（11）紛争解決との関係

裁判への資料利用は一切できないようになって
いる。その点では、紛争解決とは一線を画してい
るといえる。患者安全において重要なことは、隠
さずに患者にきちんと伝えることが大切で、その
ような文化が醸成されると、あとは適切な補償だ
けなされるのであれば、訴訟に向かう行動は抑制
されるのではないかと、そのように機能するので
はないかと捉えている。
患者家族にも隠さずに伝えること、アメリカの

Disclosure法、Apology法のような考え方が大切で、
それがなされれば、事故が起こったとしても、訴
訟になることも少なくなるのではないかと考えて
いる。そのような意味では、訴訟化を抑止する方
向に機能するといえるかもしれない。

（12）患者安全文化の醸成は国家次元のアジェンダ

患者安全文化が醸成されるためには、事故が起
こったときに、当事者を非難したり処罰したりす
る文化がなくならなければならない。韓国でも医
療ミスに関しては、制度上、刑事処罰が可能だが、
人は誰でも過ちを犯すものである。その場合、民
事責任はともかく、刑事上の処罰が前面に出る部
分があると患者安全文化を醸成しにくく、文化の
改善や発展は望めないだろう。
同じ事故を再発するいわゆるリピーターには処

罰が必要かもしれないが、最初は非難・処罰より
も、再発防止に重点を置く文化を醸成・浸透させ、
事故が起きないよう予防をすることを強化するこ
とは、発生した事故を解決すること以上に重要で
はないかと捉えている。
韓国の統計を見ると、交通事故で死亡する数が

年間で 2,500名程度であるが 12）、患者安全事故で
は、2万3,000人が亡くなっていると推計している。
これは交通事故の 10倍にもなる数字である。患者
安全文化を醸成することは、国家の次元でみても
重要なアジェンダであるといえる。

（13）小括

インタビュー調査を経て感じた印象としては、
現場において、制度に対する信頼の度合いが日ご
とに高まるにつれて、制度自体もうまく運営され
ているということである。特徴的なこととして、報
告については、検証を経た後には個人情報・識別
情報をすべて削除するなど、守秘義務が徹底され
ていることにより、報告が紛争化や処罰に繋がる
ことがないという認識が定着している点、また再
発予防のための支援を Investigationではなく、
Consultingの概念での支援と捉えているところも
となっているように思われる。
さらには、試験的なプログラムながら、聞き取

りから被害者の思いを汲むカウンセリング的な要
素を含んだ支援プログラムはユニークで、ここで
は事故を起こした医療人も「第二次被害者」との
位置づけで、傷ついた心の問題にも目を向けた支
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援ということで、辛い過去の事実に対し、ある意
味での治癒ないしは平癒をもたらすものとして注
目に値する。
このような側面が、「非難・問責の文化」から

「患者安全の文化」への転換へと推し進めるのに大
いに寄与したであろうことは想像に難くない。
他方、紛争解決とは一線を画していることが明

らかにうかがえた。確かに刑事上の処罰が前面に
出るとなると、ある意味での萎縮が生じることで
患者安全文化を醸成しにくくなる点は共感を覚え
る。しかしながら、適切な補償と紛争化予防・望
ましい解決に繋げるためのADR（Alternative Dispute 

Resolution：裁判外紛争解決手続）との連携可能性
については、今後の課題として議論の余地はある
ように思われる。

7．結語

当時 9歳の白血病患者であったチョン・チョン
ヒョン（정종현）君が無念の死を遂げた事件に端
を発したことから、彼の名前に因んで別名「チョ
ンヒョニ法」（종현이법）とも称されている「患者
安全法」は、まもなく制定から 10年を迎えようと
している。法制定までの道のりも決して平らでは
なかったが、法施行後も様々な難題を抱えながら
も専門家による研究、学界からの批判や課題の提
示等、活発な議論の中で進化発展してきたことが
数多の資料から見て取れる。殊に近年はアメリカ
のDisclosure法や Apology法からの示唆を受けた研
究が散見され 13）、「患者安全法」の基本的な姿勢に
も繋がっていることが今回のインタビュー調査か
らも確認できた。
中央患者安全センターのク・ホンモ（구홍모）セ
ンター長は、「『患者安全法』がよりよく機能する
には、すべて患者安全事故の報告から始まる。こ
の『始まり』を積極的に活用し、実際に発生して
いる患者安全事故を国家次元の『学習報告システ
ム』に報告し、事故の予防と再発防止のための改
善策を開陳することで事故報告が単なる規制と足

枷ではない医療界の現実を代弁するツールとなる
こと、そのためには非難・問責の文化から安全の
文化への転換が何より重要である」と説く。
すべての国民が患者になり得る、そしてすべて

の人々が患者として安全でなければならないとい
う当為性の実現［구홍모 2016: 59］ということに
鑑みると、患者安全文化の醸成のためには、法制
定以降におけるさらなる不断の弛まぬ努力こそが
健全で安心な医療へと向かう原動力となるのかも
しれない。

［付記］本稿執筆に際し、立命館大学法科大学院平
野哲郎教授、同法学部渡辺千原教授からインタ
ビュー調査メモをご提供いただいた。これにより
筆の遅い筆者の作業は大いに助けられた。ここに
記しお礼申し上げる。

※本稿は第 52回（2023年度）三菱財団人文科学
研究助成による研究成果の一部である。

注
1） 本稿は、李庸吉［2024］をベースに、新たな調査

結果を踏まえて大幅に加筆修正を加え、再構成し
たものである。

2） 「患者安全法」制定における背景と条文訳について
は、李庸吉［2015］pp.737-753.

3） 邦訳版として、L.コーン /J.コリガン /M.ドナルド
ソン編・米国医療の質委員会 /医学研究所著（医
学ジャーナリスト協会訳）『人は誰でも間違える－
より安全な医療システムを目指して』（日本評論
社、2000年）がある。

4） 『연합뉴스』（連合ニュース）・2012年 10月 24日付
記事（https://www.yna.co.kr/view/AKR2012102417750
0065）、『SBS』ニュース・2012年 10月 24日付記
事（https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_
id=N1001448969）（2024年 8月 1日最終閲覧）

5） 医師、歯科医師、韓医師、看護師免許を取得後、5
年以上保健医療機関で勤務した者でなければなら
ない。

6） このパートの記述は、医療機関評価認証院 HP
（https://www.koiha.or.kr/web/kr/index.do）の情報に依
拠した。

7） ここでいう「保護者」とは、慣習的に使われてい
る用語で、通常、患者家族や付添人がこれにあた
る。
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8） 統計を含めた情報に関しては、患者安全報告学習
システム HP（www.kops.or.kr）において公表されて
いる情報並びに各年度の「患者安全統計年報」に
依拠した。

9） 各年度の「患者安全統計年報」の「データ活用時
の留意事項」欄において示されている。

10） インタビュー調査で確認したところによると、「近
接誤謬（Near miss）」の例としては、たとえば、手
術箇所と違う場所（患部は右腕のはずが、左右誤っ
て認識していたなど）をマーキングしたが、手術
に入る前に誰かが気づき、事なきを得た場合など
をいう。それに対し、「危害なし（No harm）」は、
ミスはあったが、危害の発生には至らない場合で、
たとえば、Aという消化剤を服用すべきところ、B
という消化剤を服用したような場合である。薬自
体を間違った訳だからミスによる事故なるものは
発生したが、（違う種類の消化剤を服用したからと
いってそれにより何か起こることは少ないことか
ら）特段何も問題が起こらないような間違いの場
合をいう。「近接誤謬」を重要視するのは、たまた
まその時には何も起こらなかったが、十分事故に
繋がる可能性はあることから、事故予防を考える
上では、これらを報告対象として分析をし、予防
策を構築していくことが重要であるとのことで
あった。

11） 原案では、報告は「義務報告」とし、怠った場合
に罰則条項なども含まれていたが、これに関して
は医療界の反発も強く、審議過程で「自律報告」の
形式に修正された（『서울신문』（ソウル新聞）〔Web
版〕2014年 12月 30日付記事）。

12） 韓国警察庁の統計によると、直近 5年の交通事故
死の数は、2019年：3,349名、2020年：3,081名、
2021 年：2,916 名、2022 年：2,735 名、2023 年：
2,551名となっている。

13） たとえば、이원・박지용・장승경［2018］、이영록
［2018］など。
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1．はじめに

本稿の目的は、1950年代の日本において「物語」
として創作・発売された「アリラン」関連レコー
ドを通じて、戦後日本における植民地支配の忘却
と冷戦の後景化を考察することである。
「アリラン」に関してはまさに「汗牛充棟」と言
えるほどの厖大な文献が存在するため、ここでは
「日本におけるアリランの受容」に直接関わる先行
研究を整理しておきたい。戦前の帝国日本におけ
る「アリラン」については既に多数の研究が蓄積
されている。宮塚利雄は「アリラン」の誕生と伝
播を多角的に考察した著書において、戦前の日本
で発売された「アリラン」に「雨、涙、別れ、ア
リラン、恋、それに朝鮮の風情がセットされた、流
行歌にありがちな紋切型の歌詞」が共通していた
と指摘した［宮塚 1995: 86］。テイラー・アトキン
スは、植民地時代の日本人と朝鮮人が「アリラン」
にどのような意味を付与していたのかを、「植民地
近代性」の孕む矛盾と連関させつつ論じた［Atkins 

2007］。李埈熙は朝鮮・日本・台湾における「アリ
ラン」の伝播を、帝国日本が構築したレコード産
業とラジオ放送の影響に着目して考察した［이준
희 2010］。山内文登は、日本と中国でそれぞれ特
攻隊員と革命家として最期を迎え、現在「アリラ
ン」とともに記憶されている二人の朝鮮人の事例
から、海外における「アリラン」の伝播を論じた
［山内 2009］。また山内は、帝国日本が植民地朝鮮

に移植したレコード検閲体制の恣意性と非一貫性
を、「アリラン」に対する検閲の事例から考察した
［山内 2013］。
しかし、戦後の日本における「アリラン」を扱っ
た先行研究はあまり多くない。熊本県球磨郡五木
村に伝わる「五木の子守唄」の「アリラン起源説」
が 1950年代に広がった背景を考察した植村幸生
は、「五木の子守唄」に付与された「抑圧された民
衆の歌」という意味と、「アリラン」に象徴される
朝鮮の「悲哀と諦念」のイメージが共鳴し、「植民
主義的な対象化」と「反体制的な連帯」の交差を
引き起こしたと指摘した［植村 2013］。林慶花は、
敗戦直後から 1950年代にかけて日本の革新勢力
と在日朝鮮人が連帯するなかで、「アリラン」が植
民地へのオリエンタリズムが投影された流行歌か
ら「抵抗の歌」に刷新されていく過程を分析した
［임경화 2014］。
本稿では、1950年代に発売された数多くの「ア
リラン」関連レコードのなかに、「物語」として制
作されたレコード 1）が含まれていたことに注目
し、そういった物語における「アリラン」の表象
に主眼を置きつつ、その内容を詳細に分析する。具
体的には、1950年代前半の朝鮮戦争の停戦後に発
売された「アリラン哀

エレジー

歌」「アリラン物語」と、1959

年 12月に在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業が始
まった直後に発売された「ソノ・エディトリアル」
を取り上げる。
冷戦体制の最大の受益者になった戦後日本が、

植民地支配の責任を問われずに「平和」と「高度
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成長」を謳歌する一方で、朝鮮に関わる記憶を忘
れ去ってしまったことは周知の通りである。とこ
ろが、寺尾五郎（1921-1999）が 1959年の著書で
「朝鮮の民謡といえば、日本人は「アリラン」と
「ト

マ マ

ラデイ」2）しか知らない」と述べたように［寺
尾 1959: 183］、「アリラン」は戦後の日本でも「朝
鮮の歌」として広く知られていた。従って 1950年
代の日本で発売された「アリラン」関連レコード
を通じて、朝鮮の歌を題材とした作品においてさ
え植民地支配がいかに不可視化されたのかを明ら
かにすることができると考えられる。また後述す
るように、冷戦真っ只中の 1950年代に作られたそ
れらの作品を通じて、冷戦体制の受益者であった
にもかかわらずそれを後景化させていた戦後日本
の「冷戦への関わり方」をも浮き彫りにすること
ができる。

2．日本人引揚者の悲劇の前景化－「アリ
ラン哀歌」

1926年に制作された映画『アリラン』のヒット
により、その主題歌も植民地朝鮮で爆発的な人気
を博するようになった。1930年代前半からは日本
でも多数の「アリラン」関連レコードが発売され
始めた。「アリラン」のこうした伝播は、帝国日本
の圏域内で構築されたレコード産業とラジオ放送
に起因していた［이준희 2010: 243-246］。
日本の「アリラン」関連レコードは 1945年の敗

戦後しばらく途絶えたが、朝鮮戦争の勃発以降復
活した。1951年 1月 3）には、菅原都々子（1927-）
の SPレコード「アリラン /トラジ」（Teichiku 

C-3119）が発売された。『音楽年鑑 昭和 27年版』
では、1951年の歌謡界の動向について「朝鮮動乱
を反映して「アリラン」や「トラジ」などの朝鮮
民謡、そして朝鮮メロディーの歌謡曲も発売され
たのが、一九五一年の上半期であった」と記され
ている［音楽之友社・音楽新聞社共編 1951: 58］。
また『社会人』の 1951年 7月号の記事では、菅原
の「アリラン」が 3万 5千枚を売り上げ、彼女が

「漸く一流歌手としての地位を築い」たと記述され
ている［著者不明 1951: 94］。

1952年 1月 4）に発売された菅原の「アリラン哀
歌」（Teichiku C-3430）は、1番から 3番までの歌
詞のなかに「アリラン」や「チョゴリ」が含まれ
ているが 5）、基本的には新たに作曲された作品
だった。1954年頃 6）には同じタイトルの「歌謡物
語」が、SPレコード 2枚（Teichiku B-1250、B-1251）7）

の 4面にわたって収録された。1面当たり 3分、合
計 12分ほどの長さであり、ナレーションと台詞は
弁士の泉詩郎（1902-1978）によって吹き込まれた。
「アリラン哀歌」の 1番が流れた後、物語が展開
される。1945年、朝鮮の開城の満月台で日本軍が
「共産ゲリラ」を相手に最後の戦火を交えている。
ハルオとタマヨは、「内地」に帰るために 山まで
逃げようとする。しかし、ハルオがタマヨの手を
取ろうとした瞬間、地雷が爆発し、轟音とともに
砂煙が立ち込める。爆風に目を痛めつけられたタ
マヨは、「あ、目が見えない。ハルオさん。私の目
が見えなくなったわ」と叫んだものの、激しい砲
火のなかで、タマヨの声は打ち消されてしまう。こ
こで第 1面が終わる。
第 2面の導入部で「アリラン哀歌」の 2番が流

される。満月台に倒れていたタマヨは、運よく引
揚者たちに助けられたが、彼女の目は闇に包まれ
ていた。タマヨは「私は、いったいこれからどう
すればいいんだろう。今まで私の生まれ故郷だっ
たこの朝鮮が、今では見知らぬ他国になるなんて
…」「もうハルオさんにも会えない。お父さんだっ
て探せない。私は、このめしいの、この私は…」と
嘆く。
かろうじて 山に辿り着いたタマヨは、引揚船
の桟橋に入る。大勢の引揚者の大混雑のなかで、ハ
ルオが「こっちだ。タマヨさん。こっちだよ。僕
が分からないのか。タマヨさん」と叫ぶものの、我
先に乗船する引揚者たちによってタマヨは無理や
りに船に乗せられる。ハルオはその日の引揚カー
ドを持っていなかったために、桟橋の外に追い返
される。「私はここよ。どこにも行かないで。ハル
オさん」というタマヨの悲痛な叫び声も、汽笛に
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かき消されてしまう。ここで第 2面が終わる。
第 3面の導入部では「アリラン」のメロディー

が演奏されると同時に、次のようなナレーション
と台詞が流れる。

　渦巻く朝鮮の赤空に恋しいタマヨを見失っ
たハルオは、内地に帰ってからも思い出わび
しく、引揚港門司の街角に彼女を探し求めて
いました。
　「いったいタマヨさんはどうしたんだ。 山
の港で見失ったまま、内地に帰ったことだけ
は分かるが…。ああ！」

それに続き、次のような歌詞が男性の声によっ
て歌われる。

肩を抱き合い 手を取り合って
母も泣いてた 妹も泣いた
北と南のアリラン峠
いつかはぐれてしまったが
無事でいてくれ 会えるまで

盲目のタマヨは、門司の歓楽街で歌を歌いなが
ら花を売るようになる。ある「与太者」に「ここ
で花を売りゃ場銭ってものが要るんだぜ」と言わ
れたタマヨは、「でも、そんな義務が…」と言い返
す。与太者は「分からねえならこうしてやるんだ」
と言い放ち、地面に落ちた花を踏みつけようとす
る。その時ハルオが表れ、「バカ。弱い者いじめを
しやがって。あ、タマヨさん。タマヨさんじゃな
いか」「やりやがったな。この青二才め！」と言い、
絡みつく与太者を防ぐ。しかし、その間にタマヨ
が逃れてしまう。ここで第 3面が終わる。
第 4面では「木浦の涙」8）のメロディーが演奏
される間に、ハルオとタマヨの間では次のような
やりとりが行われる。

ハルオ：あの時、君は目をやられたんだな。僕
は爆風に吹き飛ばされて、だが運よくこの通
り無傷だ。気を失って二日、同じ所で倒れて

いたが、雨で気が付いた。しかし、その時、君
はいなかった。それから随分探した。（中略）
それなのに、どうして僕から逃げようとする
んだ。お互いに愛し合い、探し求めてようや
く会えたんじゃないか。
タマヨ：嬉しいわ。本当に嬉しいわ。でもこ
れでいいの。私はこれで満足なの。ねえ、お
願い。だからそこは離して頂戴。

結局二人の愛が実を結んだのかどうかは示され
ないまま、第 4面の終結部で「アリラン哀歌」の
3番が流され、物語が閉じられる。
このように歌謡物語「アリラン哀歌」では、日

本人男女の朝鮮からの引揚と日本での再会が描か
れている。ところが、物語のなかで朝鮮人は一人
も登場しておらず、「今まで私の生まれ故郷だった
この朝鮮が、今では見知らぬ他国になるなんて」と
嘆かれているのみである。歴史学者の李淵植によ
ると、朝鮮から引き揚げた日本人たちの回顧録に
記録された朝鮮人は、「オモニ」と呼ばれた家政婦
のように日本人に雇われていた人々が大部分で
あった。それ以外の朝鮮人は、「○○ちゃん」のよ
うに適当に付けられた日本式の愛称や「金・李・
朴」などで呼ばれる「名前のない存在」として描
かれていた。朝鮮半島の各地で造られた日本人村
は朝鮮人の日常生活と分離された島のような場所
であり、そうした「空間の分離」が「出会いの断
絶と心理的乖離」につながっていたからである［이
연식 2012: 27-29］。
また、タマヨにとって朝鮮は「生まれ故郷」だっ

たが、彼女のような在朝日本人 2世たちは、1919

年の 3・1運動のような初期の抵抗を経験した 1世
たちよりも朝鮮人の存在を意識せずに暮らしてい
たため、なぜ自分が朝鮮を離れなければならない
のかさえ理解できない場合が多かった。敗戦後の
悲劇が日本の朝鮮支配に起因したにもかかわら
ず、大多数の引揚者の視野は敗戦という直接的な
契機に限られていた［이연식 2012: 27・33］。タマ
ヨが「共産ゲリラ」との戦闘に巻き込まれて目を
失ってしまったという物語は、朝鮮引揚者たちの
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苦難を専ら 1945年 8月 9日のソ連の対日参戦に帰
属させる認識を露呈させている。
とりわけ「アリラン」を用いた前述の歌詞には

「はぐれてしまった」人との再会への願いが込めら
れているが、「北と南のアリラン峠」はそうした日
本人引揚者の離散を暗示する場所として描かれて
いる。つまり、既に 1930年代から日本でも「朝鮮
の歌」として広く知られていた「アリラン」が、
1954年の歌謡物語では「敗戦後の日本人の悲劇」
を象徴する言葉として使用されたのである。
このように「アリラン」を語る際においても、そ

の発祥の地である朝鮮を後景に退けてしまう感覚
は、ジャーナリストの大宅壮一（1900-1970）と菅
原都々子の対談にも表れている。この対談は『週
刊娯楽よみうり』の 1956年 1月 20日号に収録さ
れているが、「アリラン」について以下のようなや
りとりが行われたのは注目に値する。

大宅：北鮮と南鮮がうまくいってないんです
から、あなたなんかが行って、一つ大いにう
たって、両国の感情を緩和されたらどうです。
アリランでもうたっていただくといいんで
す。（笑声）（中略）朝鮮から満州の方へ行か
れると非常にピッタリ来るんじゃないです
か。それに、捕えられている人達の慰問にも
……。
菅原：行ってもみたいと思います。昭和一九
年に満州の兵隊さん慰問でまいりましたが
……。
大宅：どの辺を？
菅原： 山からずっと撫順、ハルビン、新京
といったところを。あまり奥地にはまいりま
せんでした。［大宅・菅原 1956: 26］

「北鮮」と「南鮮」の対立を緩和するために「ア
リラン」を歌うことを提案している部分は、「笑声」
とともに語られている。その次に朝鮮から満州に
行って抑留されている日本人の慰問を行うことが
提案されると、菅原は 1944年に朝鮮半島を経由し
て満州の「兵隊さん慰問」に参加したことを思い

出した。韓国・北朝鮮・中国のいずれとも国交が
樹立されていなかった 1956年の時点で、朝鮮半島
を経由して満州に行くことはもちろん不可能であ
り、大宅もそれを知っていたはずである。彼にとっ
て朝鮮半島の南北分断と「アリラン」は軽い冗談
の対象に過ぎず、彼の主眼は抑留されている日本
人に置かれていた。また 1944年の「満州の兵隊さ
ん慰問」の記憶は想起されても、帝国日本の軍事
的侵略が戦後の日本人抑留の原因になったという
事実については言及されていない。こうした欠落
は、日本人引揚者の悲劇は「アリラン」を通じて
描写されても、朝鮮に対する植民地支配は全く度
外視された歌謡物語「アリラン哀歌」に共通して
いる。

3．「架空の戦後」によって隠蔽された「現
実の戦後」－「アリラン物語」

「アリラン」に関わるもう一つの「歌謡物語」は
1955年 4月 9）に発売された「アリラン物語」で
あったが、前述の「アリラン哀歌」のように SPレ
コード 2枚（Teichiku B-1343、B-1344）10）の 4面に
わたって収録された。「アリラン哀歌」と同じく、
「アリラン物語」も 1面当たり 3分、合計 12分ほ
どの長さであり、ナレーションと台詞は泉詩郎に
よって吹き込まれた。「アリラン哀歌」では朝鮮人
がまるで描かれなかったが、「アリラン物語」では
朝鮮人女性と朝鮮人男性が登場している。
平壌の大同江で、ハルヒコはリュウ・ギョクラ

ンという朝鮮人女性に「とうとうお別れの時が来
ましたね。僕はこの住み慣れた懐かしい平壌を
去って、明日はもういよいよ内地へ帰らねばなら
ないかと思うと、全く感慨無量ですよ」と別れの
挨拶をする。ギョクランが「今お別れしたら、二
度と再びお会いできないような気がして」と言う
と、ハルヒコは大学を無事に卒業した後必ず迎え
に来ると約束する。ギョクランは「私のお母さん
のように妓

キーサン

生 11）にならねばならない」状況に言及
し、二人の境遇があまりにも違い過ぎると嘆く。ハ
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ルヒコは、再会するまで運命に負けずに待ってほ
しいとギョクランに頼む。ハルヒコと別れる前に、
ギョクランが「アリラン」を歌う。

ハルヒコ：あ、もうこんなに暗くなってしまっ
た。いよいよお別れに。もう一度「アリラン」
を歌ってくださいませんか。
ギョクラン：でも私、今日は胸がいっぱいで、
とてもいつものように歌えそうにもありませ
んね。さようならと言ってお別れしたら、私、
泣いてしまいそうですから、こうやって目を
つぶって私が歌い出したら、その歌の終わら
ないうちに、あなただけそっと向こうへ行っ
てしまってくださいね。

それから 3年後、ハルヒコは無事に大学を卒業
し、連絡船「天山丸」に乗って朝鮮海峡を横断す
る。最愛の人に会える喜びのあまり眠れなかった
ハルヒコが、甲板の上に立って 3年前の思い出に
耽っていた時に、金リョウジンという朝鮮人男性
がハルヒコに近寄ってきて声をかける。ハルヒコ
が落とした写真を拾った金は、ハルヒコに「この
写真は平壌のリュウ・ギョクランという妓生じゃ
ありませんか」と尋ねる。ハルヒコが「今から彼
女に会いに行くところです」と言うと、金は「は
るばる日本から海を渡って会いに行かれるとは、
すっかり当てられましたね」とからかうような言
い方をする。
数時間後、ハルヒコは満天の星を仰いでいたが、
途切れ途切れに 3人の男たちの話し声が聞こえて
くる。金が「この話がうまく行きゃ、まあ、俺た
ちも当分は呑気に左団扇で暮らせるというもの
さ。だが、明日の朝、 山の税関を通る時は、万
事抜かりなくやってくれよ」と頼むと、別の男が
「なに、大丈夫だよ。税関の役人には、ちゃんと鼻
薬を嗅がせてありますよ」と答える。金は「あ、そ
うか。それよりも俺は早くギョクランに会いてえ
んだ。今度こそうんと言わせてやるんだ」と言っ
た後、誰かが聞いていることに気づく。ハルヒコ
を見た金は「てめえはさっきの野郎だな。俺たち

の話を聞いたな。この話を聞かれたからには、も
う生かしてはおけねえんだ」と叫ぶ。3人の男は
一斉にハルヒコに飛びかかり、海上にハルヒコを
放り出してしまう。
一方、リュウ・ギョクランはハルヒコからの電

報を受け取ったものの、いくら待ってもハルヒコ
が来なかったため、日増しに不安を募らせていた。
彼女が激しく楽器を掻き鳴らしながら「トラジ」を
歌い始めると、菅原都々子の「トラジ」（Teichiku 

C-3319）が流される。それを聞いた金が「おい、
ギョクラン。俺はその歌よりもお前のアリランを
聞かせてほしいのだ」と言うと、ギョクランは「金
さん。お気の毒ですが、アリランは私の心の歌で
す。お座敷では歌いたくありませんので許してく
ださいね」と答える。金は「妓生のくせに生意気
だぞ」「たぶん連絡船で死んだあの日本人のためな
ら歌うと言うんだろう」と言い放つ。飛び込み自
殺したハルヒコが今頃は「玄界灘の藻屑」になっ
ていると言われたギョクランは、「あの方がこの私
を一人残して自殺するなんて、そんなバカなこと
は到底考えられません」と言い返す。その後、二
人の間では次のようなやりとりが行われる。

金：そんなことは俺は知らねえ。なあ、ギョ
クラン。もういい加減に日本人のことなんか
忘れて、少しは俺の言うことも聞いてくれ。
ギョクラン：いいえ。媚びを売る妓生こそし
ていますが、私の心も体もハルヒコさんのも
のです。今日まで 3年間、どんなに苦しいこ
とがあっても、あの方のために清く守ってき
たこの体。今あの方が、もし亡くなられたと
しても、他の人の言うなりになるなんて、私
にはとてもそんなことはできません。
金：妓生をしていてそんなセリフを並べても、
誰がまともにするもんか。おめえのために今
日まで使った莫大な金はいったいどうしてく
れるんだ。おめえの母親が死ぬ時に出して
やった金。それだけでも大したもんだぞ。何
なら今ここへ耳を揃えて、その金を返しても
らおうか。できなきゃあっさり、俺のものに
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なるんだ。そうだ、ギョクラン。
ギョクラン：あ、何をするんです。金さん、許
して。離して、離してください！

彼女を手込めにしようとする金からやっと逃れ
たギョクランは、大同江の川岸に一人で静かに佇
み、「神様」に向かって「金のような人のものにな
るくらいなら、いっそ、ハルヒコさんの後を追っ
て死んでしまいますよ」と語る。彼女は岸辺に繋
がれていた小舟の纜を解き、心の安らぎを求めて
船を漕ぎ出す。その時、玄界灘で他の船に助けら
れて九死に一生を得たハルヒコが、「あの微かに聞
こえてくるアリランの歌は、きっとギョクランさ
んに違いがない。ギョクラン、僕が行くまで待っ
ているんだよ」と言いながら、慌ただしく川岸を
走っていた。ハルヒコは巧みに小舟を操り、やっ
とギョクランの小舟の舳先を握ることができた。
ギョクランと再会を果たしたハルヒコは、次のよ
うに誓う。

　ギョクランさん。もう今日からは決して苦
労はかけませんよ。あの金リョウジンも、数々
の悪事が露見して、今警察へ連行されました。
もう何者も、僕たち二人の仲を裂くことはで
きないんです。さあ、しっかりと手を握り合っ
て、僕たちは人生の荒波を乗り切っていきま
しょう。

その後、「二つの小舟はほんのりと明けそめた朝
靄のなかを、いつまでもいつまでも離れじと、晴
れやかな若い心を乗せて、大同江の両岸に明るい
歌声を響かせていました」というナレーションと、
菅原都々子の「アリラン」（Teichiku C-3119）が流
され、物語が締め括られる。
この物語の軸はハルヒコとリュウ・ギョクラン

の別れ（1945年）と再会（1948年）であるが、作
中で描かれている 1948年が現実とかけ離れた「架
空の戦後」だったことは注目に値する。米軍が占
領した 38度線の南では在朝日本人の帰還が 1946

年の初めにほぼ完了したのに対し、北部を占領し

たソ連軍は 38度線を封鎖し、日本人たちを収容所
に隔離した。1945-46年の冬に数多くの日本人が凍
死・病死・餓死し、生き残った人々は 1946年の春
から 38度線の南に向かって逃亡した。歴史学者の
崔永鎬が述べているように、「朝鮮民族のみなら
ず、朝鮮半島に居住していた日本人にとっても 38

度線は悲劇の分断線になってしまった」のである
［최영호 2013: 11］。1945年に「内地」へ引き揚げ
た日本人男性が、1948年に大学を卒業した後平壌
に戻ることは、「現実の戦後」においては不可能
だった。
また、ハルヒコが 1948年に乗っていた連絡船の

名前が「天山丸」だったことも見逃せない。日中
戦争の勃発以降、関 航路の輸送量の急増に対応
するために造られた「天山丸」は、1940年 11月
に起工し、1941年 8月に中国の天山山脈にちなん
で「天山丸」と命名されて進水し、太平洋戦争に
よる工事の遅延を経て 1942年 12月に竣工した。
1945年 7月 28日に米軍のグラマン戦闘機の攻撃
を受けた「天山丸」は、7月 30日の朝に沈没し、
終焉を迎えた［広島鉄道管理局 1979: 91・108-109］。
つまり敗戦から 3年が経過した時点で、「天山丸」
に乗って日本から朝鮮に渡ることは、「架空の戦
後」においてのみ可能だったのである。
「現実の 1948年」とかけ離れた「架空の 1948年」
の主人公は、「住み慣れた懐かしい平壌に帰って来
た」日本人男性と、彼のために「3年間清く体を
守ってきた」朝鮮人女性である。ハルヒコは 1945

年に沈没したはずの「天山丸」に乗って海峡を渡
り、1945年 8月に引かれて多くの日本人を死に追
い込んだ 38度線を超えて平壌に辿り着き、ギョク
ランと再会を果たした。ハルヒコの日本への帰国
は 1945年 8月の敗戦を暗示するものの、その 3年
後の「架空の 1948年」においては、日本の敗北
（「天山丸」の沈没）も植民地支配の終焉（米ソの
分割占領）も後景化されていた。日本人男性に「ア
リラン」を「心の歌」として捧げる妓生以外の朝
鮮人は、密貿易による一攫千金を夢見ている悪人
としてしか描かれていない。敗戦から既に 10年が
経過した時点で発売された「アリラン物語」の作
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り手たちは、植民地支配の終焉という歴史的転換
点に向き合おうとせず、むしろ植民地時代の「内
地人」の眼差しがそのまま残存している「架空の
戦後」を作り上げてしまったのである。

4．不問に付された植民地支配と冷戦への
距離－「ソノ・エディトリアル」

1959年 12月 14日、第 1次帰国船の新潟出航を
皮切りに、在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業が始
まった。同月に朝日新聞社がソノシートを扱う子
会社を設立し、『朝日ソノラマ』を創刊した。ソノ
シートは LPレコードと同じ原理で音を記録・再生
するメディアであったが、普通のレコードより安
価であり、取り扱いが簡単だったため、急速に普
及していった。『朝日ソノラマ』の毎号には 6~7分
のソノシート 5～ 6枚が本のなかに綴じ込まれて
おり、雑誌全体をそのままプレーヤーにかけるよ
うになっていた。初期の『朝日ソノラマ』では実
験的な企画が多く行われたが、1960年 2月の第 3

号に収録された「ソノ・エディトリアル」12）もそ
うした試みの一つだった［渡辺 2013: 370-379］。
当該号の 8頁には、新たに作曲された「隣国の

歌」の歌詞と、「私たちの祈り」と題された映画評
論家の井沢淳（1916-1976）の文章が掲載されてい
る。

　この「隣国の歌」は、いわばソノラマの社
説であり、私たちのささやかな祈りです。
　しかし、このソノ・シート いますぐ聞いて
いただくものではありません。十年後、ある
いは二十年後、ことによると五十年後、朝鮮
と日本の関係が、この歌にうたわれた通りの
ものになる日まで－どうかこのまま、聞かず
に残しておいて下さい。［井沢 1960: 8］

「ソノ・エディトリアル」の語り手は、満州国で
中国人女優「李香蘭」として活躍したことで知ら
れる山口淑子（1920-2014）である。冒頭で「隣国

の歌」の演奏が始まり、山口が朝鮮語で「조선 동

포 여러분 . 안녕하십니까（朝鮮同胞の皆さん。こ
んにちは）」と挨拶した後、日本語で「こんにちは、
朝鮮の皆さん。こんにちは、日本の皆さん」と挨
拶する。朝鮮と日本の人々は、今（2010年）は仲
良く腕と腕とを組み合い、肩と肩とを抱き合って、
お互いの歌を歌っているものの、「あなた方のお父
さん、お母さんの時代」だった 1960年当時、朝鮮
と日本は海一つしか隔てていないのに、「ソウルも
平壌も東京からはパリよりもロンドンよりも遠く
冷たく離れた国の都」だったと語られる。
朝鮮語で歌われる「トラジ」が流れている間に、

山口が「そしてお互いの国の間には、こんなに悲
しいできごとが毎日のように起こっていたので
す」と語る。その「悲しいできごと」は、1952年
1月に韓国政府が「平和線」（日本では「李承晩ラ
イン」）を宣言して以来、多くの日本人漁民が韓国
の海軍によって拿捕されたことを指していたが、
その次に韓国側の声明と日本側の抑留遺家族の集
会の音声が挿入される。

－今まで数回にわたり警告を発したにもかか
わらず、日本の漁船が我が平和線をしつこく
侵したからであります。我が国は、それに対
し、我慢を我慢を重ねてまいりました。成ら
ぬ堪忍するが堪忍ということわざがあります
が…。
－抑留遺家族の皆さん。よくも長い間、耐え
難きを耐え、忍び難きを忍んで本日まで来て
くれました。わたくしたちは、李承晩ライン
問題が起こって以来、問題を…。

こうした対立について、山口は「驚いたでしょ
う。今のあなた方にとってはまるで信じられない、
嘘のようなできごとが起こっていたのです」と語
る。また 1959年の暮れから「日本にいた朝鮮の
人々が自分の国に帰りたいと言い出して」帰還が
始まったものの、「二つに分かれた南と北とが、こ
れまた激しくいがみ合っていました」と語られる。
その次に、「新潟港からの帰国第一船は、今、徐々



1950年代の日本の「アリラン」関連レコードにおける植民地支配の忘却と冷戦の後景化　　153

に徐々に、その船体を、新潟港北側岸壁から離し
ております」という音声と、「北送反対！北送反
対！北送反対！」というシュプレヒコールが流さ
れる。つまり 1960年における「日本と朝鮮の対立」
と「朝鮮半島の南と北の対立」が、それぞれ「平
和線」と「帰国事業」を通じて表現されているの
である。
ところで、山口は「南と北に分かれて、お互い

にいがみ合っていても、やはり朝鮮の人は一つの
民族、一つの心」であると述べた後、「南でも北で
もこっそり歌われていた」歌に言及する。植民地
時代の人気歌手として一世を風靡し、解放後も南
の韓国で活躍した南仁樹（1918-1962）の「가거라 

38선（去れよ 38線）」（1948）が歌われるなかで、
山口が歌詞の日本語訳を朗誦する。

ああ 山が高くて来られないのか　
ああ 海が深くて来られないのか
同じ故郷の土でありながら
南と北に引き裂かれた怨恨千里の道
夜ごと君を尋ね 君を求めて
夢は 38線上をさまよう

上の朗誦に続いて、「海を隔てていがみ合っては
いても、朝鮮と日本はやはりお隣の国。その頃密
かに朝鮮で歌われていた日本調の流行歌」と述べ
られた後、1957年に韓国の女性歌手権恵卿（1931-

2008）によって吹き込まれた「행복의 문（幸福の
門）」13）が流れる。一方で「日本人の心のなかに
も、あの懐かしいアリランの歌が、いつもいつも
流れていました」と語られた後、子どもたちが歌
う朝鮮語の「アリラン」が流れる間に、山口は現
在（2010年）の日本と朝鮮の若者たちに向けて次
のように語る。

　それから歳月は流れ、ご承知のように色々
苦しみと悲しみに満ちた歴史の変遷がありま
したが、今はもう 38度線の悲しみも消え、玄
界灘は本当の平和の海になりました。そして、
あの頃北の方へ帰られたあなた方のお父さ

ん、お母さんが植え残して行かれた新潟のボ
トナム通りの柳の木もすっかり成長して、立
派な並木になりました。そして今、あなた方
はこんなに仲良く隔てなく、腕と腕とを組み
合わせ、肩と肩とを抱き合って、お隣の友達
の歌を歌っています。

最後に「隣国の歌」が流される間に、山口が「も
うすっかりお婆さんになった私は、あの頃のこと
を思い出すと、すべてはまるで夢のようです。今
楽しげな屈託のないあなた方の姿を見ると、嬉し
くて愛しくて、思わず泣けてくるのです」と述べ、
ソノシートが締め括られる。
前述の「アリラン哀歌」と「アリラン物語」で

は、物語の舞台になっている開城と平壌がそれぞ
れ「カイジョウ」「ヘイジョウ」と読まれているが、
「ソノ・エディトリアル」では朝鮮半島の南北の首
都がそれぞれ「ソウル」「ピョンヤン」と呼ばれて
いる。1950年代の日本のメディアでは植民地時代
の「京城」が依然として使用されており、朝日新
聞の場合「ソウル」という名称が使用され始めた
のは 1961年からだった［米津 2016: 93］。そうし
た当時の状況を考えると、「ソノ・エディトリアル」
の作り手たちが積極的に「日本と朝鮮の和解」を
目指していたと言える。
ところが、このレコードにおいて語られている

「日本と朝鮮の対立」は、戦後の「平和線」問題に
限られており、戦前の植民地支配については全然
言及されていない。1947年から 1964年にかけて
3900人前後の日本人漁民が韓国によって抑留さ
れ、8人が抑留中に死亡したが、こうした韓国政
府の措置は明らかに非人道的なものだった［최영
호 2021: 170・262］。しかし、「平和線」問題の数
倍の期間にわたって遥かに多い数の死者をもたら
した植民地支配を棚に上げたままで「日本と朝鮮
の和解」を願っても、朝鮮半島の人々に響くはず
がなかったであろう。
戦前の植民地支配への認識の欠如は、「海を隔て

ていがみ合ってはいても、朝鮮と日本はやはりお
隣の国」であることを示す事例として、「日本調の
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流行歌」と「アリラン」を挙げている部分にも表
れている。レコード産業の進出などによって植民
地朝鮮に移植された戦前の日本の流行歌は、1930

年代半ばには朝鮮の大衆音楽の主流ジャンルとし
て定着し、朝鮮人の歌手・作詞家・作曲家たちに
よって支えられるようになった［이준희 2012: 241-

245］。1945年以降の韓国において、植民地時代に
確立された流行歌は「倭色歌謡」というレッテル
を貼られ、1960年代には「倭色歌謡」統制が明確
に制度化された［山内 2024: 75-80］。一方、1930年
代初めから「アリラン」が多数の日本人歌手によっ
て吹き込まれた背景には、帝国日本の圏域内で展
開されたレコード産業とメディア産業があった
［이준희 2010: 243-246］。つまり、1950年代後半の
韓国で作られた「日本調の流行歌」と、同時期の
日本人の記憶に刻まれていた「アリラン」は、い
ずれも日本の植民地支配の産物だったと言える。
ところが、「ソノ・エディトリアル」では植民地支
配という歴史的背景は全く言及されておらず、む
しろ植民地支配の産物が朝鮮と日本の隣接性の根
拠として提示されているのである。
また、「ソノ・エディトリアル」において描かれ

た朝鮮半島が、1960年当時の韓国と北朝鮮の状況
とはかけ離れていたことを見逃してはならない。
「ソノ・エディトリアル」においては「南と北の和
解」の可能性の根拠として、南仁樹の「去れよ 38

線」が「南でも北でもこっそり歌われていた」と
いうことが挙げられている。解放後の南仁樹は
1962年に死去するまで南の韓国で歌手活動を続け
たが、彼が植民地時代に最も有名な男性歌手だっ
たことを考えると、「去れよ 38線」が北朝鮮で
「こっそり歌われていた」可能性は排除できない。
南の韓国では、同曲が南仁樹本人によって 1961年
に再録音された。ところが、再録音版では「38선

을 헤맨다（38線をさまよう）」という歌詞が「38

선을 탄한다（38線を嘆ずる）」に変えられていた。
その理由は定かでないものの、「38線をさまよう」
という表現が、38度線を越えて北に渡る「越北」
を連想させるからだったと考えられる 14）。朝鮮戦
争以降の韓国社会は、「38線をさまよう」という

表現さえも許さないほど、徹底的に反共主義を内
面化していた。こうした当時の韓国の状況を考慮
すると、「去れよ 38線」に南北和解の可能性を見
出すのは、素朴な楽観論だったと言わざるを得な
い。
朝鮮半島の南北対立への認識の甘さは、「日本と

朝鮮の和解」の可能性の根拠として挙げられた「日
本調の流行歌」に関する記述にも表れている。前
述したように「その頃密かに朝鮮で歌われていた
日本調の流行歌」として挿入された曲は 1957年に
韓国で発売された「幸福の門」だったが、韓国で
もあまりヒットしなかったこの曲が当時北朝鮮で
歌われていた可能性は限りなくゼロに近い。1950-

53年の朝鮮戦争によって 38度線は「休戦線」に
変えられ、南北分断は一層堅固な冷戦体制として
定着していたからである。
このように現実とかけ離れたナイーブな朝鮮半

島認識の原因に関して、重要な手がかりになるの
が「ソノ・エディトリアル」における「呼称」で
ある。音楽学者の渡辺裕は、このレコードで「韓
国・北朝鮮と日本との関係の正常化への祈りが繰
り広げられ」たと述べているが［渡辺 2013: 380］、
「ソノ・エディトリアル」では「韓国」も「北朝鮮」
も使用されておらず、あくまでも「南と北」と表
現されている。また、日本と対立を抱えているも
のの、未来では和解を成し遂げるであろうと期待
される相手は、（1960年の現実においては既に存
在しなかった）「朝鮮」と呼ばれている。例えば
「平和線」問題は「日本と韓国」の対立ではなく
「日本と朝鮮」の対立として描かれており、「日本
調の流行歌」は「韓国」ではなく「朝鮮」で歌わ
れていたと語られている。「朝鮮」という呼称を通
じて、隣の朝鮮半島の統一への祈りを日本人の立
場から積極的に表明したと理解することも可能で
ある。しかし、日本との友好関係の構築という希
望を、「現在」の分断されている朝鮮半島ではなく、
「未来」の統一された朝鮮半島に託すことは、現実
の朝鮮半島との対面という課題を先延ばしにして
しまう危険を孕んでいた。このような呼称の使い
分けを通じて、「ソノ・エディトリアル」の作り手
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たちは、朝鮮半島の「南と北」の対立を悲しみつ
つも、朝鮮戦争の停戦後も激しい対立を続けてい
た「韓国と北朝鮮」の現状とは距離を置くことに
より、「冷戦の傍観者」としての立場を堅持するこ
とができたのである。
ところが、「ソノ・エディトリアル」の制作者の

なかには、「冷戦」ならぬ「熱戦」が繰り広げられ
ていた朝鮮半島の現実を直接目撃した日本人が含
まれていた。1951年 9月から 1952年 1月にかけ
て朝日新聞の特派員として朝鮮戦争を取材し、そ
こで聴いた「去れよ 38線」を「ソノ・エディトリ
アル」に入れることを提案した辻豊（1918-2008）
である。幼い頃、朝鮮人の子供が理由なく石をぶ
つけられるのを見た彼は、朝鮮の南北分断に同情
しつつも、「大韓民国であろうが、人民共和国であ
ろうが、ともかくかれらが、独立の形を得たこと
は心から喜んで」いた。1951年の朝鮮半島で日本
人への激しい憎悪に直面した彼は、日本人が「相
当程度に恨まれているだろうとは考えていたが、
これほどまでに恨みが深いとは」夢にも思わな
かったとも述べている［辻 1960: 31-34］。

1951年 11月に辻が取材した地域は、38度線の
北に位置するものの「国連軍の最前線」になって
おり、高地の争奪戦が繰り返されていた中部戦線
だった。国連軍と共産軍両方の砲弾が炸裂し、負
傷兵の泣き声が聞こえる危険極まりない戦場に彼
が足を運んだのは、「この新しい境界線を自分の眼
で見ておきた」いという好奇心のためだった。そ
の「新しい境界線」は、朝鮮半島を再び引き裂く
「新しい三十八度線」であると同時に、「対立する
二つの世界の最先端の、新しい接線」であった［辻 

1960: 146・150-151］。
このように、戦前の日本における朝鮮人差別を

目撃した辻は、38度線による南北分断に同情しつ
つも、朝鮮半島の独立を喜んだ。1951年に従軍記
者として初めて朝鮮半島の土を踏んだ彼は、冷戦
の最前線に引かれた「新しい 38度線」を直接取材
した。しかし、そもそも 38度線の南北に米ソの軍
隊が進駐した目的が「日本軍の武装解除」だった
事実に、彼の意識が及ぶことはついになかった。そ

して植民地支配と南北分断の関係への自覚の欠如
は、結局「分断と内戦を免れた日本人」としての
安堵につながってしまった。

いまは、とにかく、だれとも戦わなくてす
む日本人の境遇がこの上なく有難かった。私
はいまや、一介の従軍記者である。この陣地
が危

マ マ

くなれば、さっさと安全なところへ逃げ
て行くことのできる身の上である。（中略）
内乱の悲劇。とにかく日本が二つに裂かれ

なかったのは、なにものにもかえ難い、不幸
中の幸いであった。
日本がこの戦争にまきこまれれば、新聞記

者であろうが、なんであろうが、もう逃げ出
して行くところはない。［下線引用者。辻 1960: 

152-153］

5．おわりに

権赫泰と車承棋は、『〈戦後〉の誕生－戦後日本
と「朝鮮」の境界』と題された著書の序章におい
て、次のように述べている。

　日本が 40年近く植民地として支配し、日本
の敗戦によって強大国が介入したために冷戦
状態のまま分断され国家形成に苦しむ「朝鮮」
が、まさに隣に存在するという事実すら目に
入ってこなかった。日本の「戦後」は、この
ように帝国主義の過去とアジアを忘却して誕
生したのである。［権赫泰・車承棋 2017: 14］

戦後の日本において朝鮮という存在そのものが
不可視化されたとはいえ、「アリラン」は依然とし
て「日本人が知っているほぼ唯一の朝鮮の歌」と
して歌われ、演奏され、レコード化されていた。数
多くの「アリラン」関連レコードには「アリラン
哀歌」「アリラン物語」も含まれていたが、前者に
おいては朝鮮人の存在自体が後景化されており、
後者においては日本人男性に心と体を捧げる朝鮮
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人妓生と彼女を犯そうとする極悪非道な朝鮮人男
性しか描かれていなかった。このように朝鮮の開
城と平壌を舞台にした物語においてさえ、帝国日
本の植民地支配とその被害者としての朝鮮人は完
全に忘却されていたのである。
ところで、「アリラン哀歌」と「アリラン物語」

が発売された 1954-55年は朝鮮戦争の直後だった
が、この戦争で日本は国連軍の後方基地としての
役割を忠実に果たした。軍事史研究者の庄司潤一
郎が指摘したように、朝鮮戦争は「戦後日本が最
も身近に感じ、かつ直接関与した戦争」であった
にもかかわらず、多くの日本国民はそれを「対岸
の火事」として捉え、戦争特需の「成果を享受す
るだけ」だった［庄司 2020: 175・180］。日本が当
事者として緊密に関わった朝鮮戦争の停戦から
1-2年しか経っていなかったものの、「アリラン哀
歌」と「アリラン物語」において朝鮮は日本人植
民者の郷愁の対象に過ぎなかった。このように戦
後日本が朝鮮戦争を素通りしたのは、丸川哲史が
述べているように、冷戦体制における日本の地政
学的位置に起因していた。

　朝鮮戦争、つまり冷戦を固定化させた最大
の熱戦の戦場から、日本は地政学的にほんの
少し外側であったにすぎないのだ。しかし、そ
の微妙な「間」こそが、日本人の戦後観に決
定的な歴史意識や地政感覚のズレをつけ加え
ることになったとも推察される。［丸川 2020: 

15］

朝鮮戦争の勃発とともに始まった 1950年代は、
在日朝鮮人の帰国事業の開始とともに幕を閉じ
た。その直後に発売された「ソノ・エディトリア
ル」は、「アリラン哀歌」と「アリラン物語」が避
けて通った 1950年代の現実を、「日本と朝鮮の対
立」と「南と北の対立」に分けて描いた。しかし、
朝鮮半島の南北に国家として存在する韓国と北朝
鮮は「南と北」と呼称される一方で、日本との対
立を乗り越えて親善関係を結ぶであろうと期待さ
れる相手は「朝鮮」と呼称されている。これは朝

鮮半島の南北統一への祈りの表明とも解釈できる
が、冷戦の最前線に対する戦後日本の距離を示す
ものでもあった。また、1945年以前の植民地支配
が不問に付されたという点は、「アリラン哀歌」「ア
リラン物語」と共通していた。戦後の日本人がい
くら朝鮮半島の南北分断の解消を願っても、その
南北分断と植民地支配の関係を問い質さない限
り、所詮「日本が分断されなくてよかった」とい
う安堵に行き着いてしまう。このように「植民地
支配の忘却」に「冷戦の後景化」が接合され、「平
和国家」という戦後日本のアイデンティティを支
えるようになったのである。

注
1） 韓国古音盤研究会の副会長の鄭昌官氏が 2018年
に開設した YouTube チャンネル（https://www.
youtube.com/@arirang1896）には、朝鮮半島、日本、
中華圏などの地域で発売された「アリラン」関連
レコードの音源資料が網羅されている。本稿で取
り上げる三つのレコードのなかで、「アリラン哀
歌」と「アリラン物語」の音源は鄭昌官氏の YouTube
チャンネルから取得した。ここに記して感謝申し
上げたい。

2） 1950-60年代に日本で発売された「アリラン」関連
レコードには、朝鮮民謡「トラジ」が一緒に収録
されたものが多かった。本稿で取り上げる「アリ
ラン物語」と「ソノ・エディトリアル」にも「ト
ラジ」の演奏が挿入されている。

3） http://78music.jp/teichiku.html（最終閲覧日：2024年
10月 15日）。

4） http://78music.jp/teichiku.html（最終閲覧日：2024年
10月 15日）。

5） 「アリラン哀歌」の歌詞は、https://www.youtube.com/
watch?v=6yxMiKd6BAYに掲載されている（最終閲覧
日：2024年 10月 15日）。

6） 2001年に復刻された『SP盤復刻による懐かしの活
弁－泉詩郎の歌謡物語・映画説明』の解説・台詞
ブックによると、レコード番号「B1252~3」と
「B1254~5」の歌謡物語が 1954年 4月に発売され
た。「アリラン哀歌」はその直前に発売されたと思
われる。

7） 音源はhttps://www.youtube.com/watch?v=VjfZ6Gxpxjc
にアップロードされている（最終閲覧日：2024年
10月 15日）。

8） 1935年に木浦出身の女性歌手李蘭影（1916-1965）
によって吹き込まれ、空前のヒットを記録した曲。
日本では 1955年に菅原都々子がカバーした。
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9） 『SP盤復刻による懐かしの活弁－泉詩郎の歌謡物
語・映画説明』解説・台詞ブック、pp.3.

10） 音源は https://www.youtube.com/watch?v=HvmnNmny
DE0にアップロードされている（最終閲覧日：2024
年 10月 15日）。

11） このレコードでは「キーサン」という言葉が使用
されているが、以下では「妓生」と表記する。

12） 音源は https://www.youtube.com/watch?v=LGDUPon
TlZ4にアップロードされている（最終閲覧日：2024
年 10月 15日）。

13） 「幸福の門」については、音楽学者の李埈熙氏にご
教示いただいた。ここに記して感謝申し上げたい。

14） https://www.youtube.com/watch?v=NlA1cqALU3E（最
終閲覧日：2024年 10月 15日）。音楽学者の李埈
熙氏の YouTubeチャンネルにアップロードされた
この動画では、「去れよ 38線」の発売から再録音
までの経緯が詳細に説明されている。
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キーワード：Sakhalin Koreans サハリン朝鮮・Korean 

Diaspora コリアンディアスポラ・Soviet Society ソ
ヴィエト社会・Post-War Soviet 戦後ソヴィエト
＊（ ）は原著者、〔 〕は訳者による補足説明

＊『コリアン・スタディーズ』12号に前半部分を
「サハリン朝鮮人とソヴィエト社会（1945－ 1991

年）（上）」として訳載した。本稿はその後半部分
である。

3．サハリン朝鮮人の国籍問題

サハリン朝鮮人ディアスポラが全期間を通して
直面したもっとも重要な問題の一つは、国籍問題
だった。国籍とは、法の体系（国家による保障）と
義務の体系（個人が国家に対して負うもの）に現
れる個人と国家の結びつきであると私は理解して
いる。
サハリン朝鮮人ディアスポラが形成され、成長

した期間じゅう 4つの国の存在があった。これら
の国々はさまざまなレベルでサハリン朝鮮人の日
常生活に関与した。そこには国籍問題に直接関わ
る側面もあった。その 1つめが日本帝国である。現
存の朝鮮人ディアスポラ集団はこの領域内で形成
された。2つは第二次世界大戦の結果、1945年に
南サハリンとクリル列島を領土化したソ連（およ
びその法的継承者であるロシア連邦）、そして 1948

年に朝鮮半島で形成された大韓民国と朝鮮民主主

義人民共和国という 2つの国家が続く。
サハリン朝鮮人の国籍問題に最初の解決法を提

示したのは日本帝国である。明治憲法は民族の帰
属に関する問題を未解決のまま残した。憲法改定
直後には、日本の領土で生まれた全ての人は血統
とは関係なく帝国臣民とみなされた。しかし、
1894-1895年の日清戦争と台湾併合以後、太平洋地
域で大規模な中国人の移住が起こる恐れが生じた
ため、法が改定された 1）。1910年に韓国併合が公
式に発表されると、朝鮮人たちは法的に帝国臣民
とみなされることになった。しかし日本の法務省
は、国籍に関する旧法は植民地出身者には適用さ
れないという公的見解を示した。その戸籍システ
ムは、血統主義というヨーロッパ式の概念と似た
原則に基づいていた 2）。
このシステムに則り日本帝国の臣民は内地人と

外地人に区分された。内地人と外地人の間の差異
を理解するカギは、2つの重要な要素、すなわち
選挙権と兵役義務についての理解にある。

1927年の徴兵令は、兵役義務が戸籍システムに
よって決定されるという事実を確認させるもの
だ。朝鮮戸籍の日本帝国臣民に対しては、日本戸
籍者とは異なる朝鮮総督府が定めた法〔制令〕が
適用された。兵役義務は国家と天皇への忠誠が求
められることから、1944年まで朝鮮人は徴兵対象
にはならなかった 3）。
現代社会において選挙権と被選挙権は、民主主

義国家（少なくとも、民主主義的要素の萌芽を持
つ国家）における国民の基本的権利の一つである。

資料紹介

サハリン朝鮮人とソヴィエト社会（1945－1991年）
（下）

　
ユリア・ディン著 宋恵媛（大阪公立大学）訳
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もちろん日本帝国は民主主義国家ではなく、多く
の場合その当時の他の植民地列強のモデルを踏襲
した。
だが日本帝国では、日本人と植民地臣民の平等

達成を志向する措置がいくつか取られもした。植
民地には日本帝国の政治活動に参加する権利はな
かったとはいえ、内地に定住する植民地臣民には
1925年に選挙権が与えられた。その結果、たとえ
ば 1932年の衆議院議員選挙では 16,170人（朝鮮
人総有権者数の 45％）の朝鮮人が投票権を行使し
た。1929年から 1943年までの間に日本で実施さ
れた国政選挙と地方選挙には、合わせて 200人の
朝鮮人が登録し、32人が当選した。そのうちの一
人〔朴春琴〕は衆議院議員となった 4）。数百人に
およぶ朝鮮人が日本政府の一員に登用される可能
性もあった。その多くが陸軍士官学校を卒業し、帝
国陸軍に奉職する人々だった 5）。
このような状況は、20世紀前半の植民帝国主義
にはごく典型的なものだった。日本帝国主義はそ
の構造において日本や東アジアの概念ではなく、
多くの点で当時のヨーロッパ式帝国主義を真似た
ものだった。明治期の指導者たちは世界政治をよ
く研究した後、西欧の基準にしたがって自らの膨
張政策を打ち立てた。たとえば総督府の官員たち
は、西欧植民地の行政府が発行した道路敷設、病
院建設、飲用水、鉄道延伸、栽培面積、貿易発展
などについての報告書と類似した年次報告書を几
帳面に発表した。日本への移住民たちには、ヨー

ロッパの移住民たちと同じように、新しい居住地
の隣人と自らの違いを入念に思い知らせた 6）。
たとえば 19世紀から 20世紀初めにかけての大
英帝国内のインド人は、1858年から英国臣民とみ
なされた。だが、英国議会の選挙権は付与されな
かった。しかし、英国本土に住んでいたインド人
たちは地方選挙区で立候補することができた。
1892年の選挙では、英国議会にインド人議員が選
出された 7）。
第二次世界大戦後、日本は全ての植民地を失い、
戸籍システムは新しい民主主義国日本国民の国籍
問題の整備に用いられた 8）。1951年に日本はサン
フランシスコ講和条約に調印し、この条約によっ
て日本列島以外の地域にあった全領土を放棄し
た。1952年に日本政府が出した通達は、全ての旧
外地人の日本国籍の喪失を法的に確認した。これ
は日本本土に居住していた旧外地人にも適用され
た。ところが、同じく第二次世界大戦の結果によ
り日本の領土から除外された樺太（南サハリン）と
千島（クリル諸島）の住民の日本国籍は喪失され
なかった。ただし、戸籍法が定める登録手続きを
踏む必要があった 9）。とはいえ、サハリンにいる
朝鮮人がこの登録手続きをすることは物理的に不
可能であり、日本国籍を維持する可能性は一切断
たれた。戦後も日本本土に残った朝鮮人ですら日
本国籍を得ることはできなかった。仮にサハリン
州の朝鮮人が日本に出国することができたとして
も、おそらく同じ状況に陥ったことだろう。
日本の法域からは抜け出したものの、韓国の領

土に戻れなかったサハリン朝鮮人たちは、この 2

つの国と市民的、法律的関係を形成することが全
くできなかった。かれらはソ連（定住地）や北朝
鮮（ソ連を除いて唯一サハリン朝鮮人に国籍を付
与できる国家、詳しくは後述）の国籍を得ること
はできたが、取得に際しては他の外国人と同様の
手続きを踏まなければならなかった。
こうしてサハリン朝鮮人とその子どもたちは無

国籍者となり、生まれついて自動的に国籍を保持
することのない住民となった。これは世界人権宣
言第 15条に違反する状況だった 10）。

写真14．サハリン朝鮮人無国籍者の永住許可証、
1988年
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1978年にソ連国籍法が改正され、ようやくこの
状況が解決された。改正法が発効した 1979年 7月
1日以降に出生した無国籍の子どもで、他の国の
国籍取得を希望しない者は自動的にソ連国籍者と
みなされるようになった 11）。1978年法の条文は、
若干の修正を加えて、国籍取得に関する後継ソ連
法、およびソ連崩壊後のロシア連邦法でも維持さ
れた 12）。しかし 1979年以前に出生した朝鮮人は国
籍の自動的獲得権を得ることはできず、サハリン
朝鮮人の国籍に関するすべての問題がこの法改正
で解決されたわけではなかった。それでもこの法
律のおかげで、自分の意志とは無関係に他の国家
の領土に残ったにもかかわらず、国籍という重要
な政治的権利を剥奪されたサハリン朝鮮人たちの
根本的な不平等に改善が図られたことは確かであ
る。
すでに述べたように、1945-1990年の間はソ連と

北朝鮮だけがサハリン朝鮮人ディアスポラの生活
に直接的に関与した。これは政治的原因に起因す
るものである。冷戦期（1945-1991）の世界は 2つ
の対立陣営に分かれていた。この当時、韓国と日
本は米国の影響下にあったため、ソ連の接触は難
しかった。韓国は 1990年までソ連と外交関係を樹
立しておらず、ソ連と日本の関係は 1956年の日ソ
共同宣言後も緊張状態にあった。

1952年までのソ連のサハリン朝鮮人政策は基本
的に獲得した領土での秩序回復のために住民登録
を実行することに限られていた 13）。1952年 5月 6

日付ソ連閣僚会議決定により、朝鮮人の国籍取得
手続きが簡素化された 14）。しかし、日本領時代か
らの残留朝鮮人 20,975人のうち 1953年 7月 1日
までにソ連国籍を取得したのはわずか 490人にと

どまった 15）。
この状況を改善するため、ソ連国籍獲得手続き

に関する情報を朝鮮人たちに周知させる取り組み
が行われた 16）。この取り組みによって、1952～
1956年に 2,643人がソ連国籍を取得したが、その
うち旧樺太住民が 2,198人、北朝鮮国民が 348人
だった（表 13参照）。

サハリン朝鮮人一世と二世の戦後初期に関する
記憶は様々である。

　父は、朝鮮には行かない、戻りたくないと
即座に言いました。それで 1952年に〔ソ連〕
国籍を取れるようになったとき、わたしたち
はすぐに取得したのです、初めに父が、その
次に私たちと子どもたちが 17）。

　50～ 60年代に国籍をもらえるようになり
ました。ともかく国籍を取れとあちこちで言
われました。本当に韓国に行きたがっていた
人々はどこの国籍も取得しないか、もしくは
北朝鮮の国籍を取りました、北朝鮮を経由し
て韓国に行こうと考えて。初めは取得もごく
簡単で、望めばすぐにもらえました 18）。

だが、サハリン州の朝鮮人の相当数はソ連国籍
を取得することを拒否した。それに、ソヴィエト
体制は自分たちの主義を押しつけた。サハリン朝
鮮人の多くは、（どちらもイデオロギー上の主要敵
国である米国の影響下にあった）日本と韓国に親
族がいた。自分に嫌疑がかかりかねない身の上を
隠さざるを得ず、行動に出るのをためらった人も

出所：ГИАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 181. Л. 4.

表3．ソ連国籍を取得したサハリン州在住者の数
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少なくない。自分の家族関係について根掘り葉掘
り尋問される可能性があった。

　私もソ連国籍が欲しかったのです〔......〕外
国を自由に旅行することができるし、党に入
ることもできるし、出世だってできる。その
とき私は教師だったのですが、私を党に推薦
したいという人たちがいました。〔......〕私に
は日本に兄がいました。いきなり取り調べら
れたら、その事実を隠せません。その時実問
題が起こりました。党の下級組織の指導者が
いたのですが、彼は自分の祖父が司祭だった
ことを隠していました。私たちの炭鉱では彼
を党員に選出したのですが、一か月後にその
件が知られてしまい、彼は党籍を剥奪され本
土に ......だから私は三度目の面談で入党を断
りました。私の経歴には大きな傷がつきまし
た 19）。

しかし大部分の場合、国籍を取得しなかった主
な原因は、ソ連国籍を取得してしまうと将来韓国
に帰還する際に妨げになるのを恐れたことにあっ
た。

　私たちも国籍を取得しなかったのですが、
それは父がすぐ韓国に帰るからと言ったから
です。年配の人々はロシア人とは結婚するな
と言いました〔......〕みなが帰還を待っていた
ので、帰還の妨げになることはしようとしま
せんでした 20）。

ほぼ全てのサハリン朝鮮人たちにとって、戦後
初期における国籍取得は帰還と緊密に関わってい
た。ソ連国籍の取得は、サハリンに残ってソヴィ
エト社会の生活に適応することと、故郷への帰還
を拒否する意志を持っているということを意味し
た。したがって初期には、ソ連国籍を取得しよう
とする人々は多くなかった。
前述したように、沿海地方ナホトカ市の北朝鮮

総領事館は 1950年台の初め、サハリン朝鮮人に国

籍取得を強力に宣伝しはじめた。
1956年までに北朝鮮国籍を取得したのは 658人

だった 21）。だが、1957年 12月 6日にピョンヤン
で、「ソヴィエト社会主義共和国連邦政府と朝鮮民
主主義人民共和国政府間の二重国籍者の国籍問題
に関する協約」が締結された後から朝鮮国籍取得
は急激に増加した 22）。

1962年までに旧日本臣民11,475人が北朝鮮国籍
を取得した 23）。この時、労働契約によってサハリ
ンに来島した北朝鮮住民 3,851人がサハリンに
残っていた。無国籍者のままでいる人が 20,718人
いた。サハリン朝鮮人の総数は 4万人を超えてい
たことになる 24）。
北朝鮮国籍を取るためにソ連国籍を放棄する

ケースもあった。1961年には 51人の朝鮮人がソ
連国籍の放棄を願い出た。北朝鮮国籍を取得して
永住しようと考えたのである。だが、北朝鮮国籍
を取得した後に実際に出国したのはそのうちわず
か 2人だった。3人が、国籍だけ取得しその後も
ソ連に残った 25）。残りは、無国籍者としてサハリ
ンに残った。これは、サハリン朝鮮人のなかに自
らの居住国と国籍を長らく決められなかった人々
がいたことを物語っている。
サハリン朝鮮人たちが北朝鮮国籍を取得した理

由は大きく 2つある。1つ目は北朝鮮国籍を取得
した後、いつか歴史的故郷に帰ることを望んでい
たからだった。これは朝鮮半島がじきに統一され
るだろうという噂がずっと回っており、帰還可能
性に希望を持っていたからだった。ある証言者は
こう語った。

　私たちはこう考えたのです。「北朝鮮国籍を
取得したら、向こう側へ行けるかもしれな
い」。当時、多くの人が朝鮮の統一について話
していましたが、私も政府レベルで何らかの
計画があるのだろうと考えました。もし朝鮮
が統一されたら故郷に帰れる。父には故郷で
帰りを心待ちにしている母親がいました。そ
れに姉妹も〔......〕それで考えたのです 26）。
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2つ目は朝鮮人学校を卒業後、生きる道を選ぶ
ときに困難に突き当たった若者たちだった。それ
は根源的には朝鮮語で教育を受けていたためだ
が、それによるロシア語能力不足がソ連の大学入
学試験合格の障害になった。このようななか、北
朝鮮の職員たちの魅惑的な扇動があり、多くの若
者が北朝鮮で学び、働くために出国した。ある朝
鮮人学校の教師は次のように回想した。

　生徒たちは学校を卒業したけれど、大学に
は進学できませんでした〔......〕それで多くの
生徒が北朝鮮に行きましたが、そこでは試験
を受けなくても金日成大学に入学させてくれ
るという約束をしたといいます 27）。

ソ連当局は北朝鮮からソ連に戻れるよう許可し
てほしいというサハリン朝鮮人たちの公式請願を
受け付けた 28）。さまざまな理由で、ソ連への帰国
が試みられた例は少なく、また、真剣に検討され
た請願はソ連国籍保持者からのものだけだった。

1960年代末から 1970年代初めにかけては、北
朝鮮との関係悪化によりサハリン朝鮮人たちが北
朝鮮国籍を放棄し始めた。
北朝鮮国籍（とそれに伴う故郷帰還への希望）の

放棄は、ソヴィエト社会への統合の必要性を認識
したことを意味した。

　それから多くの人々が故郷へ帰る可能性が
ほとんどないと考えるようになりました。子
どもたちは学び、働かねばなりません〔......〕
それでソ連国籍を取得しはじめたのです 29）。

　私たちは北朝鮮国籍を持っていました。正
式に放棄したかったのですが、〔北朝鮮から
は〕当然許可されませんでした。すると〔サ
ハリン州の〕身分証課で、北朝鮮の公民証を
郵便で北朝鮮領事館に送り、その領収書を
持って来るようにと教えてくれました。〔......〕
それでソ連国籍取得のための書類をもらいま
した 30）。

　確かにソ連国籍を全員に即時にもらえたわ
けではありませんが、これは対北関係と関連
していたからでした。関係がよい時には国籍
をくれませんでしたが、少し悪化するとすぐ
くれるようになりました。多くのことが政治
に左右されたのです 31）。

サハリン州の領土での特別国境体制による行動
制限もソ連国籍取得を促進した。1960年 8月 15

日、国境に関するソ連邦最高会議幹部会令が採択
され 32）、サハリン州の領土に特別国境体制が樹立
された。この命令によりサハリン州全土が閉鎖国
境地域に指定され、内務機関が発行する通行証な
しにはサハリンに常住する住民以外の人の入島、
居住、移住は許可されなかった。サハリン内の無
国籍者や外国人は、それぞれが持っている書類上
に指定された居住地域でのみ暮らさなければなら
ず、他の地域に移動するには警察から許可証をも

写真15．1963年 3月 21日付、オム・テホ一家の
北朝鮮からの入国に関するソ連邦閣僚会議付属移住・

組織的労働力募集総局の証明書No.6-74
出所：ГИАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 2630. Л. 12.
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らわねばならなかった。
大部分のサハリン朝鮮人が無国籍者や外国人に

該当したため、この特別国境体制により朝鮮人の
居住移転の自由はひどく制限された。ある人は、こ
の制度が朝鮮人たちに課した制約と苦境を次のよ
うに記憶している。

　隣村に行くには必ず警察の許可を受けなけ
ればなりませんでした。申請書を提出すると
警察が何日間か審査した後に許可書をくれま
す。ほとんど毎回もらえましたが、たまにく
れないときもありました。結婚や誕生日で両
親のところに行かなければならないときに
は、日時に合わせて申請書を提出することが
できるでしょう。でも誰かが死んだときはど
うしろというのでしょうか。行かないわけに
はいかない用事なのに、許可書をもらうまで
埋葬を遅らせて待ってくれるはずないでしょ
う。だから許可を取らずに、怖いけど危険を
犯して行ってくることもありました。警察に
捕まらないこともありましたが、捕まること
ももちろんありました。もし捕まったらすぐ
に工場に報告が行くのですが、これは賞与ば
かりでなく、年末特別給与も剥奪されること
を意味します。もしアパート入居の順番を
待っていたならば、即座に順番が最後に回さ
れてしまいます。だから当時、朝鮮人はほと
んどアパートに入れませんでした。それで一
軒家を買うようになったのです。ロシア人は
庭の菜園を欲しがらなかったので、一軒家の
方が安かったこともあります。私たちの工場
長がよい人でした。警察がその情報を報告し
ても、目をつぶってくれて理解してくれる人
だったのです。
　でも、本当に辛かったのはそんなことでは
ありません。むしろそれは大したことではな
かったのです。大学進学を希望したした時が
本当の不幸でした。学校を卒業しなければ、入
学試験を受けるためのユジノサハリンスクな
り大陸なりへの移動許可申請書は提出できま

せんでした。ところが、警察がその書類を検
討して決定を下すまで待っていたら入試が終
わってしまうのです ......それで翌年にもう一
度書類を提出しなければなりません。許可証
には有効期限がありますから。ある人は勉強
を諦めて家に残りました。不法に誰かの身分
証を入手して海峡を渡った人もいます。大陸
ではもう自由でした。朝鮮人かどうかなどと
いう目で見られることはありませんでしたか
ら。もっとも本当にそこまでする人は少数で
した 33）。

これまでみてきたように、サハリン朝鮮人たち
はこのような制約によってサハリン州はもちろ
ん、ソ連邦のどの地域でも自由に居住することが
難しかった。このような状況下で、サハリン朝鮮
人たちに問題の解決方法を模索することを強いら
れ、結局ソ連国籍取得を決めたである。

1970年には、35,000人のサハリン朝鮮人のうち
ソ連国籍者は 19,400人となり、無国籍者は 7,700

人に減った。1989年には無国籍者はわずか 2,700

人で、ソ連国籍者は 32,200人に達した（サハリン
朝鮮人の総数はその後ソ連崩壊までほぼ変わらな
かった）。このように 1989年には約 92％がソ連国
民となった。北朝鮮国籍者は 1970年の 8,300人か
ら（1962年当時は 15,326人 34））1989年にはわず
か 300人にまで減った 35）。
この変化は、1978年の「ソ連国籍に関する法律」
によってのみ起きたわけではない。前述のように、
この法律は、ソ連領で生まれたサハリン朝鮮人に
関する根本的不公正を是正した。すなわち、世界
人権宣言に則った国籍に関する権利をサハリン朝
鮮人は手に入れたのである。他方で、このような
ソ連国籍への大規模な移行は、サハリン朝鮮人の
ソ連社会への統合プロセスが完了したことを物
語っている。
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4．サハリン朝鮮人の本国帰還運動とソ連、
日本、南北朝鮮の政策（1950-1990 年）

1953年 7月 27日に朝鮮戦争休戦協定が締結さ
れてもなお国際政治は極度の緊張状態が続いた。
全地球的次元での世界的衝突という条件の中で、
サハリン朝鮮人の帰還問題は、現実的な困難（た
とえば移動手段の問題）だけでなく、イデオロギー
的・政治的困難にも直面した。ソ連の直接的なイ
デオロギー的敵国である米国の影響下にあった韓
国は 1990年までソ連との国交がなかった。した
がって、第三国の関与なしには帰還問題の解決は
不可能だった。

1956年に日ソ間で調印された日ソ共同宣言は、
〔サハリン朝鮮人問題の解決のために日本という〕
仲介国が関与してくれるかもしれないという希望
をもたらした。宣言により日ソ両国は外交関係を
回復し、まだソ連に残留していた日本国民（その
大部分が日本軍捕虜）の送還が実現した。
サハリン州では、朝鮮人と結婚したために 1946

年から 1949年の〔日本人公式引揚が実施された〕
期間に母国である日本に帰還しなかった日本人が
生活していた。日ソ共同宣言締結後、これらの人々
は配偶者と子どもを連れて母国に出国できるよう
になった。1957年にサハリンから日本に帰還した
人は 521人いるが、このうち日本人 131人（男性
30人、女性 101人）、朝鮮人 102人（男性 95人、
女性 7人）、結婚により生まれた子どもは 293人
だった 36）。1958年にも 2回に分けて帰還が実施さ
れ合計 1,075人、内訳は日本人 331人（男性 102

人、女性 229人）、朝鮮人 213人（男性 195人、女
性 18人）、ロシア人女性 1人、ロシア人未成年者
265人等だった 37）。
ポドペチニコフの計算によると、1957年から

1959年の間に 2,300人が日本へと出国したが、日
本人は 604人、かれらとともに出国した朝鮮出身
の家族が 456人、16歳未満の子どもが 1,240人等
だった 38）。ここで言及すべきは、その後も日本人
と朝鮮人からなる家族たちが個人的に日本に出国

したという点だ。1964年に 19人、1965年に 362

人、1966年に 1人がそれぞれ出国した。このうち
日本人は 60人、朝鮮人 109人、16歳未満の子ど
もは 213人だった 39）。
日本でサハリン朝鮮人たちの帰還運動を始めた

朴魯学も、1958年に送還された人の一人だった。
彼の運動はサハリン朝鮮人史に大きな役割を果た
したことから、彼の人生をここで詳細に語る必要
があるだろう。
朴魯学は 1912年に朝鮮忠清北道で生まれた。

1943 年に樺太に徴用され炭鉱労働者として働い
た。日本人の妻と日本へと出国した後、1959年 2

月 6日に「樺太抑留帰還者同盟」〔ほどなく「樺太
抑留帰還在日韓国人会」に改称〕を組織した。50

人の朝鮮人たちがこの組織に加入した。この会は
後日さらに「樺太帰還在日韓国人会」と改称され
た 40）。
ソ連と韓国間には郵便に関する協約が締結され

ていなかったため郵便物の送受信は難しかった
が、朴魯学は 1965年にサハリンとの書信交換を実
現させた 41）。その間、サハリン州では「日本の許
可さえ得られれば、朝鮮人は国籍がなくても日本
に行ける」という噂が飛び交った 42）。その後、朴
魯学はサハリンから発送された手紙を受け取るよ
うになった。このうちの一通に、コルサコフから
日本へ行くことを希望する朝鮮人 239人の名簿が
入っていた。1966年 1月に韓国の『東亜日報』が
この手紙を公開し、韓国社会でサハリン朝鮮人た
ちの帰還問題についての関心が高まった。当時の
韓国政府は日本政府に調査を要請した。
サハリンに残っている親族を探してほしいとい

う手紙は韓国からも寄せられた。在日韓国人会の
メンバーはこの願いを聞き入れるため、故郷への
帰還を望むサハリン朝鮮人たちの名簿作成に着手
した。そのために会員たちはサハリン朝鮮人から
朴魯学宛ての手紙を分析した。1967年 7月に行わ
れた作業の結果、約 7,000人の名簿が作成された。
そこには韓国で暮らすことを望む 1,410人とその
家族 5,348人、日本で暮らすことを望む 334人と
その家族 1,576人等の氏名が記載されていた。こ
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の作業は、法廷での帰還問題解決のための基礎文
書となった 43）。
朴魯学と仲間たちは 1975年、日本政府に控訴状

を提出するため文書を準備した。このときから
1989年まで日本では、サハリン朝鮮人の帰還問題
を審議するため、裁判所の審理が定期的に行われ
た。

1975年 7月 17日、「サハリン残留韓国人帰還請
求訴訟弁護団」が組織された。これは「樺太訴訟
弁護団」とも呼ばれる。弁護団には、柏木博弁護
団長以下 18人〔後に 21人〕の弁護士が加わった。
事務局長をつとめたのが高木健一弁護士である。
1985年、1988年、1989年にサハリンを訪問した
高木は、サハリン朝鮮人問題についての一連の著
作の著者でもある。弁護団の目的は、サハリン朝
鮮人の迅速な帰還だった。1983年 4月 17日には
「アジアに対する戦後責任を考える会」が結成され
た。この団体が掲げた主要な課題もまた、サハリ
ン朝鮮人たちを歴史的故郷に戻すことだった。柏
木博をはじめ、樺太訴訟弁護団のメンバーも会に
参加した。また参議院議員原文兵衛をはじめとす
る国会議員もサハリン朝鮮人問題に関与するよう
になり、原を会長とする「サハリン残留韓国・朝
鮮人問題議員懇談会」が〔1987年 7月 17日〕設
立された 44）。
日本で結成されたこうした組織は、日本政府の

協力の下にサハリン朝鮮人の帰還を勝ち取ること
を最重要の課題としていた。
日本で始まったサハリン朝鮮人帰還運動は、し

だいに韓国にまで拡散した。韓国では地方当局が
この運動を支援した。韓国の国家記録院には帰還
運動に直接に関わる文書が所蔵されている。それ
ら手紙、問い合わせ、回答、報告書、新聞記事な
どから、韓国でのサハリン朝鮮人帰還運動につい
ての全貌がうかがえる。国家記録院には、1990年
代以前にサハリンから韓国へ帰還できた人々に関
する文書と資料も保管されている 45）。
サハリン朝鮮人の帰還のための社会運動は韓国

と日本で大きな関心を集めたが、実質的影響を与
えたのはそのような関心ではなく、各国政府の公

式的立場だった。
1988年に『北海道新聞』は、韓国と日本の公式
の立場を次のように記している。
「日本―日本政府は、サハリンの韓国・朝鮮人
はすべて日本国籍を喪失しており、法的責任はな
いとして、長い間、帰還や肉親との再会を求める
関係者の訴えには消極的だった。だが、国家議員
有志の働きかけなどにより、人道問題として取り
組むようになり〔......〕本年度は一時帰国の旅費と
して 391万円を予算化し」た。「韓国―責任の所
在が日本にある問題である以上、日本政府が解決
に向けてソ連側と交渉すべきだ」46）。
私は、両国政府が冷静な立場を取るのに大きな

役割を果たしたのは 1965年 6月 22日に締結され
た「大韓民国と日本国間の基本関係に関する条約
（韓日基本条約）」だったとみる。日本はこの条約
によって、植民統治期に生じた損害に対する賠償
金として韓国に 3億ドルを支出し（その他、5億
ドルを有利な条件の借款として提供した）、これに
大韓民国は全韓国国民の名で日本に対する全ての
請求権を放棄した 47）。日本はこの条約に依拠し、
強制動員した朝鮮人たちに対する法的責任は精算
されたと考えた。反面、韓国政府がこの問題に対
して一歩引いたような態度だったのは、日本から
受けた補償金が国民に対する賠償金としては使わ
れず、全額が国家の経済発展に支出されたためだ
と説明される 48）。
私は、日韓両政府の公式の態度が消極的だった

にしては、サハリン朝鮮人の帰還運動はかなり大
きな成功を収めたと考えている。たとえば 1970-

1980年代には、サハリン朝鮮人 6人が韓国への出
国許可を受けた（表 14参照）。
その数は確かにごくわずかだが、当時のサハリ

ン朝鮮人の帰還問題にともなう歴史的状況を考え
れば、それだけの数でも信じがたいほどである。
だが、日本と韓国で積極的に展開された社会運

動も両国政府の態度もこの問題の解決に決定的な
影響をもたらしたわけではなかった。この問題で、
若干ではあれより能動的役割をしたのは北朝鮮だ
が、前述のサハリン朝鮮人の北朝鮮送還計画（「朝
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鮮人ゲットー」計画）が失敗した後、北朝鮮指導
部は自国への移住の扇動を事実上やめてしまっ
た。1956年以後、ソ連－北朝鮮間の関係が目に見
えて冷え込んだこともこの方針に影響を与えた。
北朝鮮は現在、サハリン朝鮮人の経済的側面に関
心を抱いている。かれらは韓国と日本にいる裕福
な親族から物質的支援を受けており、その多くが
ビジネスで成功している。さらに、かれらが暮ら
しているのは天然資源の豊富さで知られるサハリ
ン島なのである 49）。現在の北朝鮮政府の対サハリ
ン朝鮮人政策は、民族文化に対するあまり積極的
でない支援と、北朝鮮に好意的な社会団体「朝鮮
の平和統一のために」への支援にとどまっている。
サハリン朝鮮人の帰還問題の解決に直接的な影

響を与える能力と手段を持つ国家はソ連（1991年
以後はロシア連邦）しかなかった。ソ連の立場は、
この問題に関する動かぬ決意に加えて（ソ連政府
はサハリン朝鮮人帰還計画を完全に放棄したよう
にみえた）、この問題を内政問題とみなし、ソ連の
立場を変えるきっかけを他国に与えないという点
にあった。歴史的故郷への出国問題を提起する朝
鮮人たちのいかなる試みに対しても過酷な弾圧が
加えられた。
たとえば、1950年代のサハリンでは違法な「朝

鮮共産党」の存在があちこちで噂された。ある人
はこれについて次のように回顧した。

　つまり地域共産党を作ったのです。かれら
は政治的に何かを望んだわけではありませ

ん。単に朝鮮人たちを韓国に帰国させてもら
うことを望んだだけでした。でもソ連当局は
そのようには考えなかったようです。かれら
全員を 10年間の禁固刑に処しました。実際、
かれらはソ連邦に反対していたのではありま
せん。帰還運動を始めたかっだけなのです 50）。

長い間サハリンでは、朝鮮共産党を設立した活
動家に関する情報は噂や推測の域を出ず、アナ
トーリー・クージン、ボク・ジコウ（朴寿鎬）、パ
ク・スンイ（朴勝義）といった著名な朝鮮人共同
体史の研究者たちもこの事件については全く言及
していない。共産党に関する話は朴享柱の本で引
用されているが、それですらも回顧録なので、共
産党の存在については長い間疑問符がついてい
た。この事件を明らかにするためには、長い間秘
密文書とされてきたサハリン州国立歴史文書館の
資料を見る必要がある。
朴亨柱は回顧録で次のように述べている。「新し

い朝鮮人の世代は〔......〕慎重さを失い、自分の力
と能力を過大評価し、自らを危険にさらした。1950

年（実際には 1951年―著者注）マカロフ、ゴル
ノザヴォーツク、ユジノサハリンスク、ネベリス
クなどで地下朝鮮共産党がゴルノザヴォーツク、
マカロフにある朝鮮人学校の教師、ユジノサハリ
ンスク出身のシン・ポギュン 51）、ネヴェリスクの
シン某などによって結成された。この組織は地下
組織とはいっても反ソヴィエト活動を展開したの
ではなく、朝鮮人の故郷帰還を叶えるためだけに
結成されたものだった。サハリン朝鮮共産党は自
らの計画、目標、課題、原則を持っていた。この
ニュースは他の街にも広がり、党の規模は徐々に
拡大した。この組織は短命だった。1950年 8月ユ
ジノサハリンスク駅でシン・ボギュンが国家保安
省州当局よって逮捕された。9月から 10月にかけ
てネヴェリスクでキム某、ゴルノザヴォーツクと
マカロフで朝鮮人学校の学生たちと教師が逮捕さ
れた。かれらに続いて私も、保安当局に召喚され
取り調べを受けた。そこで私より先に勾留されて
いたシン・ジョンウを見かけた〔......〕1950年、刑

出所：Бок. Корейцы на Сахалине. C. 192.

表4．1989年 5月 20日まで韓国に移住したサハリ
ン朝鮮人の数
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法 58条〔反革命罪〕による有罪判決が下され、キ
ム・ソンメ、シン・ボギュン、クォン某は 10年間、
ポロナイスクの収容所に収監された。そして 6年
後の 1956年に釈放された」52）。
回顧録には誤りが見られるが、この事件が発生

して 50年後に作成されたものなのでさほど驚く
ことではないかもしれない。また、国立サハリン
州歴史文書館には朴亨柱の記憶を確認できる文書
が所蔵されている。シン・ジョンウ、シン・ボギュ
ン、クォン・ミョンサン 53）、キム・ヨンゴン（日
本名カ

マ マ

ナシサ・ヤシコン 54））55）など、1951年にサ
ハリンで朝鮮共産党を設立した 4人に関するもの
である。

1951年 8月 30日、国家保安省サハリン州局に
よりシン・ジョンウが逮捕された。取調官は彼の
行動に、ロシア・ソヴィエト連邦社会主義共和国
刑法典第 1 部第 58条 10項 56）に抵触する犯罪の兆
候があると疑った。1951年 11月 1日、シン・ジョ
ンウの証言によってクォン・ミョンサン、シン・
ボギュン、キム・ヨンゴン 57）などが違法団体に参
加したとして逮捕された。
審理資料によれば、シン・ジョンウは 1927年生

まれで、サハリン州マカロフ市に住んでいた。彼
は無国籍者で定職がなく、ソ連の教育を受けられ
なかった。1951年 7月にシン・ジョンウは非合法
的な「民族主義反ソヴィエト組織」を設立し、「朝
鮮共産党」と命名した。彼は自らが設立した政党
に加入するよう積極的に知人たちを勧誘し、ヘク
トグラフ（こんにゃく版）58）に書き込んで複写し、
関心のある人全てに「朝鮮共産党宣言」、「朝鮮共
産党規約」、党中央機関紙『뭉치자（団結しよう）』
第 1号など、朝鮮語の文書を積極的に配布した。シ
ン・ジョンウは政党の主要目標を日本政府と韓国
およびそれらの地域に駐屯中の米国軍事代表たち
の支援による韓国への帰国闘争だとし、問題解決
に国際連合を引き入れる計画を立てていた 59）。
シン・ジョンウ本人によれば、彼は全羅南道で

生まれ、1934年に父母とともに忠清南道天安に
引っ越した。そこで 1935年に小学校に入学した
（全羅道も忠清道も現在は韓国に属する）。5年生

を終えた 1940年に新聞配達として働き、翌年に京
城（ソウル）に引っ越した。さらに一年後の 1942

年に再び天安に戻った彼は、おじの小さな菓子工
場で働いた。1943年に日本で働き口を得たシン・
ジョンウは、大町市〔長野県〕のアルミニウム製
錬工場で働いた。1944年、東京に逃げた彼はそこ
で肉体労働をし、1945年 5月に南樺太の上敷香（レ
オニードヴォ）に向かった。1945年 6月、日本帝
国主義の転覆と朝鮮の独立を訴えたという理由で
日本の警察は彼を逮捕した。その後、ソヴィエト
軍が南サハリンを占領すると釈放され自由の身に
なった。
シン・ジョンウは 1946年 1月から 6月までソ連

兵のためのロシア語通訳として働いた（本人の告
白によると、彼はロシア兵と半年話してロシア語
を習得したという）。1946年 10月から 1947年 2月
までレオニードヴォの朝鮮人学校で教師として勤
務し、1947～ 1948年にはネベルスク地域のゴル
ノザヴォーツク市にある朝鮮人学校の教務主任、
その後ドーリンスク地域のヴズモーリエ町にある
朝鮮学校の教務主任をそれぞれ歴任した。1949年
ユジノサハリンスク師範大学の歴史学部に進学し
たが、経済的困窮により 11月に自主退学した。ゴ
ルノザヴォーツクに戻ってきた彼は、朝鮮人学校
の教師として働き、後に財産調査部の監査員とし
て勤務した。1951年 1月にマカロフに引っ越し、
2月から 5月まで人民教育地域課の書記として勤
務したが、ソ連国籍がないという理由で解雇され
た 60）。

1951年 6月、マカロフに住んでいた彼は若い
人々と（彼は入党した 25人の名前を挙げたが、大
部分が 13歳から 17歳の朝鮮人学校の学生たち
だった）マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』、
『ソ連共産党（ボリシェヴィキ）歴史小教程』』な
どの勉強を始めた。この頃に朝鮮共産党創党のア
イディアを思いつき、6月末に「宣言」、（1902-1903

年のレーニンのそれと類似した）「規約」を執筆し、
「声明」と党中央機関紙『団結しよう』第 1号の発
行を準備した。

7月 2日にマカロフで第 1回「朝鮮共産党」大
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会が開かれた。この大会で秘密投票を行い、中央
委員会、中央機関（新聞編集部）、党ソヴィエトが
選出された。シン・ジョンウの陳述によると、彼
本人が中央委員会と中央機関メンバーの全ての候
補者たちを個人的に推挙し、残りの党員たちがそ
れを承認したという。シン・ジョンウ本人はこれ
らの機関には入らず、裏から党を指導するつもり
だったので、自分の支持者を候補に推薦したとい
う 61）。彼は自分が設立した党が反ソ的活動に従事
したり、やソヴィエト国家を誹謗したりしたこと
などないと断固否定した。帰還に加えて、朝鮮人
にマルクス・レーニン主義の考えを広めることが
党の目的であるということ、また朝鮮に帰還でき
たら社会主義国家建設のために闘うという思想も
訴えた。これは、むしろソ連に対する「慇懃なポー
ズ」であり、故郷への帰還に絶対必要だったソ連
の支持を将来に確保しようとしたのだろうと推察
される。
前述のように、シン・ジョンウの証言によって

1951年 11月 1日にシン・ボギュン（1931年生）、
キム・ヨンゴン（1926年生）、クォン・ミョンサ
ン（1926年生）が逮捕された。残りの党員たちは
証人として呼ばれたが、すぐに放免された（若かっ
たためかもしれない）。
シン・ボギュンはマカロフ地区ザオジョールノ

エ村で生まれ（逮捕時は 20歳）、ユジノサハリン
スクに住んでいた。国民学校の初等科 5年、高等
科 2年を出ており、朝鮮人学校の教師になろうと
したが、ソ連国籍がないため叶わなかった。ザオ
ジョールノエの電気修理技師として、マカロフ製
紙工場で荷物運びとして働き、その後ドーリンス
クの林業会社で最初は会計補助として、後に会計
係となった。1950年 5月に転職してザオジョール
ノエ村に戻ったが、学業を続けようと、夜間学校
に入学するためにユジノサハリンスクに引っ越し
た 62）。
シン・ボギュンがシン・ジョンウに出会ったの

は 1951年 8月 5日の列車の中だった。対話をする
中で、シン・ジョンウはシン・ボギュンに入党申
請書を作成するよう提案した。その後、二人はユ

ジノサハリンスクにあるシン・ボギュンの家でも
う一度会った。その後シン・ジョンウは、シン・
ボギュンに郵便で「宣言」を送り、よく読むよう
にと言った。シン・ボギュンは、党の活動に積極
的に関わったわけではなく、党の活動目的が朝鮮
への帰還と共産主義社会建設のための闘争だとい
うことを知っている程度だった。シン・ボギュン
の党での活動は「違法会合」への参加、党員証受
領、20ルーブルの党費納付がせいぜいのところ
だった 63）。1951年 11月 13日に彼は、反ソヴィエ
ト活動に関する自身の罪を完全に認めた 64）。
キム・ヨンゴン（カ

マ マ

ナシサ・ヤシコンという日
本名も名乗った）は、慶尚北道で生まれ、ネヴェ
リスク市に住んでいた。普通学校 6年を卒業して
いる。1943年 12月、日本当局によって樺太に動
員され、ゴルノザヴォーツク〔内幌町〕の炭鉱で
働いた。ソ連軍の侵出後、ゴルノザヴォーツクで
電気修理技師として働いたが、後にネヴェリスク
に移った。何度も仕事を変え、逮捕当時は無職だっ
た 65）。
彼がシン・ジョンウと会ったのは 1947年 9～ 10

月のことだった。自分の罪をずっと否定していた
が、シン・ジョンウに宛てた手紙を見せられると、
党で活動した事実を認めた。1951年 7月 24～ 25

日、ポロナイスクから戻る途中マカロフに立ち寄
りシン・ジョンウと会った。シン・ジョンウは会
話の中で、サハリンに「朝鮮共産党」を創党する
計画があり、すでに着手していると明かした。「サ
ハリンの朝鮮人を糾合し、合法的な朝鮮帰還闘争
を遂行すること」がこの組織の基本課題だとシン・
ジョンウは語ったという 66）。
クォン・ミョンサンは咸鏡南道で生まれ、ユジ

ノサハリンスクに住んでいた。1939年に父母とと
もにサハリン島にやってきて、その時からずっと
ユジノサハリンスク〔豊原〕で暮した。豊原商業
学校を卒業し、商店で働いた。1945年 5月 20日、
日本当局に逮捕され、8月 20日まで投獄されてい
た。日本の警察のために働くという条件で釈放さ
れたが、実際はしなかった。ソ連軍進駐の後は、朝
鮮人学校の教師、製紙工場の倉庫管理者、「サハリ



サハリン朝鮮人とソヴィエト社会（1945－ 1991年）（下）　　169

ンウーゴリ」〔サハリン石炭の意〕の倉庫係、人民
裁判所の通訳、鉱山の現場監督として働いた 67）。
クォン・ミョンサンがシン・ジョンウと知り合っ

たのは 1950年だった。師範大学受験のためにユジ
ノサハリンスクに来た際にシン・ジョンウのとこ
ろに泊めてもらったのである。その後も二人は何
度か会ったが、1951年までシン・ジョンウは、「国
際連合を通じた朝鮮帰還闘争のため」に入党する
ようにとは言わなかった 68）。取り調べの中でクォ
ン・ミョンサンは反ソヴィエト活動およびユジノ
サハリンスクでの違法組織結成の罪を認めた。

4 人の罪人に対する裁判は 1951年 12月 18日に
ユジノサハリンスクで開廷され、矯正労働収容所
での懲役 10年が宣告された 69）。かれらはロシア共
和国最高裁判所に上告申請をしたが棄却された。

かれらの状況は、スターリンの死後に変わった。
1954年 7月 31日、サハリン州刑事事件再調査委

員会はシン・ジョンウ、シン・ボンギュン、キム・
ヨンゴン、クォン・ミョンサンの活動に犯罪的要
素はないとして、サハリン州裁判所の判決につい
てソ連邦検事総長への異議申し立てを決定した。
1955年 1月 13日、ロシア共和国最高裁判所幹部
会は判決を破棄し、即時釈放するよう命じた。1955

年 2月 7日に 4人は釈放された 70）。収容期間はシ
ン・ジョンウが 3年 4か月 13日、残りの 3人は 3

年 2か月 12日だった。2003年 4月、ロシア共和
国法「政治的弾圧の犠牲者の名誉回復について」
（1991年 10月 18日制定）に基づき 4人は名誉回
復された 71）。

この 4人のその後の運命についてはほとんど知
られていない。クォン・ミョンサンは 1956年 10

月 27日に北朝鮮に出国した 72）。朴亨柱の情報によ

出所：ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 340.

写真16．1951年シン・ジョンウが作成した朝鮮共
産党宣言の冒頭のページ

出所：ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 356.

写真17．1951年にシン・ジョンウが作成した朝鮮
共産党規約の冒頭のページ

出所：ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 356.
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ると、シン・ジョンウも北朝鮮へ出国し、そこで
大使館通訳として勤務し、大学に進学した。キム・
ヨンゴンも同様で、元山で電気技師として働き、経
済発展への多大な功績に対しする勲章を授与され
た 73）。シン・ボギュンはそのまま残りユジノサハ
リンスクで（少なくとも 1993年まで）74）暮らし
た。
シン・ジョンウを捜査する過程で一連の書類が

押収され、朝鮮語からロシア語に翻訳された。そ
れらの文書の中に「宣言」、「規約」、党中央機関紙
『団結しよう』などがある。
「宣言」は、「朝鮮人」、「サハリン朝鮮人」「朝鮮
人共産主義者」、「朝鮮人共産主義者とソヴィエト
政権の課題に関連する諸問題」、「サハリンに住む
全朝鮮人へのアピール」の 5章から成る。朝鮮の
歴史、サハリンにおける朝鮮人登場の背景、朝鮮
での共産主義運動の展開過程などを簡略に紹介し
た後、シン・ジョンウは党の目的と課題に言及す
る。「共産主義者は朝鮮人のサハリンから故郷への
帰還事業を領導しなければならない」。シン・ジョ
ンウはこれがソヴィエト政府への抵抗ではないと
いう点を明確にした後、次のように記述した。「サ
ハリンにおける喫緊の課題は朝鮮人の故郷帰還の
促進である。この目的を達成するため、朝鮮人共
産主義者は統一運動を展開している」。「ソヴィエ
ト政府は朝鮮人を故郷に送り返さねばならない。
朝鮮人がサハリンで永遠に暮らすことは絶対にな
い。サハリン朝鮮人は宗派の違いも政治的意見の
相違も乗り越え、故郷に帰るのだという決意で溢
れている」。宣言は次のように終わる。「朝鮮人の
サハリンから故郷への帰還は無為のままでは達成
されない。闘争によってのみ勝ち取ることができ
る」75）。
「朝鮮共産党規約」は明晰で、体系的で、思慮深
く作成されている。規約の執筆者は、入党と党籍
除名規則、党イデオロギー、目的、課題、闘争方
法、党の構造（中央委員会、中央言論機構、地域
委員会）、選挙の手続きと組織など、必要な全ての
規定を規約の中に含めた。シン・ジョンウが世界
の共産主義者の著者から借用したことは確かであ

る。逮捕時の押収品には、レーニンとスターリン
の著作、『ソ連共産党（ボリシェヴィキ）歴史小教
程』、『外交史』、『外交辞典』、ソヴィエトの新聞の
スクラップ、サハリン州立図書館の入館証もあっ
た 76）。古典の「助け」を借りたとはいえ、日本の
小学校を卒業しただけで、ロシア語や他の科目は
独学だったことを考えれば、その著述は大きな敬
意を呼び起こさせるものである。

党中央機関紙『団結しよう』の第 1号であり唯
一のものである版本が、1951年にヘクトグラフで
作成され発行されたという事実は、歴史的にも興
味深い。この第 1号には機関紙刊行の必要性と目
的についての編集者の記事、キム・ヨンナムの「青
年よ、故郷への帰還運動に参加しよう！」、キム・
チャマンの「故郷への帰還は団結した闘争によっ
てのみ実現できる」、キム・ヨンヒの「朝鮮人女性
の課題」、そしてシン・ジョンウの「経験が教えて
くれる」といった記事が掲載されている。
『団結しよう』全体を通じて一貫して強調されて
いるのは朝鮮への帰還を達成するための闘争の必
要性である。紙面からいくつか引用しよう。故郷

写真18．1951年 7月、朝鮮共産党中央機関紙『団
結しよう』創刊号

出所：ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 2172. Л. 293. 
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へ帰りたいという思いがどれほど朝鮮人党員たち
の心をとらえていたかがわかるだろう。
「サハリンに住む朝鮮人で故郷への帰還を考え
ない者がひとりでもいるだろうか〔......〕もし故郷
帰還の問題を頭の中から消してしまったら、朝鮮
人たちには何も残らない。故郷帰還の問題は徐々
に喉もとを通り過ぎ、血と骨になりつつある。身
体中が故郷帰還という炎になっている」77）。
「サハリン各地から、個人の名前で、あるいは組
織の名で私たちは、北朝鮮政府とソ連の最高権力
機関に宛てて手紙を書き、故郷への帰還を訴えた。
しかし、まだ何の返事もない。私たちに残された
方法はたった一つだ。それはサハリンに住む朝鮮
人がみな一致団結して私たちの政治的代表を選出
し、必要であればモスクワの最高権力機関に、ピョ
ンヤンの北朝鮮政府に、ソウルの大韓民国政府に、
東京の日本政府に、そしてニューヨークの国連に
代表を直接派遣することだ。このような広範囲な
闘争を行わなければ、故郷に帰れる可能性はほぼ
ゼロである」78）。
宣言、規約、党中央機関紙 1号を作成した人々

は、必要な知識を備え（日本の初等中等学校には
通っていた）、高度な専門的な水準の政治的文書を
作成することができ、世界についての知識、とく
に朝鮮半島の出来事や朝鮮戦争に関する情報に通
じていて、確固たる木ヒョと課題を設定すること
ができた。活動家は全員朝鮮人コミュニティの若
者たちで、シン・ジョンウは 24歳、シン・ボギュ
ンは 22歳、キム・ヨンゴンとクォン・ミョンサン
は 25歳だった。若かったとはいえ、かれらは朝鮮
人たちを惹きつけた。朝鮮共産党は短期間しか続
かなかったため、サハリン朝鮮人の幅広い層に影
響を及ぼすには至らなかった。しかし、この党の
歴史は、疑う余地のない勇気ある行動であり、サ
ハリン朝鮮人の権利を主張する市民の行動として
朝鮮人コミュニティに記憶されている。

1951年の事件以後、帰還運動はしばらくのあい
だ中断した（少なくとも広範な反響を呼ぶことは
なかった）。しかし、消えてなくなったわけではい。
1970年代には当局の目を再び引きつけた。1975年

2月、コルサコフに住むト・マンサン（都万相）が、
家族とともに韓国への出国許可を求める請願書を
ソ連最高会議幹部会に提出した。その請願は、ソ
連と「当該国家」との間には国交がないという理
由で却下された。そこで今度は、妻の親族が住む
日本に出国したいという意思を表明した。都万相
は妻の親族から招聘状を受け取り、1975年 12月
に必要書類も整えたが、それでも出国の権利の獲
得は許されなかった。1976年、彼の家族はコルサ
コフ中央広場で、出国を許可しようとしない当局
に公開で抗議した 79）。

1977年 1月、都万相の家族全員は北朝鮮へ護送
つきで強制送還された。家族のうち二人はソ連国
籍を持っていたので、必要な手続きに則ってソ連
国籍が剥奪されるまでソ連に残され、2か月後に
やはり強制送還させられた 80）。
都万相一家の強制出国だけでは済まなかった。

同じ 1977年、日本と韓国への帰還許可を手にして
いた 4家族 31人が、ソ連外務省の指示により北朝
鮮に強制送還さられた。北朝鮮国籍を取得したも
のの北朝鮮行きを拒んでいたユジノサハリンスク
のユ・ギルスとハン・タリョンの 2家族も強制送
還させられた 81）。
こうした出来事の真相は不明なままになってし

まうことが多い。なぜ 40人もの人がさしたる理由
もなく、ソ連の権威主義体制に反旗を翻し、韓国
への出国を要求したのか。
この事件の目撃者や関係者たちはそれぞれ異な

る評価を下している。たとえば、かれらの行動を
一切認めず、愚かな、集団的狂気のようなものだっ
たととみなす人もいる。

　かれらは確かに気が狂っていました。精神
病院にも入れたのです。〔......〕ソ連は韓国と
国交がないから出国ビザを発給することはで
きないと、かれらにちゃんと説明してやりま
した。〔......〕ところがあいつらときたら。ス
トでも起こしてやれとでも思ったのでしょ
う。誰かがストを企てたといだけで、ソ連に
とっては不名誉なことなのです。スターリン
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時代なら豚箱行きです、全員ぶち込まれたこ
とでしょう 82）。

相互の誤解が原因で行き違いがあったのだと証
言する人もいる。

　当時、申請すれば出国できると言われまし
た〔……〕おそらく多くの人が申請書を書き
ましたが、誰も出国を許されなかったと聞い
ています。しかしその後、わが民族はいつま
でも黙ってはいませんでした。人々はすでに
希望をもちはじめていたのです。〔......〕そこ
で少し目立つ人間や、他人の申請書記入を手
伝った人間を捕まえて、北朝鮮に送還してし
まったのです。かれらが帰宅すると、私もちょ
うど家にいたのですが、警察が来ました。夫
（私の妻の兄です）、妻、わずか生後 100日の
娘に身支度を命じ、まとめて連れていきまし
た。かれらにはそれから二度と会っていませ
ん 83）。

ソヴィエト当局が朝鮮人の大量出国を許可した
ことについては別の人も証言している。

　70年代のいつかは正確には覚えていません
が、こんな噂がありました。レオーノフ 84）が
モスクワに行ったとき、許可を与えたら韓国
に行く朝鮮人は多いのかと尋ねられたそうで
す。レオーノフは多くはない、年を取って寂
しい人だけが行きたがっていると答えまし
た。すると、出国申請を受け入れるようレオー
ノフに許可が出たというのです。ところが、い
ざ朝鮮人が出かけていって、さあと申請書を
提出すると、役所のやつらは書類を取り上げ
て全部引き裂いたと、全部です。「いいか！誰
も行けないんだ！」と 85）。

短期間であれソ連政府にそのような意図があっ
たのか、本当のところは分かっていない。ソ連邦
の指導者たちに未帰還問題を想起させたのは、

1966年の日本政府からの照会だったのではない
か。「釈放された人々」が出国したという稀なケー
スに関する情報が状況を加熱させたことは間違い
ない。だが、政治的・心理的理由とは関係なく、結
果としてもたらされたのは人道的悲劇である。な
にしろ、強制送還させられた家族については、断
片的で確度の低いものを除いて今にいたるまで一
切情報がないのである。

　ノヴォシビルスクにト・ユンシク 86）という
知り合いがいました。彼はまったく行方知れ
ずです。77年に出国しました。家族もサハリ
ン出身で、父親は 70年代に最も活動的だった
人物で、とにかく韓国に行きたかったそうで
す〔......〕父親のところには KGBの職員が訪
ねてきていて、家族全員がマークされました。
父親には息子が一人いました。48年生まれだ
から私より 4歳上です。彼がノヴォシビルス
クに住んでいて、父親はここサハリンで 70年
代にひたすら請願書を書き続けました。
〔……〕すると、ざっくり言えば、日本経由で
韓国に行けと言われたのだそうです。サンク
トペテルブルクにるいちばん上の姉は結婚し
ていて出国せず、彼女だけが〔ロシアに〕残
りました〔......〕他の人たち、つまりケメロ
ヴォに暮らしている二番目の兄、ハバロフス
クに住んでいるもう一人の姉、そしてノヴォ
シビルスクの私の友人と一家が全員サハリン
に来て、ここから日本に出国しようとしたそ
うです。かれらはここに来て、家も売って、出
発の日だけを待っていました。KGBは「書類
がない、とか何とか」〔......〕要するに、半年
待ったのですが梨の礫で、半年後にはかれら
は全員姿を消しました。サハリンから完全に
消え、誰も探すことができませんでした。
　ところで、その友人は私の妻と同じシブル
イブマシ〔シベリア漁業機械の意〕の工場で
働いていて、私たちは同じ寮に住んでいまし
た。彼は私にすべて話してくれ、「もし韓国に
行けたら、そこからあんたに手紙を書くよ」と
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いっていました。さて、かれらがいなくなっ
てからしばらくして、シブルイブマシに手紙
が届きました。まさしくト・ユンシクからで
した。きつい肉体労働をしていて、体調が悪
く、死ぬかもしれないと書いてありました。手
紙に、シブルイブマシが身元引受人になれば
ソ連に戻してくれるとあったのですが、拒否
するようシブルイブマシに党が圧力をかけた
ようです。これで終わりです。シブルイブマ
シは拒否しました。彼がどこにいるのか現在
誰も知りません。ウラン鉱山で死んでしまっ
たのかもしれません ......87）

当時起きた事件はこれだけではなかった。1970

年代末、ソ連からの追放は政治的に望ましくない
要素を排除する一般的な方法になった。たとえば
1979年 4月 29日に、ソ連国籍を剥奪された反体
制異論派（アレクサンドル・ギンズブルグら）を
米国に追放し、かれらと交換にソ連人スパイを引
き渡させた。このとき、ソ連共産党中央委員会幹
部会議の決定によってソ連国籍を剥奪されたユダ
ヤ人「民族主義者」たちも同時に国外に追放し
た 88）。
公正を期すためにも、故郷を訪ねて親族に会う

というサハリン朝鮮人の希望を妨げたのはソ連政
府の政治だけではないということは指摘しておか
ねばならない。冷戦期のあらゆる状況がこの問題
の公正な解決を妨げていた。たとえば1976年6月、
中年の朝鮮人 4人（ファン・インガプ、カン・ミョ

ンス、ペク・ハクト、アン・テシク）がソ連政府
から出国許可を得た。財産を全て売却したかれら
は、日本総領事館で入国ビザを受けようとナホト
カに移動した（書類は全て揃っており、朴魯学が
領事館に提出していた）。しかし日本外務省は、在
日本大韓民国総領事館がサハリン朝鮮人の韓国入
国を許可しないので、7月 5日（ソ連ビザの有効
期限が切れる日）までに日本のビザを発給するこ
とは不可能だと通告した。時間切れとなり、「ナホ
トカの 4人」はサハリンに戻ってくるほかなかっ
た 89）。
このように、サハリン朝鮮人の帰還問題に関わ

る国々のハイポリティクスは、人々の希望や意志
とは反対の方向に作用した。ようやく 1980年代に
なって、国際的な「緊張緩和」のおかげで、（きわ
めて限られた数ではあるが）一部のサハリン朝鮮
人が親族と再会するための出国許可請願書を提出
できた。1986年以降は、出国申請提出者の多くが
許可を得られるようになった（表 15参照）。
「鉄のカーテン」とむき出しの対立の時代にサハ
リン朝鮮人は囚われていたが、その時代も終わり
に近づいていた。対立の時代は約 45年も続き、未
帰還問題が発生した。解決が先延ばしにされる時
間が長く続いたせいで、サハリン朝鮮人ディアス
ポラの統合と適応の過程にも影響し、問題の解決
はほぼ不可能になった。ソ連体制のなかで生まれ
育った第 2世代と第 3世代は新しい社会に統合さ
れており、韓国社会での生活の現実を目の当たり
にした後には、自分の母国をふたたび変えようと

出所：サハリン州執行委員会内務局資料。Кузин. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн. 3. С. 119.

表5．親族との再会のため日本への出国請願書を提出した朝鮮人の数 1981－ 1987年
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は思わなくなったのである。

おわりに

南サハリンとクリル諸島がソ連の統治下に入っ
た後、そこに居住していた朝鮮人住民たちはソ
ヴィエト社会での生活への適応という厳しい道を
歩まねばならなかった。客観的な歴史的状況も、朝
鮮人たちがソヴィエト社会に適応し、ロシア文化
の伝統と規範、法律を受け入れるよう促した。ソ
ヴィエト社会への統合と適応という観点からみれ
ば、未解決の帰還問題、および北朝鮮とソヴィエ
ト両政府の政治が引き起こしたきわめて複雑な諸
問題、ソ連の国籍と教育がないせいで溜まってい
く種々の制限、独自の民族的利益と個性をもつ民
族であることを維持したいという希望は、マイナ
スの影響をもたらしたとも言えるのである。

【訳者解説】
ここに訳出したのは、ユリア・ディンの単著『サ
ハリンの朝鮮人ディアスポラ : 帰還と、ソ連・ロ
シア社会への統合の問題』の第 4章「サハリン朝
鮮人とソヴィエト社会（1945-1991）」である。2015

年 刊 の ロ シ ア 語 版（Корейская диаспора на 
Сахалине: проблема репатриации и интеграция в 

советское  и  российское  общество .  Южно -

Сахалинск: Сахалинская областная типография）と、
2020年に韓国で出版された朝鮮語版（진 율리야 이

바노브나 / 김종헌 옮김『사할린의 한인 디아스포

라：본국 귀환 문제 그리고 소비에트와 러시아사회

로의 통합』、선인）の両方を底本とした。本書は、
日本領樺太時代からソ連統治時代を経て現在にい
たるサハリン朝鮮人の歴史的経験の通史である。
サハリン朝鮮人たちがソヴィエト社会に統合さ

れるまでの歴史を論じたこの第四章は、4つの項
からなる。前半部分（1. サハリン朝鮮人ディアス
ポラの政治、経済的成長、2. ソヴィエト期サハリ
ンディアスポラの社会組織）は、すでに『コリア
ン・スタディーズ』第 12号（2023年）に訳載し

た。今回は後半部分、すなわち 3. サハリン朝鮮人
の国籍問題、4. サハリン朝鮮人の本国帰還運動と
ソ連、日本、南北朝鮮の政策（1950-1990年）の訳
出を行う。
ソ連時代の約 45年間（1945～ 91年）を扱った
この第 4章は、内容的にも分量的にも原著の中で
最も充実した章である。その分析と叙述は資料的
にも、分析視角においても、分析対象においても
きわめて独自性が高い。
ソ連時代のサハリン朝鮮人史研究として日本で

はもっともよく知られているアナトーリー・クー
ジンの著書、および日本での数少ない研究である
半谷史郎、天野尚樹の研究はいずれもソ連の政策
決定過程に重きを置いた政治史研究である 90）。
クージンと天野はもっぱらサハリンの公文書館文
書を利用し、半谷はモスクワの公文書館資料を駆
使している。
これらの先行研究に対しディンは、サハリンと

モスクワの公文書館を幅広く渉猟し、さらに豊富
なインタビュー調査もおこなっている。文書資料
とオーラル資料のバランスがとれた叙述は客観性
と臨場感を兼ね備えたものと評価できよう。そう
した資料群が可能にしたのは本稿の社会史的視角
である。現実の住民の姿がみえない政治史研究と
は異なり、ディンの叙述からは、ソ連の政治体制
下で、望郷の念と民族意識と現実の生活とのあい
だで葛藤する朝鮮人の姿が生き生きと描き出され
ている。とりわけ、国籍の選択で揺れる姿は真に
迫る。また、これまで不十分な形でしか紹介され
てこなかった朝鮮共産党の実態を掘り起こした点
も高く評価に値しよう。
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いる。
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ばれた。「ソヴィエト権力の転覆、崩壊、または弱
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万相）の息子と記載されている。
87） Dさん、男性、1952年生まれ、ユジノサハリンス

ク市 2009年 4月 12日聞き取り。
88） РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 39. Л. 1.
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出版会、2012年、122－ 147頁。



178　　キルチャビ178

日曜日の昼下がりいつも東京・荒川の日暮里図
書館に行く。ここはニューカマーを含め朝鮮人が
多く住む三河島に近く、ハングル図書が充実して
いる。まずは東京新聞に目を通すのだが、2024年
6月 30日付紙面に作家・梁石日の訃報と簡単な評
伝が掲載されていた。健康を害していたと聞いて
いたのだが、こんな形で訃報に接するとは思いも
しなかった。そして、作家・梁石日はアウトロー
に生きたのか、という言葉が頭をよぎった。本稿
は筆者が知るところの故人へのいわば追悼文であ
る。
梁石日氏が大阪・猪飼野出身であることはよく

知られているが、その頃、筆者は彼の原稿を見た
ことがある。その後、事業に失敗して一時仙台に
身を寄せていたが、その時筆者も仙台にいた。ま
た、大学院に通う頃、近くの彼の家でしばしば夕
食を済ませた。というのも、梁石日氏は筆者のイ
モブ（叔母の夫）で、彼の小説に登場する仙台の
義兄・義姉というのは、筆者のアボジ・オモニの
ことである。
小説に登場する義姉はたいへん世話になり頭が

上がらない人と描かれているのだが、反面、義兄
はかなり気難しい人と描かれている。アボジはあ
まりいい気がしなかったらしいが、確かにアボジ
は陽気な反面気難しいいところもあった。もっと
も、一世のアボジたちはみなそうだったのではな
いだろうか。
大阪・生野でアボジはヘップサンダル製造業を

営んでいたが、家内業からはじめた事業も工場を

建て従業員を雇うようになった。一時、その二階
に石日氏は寝泊まりしていたが、「日韓条約は成立
した」という彼の評論原稿を見たのはその時であ
る。小学生であったが、今でも覚えているのは、万
年筆で原稿用紙に文章を書く人など周りにはいな
かったからである（万年筆自体が高級品で珍し
かった）。
工場の住所は生野区巽西足代 540番地で、家に

そこを発行所とする本があった。虐殺の写真が
生々しく、おそらく済州島 4・3事件か関東大震災
と関連するものと思うのだが、石日氏もそれと関
わっていたのかもしれない。
当時、彼は評論とともに詩を書いていたらしい

が、筆者がその詩を読んだのは、1980年に梨花書
房から出版された『夢魔の彼方へ』によってであ
る。本人から頂いたが、前衛的な詩が並び、著名
な詩人である黒田喜夫の解説を読んで、そんなも
のなのかと思うのが精一杯であった。本の「あと
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がき」で著者は次のように書いている。
「事業に失敗して莫大な負債をかかえた私は、大
阪を出奔してから放浪の巷に十数年間を過ごした
末、ここに処女詩集を出版することになった。し
かしこの詩集をもって自らの詩を語るにしては、
あまりにも長い道程であった。いまさら何をかい
わんやである。」
この詩集が彼にとって初めての出版物である

が、どこか終着点のような印象を受ける。実際、筆
者が知る限り詩集はこれ一冊である。ちなみに『夢
魔の彼方へ』は、1996年にビレッジセンター出版
局から再刊されている。
筆者が中学生の頃、仙台に引っ越しアボジは喫

茶店を経営したが、石日氏も借金から逃れるよう
に仙台に来て一時そこで働いていた。店は仙台随
一の歓楽街である国分町にあり、仕事の合間に石
日氏は近くのバーに通っていた。ある店は短時間
に凄い売り上げがあったとアボジに愉快に語って
いるのを聞いたことがあるが、自身も一山当てよ
うとしたのかバーを開店するも失敗した。正直、懲
りない人だなとも思ったが、彼らしいと言えば彼
らしい。
そして、東京に出て偶然見た新聞の求人広告に

よってタクシードライバーとなったことはよく知
られている。それによって生活も少しは安定し東
京・駒沢に住んでいたが、生死をさまよう交通事
故に遭った。数か月間の入院・療養生活を余儀な
くされたが、その頃に書いた短編小説が雑誌『文
芸展望』や『同時代批評』などに掲載され、1981

年にそれらを収録した単行本『狂躁曲』が筑摩書
房から出版された。文芸評論家の岡庭昇はそのな
かの一編を最近読んだ小説で一番面白かったと
語ったが、1987年に『タクシー狂躁曲』という表
題で「ちくま文庫」の一冊として再刊された時に
解説を書いたのは岡庭昇である。
また、自身の体験を綴ったノンフィクションを

書いたが、それが『タクシードライバー日誌』で
1984年にやはり筑摩書房から出版された。この本
が売れ始めた頃、朝日新聞日曜版に紹介記事が掲
載されたが、そこには優れたドキュメントであり、

若い頃文学を志しただけに筆が立つと書かれて
あった。
当時、「全集の筑摩」も経営難にあり、その原稿
を持ち込んだところ、受付は胡散臭そうに石日氏
を見ていたそうである。ところが、その本がベス
トセラーとなって、社員たちにもボーナスが支給
された。その後、受付の態度が一変したことは言
うまでもない、というのはご本人の話である。文
学を志しながらも長い間、まったく異なる人生を
歩んだ石日氏が、自身の成功を実感した瞬間とい
えるかもしれない。
この本も「ちくま文庫」の一冊として 1986年に
再刊されたが、解説を書いたのは映画監督の崔洋
一で次のように紹介している。
「事業に失敗し、逃げて逃げて逃げまくり、疑似
的ルンペンプロレタリアートを経て、ひたすら物
を食うためにその身体をこの国の必然的発生のも
のとして、天に唾をし、悪態をそこらじゅうにば
ら蒔きながら、しぶとく生きていくすべをさらり
さらりとやってのけていく。フィジカルな原初か
ら走り続け、圧倒的な面白さで展開される交通と
しての都市の存在物語。これは当然都市に在るさ
まざまな人間が一方の語り部として、一般化され
た都市の道具として走るタクシーという自己から
限定した時空のなかで、ドラマを形成していく。」
解説では自分に映画化権をくださいと提案した

ら、すぐに承諾してくれたという話も出てくる。
『狂躁曲』、『タクシードライバー日誌』を原作とし
た崔洋一監督による映画『月はどっちに出ている』
が公開されたのは 1993年で、大ヒットしたことは
周知の事実である。その後に石日氏の本は順調に
売れ、テレビにも出るようになった。そして、小
説『血と骨』で作家としての地位を不動のものに
した。
筆者のオモニは主人公のモデルなった人物と何

度か顔を合わせたそうで、「上品なおじさんやっ
た」という言葉が印象に残っている。それと関連
するかどうか、石日氏の結婚式にはナイフと
フォークがあった。何が出たのかはまったく覚え
ておらず、その記憶が正しいのかどうか、叔母の
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葬儀の時に大阪の従姉に聞いてみたが、やはりそ
うであった。それにしても石日氏が有名になって
本当に良かったと思う。そうでなければ迷惑を
被っていた親戚の人たちの苦労が報われない。
しばしば、小説に描かれていることは事実かと

聞かれることがあるが、実は筆者は彼の小説をあ
まり読まない。というのも、むろん全てではない
が結構本当のことが書いてあり、悲惨な場面を
フィクションとして受け止めることができないか
らである。それでも彼の文章から、ふとなんらか
の優しさに似た安心感のようなものを感じること
があった。（おそらく多くの識者の所感とはまった
く異なるだろう。）それは厳しい状況を潜り抜けて
きた彼自身のしぶとさもそうだが、それ以上に多
額の借金を抱えながらも、それを肩代わりし彼を
支えた周囲の人たちの暖かさによるものではない
かと思っている。在日同胞社会の包容力といって
もいいだろう。
今から 20年前に雑誌『イオ』に掲載された「著

者への注文」という文章の最後に、次のように書
いたことがある。
「人間、息を吸って生きていられるのは自分に呼
吸器官があるからで、周りの空気の存在を忘れが
ちである。より直接的に表現すれば、なんらかの
成功を収めた人は、今の地位が自分一人の力によ
るものと誤解しがちであるが、決してそうではな
い。自分を支えてくれた人たちへの感謝を胸に、か
といってことさらそれを口にすることなく、歴史
の確かな存在としての在日同胞社会を描く、これ
が作家・梁石日氏の真髄であり、彼の務めではな
いだろうか。」
叔母はその通りと言ってくれたが、それについ

て本人とじっくりと話す機会はなかった。葬儀は
ごく内輪で行われたが、彼の骨を拾いながら小説
の題名が浮かんだ。血とは生で骨は死か、であれ
ば『血と骨』はまさに生と死をテーマにしたもの
なのか。彼の小説を読みたいと思ったことはない
が、それを確かめるためにその本は読んでみよう。
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1．はじめに

朝鮮は 80年間、統一を目指してきたが、今はお
互いを敵国としている。朝鮮の統一政策変更は戦
術的な変更だとする論調がある一方、後戻りでき
ない戦略的な問題だとする論調もある。統一は常
に第一義的な民族問題として、周辺大国のパワー
バランスから受ける影響と南北国内の諸事情から
産出した問題である。統一は在日同胞社会の存在
意義と在日コミュニティの特殊性から、多岐にわ
たり論じる必要性があると思われる。在日同胞に
対し、韓国では常に棄民政策で排斥してきたが、朝
鮮は民族教育を施し、統一への希望をもたらし、南
出身の同胞達を帰国させ絆を保った。しかし、そ
の背景に培ってきた在日同胞社会も、MZ世代が
主人公となる現状で、その先は良く見えてこない。
本稿は統一問題を歴史的な視座から捉え、その

原因を探り、朝鮮の統一問題を複合的に分析しよ
うとする試みである。こうした問題意識に基づき、
統一転換が持つ意義と影響、今後の行く末を考察
するものである。

2．朝鮮の分裂と核危機の始まり

（1）分裂国家の始まり

解放朝鮮は日本軍の武装解除のため米ソ両国に
より分断占領され、北は、朝鮮民主主義人民共和

国、南は大韓民国になり、1949年、1951年に国連
加盟を申請したが否決された。
分断政府の樹立は「独立」を包摂するものに変

質すると同時に、植民地解放に伴う地域的枠組み
だけではなく、国際問題として扱われるように
なった［李強 2022:84］。

1953年「停戦協定」後、米韓相互防衛条約によ
り、国連軍が韓国軍を作戦統制下に敷き、「戦作権」
を握りながら、分断を固定化した。朴正熙を始め
歴代韓国の統治者は米国の力を借りて経済発展を
遂げ、世界の GDPの 1．5％を占めるほど成長す
るにつれ、クロス承認は始まった。南北は、1972

年に 3原則の共同声明で国際化した統一問題を地
域に引き戻そうとしたが、対立と分裂は深まった。
韓国では 1987年の民主化抗争により経済発展を
もたらせ、1991年国連に同時加盟して事実上「2

つの朝鮮（韓国）」が国際的に黙認された。
1994年、金日成主席の死去で金泳三政権は親朝
鮮派への弾圧を行い［鄭旭湜 2024:64］、1995年『国
防白書』で北を主敵とした。1998年、金大中政権
は太陽政策で初の首脳会談を実現して、連合制を
模索したが、金正日総書記は統一が 50年先だとし
て杭を打ったと言われる。
韓国の政権は変わっても統一は何ら前進なく、

金正恩時代に「民族解放」を削除し二つの朝鮮を
受け入れたのである［平井 2024:193］。

（2）第一次、第二次核脅威

核兵器の巨大な威力は軍事的威圧の切り札、パ

キルチャビ

朝鮮半島で核戦争は起こるのか
―統一政策転換の真意―

　
文光喜（愛知朝鮮学園）



182　　キルチャビ

ワーポリティクスに基づく発言力の源泉と見なさ
れ［山田 2023:119］、朝鮮戦争では核の脅威に晒さ
れた数百万人の越南者、1千万人の離散家族を産
んだ。
朝鮮は 1952年にソ連へ研修生を送り、1962年

には寧辺に研究用原子炉（出力）を建てて、1965

年には臨界に達した。ソ連は朝鮮に 0．8%の高品
位のウラン鉱山埋蔵量が 2600万トンあれば核爆
弾を作るのに十分な量とし［藤井 2019:396］、5 ㎿

の黒鉛減速炉を建設した［北野 2016:208］。その背
景は在韓米軍が 1958年から 1967年に配備した核
砲弾、核弾頭 800発、1968年のプエブロ号侵犯事
件や 1969年 ECスパイ機事件、米韓合同軍事演習
「チームスピリット」での核兵器脅威は朝鮮の核兵
器開発の動機とされた［北野 2016:224］。

1991年、朝ソ友好協力相互援助条約は失効した
が、韓国は 1990年に 30億＄の借款を提供しソ連
と国交を樹立した。IAEAの核査察を 6回も受け入
れた朝鮮は米国の特別査察を拒否し、NPTからの
脱退通告で第 1次核危機が始まった。朝鮮は国連
（決議第 825号）の制裁を宣戦布告と見なし［瀬川
2019:124］、カーター元大統領と金日成主席との会
談で、核の一時凍結と軽水炉導入について合意さ
れ、第一次核危機は回避された［瀬川 2019:131］。
第 2次核危機は、朝鮮が 1998年、人工衛星「光
明星 1」の打ち上げ以降、2000年 10月テロ支援国
家指定の解除とともに「米朝共同コミュニケ」を
発表し、ASEANや ADB（アジア開発銀行）への加
盟申請後に起きた［瀬川 2019:138］。2002年、ブッ
シュ大統領は朝鮮を「悪の枢軸」として「枠組み
合意」を打ち切り、2003年核施設の再稼働ととも
に朝鮮は NPTを最終的に脱退し、第 2次核危機が
訪れた［斎藤 2019:45］。
中国とは毛沢東時代から「血で固められた深い

絆」だったが、韓国と国交を結んだ 1992年と朝鮮
の原爆実験を行った時に綻びが始まった［欧陽善
2007:37］。しかし、中国はそれ迄バーター方式で
2005年に 15億 8千万＄、2006年に 20億＄を上回
る規模で、朝鮮の龍登炭鉱、恵山銅鉱、羅津港や
茂山鉄鉱 50年間の採掘権を取り実益を得ていた

［欧陽善 2007:254］。
朝ロ関係は、プーチン大統領の 2001年訪朝で朝
ロ軍事協力協定が締結され、モスクワ宣言と ABM

（対弾道ミサイル）制限条約、ミサイル開発の認定
を行い、2012年に朝ロ債務調整協定（旧ソ連時代
に借りていた負債の 90％ 99億＄を免除）が締結
されて改善された。
その劇的展開は 2017年 ICBM実験後と第 5回目

の核実験後、世界規模の乱気流と EUと G7を含む
西側陣営の不安定性、中国を含めた新興勢力との
対立と前例のない米国を含む西側の敵対さがロシ
アと朝鮮を結びつけたのである［トルクノフ
2024:296］。史上最大の米韓合同軍事演習と日米韓
の軍事活動、ミサイル防衛システム等はロシアの
利益と戦略的パートナーである中国も脅かしたと
ころから、決議案のテクスト作成段階で修正させ
られ、朝ロ関係事案や政治的外交的解決の優先要
素が付加された。プーチン大統領は朝鮮が「雑草
を食べても核を作ることを諦めない」「安全保障感
覚を理解」すべきとして、朝鮮支持カードを保持
することになった。
金正恩国務委員長（以下は委員長）はプーチン

大統領が「米国の覇権に反対していることを評価」
して、新しい朝ロ関係に至るのである。ロシアは
2020年 5月、金正恩委員長に「大祖国戦争 1941－
45年戦勝 75周年記念メダル」を授与し、人道支
援で 2019-2020年の間、3万 3千 tの石油製品と 8

千 tの小麦が送られ、2020年 5月にも穀物 2万 5

千トンが送付された［トルクノフ 2024:326］。
2024年 3月、国連安保理で朝鮮に対する経済制
裁（国連決議 1718）の延長案がロシアの拒否権発
動で否決され、14年間、延長され続けてきた「制
裁委員会専門家パネル」の監視活動が 4月末で終
結されたことで、BRICS等非米側は朝鮮と貿易が
出来る可能性が広がった。国連には 5ヵ国の安保
常任理事国と加盟国の中から選ばれる 10ヵ国の
非常任理事国で構成され、意思決定は 9ヵ国理事
国以上の賛成票になるが、常任理事国だけは拒否
権で 1ヵ国でも反対すると成立しない。
ロシアのプーチン大統領が 2024年に国賓とし
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て、訪朝し「包括的戦略パートナーシップ条約」で
「同盟関係」に至ったことの意義は大きい。地政学
上いずれかの国に攻撃があった場合は軍事技術協
力も含めて、相互支援を規定する条約を無期限の
効力を有するとしたのは今までと次元の違いを明
白にした。
金正恩委員長はプーチン大統領と「安定的で未

来志向的な百年大計」を構築する戦略的合意を見
て、「現行のルールの枠内で」食糧や石油を朝鮮へ
輸出したことは朝ロ関係が新しいレベルに至った
ことを示し、朝鮮は中ロとの連帯を盾に米国を揺
さぶる「独立変数」となったのである。

（3）トライアングルの限界

2003年 8月から始まった六者協議は南北朝鮮、
二つのトライアングルが三つ巴の形として現れ、
朝鮮半島を紛争の焦点に置く地政学的な観点とし
て、中国⇔朝鮮⇔ロシアと米国⇔韓国⇔日本の三
角形のバランス構図と相互利害関係を解決しよう
とした。
議長国中国は 2005年に、朝鮮の核兵器と計画の

放棄、NPT及び IAEA保障措置に復帰の約束、米
朝及び日朝国交正常化の解決を目標として［平岩
2015:166］、朝鮮の資金洗浄疑惑とバンコ・デルタ・
アジ（BDA）アの口座を凍結し、KEDOの軽水炉
計画が論じられた［柳澤 2018:21］。米国は寧辺の
核施設の閉鎖を見返りに重油 100万トンエネル
ギー、人道支援の提供で BDAを解除した［道下
2013:250］。
朝米部会で核問題を優先する米国は BDAの凍
結資金（2500万＄）を 6月にロシア経由で朝鮮へ
送金した［平岩 2015:172］。朝鮮は 2008年寧辺の
核施設の停止と封印、原子炉冷却塔を破壊して、核
の無能力化を印象付けたため、米国は朝鮮をテロ
支援国家リストから削除することで機能した。朝
日問題は、2002年 9月、初の首脳会談、朝日平壌
宣言が合意したが、拉致問題で膠着した。日本は
「朝鮮がいずれ折れて、崩壊する可能性が高い」［石
坂 2019:30］として、対話ルートを断絶したが、六
者協議では孤立し［大澤 2017:253］、今も膠着状態

のままである。

3．新たな朝米関係と北南関係

（1）核保有国としての並進路線

2011年、金正日総書記の死去で金正恩後継者は
党・国家・軍の全てを掌握する最高権力者となり、
遺訓政治を制度化した。2012年、朝鮮は米国との
交渉で核実験やウラン濃縮、ミサイル発射を中断
しその見返りとして、24万トン相当の食糧支援を
受ける「リーデブー合意」を結び、2013年「核保
有国地位確立法」を制定し、地球観測衛星「光明
星 3」搭載のロケット「銀河 3」の発射で、射程距
離が 1万 3千㎞に達したことを明らかにした。

2016年の第 7回党大会で、弾道ミサイル実験は
最終段階とし、射程の延伸は 2017年に中距離弾道
ミサイル「火星 12」、発射角度の高いロフテッド
軌道を利用した大陸間弾道ミサイル「火星 14」、「火
星 15」（飛翔距離 13000㎞）として、米国の主要都
市を射程に収めたことにした［藤井 2019:413］。
2012～ 2022年の間でミサイル発射は 150発超を
数え、2022年に 59発でⅠⅭ BM級の 7発はいず
れも過去最多で、中国は国境から 80㎞しか離れて
いない豊溪里での実験に対して「強烈な非難」を
表明した。
朝鮮は実験のたびに国連から制裁を受けたが、

限界は民生と関連した部門は許されて、中国が緩
衝地帯論で極端に追い込めず、石炭の輸出で軽工
業と農業の機械化への集中投資は黙認され、中国
産を国内産に変えて、自立経済構造が確立しつつ
あることである。中朝貿易では総額 2017年前半
で、25億 5千万＄（輸出 16億 7千万＄、輸入 8億
8千万＄）は 2016年に比べて、10％以上拡大し、
軍事技術は ICBMの発射成功までこぎつけている
［斎藤 2019:168］。
朝鮮は「両弾一星」（原子爆弾、水素爆弾、人口

衛星）と並進路線を進めて、2021年党大会で、核
武力建設に拍車をかけながら対北制裁を常数と見
なして自力更生と自給自足による経済発展を成し
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遂げる「並進路線 2・0」を打ち出し［鄭旭湜
2024:111］、地方経済躍進の為、「地方発展 20× 10

政策」を掲げている。
専門家は短距離ミサイル 1発に 300万＄とした
が、朝鮮の宣伝媒体『柳京』は「資本主義国家の
計算方式」とは完全に違うので、費用は 10分の 1

も満たないとしている。国防予算は予算総額の
16％水準を維持する反面、経済と人民生活、科学
技術予算は毎年 4．9～ 6．2％ずつ増えている。そ
れに、軍民融合が進み農業始め人民経済部門を支
援し、軍事分野の民需転換が実行され、軍需産業
が経済建設の主役として登場する戦略が功を奏し
ている。それは兵士の服務期間を男性 8～ 9年を
7年に、女性 6～ 7年を 5年に短縮した事、土地
産業分野で 2020年に咸鏡北道鏡城郡の軍飛行場
を「仲坪野菜温室農場」、2022年咸鏡南道咸州郡
の軍飛行場を「連浦温室農場」に転換し、「先経政
治」へと転換している［鄭旭湜 2024:117］。

（2）第3次核危機、朝米会談の決裂

金正恩委員長は先代が成し遂げなかった朝米首
脳会談で停戦協定と核実験、制裁問題について協
議したが、長年凍結した閉塞状態が氷解する可能
性を実証した。若し、朝鮮戦争終結が解決すれば、
米軍基地の閉鎖や米国支配清算も可能になるはず
であったが、現実はトランプ大統領の「グランド
バーゲン」からバイデン大統領の「現代的アプロー
チ」に代わり、2025年には返り咲いた。
米朝首脳会談では「完全かつ検証可能で不可逆

的な核廃棄（CVID）」を先行し履行すれば、相応
の見返りを付与する」としたが、金正恩委員長は
「段階的で同時並行的な措置」で、非核化は第一段
階に対象の核関連施設や活動の申告と同時並行す
る形で見返りを提供し、2、3段階の見返りを提供
するとしたが、擦り合わせが足りなかった［斎藤
2019:123］。

2019年 2月の第 2回米朝首脳会談で、朝鮮は寧
辺の核施設の完全廃棄引き換えに、制裁措置の解
除を求めたが、米国は制裁決議の解除には応じら
れず、非核化は寧辺周辺の西位里、分江の地下に

存在するウラン濃縮施設を含む完全な廃棄を要求
し、生物化学兵器を含む全てのWMDの廃棄と弾
道ミサイルの生産凍結を求めた。

2020年金正恩委員長は「第 1段階の妥協案」を
トランプ大統領に提案したが、返事が来ず会談は
決裂した。韓米合同訓練は 3月から縮小形で再開
され、韓国は F35戦闘機など先端兵器を導入し、5

年間で 290兆₩（約 29兆円）投入し軍事力は世界
6位まで上昇し、「約束」は何一つ実行しなかった。
金正恩委員長は 2019年に、「南朝鮮当局者が世
界を前に『平和の握手』を演出し、共同宣言や合
意書」を出しながら、「異常で二重的な行動」を厳
しく非難した。「茹でた牛の頭が空に向かって大笑
いするかのよう」だとして、断絶した。近親憎悪、
近い間柄であればあるほど、裏切られた時の憎悪
心も大きく、委員長の顔に泥を塗る行為に出たの
である。
文政権はワクチンなど防疫・医療物資の人道的

支援と観光の再開を提示したが朝鮮は拒否し、独
自の制裁を強化した米国に対し悲鳴を上げるので
はなく鼻で笑い、2018年末、東京オリンピックの
話し合いを最後に、一切対話は途絶えたのである
［鄭旭湜 2024:52-55］。
米朝、南北の決裂は軍事的に優勢な朝鮮が韓国

を飲み込み、平定することが可能になり、米国は
韓国を差し出すことに対し躊躇せず、手放しても
惜しくないというムードが支配的だという［日高
2017:86］、論調もあるが、朝鮮の軍事力は米国に
強烈なインパクトを与えている。

4．わが国家第一主義を唱えた朝鮮の狙い

（1）「わが国家第一主義」と統一問題

金正恩委員長はわが国家第一主義の概念を外交
路線の中で本格的に登場させ、2021年の朝鮮労働
党第 8回党大会で、「自主的で民主的な発展を実現
する」とし［磯崎 2024:228］、統一問題を憲法から
削除し、統一機構や統一関係物を撤去し、南北対
話は外務省が窓口として再開されるとした［磯崎



朝鮮半島で核戦争は起こるのか　　185

2024:230］。
これは 80年間の統一事業を総括し、韓国では米
国の植民地体制が崩せない限り不可能だと結論付
けたと思われる。逆説的に韓国の「二つの国家」モ
デルに近いようだが、本質的には韓国を交戦中の
敵国として交戦国家と認め挑発があれば平定、収
複すると思われる。統一は韓国の民主人士だけで
はなく、朝鮮総聯も結成当初から一貫して統一事
業に寄与してきた。それは南出身者が多い在日朝
鮮人問題を根本的に解決できる問題でもある。
統一政策変更のシグナルは現政権だけではな

く、南の在野勢力に対しても送ったものと思われ、
韓国が米国の植民地支配から解き放され自主的な
政権になり、米国の干渉もしりぞけ自主的に統一
問題を論議できる時に初めて可能になるのであ
る。朝鮮の核は韓国の同胞には向けられないとの
意識から「同族」を否定する舵を切ったと思える
が、変化の外的要因は米韓軍事演習が核運用を想
定する脅威がエスカレートしていることへの現れ
だと思われる。また、内的要因としては、思想面
や全国班長大会にもみられるように引き締め策が
強化されている。

（2）「二つの国家」の変遷

尹政権は米韓合同軍事演習を 2023年だけでも
52回、245日間も史上最大規模で行われ、米韓日
軍事同盟が核対応の最高水準で緊密化が図られた
ことは分断を固定化させた大きな原因となってい
る。尹政権は北を「明確な敵」として、9・19宣
言の無効化を謳い 2017年以降最大規模の訓練を
行い、日本と戦争を遂行できる国家体制「グロー
バル包括的戦略同盟」を結び、戦争遂行体制を整
えたのである。米国のミドルベリー国際問題研究
所が「朝鮮半島の状況は 1950年 6月初め以来、最
も危険だ」と警笛を鳴らしているように、まさし
く臨戦態勢に入った［ハンギョレ :2024.1.14］。

1971年に始まった南北対話は、2018年 12月を
最後に、1992年に始まった米朝対話は、2019年 10

月を最後に、現在まで一度も行われていない［鄭
旭湜 2024:77］。金委員長は青年会議で「2036年前

後で全ての人民が幸福を享受し、隆盛繁栄する社
会主義強国を打ち立てる」としているのは米国が
仕掛けない限り戦争しないであろう。
朝鮮は「対敵研究院」という対南機構を公開し、

対南戦略・戦術業務を統括する統一戦線部を改称
し、「対敵指導部」の「党中央委員会第 10局」（李
善権局長）を発表した。李善権局長は 2006年以降、
2018年南北高位級会談団長、第 8回党大会で政治
局候補委員、第 8期第 2次会議で政治局委員、第
9期会議で党中央委員会 10局長として党部長席に
座し、2024年 9月の朝鮮総聯祝賀団と面談したの
は統一の方向性を示していると思われる。朝鮮は
核兵器と飛翔能力を備えた軍事強国として、統一
路線を変更し朝鮮半島に大きなうねりを起こして
いる。違う民族と言い切る言葉の裏には、先代の
想いを貫き一気に統一問題を解決しようとする金
正恩委員長の劇的な戦略だと思われる。

5．さいごに

米国の政治専門誌「ポリティコ」は、2023年 12

月、トランプが再び大統領になれば、核開発の凍
結と引き換えに経済制裁の緩和を検討し、北の核
保有を事実上認める［手嶋 2024:220］と報じたが、
2025年 1月には第 47代目のトランプ大統領が就
任すれば、プーチン大統領との会談も実現するの
ではないだろうか。
朝鮮と米韓との戦争は開戦から核戦争を前提に

する危険千万な戦争であり、周辺も無事では済ま
ない。日本は核兵器を保有した朝鮮に対して放棄
させるだけの手立てが見つからないのであれば使
わせない平和の道筋を考えるしかない。日本は過
去の植民地主義を清算して、朝鮮学校に対する処
遇を改善すれば、膠着した日朝問題の突破口を開
くことができるのではないだろうか。日本は被爆
国として核禁止条約に加盟し、対米従属から脱し
て平和国家を築き、東アジア非核平和共存地帯を
作れば、世界の平和に繋がると思われる。

2024年 10月 31日
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本書の目的は、辛基秀の実践を中心に、民族差
別の克服と「日韓友好」の象徴として朝鮮通信使
が「発見」される過程を描くことにある。辛

し ん ぎ す

基秀
（1931-2002）は在日朝鮮人の映像作家であり民族
運動家であり、朝鮮通信使の研究家でもある。
本書におけるキー概念「歴史実践」とは、「ある

時代や社会に生きる人々が、過去の出来事や人物
たちと繋がりながら自らを取り巻く現状を意義づ
け、望ましい未来に向けた行動を選択する営み」を
指す（13頁）。本書では、辛基秀が日本と朝鮮半
島をめぐる歴史を描くことを通じて、祖国の植民
地化や過酷な民族差別を生み出した過去を告発
し、社会へ抗う姿が映し出されている。
本書の問いは、1979年に辛基秀が制作したド

キュメンタリー映画『江戸時代の朝鮮通信使』に
端を発す。この映画を制作した理由は何か。どの
ような人々がこの映画に関心を寄せ、何を観たの
か。通信使をめぐる歴史実践は、戦後の在日朝鮮
人運動と地域に根ざした日本人の運動が交錯する
現場を、そして「通信使」が日韓友好の強力な言
説として生み出された過程を追うのが本書の主眼
である。
したがって本書の独自性は、民族差別克服と「日

韓友好」の象徴として朝鮮通信使が「発見」され
る契機とその過程に注目する点にある。また、主
人公として辛基秀を設定し、彼の活動を詳細に分
析する「辛基秀研究」としても重要な意義を持つ。
「辛基秀」と彼を取り巻く人たちの歴史実践は、戦
後の在日朝鮮人運動と地域に根ざした日本人の運

動が交錯する現場として考察される。
また本書の特徴は、韓光勲氏が本書の書評会（国

際高麗学会日本支部第 105回人文社会研究部会、
2024年 7月 27日開催）で指摘したように、複数
の視点からの読みが可能である点にある。具体的
には、在日コリアン史、大阪の市民運動、日本人
と在日コリアンによる市民運動、過去が「発見」さ
れ「歴史」になる現象、辛基秀の実践、辛基秀が
朝鮮通信使を「発見」しようとした戦後日本の社
会的背景…。中でも著者が最も関心を抱くのは、辛
基秀はなぜ・どのように朝鮮通信使を「発見」し
ようとしたのか、それはいかなる戦後日本の社会
的背景と結びつき、説明され得るのか、である。
辛基秀は、なぜ朝鮮通信使を「発見」しようと

したのか。その契機は次女のいじめという在日コ
リアンへの差別にあった（65頁）。いつから在日
コリアンは差別され始めたのか。江戸時代におい
てはどうだったのか。辛基秀は江戸時代の再現を
通じて朝鮮通信使に着目した。辛基秀は「善隣友
好の使者」として、朝鮮通信使を「発見」したの
である（77頁）。
辛基秀は、李進煕らの基本的な歴史観を踏襲し、

映画などの表現で広げた。彼の歴史実践の目的は、
日本社会における差別からの自己回復や「朝鮮人」
としてのルーツとアイデンティティの再確認、さ
らには「明るい近世」の物語を通じて日本と朝鮮
半島に残る「近代」を超克することにあった。
辛基秀の歴史実践は、肯定的な過去の「発見」を

通じて朝鮮通信使を肯定的な歴史として捉え、「明
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るい近世」の物語を通じ、日本と朝鮮半島になお
も残る「近代」を超克することにあった（99頁）。
辛基秀のアプローチは、否定的な過去に向き合う
ことではなく、肯定的な過去を「発見」すること
で、現在抱える難しい過去を乗り越えることを目
指していた。
一方で、辛基秀は、過去の暗い記憶を呼び起こ

す歴史実践も行っている。彼は、単なる「良い歴
史」への照射にとどまらず、差別や憎しみに満ち
た近代の負の歴史にも目を向けた（249頁）。市民
運動「ちょっと待て！大阪築城四〇〇年まつりに
モノ申す会」では、歴史的な大阪の繁栄を象徴す
る豊臣秀吉の功績を肯定的に取り上げた展示を批
判し（109頁）、辛基秀は「秀吉賛歌は、朝鮮人差
別の強化」（112頁）と指摘した。それは「過去の
暗い記憶を呼びさましても、しこりを残すだけ
（122頁）」とする、秀吉礼賛の文章の削除と民団
側が提示した碑文の採用に対する京都市側の見解
とは対照的だった。辛基秀は、肯定的な過去を「発
見」しつつ、同時に否定的な過去にも光を当てる
両方向のアプローチを「歴史実践した」のである。
残念なことに、「モノ申す会」の運動は大成功

だったとは言い難い。大阪城内に展示された説明
版には朝鮮出兵をめぐる「日本の加虐性」が挿入
されたが、実際の行事運営には大きな変化は見ら
れず、成果は限定的だった（117頁）。本願寺や部
落解放同盟などの他団体と異なり、「モノ申す会」
の申し入れは無視される形となった（117頁）。
「成功」したのは、肯定的な過去の「発見」のほ
うであった。2017年 10月 31日に「朝鮮通信使に
関する記録」がユネスコの「世界の記憶」として
登録された。辛基秀の功績は高く評価された（244

頁）。
しかしながら、辛基秀の真の目標である日本社

会における差別からの自己回復や在日コリアンへ
の差別の解消は達成されたのだろうか。著者も言
及するように、2000年代以降もヘイトスピーチや
「嫌韓本」の急増が見られるなど、在日朝鮮人を取
り巻く日本社会の状況は依然として厳しい（247

頁）。

たしかに肯定的な過去を「発見」するアプロー
チ、つまり朝鮮通信使が広く知られることは在日
コリアンへの差別に対する意識の変化をもたらす
可能性を秘めている。しかし一方で、著者が指摘
するように、政府や自治体が歴史的資源として通
信使を活用しようとする思惑が色濃く反映されて
いる（248頁）。朝鮮通信使だけでなく、他の多く
の遺産が「光」の部分だけが照射され、観光資源
として「消費」されていることは周知の事実であ
る。
もう一点、「辛基秀」と彼を取り巻く人々の歴史

実践を通じて考えたいのは、歴史実践とナショナ
リズム、さらにはナショナル・アイデンティティ
の関係である。著者は、過去から現在に至る歴史
的事実を厳然と直視しつつ、ナショナリズムに裏
付けられた憎悪や非難を押し出すのではなく、自
らと他者との間にある「境界」を越え、人間とし
て手を結ぶことが可能か、と問題提起する（249

頁）。もちろん憎悪や非難、排外主義といった形で
現れるナショナリズムは、「望ましい未来」に障害
をもたらす。
ここで着目したいのが、「モノ申す会」運動の一

環として行われた「耳塚民衆法要」である。ある
日本人市民は運動の動機をこう語った。「これは私
たちの問題です。日本人が事実を直視して自主的
に判断し、選択決定できる状況をつくらない限り、
日本における朝鮮人問題は解決しないでしょう」
（121頁）。
すなわち、動機は日本人というアイデンティ

ティに根ざしており、日本における朝鮮人問題を
解決し、日本社会をより良くすることが歴史実践
の動機となっている。このナショナル・アイデン
ティティは、自国中心の意識や自国優越の意識、外
国人に対する排外意識とは結びつかない、いわば
「健全な」ナショナル・アイデンティティである。
このような動機があれば、歴史を巡る軋轢を引き
起こすのではなく、むしろ問題を解決する方向に
向かうのではないだろうか。そうであれば、その
ようなナショナル・アイデンティティが成立する
ための社会的条件とは何かを考える必要がある。
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私たちが直面している問題の解決の糸口は、やは り歴史実践の中に秘められているに違いない。
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日本の人々にとって、韓国が「留学」の対象に
なったのはいつからだろうか。近代においては、多
くの留学生が朝鮮半島から日本へと向かった。戦
後も日本の多くの人々にとって韓国は「近くて遠
い」国であった。「かつての植民地」であるだけで
なく、経済的に日本よりも「遅れた」国であり、ま
た長らく軍事独裁政権が続く「怖い」国として韓
国は眼差され、留学はおろか、旅行やビジネスの
訪問先としての選択肢に韓国が含まれるようにな
るまでは長い期間を要した。一方で、日韓国交正
常化以降、多くの在日コリアンの若者たちが留学
生として韓国に渡ったが、軍事独裁政権下の 1970

年代には「北朝鮮のスパイ」として相次いで逮捕
される事件も起きた。玄界灘を往来した無数の留
学生たちの歩みは、近現代の日本と朝鮮半島の関
係を如実に映し出している。
それに対し、現在は実に多くの日本人が様々な

理由で韓国を訪れている。その中でも近年顕著に
感じられるのが韓国への留学人気である。コロナ
禍で一時的に落ち込んだものの、2022年現在で韓
国には約 4700人の日本人留学生が滞在しており、
アメリカ・カナダ・オーストラリアに次ぐ 4番目
の多さである。その背景には、近年の韓流ブーム
の盛り上がりがあることは間違いない。今や「韓
流」は、ポップミュージックやテレビドラマに限
らず、多彩なエンターテインメントやファッショ
ン、ライフスタイルなどを包含するより広い概念
としての「Kカルチャー」として発信されるよう
になった。そして、日本人のみならず、世界的な

韓国への留学希望者は増加傾向にあり、2023年に
は 20万人を突破した。韓国の言語や文化、ビジネ
ス、エンターテインメントに日常的に親しみ、魅
力を感じ、積極的に学びに行こうとする若者世代
の姿を見るにつけ、それが当たり前でなかったか
つての時代を振り返りつつ隔世の感を禁じ得な
い。
本書はまさにこうした 2020年代現在の韓国留

学のリアルを描いた良書である。著者である韓光
勲氏は、1992年大阪市生まれの在日コリアン 3世
で、現在日本学術振興会特別研究員として大阪公
立大学博士後期課程に所属し（当時）、関東大震災
の朝鮮人虐殺事件をめぐる「記憶」研究を行って
いる社会学者である。著者は新卒で全国紙の新聞
記者として働いていたが、2022年に退職して大学
院に入学し、翌年 3月から 1年間高麗大学亜細亜
問題研究所客員研究員として韓国に滞在した。本
書は、この 1年間の韓国留学生活について、筆者
がウェブメディア『JBpress』上で連載した「等身
大の韓国留学記」を基に、加筆修正したものをま
とめたものである。
本書の簡単な概要は次の通りである。第 1章は、
筆者自身の生い立ちに始まり、韓国語との関わり
や大好きな K-POPとの出会い、多忙な記者生活で
体調を崩し、大学院入学を経て韓国留学に至る経
緯が示される。また、高麗大学での語学堂での学
びが始まる中で、様々なバックグラウンドを持つ
学生との出会いや授業風景など、留学生としての
日常生活が滑り出していく様が描かれている。
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続く第 2章は「語学堂が教えてくれた『リスキ
リング』の楽しさ」と題して、語学堂での授業や
現地の人々との交流、国際学会への参加などのエ
ピソードが触れられ、留学生活に慣れて行く中で、
学ぶことの根源的な楽しさや、韓国の文化・社会・
歴史の現在地について筆者が思考を深めていく様
子が伺える。
第 3・4章は、それぞれ「日韓関係」と「音楽文
化」をテーマに、留学中の体験を基に、研究者で
ありライターでもある筆者の知見も交えながら掘
り下げた考察が提起される。
第 5章は、在日コリアンである筆者の立場から、
在日コリアンの歴史的背景や、日本や韓国で自身
が体験したマイクロアグレッションなどを踏ま
え、両国で「等閑視される」在日コリアンの現状
について問題提起する。一方で、留学生活の中で、
韓国の親戚を訪問して韓国との「縁」を再確認し
たり、食べ物の好みから自分の中の「日本らしさ」
に気づいたりしていく過程の描写は、日本で生ま
れ育った在日コリアンである筆者ならではの経験
として興味深く読める。
そして、最後の第 6章は「大阪に帰りたい」と

題されているのが面白い。韓国（ソウル）に「住
む」という生活は、筆者にとって充実したもので
あった一方で、親しい人たちが待つ大阪を「ホー
ムグラウンド」として改めて感じさせるものと
なった。1年間の留学生活を終えた筆者にとって
の「韓国」について結論づけつつ、今後の研究者
としての抱負で締めくくられている。
このような本書の最大の強みは、まずその読み

やすさである。体験記にありがちな単なる出来事
の羅列ではなく、それを歴史的社会的背景の文脈
に位置付けながら俯瞰して説明するのは、簡単な
ように見えて難しい。その点、本書は比較的個人
的なエピソードが全体を占めながらも、折に触れ
て時事問題の分析やアカデミックな知見を交え、
かつそれを誰でも読み易い内容でコンパクトにま
とめあげている。記者や研究者として培ってきた
筆者の高い文章力がそれを可能にしているのはい
うまでもない。

手前味噌ながら、評者は日本人と韓国人の両親
のもとに生まれたダブルで、2014年に交換留学生
としてソウルに 1年間滞在した経験がある。また、
筆者の留学生活と重なる 2023年 6月から 8月まで
ソウル大学日本研究所に客員研究員として滞在
し、その際著者の研究室を始め、直接高麗大学の
キャンパス内を案内してもらったり、同じ国際学
会に参加したりした。ゆえに、本書における筆者
の臨場感あふれる留学生活の描写や日韓との距離
感をめぐる葛藤は、「わかるわかる」と何度も頷き
ながら読むことが出来た。
そして、何より本書は多様な読者を想定して書

かれた優れた「留学記」として魅力的である。そ
もそも留学記とはどのようなものだろうか。さし
あたって次の 3つの要素が考えられる。
まず 1つ目は、留学生として次に続く人々に

とっての明晰なガイドブックである。すなわち、留
学前後の手続きや実際の生活の様子、コミュニ
ケーションの方法や気をつけることなどが書かれ
た留学記は、留学に関心のある人や控えた人に
とって、不安を取り除き、必要な準備や心構えを
促す上で有益である。2つ目に、外国での生活を
通じて何も学んだか、自身の内面や価値観、スキ
ルにおいて、いかなる変化や成長が起こったかを
示すものである。この 2点を抑えた留学記は数多
い。
しかし、優れた留学記にはこれらの要素に加え、

異なる社会地域をまなざす「観察者」の視点が示
されていると評者は考える。異なる国や文化圏に
身を置くとき、私達は否応なく自身の内外を取り
巻く「民族」や「国家」の存在、そしてそれらが
もたらす「境界」を意識させられ、「よそ者」とし
ての立ち位置からその社会との距離感を探ってい
くことになる。その際、体験した出来事や見聞き
したものを受け止め、客観視しなかわら考察して
いった留学記は、現地の人々には書けない、むし
ろ「よそ者」だからこそ書くことが出来るその社
会のエスノグラフィーであり、国民国家を相対化
する根拠にもなり得るのである。
その意味では、本書は学生に限らず社会人にも
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有益なガイドブックであり、留学生活の実情や体
験を生き生きと描いた留学記であるのみならず、
日韓の狭間にある在日コリアンの若者世代のリア
ルな視点を示し、「韓国」の今ここを鋭く掘り下げ
た研究者のフィールドノートとしても読むことが
出来る稀有な著作となっている。
最後に、この 1年間の韓国留学時から現在に至

るまでの間、著者は着実に研究を進め、大学での
韓国語の非常勤講師やライター業も並行しなが

ら、日本語や英語での学術論文の執筆、そして専
任講師としての就職も成し遂げ、博士号の取得を
目前に控えている。既に本書の随所に示されてい
る通り、筆者の行動力や知性、有言実行の意志の
強さに評者は大いに敬意を持っている。いささか
気が早い注文かもしれないが、留学生ではなく名
実ともに研究者・教育者となった筆者が「韓国」と
今度はどう向き合うのか、本書の続きをぜひ期待
したい。
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本書は「トッカビ」の過去 50年の実践を振り返
り、＜草の根から創られる多文化共生＞の姿を示
した。トッカビは、大阪府八尾市内の被差別部落
における在日朝鮮人の子ども会として 1974年に
始まった。朝鮮の民話に出てくる妖精・妖怪であ
る「トッカビにように底抜けに明るく強く、人な
つっこく、みんなに親しまれるようになりたい」と
の願いを込めて、そう名付けられた。トッカビは
その後「民族教育の実践と民族教育権の保障」と
「国籍条項の撤廃運動」に取り組み、2002年に NPO

法人格を取得ののち、現在まで実践を続けている。
編者である鄭栄鎭は、トッカビの副代表理事で

ある。彼は多文化共生が行政の用語として「領有」
されている現状を批判的に捉え、それを「『外国人』
への反差別、人権確立」を「中心軸」とした「『外
国人』のためのものにする」ことが「いまこそ必
要」だと序章で述べた。「国籍や民族などの異なる
人々が、互いの違いを認め合い、対等な関係を築
こうとしながら、地域社会の構成員として共に生
きていくこと」という日本政府の多文化共生の定
義を参照し、この定義のキーワードである「対等」
は「社会関係」をあらわすものであり、「社会構造」
における「平等」とは似て非なるものであること
を確認したうえで、次のように指摘した。

「外国人」に対する日本人との「対等」な関係
を結ぶ取り組みは、それが最終の目的となる
のではなく、あくまでも両者の「平等」な関
係へと移行する一里塚でなければいけない。

そうして、トッカビの教育は「対等」な関係を
構築する実践、国籍条項撤廃運動は「平等」な関
係を創出する実践であったと序章で整理をし、第
1章以降でトッカビの 50年を歴史順に振り返り、
最後の第 12章で今後の展望を示した。
私は在日朝鮮人が集住する神奈川県川崎市南

部／臨海部の地域史を学んでいる。そこにも＜草
の根から創られる多文化共生＞があり、八尾にお
けるトッカビのように、地域における多文化共生
を下支えしてきた団体がある。社会福祉法人青丘
社という団体である。青丘社はトッカビが発足し
た 1年前の 1973年に設立され、以降 50年にわた
り実践を積み重ねてきた。そこで以下では、八尾
の多文化共生の特徴を、川崎との比較ならびに関
係という観点から指摘していきたい。
本書の 2章で詳述されているように、トッカビ

の実践は、八尾市内のある被差別部落で始まった。
そこでの部落解放運動は 1965年に始まったが、そ
れは以前に作られた（自動車運転免許の取得支援、
公営住宅、「更生資金」の貸付など）の「要求者組
合」がもとになった。そこは日本人と朝鮮人の共
住地であり、こうした初期の部落解放運動には朝
鮮人も参加した。ところが朝鮮人は外国籍者であ
るという理由でこの運動の獲得物を日本人と同じ
ようには得られなかった。社会サービスの受給に
は「国籍条項」があったからである。こうした経
験は、朝鮮人による朝鮮人のための実践の必要性
を認識させることになり、トッカビの発足の一つ
の重要な背景になった。

書評

鄭栄鎭編著、特定非営利活動法人トッカビ企画
『草の根から「多文化共生」を創る―当事者が語
るトッカビの運動と教育』

〔明石書店、2023年〕

加藤恵美（帝京大学）
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トッカビは子ども会活動に始まるが、そうした
活動を始めたのは、朝鮮人の高校生たちであった。
「国籍条項」のあった「解放奨学金」については、
「市が独自に財源を組んで支給させる制度」が勝ち
取られ、その奨学生の集まりである「部落解放高
校生友の会」に、朝鮮人の高校生も参加するよう
になった。彼らは部落差別に関する学習会を重ね
るうちに、当時の地元で問題になっていた「非行」
の原因が「民族差別」にあると認識するようになっ
た。そうして高校生たちは、部落解放運動の文脈
で朝鮮人が日本人に「同化」し闘うのではなく、朝
鮮人が朝鮮人として闘えるように「自分たちの弟
妹たち」のための子ども会活動を始めた。
このようにトッカビの発足には部落解放運動が

大きな影響を与えたが、他方の川崎の臨海部地域
（桜本）における青丘社の設立は違った。桜本は被
差別部落ではなく、東京湾の埋め立て地に集積し
た工場群の労働者として、朝鮮半島など「国外」か
ら、そして国内の農村部などから移住した人びと
により形成された。ここでの青丘社の実践は、朝
鮮人のエスニック教会（在日大韓基督教会（KCCJ）
川崎教会）によるそれまでの奉仕活動に、学生運
動／市民運動の参加者らが地域外から移住し加
わったことにより始まった。八尾と桜本の二例か
らだけでも、多文化共生の始まりには地域的な特
徴があることがわかる。＜草の根から創られる多
文化共生＞の多様性が示唆される。
トッカビと青丘社は、1974年に設立された「民

族差別と闘う全国連絡協議会（民闘連）」のネット
ワークにより 70年代末に繋がった。本書の第 6章
では、トッカビが民闘連に参加した経緯が詳しく
述べられている。民闘連の当初の運営は、KCCJの
ネットワークに頼るところが大きかった。そのた
めトッカビは「宗教的束縛」を懸念し、すぐには
このネットワークに加わろうとしなかった。しか
し、やがて志を同じくする「仲間」のネットワー
クに加わることで得られる広い視野に利点を見出
すようになり、1980年 11月には民闘連の全国交

流集会を八尾で開催、その後は関西地方の民闘連
運動の牽引役として中心的な役割を担うように
なった。

1981年にトッカビが「安中青少年会館分室」と
して子ども会活動の行政保障を得たことが、「トッ
カビの運動の重要な成果」として第 7章で触れら
れている。これにより、トッカビは安定的な活動
予算と活動拠点を得た。こうしたトッカビの「成
果」は、青丘社の運動の重要な展開を触発した。青
丘社の現在の実践の主要拠点である「川崎市ふれ
あい館」は、1982年 9月に「青少年会館」の建設
に関する要望書を川崎市に提出したことにはじま
る難交渉を経て、1988年に設置された公共施設で
ある。こうした事実からは、民闘連が＜草の根か
ら創られる多文化共生＞のブレイクスルーを助け
たことがわかる。
最後に、鄭栄鎭のいう「社会構造」における「平
等」についてである。現在の「外国人」は在留が
正規か非正規か、あるいはどの在留資格を持って
いるかによって区別され、また日本国籍を有する
海外出身者も増えていることから、「国籍条項」は
「外国人」にとっての中心的課題でなくなりつつあ
る。参政権と公務就任権には、いまなおすべての
外国人に「国籍条項」が残っているが、両争点を
めぐる地域レベルの「運動」が盛り上がったのは
1990年代後半が最後である。
日本の「社会構造」は「平等」ではない。鄭栄

鎭が最後の 12章で述べているように、今でも「日
本社会で外国人として生きることは、さまざまな
場面で緊張を強いられる」。日本名を名乗る「外国
人」が多いのはそのひとつの現れである。彼は本
書を誰もが「自分のルーツを肯定できる」社会を
日本人と共につくりたいという願いで締めくくっ
ている。私も同感である。「自分のルーツを肯定」
という指標は、「社会関係」の「対等」性を示すも
のでしかないかもしれないが、「平等」への「一里
塚」にはなりうる。本書がそうした願いを共有す
る人たちの手に届いてほしい。
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「冬ソナ」以降の韓国ドラマ研究
本書は「主に、2010年代以降に韓国で制作され、

第四次韓流で（再）注目されるようになったドラ
マ」（8頁）について、社会学や文化研究の理論か
らアプローチしたものである。本書でも述べられ
ているように日本において韓流は 2003年冬の「冬
のソナタ」（以下、「冬ソナ」）から始まった。もち
ろん、その前の 1990年代にも韓国ドラマはコンテ
ンツの限られた日本の放送局の深夜番組枠で放映
され、とりわけ地方放送局では繰り返し放映され
ることもあった。2002年サッカー日韓ワールド
カップの際には日韓の放送局が共同でドラマを製
作することや両国の俳優がどちらかのドラマに出
演することもあった。しかし、社会的に「ブーム」
を引き起こしたのは「冬ソナ」以降である（10 ⁻ 11

頁）。
この 20年余りの時間の流れのなかで、日本では
数回の韓流ブームがあり、ドラマだけではなく、
K-POPや K-FOODなども含む K-カルチャが日常
生活に定着した。この間のもっとも大きな変化は
映像コンテンツをめぐる視聴、配信環境で起きた
ものであろう。『冬ソナ』がブームを引き起こした
ときに韓国ドラマを研究しようとする研究者は放
映時間に合わせ、個別の記録媒体に依存するしか
なかった。日本でドラマを研究することは時空間
の制約を伴うものであった。
こうした状況を打破したのがネットフリックス

やディズニー＋、APPLE　TV＋、Huluなど定額
制の動画配信サービス（以下、SVOD1））の登場で

ある。このような SVODは数年間我々の日常を
奪っていたが、あいにくドラマ研究に大きな発展
をもたらした。とりわけ、本書のように韓国ドラ
マを「社会学と文学研究からのアプローチ」から
見ていこうとすると、SVODの存在はとても大き
いものとなる。例えば、本書の第 6章で対象とし
ているドラマ『ザ・グローリー』はネットフリッ
クス製作のオリジナルドラマなので製作環境の変
化を見ていく上でもこの SVODは欠かせないもの
となっている。
そして、韓国映画やドラマを様々な視点からと

らえようとする試みも「冬ソナ」時代に比べると
急増している。最初は主にジェンダーの視点やメ
ディア論、社会学など様々な研究分野から韓流と
いう大きな枠組みを語っていた 2）。今はこの時よ
り細分化された K-POPやドラマ、食べ物、映画、
ファッションなどで多くの研究が蓄積されつつあ
る。本書はこうした研究の流れに位置づけられる
ものである。

ドラマへのアプローチ
では本書ではドラマをどのようにみようとして

いるのか。ここでは単に「韓国ドラマを観る、楽
しむ」ものではなく、「どのようにすれば」深読み
できるかを丁寧に「解説」している。著者の一人
である山中も述べているように「韓国ドラマを韓
国の現実そのものというよりは、韓国の人々が現
実を生きる中で生み出してきた想像力のありかた
として、彼らの『思考』や『嗜好』、さらにはこう

書評

平田由紀江、森類臣、山中千恵『韓国ドラマの想
像力　社会学と文化研究からのアプローチ』

〔人文書院、2024〕

梁仁實（岩手大学）
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ありたいと願う『理想』をあらわすものとして、読
み解いていく」（17頁）本である。
この想像力はドラマのなかにある「想像」の世

界を指すものでもあり、日本のオーディエンスに
は韓国社会という見知らぬ世界を覗くために必要
なものでもある。本書ではこれを「境界を越える
想像力」「格差をめぐる想像力」「権力を問い直す
想像力」「“ つながり ” への想像力」の 4部に分け
てカテゴライズしている。まず、「境界を越える想
像力」はロボットや AIと人間との境界を問うこと
から始まり、南北の分断と境界、食のリスクと食
べないことへの選択の問題からゾンビドラマにま
で触れる。南北の分断という日常を生きている朝
鮮半島の人々とその状況に対する想像力、また SF

ドラマやゾンビものを見るオーディエンスにこそ
働かされるべき想像力についてここでは問うてい
る。
「格差をめぐる想像力」では教育や世代格差を扱
う近年のドラマを取り上げており、学校現場でこ
れらの格差がどのように「いじめ」という現象で
現れているか韓国ドラマを取り上げながら分析し
ている。次の章は「権力を問い直す想像力」であ
る。ここでは「政治」権力や官僚制、軍事文化を
取り上げる。最後のパートは「“つながり ”への想
像力」として「『おじさん』たちのロマン」と「『母』
をめぐる表象」について取り上げている。
しかしながらこの 4つの構成で取り上げられて
いるドラマはほかの章の事例にしてもいいほど韓
国ドラマ全体を代表するものでもある。例えば、第
10章で「『おじさん』たちのロマン」として取り
上げられている『マイ・ディア・ミスター』は第
5章の「世代をあらわすもの」と第 3章の「『食べ
る』ものの快楽とリスク」の範疇にも入る。韓国
ドラマには SVOD、地上波や総合編成チャンネル
などの制作局の規模と相違、8話から 36話や 40話
にいたるドラマの長さの相違、日常を扱うテーマ、
それぞれの作家に関係なく、境界を越え、格差問
題を扱い、権力や政治とかかわる要素が一本のド
ラマに凝縮されている。韓国社会における今まで
の「社会規範や思い込み」はドラマが発揮する想

像力によって少しつつ「その力を失いつつある」
（186頁）。韓国ドラマの想像力は社会を「よりよ
い方向に変えるために」（154頁）発揮されてきた
のである。

これからのドラマ研究へ向けて
日本における韓国ドラマのオーディエンスは

ネットフリックスユーザーが圧倒的に多かった
が、近年はほかの媒体も増加しつつある。2024年
1年間日本で見られたコンテンツを調査した日経
の記事 3）によると、日本で最も多くみられた SVOD

のコンテンツ 1位は韓国ドラマ『涙の女王』
（2024,tvN,16話）で依然としてネットフリックス
配信であったが、3位に入った『私の夫と結婚し
て』（2024,tvN,16話）はアマゾンプライムのもの
であった。さらに韓国で人気のあったドラマで、
2024年日本で公開された作品だけを見てみても、
『庭のある家』（2024,ENA,8話）は Huluで、『ソン
ジェ負って走れ』（2024,tvN,16）は U・NEXTで、
『オク氏婦人伝⁻偽りの身分真実の人生⁻』（2024, 

JTBC, 16話）も U・NEXTのようにそれぞれ異な
る媒体での配信である。ここで取り上げたものは
ごく一部であり、さらに多様なツールを通して多
くの韓国ドラマが日本で配信されている。こうし
た SVODの多様性が韓国ドラマ研究にどのような
影響を及ぼすか注目されるところである。これか
ら本書の後続編を期待する所以でもある。

注
1） Subscription Video on Demandの略字。韓国では同

サービスのことを OTT（On the Top）と呼ぶ。
2） 「冬ソナ」ブーム直後にはカルチュラル・スタ
ディーズの視点から毛利嘉孝 編（『日式韓流 : 「冬
のソナタ」と日韓大衆文化の現在』2004年、せり
か書房）、社会学から石田佐恵子編（『ポストメディ
アの社会学』2007年、ミネルヴァ書房）、ジェン
ダー論からは林香里（『「冬ソナ」にハマった私た
ち : 純愛、涙、マスコミ…そして韓国』2005年、文
春新書）や山下英愛（『女たちの韓流』2013年、岩
波新書）などの研究が出た。

3） 「特集 1　2024年ヒット総まくり　SVOD　定額制
動画配信」『日経エンターテインメント』2025年 1
月号、63頁
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本書は、大阪と神戸、阪神間地域について、都
市社会学・地域社会学などの観点から分析した論
文集である。目次は以下の通りである。

序章　阪神都市圏と近代（川野英二）
第 1章　巨大都市大阪の形成と地域社会構造（佐
賀朝）
コラム　大阪の政治・社会運動―ある労働者の
視点から（櫻田和也）
第 2章　大阪と在日コリアン（伊地知紀子）
第 3章　生野区の在日朝鮮人高齢者の生活状況と
ネットワーク、健康―日本人高齢者との比較の
観点から（川野英二・伊地知紀子）
コラム　 ヶ崎（白波瀬達也）
第 4章　パリ大都市圏 SIRS調査と「大阪市民の社
会生活と健康に関する調査」（川野英二）
第 5章　大阪の都市分極化と不安定化（川野英二）
第 6章　居住地特性からみる助け合いの盛んな地
域の条件（赤枝尚樹）
第 7章　大阪市民のつながりと幸福・精神的健康
（片桐勇人）
第 8章　大学進学と格差・不平等（藤原翔）
第 9章　大阪市民の貧困観と近隣効果（川野英二）
第 10章　生活保護受給者の社会的孤立（長松奈美
江）
第 11章　居住地に由来する差別と健康（田淵貴
大）
第 12章　肝炎ウイルス検査の受検状況と関連因
子―大阪健康調査における公衆衛生・疫学の視

点（福島若葉）
コラム　大阪の社会調査、神戸・阪神間の社会調
査（川野英二）
第 13章　高度経済成長と西宮―石油コンビ
ナート誘致問題をめぐって（中村征樹）
第 14章　阪神間住宅地形成史（定藤博子）
コラム　キリスト教学校からみた阪神都市圏（赤
江達也）
第 15章　ネグレクトされたボランティア元年
―被災都市神戸・仙台の比較から（菅野拓）
コラム　原口忠次郎、宮崎辰雄による神戸市政
―総体的な再評価に向けて（林昌宏）
第 16章　戦後神戸、バラック街の生成と消滅の論
理（本岡拓哉）
コラム　「波止場」の景観と記憶―もうひとつの
阪神間都市論に向けて（原口剛）
コラム　海港都市神戸の形成と被差別部落（齋藤
直子）
第 17章　在日ベトナム人が紡ぐ神戸・長田の物語
（野上恵美）

序章を合わせて計 18章に 7つのコラム、480頁
超の浩瀚な書籍である。目次を見るだけでも、か
なり幅広いトピックが網羅されていることが分か
る。すべての章を検討することは難しいので、以
下、重要だと思った点について述べたい。
阪神都市圏は日本第二の大都市地域である。本

書は大阪と神戸、阪神間の工業化、都市化に焦点
をあてる。阪神都市圏とは、大阪市、神戸市、阪

書評

川野英二編『阪神都市圏の研究』
〔ナカニシヤ出版、2022年〕

韓光勲（梅花女子大学文化表現学部専任講師）
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神間の自治体を含む地理的範囲を指す。雇用の不
安定化や都市回帰、ジェントリフィケーションと
いった現象は、阪神都市圏の文脈ではどのように
捉えることが可能なのか。本書は政策提言を目指
すものではなく、「提言以前の基礎的研究」である
（16頁）。本書の最も重要な特徴といってよいだろ
う。
本書が扱う大阪市あるいは大阪府といった地域

は、2010年代の大阪維新の会の登場以降、政策論
争が激しい地域である。本書はそういった政策論
争とは距離をおいて、阪神都市圏をあるがままに
見ようとする研究である。ただ、「あるがままに見
る」のは、言うは易く行うは難しである。
第 3章から第 12章まで、都市の分極化や不安定

化、助け合い、つながりと幸福・精神的健康、格
差・不平等、貧困、居住地差別、公衆衛生など、幅
広いトピックの分析が行われている。社会調査の
設計は非常に緻密で、複雑な統計的手法が用いら
れている。大阪市民に対してぼんやりと抱いてい
たイメージがある面では符合していたり、またあ
る面では鮮やかに覆されたりして、読んでいて非
常にスリリングであった。
評者は大阪市で生まれ育ち、現在でも住んでい

るので、大阪市内の地理や歴史、地域的特徴といっ
た点についてはある程度知っているつもりでい
た。だが、評者の知識は、あくまでメディア報道
の刷り直しや偏見に過ぎなかったのだと痛感させ
られた。
例えば、大阪市は生活保護受給世帯の割合が他

地域よりも高いことが知られている。メディア上
でもよく聞くし、大阪維新の会が政策課題として
取り上げたことで、広く知られるようになった。た
だ、生活保護を受給する人びとはいったいどのよ
うな困難に直面しているのか、あるいはもっと敷
衍して、貧困は人にどのような影響を与えるのか
といった点については、メディア報道を見ている
だけでは分からない。個別具体的なケースの検討
はもちろん重要だが、膨大な事例を統計的に解析
することでしか得られない知見がある。第 10章は
生活保護受給者の孤立と自尊感情を詳細に分析し

ており、生活保護受給者の実態がよく描き出され
ていると感じた。

2011年、大阪市立大学教授（当時）の福原宏幸
を研究代表者として、「大阪市民の社会生活と健康
に関する調査」（大阪健康調査）が実施された。本
書は当初、この調査の成果を公表すべく準備され
たという。第 4章から第 12章は、大阪健康調査を
様々な観点から分析している。これに加えて、大
阪市立大学文学研究科の「都市周縁研究会」、2018

年から神戸・阪神間の研究成果を議論してきた「阪
神間研究会」の研究成果を一つに取りまとめよう
と企画されたのが本書である。
第 13章から第 17章は、神戸・阪神間について
の研究が並んでいる。西宮の石油コンビナート誘
致、住宅地形成の歴史、被災地神戸と仙台の比較、
戦後神戸のバラック街、神戸・長田の在日ベトナ
ム人について論じられている。
評者の専門に近く、特に面白く読んだのは第 2

章、第 3章、第 17章であった。第 2章は、大阪の
在日コリアンに関する研究史を社会調査の視点か
ら手際よくまとめている。大阪市社会部の調査か
ら数えると、大阪の在日コリアンに関してはすで
に 100年近い研究の蓄積がある。最新の調査は、
2017年、大阪市立大学文学部・文学研究科社会学
教室（代表：川野英二・伊地知紀子）によって行
われた調査である。これは 65歳から 84歳までの
外国籍者を含む生野住民に対する量的調査と、対
象者の一部への生活史インタビューを合わせた、
生野区高齢者調査である。その成果は第 3章で詳
しく紹介されている。特に、量的調査はメンタル
ヘルスを従属変数とした分析も行っており、意義
深い。特に、在日高齢者が日本人高齢者に比べて
約 2・7倍うつ傾向になりやすいという研究結果に
は驚かされた（102―103頁）。
第 17章は、神戸・長田に住む在日ベトナム人の

人口統計、移民に至った歴史的経緯、労働、生活
について、幅広く論じている。在日ベトナム人の
歴史と現状について、長田の在日コリアンの歴史
にも触れながら簡潔にまとめられており、勉強に
なった。
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評者は新聞記者として 2019年から 3年間、神戸
で働いた経験があり、多くの在日ベトナム人を取
材した。新たに日本にやってきた移民 1世特有の
苦難やたくましさ、あるいは移民 2世の日本社会
への適応とそれに伴う葛藤など、在日コリアンと
共通する部分がかなりあると感じた。もちろん、安
易な比較は慎重になる必要はあるが、お互いの立
場から学べる点は多いと思う。在日ベトナム人に
関する研究が在日コリアン研究と並べられている
本書の構成は非常に重要だと感じた。

そのような構成が可能となったのも、「阪神都市
圏」という地理的設定をした本書ならではである。
この地域を社会学の観点から研究する際、この本
は必読書となるだろう。「社会学」と狭く規定する
必要もないかもしれない。人文・社会科学系で、阪
神都市圏に関心を持つ人であれば、今後必ず参照
しなければならない本だといえよう。阪神都市圏
に関する研究としてだけではなく、研究の方法論
的にも、本書は地域研究の一つの到達点を示して
いるからである。



200　　追悼200

滝沢秀樹先生がご逝去された。滝沢先生は、韓
国に社会、経済に関する多数の著書を刊行し、日
本のコリア研究をリードされてきただけでなく、
国際高麗学会の日本支部会長として、世界にコリ
ア・スタディーズを普及してきた学界の雄である。
そんな人物の追悼文を私が書くのはおこがましい
が、編集部の依頼にこたえ、私からみた先生の思
い出を記してみたい。
私が滝沢秀樹先生に最初にお会いしたのは、

1987年 3月。東京の立正大学の専任講師に内定し
た直後であったと記憶している。東京に行く前に
一度ご挨拶がしたいと連絡したところ、「甲南大学
の研究室にきてください」と言われ、初めてお会
いする機会を得た。
当時、私は趙容範氏や朴玄 氏などの「民族経
済論」を提唱していた韓国の研究者や A・G・フラ
ンクや F・カルドーソなどのラテンアメリカの従
属学派の文献を参考にしながら韓国の経済につい
てほぼ独学で研究していたが、大学院時代に大き
な影響を受けた日本人学者の研究は、梶村秀樹『朝
鮮における資本主義の形成と発展』（龍渓書房、
1977年）と滝沢秀樹『韓国民族主義論序説』（影
書房、1984年）の 2冊であった。ともに外勢の強
い影響を受けながら「従属的発展」の途を歩まざ
るをえなかった韓国（朝鮮）経済の問題点を検証
しながら、解放後における韓国の自律的な発展の
途を「民族経済」という形で模索し、歴史形成の
主体を民衆に求めておられた学者である。そんな
滝沢先生から韓国研究についていろいろ質問した

いことがあったが、当時まだ大学院生の私は憧れ
の先生を前にして緊張し、まともな話もできな
かった。
滝沢先生は韓国の経済にとどまらず、韓国の社

会や文化についても造詣が深く、先生の研究室に
は多くの韓国語の文献に加えて、韓国の歌謡曲の
テープが山のように並んでいた。滝沢先生は独学
で韓国語をマスターしたと著書『ソウル讃歌』（田
畑書店）で語っているが、滝沢式ハングル学習法
の基礎は韓国歌謡の丸暗記だったような気がす
る。滝沢先生が歌える韓国歌謡曲のレパートリー
は 500曲あると聞いたことがあるが、これだけた
くさんの歌謡曲に出てくる韓国語フレーズを覚え
れば、韓国語がうまくなるのは当然である。今で
こそ、K-POPにはまる日本人は増加したが、滝沢
先生はそうした韓国歌謡文化の先駆的な受容者で
もあった。
滝沢先生に再会したのは、それから 3年後の

1990年の秋だった。私が大阪市立大学に移籍して
から、滝沢先生が会長を務めておられた国際高麗
学会の日本支部の研究会に呼ばれ発表する機会を
与えられた。博士論文の執筆にとりかかっていた
私は、博論の第 1章を報告させていただいた。こ
のときはじめて滝沢先生と「韓国資本主義論争」に
ついていろいろ議論させて頂き、博論執筆にあた
り多くのヒントを得た。
実は、私が国際高麗学会に入会したのも、この

報告がきっかけであった。高麗学会はソウルや
ピョンヤンのみならず、中国や米国など世界の主

追悼

追悼　滝沢秀樹先生
　

朴一（大阪市立大学名誉教授、摂南大学国際学部客員教授）
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要都市にブランチを持つ国際学会で、数年に一度
開催される世界大会にはコリアン・スタディーズ
を専攻する韓国系の研究者が世界中から集まって
くるが、世界大会においても、滝沢先生は韓国学
をリードする数少ない日本人研究者であった。日
本支部のメンバーも、日本人よりも在日コリアン
の研究者が多かったが、滝沢先生は韓国人（在日
コリアンを含め）の日本人に対する複雑な感情を
いつも意識しながら、研究されていた気がする。お
そらく滝沢先生にとって韓国（朝鮮半島）は、単
なる地域研究の対象でなかったのであろう。そう
した先生のセンシティブな研究倫理は、先生が残
されたいくつかの論稿からも読み取ることができ
る。
例えば、滝沢先生が書かれた論考（『歴史として

「東アジア近代研究のパラダイム～安秉直教授に
敢えて問う」『アジアの中の韓国社会』（お茶の水
書房、2000年）の中に次のような文章がある。
「韓国がかつて自主的近代化に失敗した歴史
を持つとすれば、韓国の学者にとっての主た
る課題は、なぜ韓民族にそうした主体的力量
がたりなかったのかを解明するところに置か
れるであろうが、日本の学者の場合は、なぜ
自民族が隣国の近代化を妨害することになっ
たのかを、当時の歴史的条件のもとで客観的
に解明しようとすることが、第一義的課題に

なるべきであろう」（滝沢『アジアの中の韓国
社会』お茶の水書房、2000年、172頁）。

こうした滝沢先生の言葉は、韓国植民地化に対
する日本人研究者の贖罪意識が読み取れるが、滝
沢先生は、無分別な贖罪意識を超え韓国人と対等
な地点にたって議論しようとしていた稀有な研究
者であった。当時、いわゆる韓国経済史研究の第
一人者であった安秉直先生が「植民地近代化論」肯
定派に転向するにあたり、その問題点を正面から
批判できたのは、滝沢先生とアン先生が国籍や民
族を超えて、研究者として互いに尊敬し、つよい
信頼関係があったからではないだろうか。日本に
はたくさんの韓国研究者がいるが、歴史認識をめ
ぐり日韓の葛藤が拡大再生産されるなかで、先生
ほど韓国や北朝鮮の研究者から尊敬され、信頼さ
れた研究者はいなかったのではないか。
滝沢先生のカラオケ十八番はヘウニの「第三漢

江橋」だった。先生はスナックでこの歌を好んで
歌っておられたが、曲の中の「昨日初めて会って
愛し合い、私たちは一つになりました」の歌詞を
気に入っておられたようだ。天国で再会できたら、
もう一度、滝沢秀樹の「第三漢江橋」を聴いてみ
たい。あのニヤッとした顔で歌う先生の横顔を思
いうかべながら、追悼の辞を終えたい。謹んでご
冥福をお祈り申し上げます。
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去る 4月 6日、私にとっては恩師ともいうべき
滝沢秀樹先生（以下、単に「先生」とさせていた
だく）が亡くなられた。先生との御縁は 30年以上
も前にさかのぼる。1990年、私は友人（鄭章淵）
との共著『現代韓国への視点』（大月書店）を刊行
している。この本の、80年代韓国の民主化過程を
めぐる私の議論を、「近年きわめて注目すべきユ
ニークな発言」（滝沢秀樹『韓国の経済発展と社会
構造』御茶の水書房 1992年）として取り上げてい
ただいたことが、先生にお目にかかるきっかけと
なった。
『韓国の経済発展と社会構造』は先生の単著とし
て 7冊目の本であり、1988年に刊行された『韓国
社会の転換』（御茶の水書房）では「アジア・太平
洋賞」を受賞するなど、先生はその頃すでにコリ
ア研究の押すに押されぬ第一人者となっていた。
駆け出しの研究者に過ぎなかった私にとって、い
わばそういう「大御所」の目に留まって、批判的
にとはいえ、論じていただいたことに心弾む思い
がしたことをいまも覚えている。
その頃の私の考え方は、一言でいうと、1987年
の「6月民主抗争」にいたる韓国の政治社会の変
動を「市民社会の胎動」という視点で捉えること
にあった。いまではなんの変哲もない月並みな見
方であるといえるが、その頃のマルクス主義を含
む進歩的な韓国研究や「運動圏」の主張では、社
会変革の主体を「階級」や「民族」、もしくは「民
衆」といったコンセプトで捉えるのが支配的だっ
た。私の議論についても「修正主義」という批判

や、「韓国に市民社会などあろうはずがない」と
いった揶揄さえ聞かれた。
先生は東京大学で学び、戦後日本の代表的な経

済史学者である大塚久雄の「弟子」であることを
自認されていた。研究者としての歩みも日本蚕糸
業の実証研究（『日本資本主義と蚕糸業』未来社、
1978年）から始めている。先生が大塚史学の「近
代的人間類型」や「エートス」といった人間像の
議論を韓国研究にどのように援用されようとして
いたのかは、私のような門外漢には分からない。し
かし、先生は、当時ではまだ根強かった「唯物史
観」流の法則論的な世界理解に異議を唱え、社会
変革を内在的に支える「個別・具体的」（『韓国の
経済発展と社会構造』）な人間像を粘り強く模索さ
れていて、そういう問題意識から私の拙い議論に
も関心を寄せられたのかもしれない。
ともあれ、そういう機縁もあって、私がまだ東

京にいた 90年代の初めの頃から勉強会の講師と
して呼んでいただくなどで、お付き合いをさせて
いただいた。ちょうど、国際高麗学会の立ち上げ
の時期でもあり、先生は学会活動を軌道に乗せる
べく力を尽くされている時期だったのかもしれな
い。1994年、私が立命館大学に赴任するようになっ
てからは、高麗学会の研究会や関連行事でいっそ
う先生にお目にかかる機会が増えた。東京育ちで
京都はもとより関西にはほとんど縁もゆかりもな
かった私にとって、先生をはじめ高麗学会の皆さ
んとの交流は掛け替えのないものとなった。1997

年、国際高麗学会本部の会長をされていた先生が

追悼

滝沢秀樹先生を偲んで
　

文京洙（国際高麗学会日本支部理事）
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日本支部の代表に就かれ、私は、1年間の済州島
での学外研究から戻った 2000年、先生のあとを継
いで日本支部の代表となった。先生ご自身は、そ
の頃を回想されて次のように語っている。

「そしてそのあと、文京洙先生に代表をお願い
しました。お願いするときに心に思っていた
ことは、決して先生がやろうとしておられる
ことに対して不平不満を言わないということ
です。その頃以降は日本支部と本部の関係は
良い方向に変わってきただろうと思います」
（「国際高麗学会日本支部創立 30周年を迎え
て―記念座談会　学会の歩みとこれからの
10年」『コリアン・スタディーズ第 9号』2021

年）。

いまにして思えば、本部の会長と日本支部代表
を歴任されながら、南北朝鮮はもとより、中国、ア
メリカ、ヨーロッパなど世界をまたぐ学会の運営
に先生は相当に苦慮されていたようであった。私
は、そういう難題はほとんど意に介せず、先生の
お気遣いのおかげで、いわば「温室」のような環
境で 5年間、楽しく？　代表の務めを終えて、朴
一理事に代表の職責をバトンタッチすることが出
来た。学会のためになにか特別なことが出来たわ
けでもなく、いまになってその頃のことを思うと
感謝の気持ちとともに、申し訳なかった、との思
いが交錯する。
学会の活動でお世話になったことに加えて、

2006年に取得した私の学位についても大変、ご迷
惑をおかけした。立命館大学の学位支援制度によ
る助成で出版した『済州島現代史　公共圏の死滅
と再生』（新幹社）による学位取得だった。その頃、

先生が教 をとられていた大阪商業大学大学院の
地域政策学研究科へのいわゆる論文博士（乙号）の
申請ということで、先生に主査として審査を引き
受けていただいた。大商大とは何のゆかりもなく、
まったく恥知らずのお願いだった。

2005年の秋頃だったかもしれない。学位の公開
審査（といっても参加者は先生と副査の先生のみ）
が東大阪の大商大であり、その帰り道、先生の行
き付けのカラオケ・スナックで、二人で酒を酌み
交わしながら韓国の歌に興じたことが今でも忘れ
られない。先生はカラオケ好きで、主に韓国の演
歌（トロット）であったが、そのレパートリーは
実に幅広い。その歌いぶりはいつもコリアとコリ
アンへの深い思いを滲ませていた。
日本経済史の研究から韓国の経済社会の研究、

さらに 2000年代には中国朝鮮族にも深い関心を
注がれ、遺された著書は 18冊にも及ぶ。このけた
外れに大きな業績とコリアンへの思いを、多少な
りとも未来につなげることを、先生への恩返しと
して私なりの務めとしたい、と考えている。
先生は敬 なクリスチャンでもあり、大阪生野

での告別式（4月 5日）もキリスト教式で執り行
われた。私はクリスチャンではないが、司式を務
められた申英子牧師（日本基督教団西九条ハニル
協会）の式辞が深く心に残った。申牧師は、「死者
の復活」の意味を、死者への思いが私たちの心に
宿り続けることとして説かれ、「コリント人への手
紙 15章」の次の一節を示された。

死は勝利に飲み込まれた。
死よ。お前の勝利はどこにあるのか。
死よ。お前のとげはどこにあるのか。
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◉第18回 理事会　
日　時：2024年 6月 7日（金）16:00～ 17:00

会　場：北海道大学学術交流会館＋オンライン　　　　　

◉国際高麗学会日本支部　第27回学術大会 
日　時：2024年 6月 8日（土）10:00～ 17:00

会　場：北海道大学学術交流会館＋オンライン

【第一部】 10:00～ 12:00

◎自由論題発表 第 1部会
1．大橋利光（東京大学大学院）「槿友会の結成初期における運動の性格の再検討」
2．岡﨑享子（立命館大学）「在日朝鮮人詩人金時鐘が描く海と故郷」
3．전철후（원광대학교）「한국사회의제노사이드（genocide）, 그평화적상상력」
4．韓光勲（大阪公立大学大学院）「震災・美談・記憶－関東大震災時に朝鮮人を救った大川常吉署
長の逸話をめぐって」

◎自由論題発表 第 2部会
1．趙基銀（立教大学）「日韓連帯－日本カトリック教会に焦点を合わせて」
2．古屋敷一葉（同志社大学大学院）「「正平協」の日韓連帯活動　1970年代を中心に」
3．韓昇熹（東京外国語大学）「日本人の立場から考える民族教育擁護運動－日本朝鮮研究所の民族
教育擁護運動を中心に」

4．山口祐香（日本学術振興会）「実践としての「朝鮮」研究：1970年代京大人文研の活動を手がか
りに」

◎自由論題発表 第 3部会
1．崔琳（上海外国語大学）「越境を生きる高齢期の女性における文化活動の民族的意義－京都市と

大阪市の民団系在日コリアンを事例に－」
2．朴根好（静岡大学）「韓国の輸出指向工業化と「韓米輸出振興協議会（EPSC）」の役割－ 1960年
代後半の奇跡的な輸出成長を考える－」

3．文光喜（愛知朝鮮学園）「朝鮮は戦争をするのか－統一政策転換の真意－」
◎自由論題発表 第 4部会
1．具本愚（大阪大学大学院）「チマチョゴリにみる在日コリアンのアイデンティティの変化 －ポス
ターの造形分析を通して－」
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2．孫長熙（大阪大学大学院）「1950-60年代の「アリラン」関連レコードから捉える戦後日本の朝
鮮観」

3．劉國強（明治大学大学院）「美学への探求：1960 年代における朝鮮半島の絵画作品を中心に」
4．劉賢国（筑波技術大学）「訓民正音の文献刊行に適用された木版、金属活字、木活字のタイポグ
ラフィ」

◎第 28回 総会 12:00～ 12:30

【第二部】 13:00～ 17:00

シンポジウム「日韓連帯とは何だったのか、何を生み出したのか－その基層にあるもの」
〔基調講演〕
玄武岩（北海道大学）「「親密性」からみる〈日韓連帯〉－トランスナショナルな運動文化へ」
〔パネリスト報告〕
櫻井すみれ（東京大学大学院）「指紋押捺拒否運動に参加した日本人」
全ウンフィ（大阪公立大学）「ウトロ地区にみる日韓連帯－交差する生身の人間の軌跡」
李昤京（立教大学）「偶然と偶然が重なり必然に、そして運命へ：元日本軍「慰安婦」問題解決連

帯運動における文玉珠と森川万智子の因縁」
〔コメンテーター〕
松田素二（総合地球環境学研究所）
金友子（立命館大学）
司会：伊地知紀子（大阪公立大学）

◉人文社会研究部会
第105回人文社会研究部会
日　時：2024年 7月 27日（土）14:00

会　場：立命館大学いばらきキャンパス
タイトル：書評会『「発見」された朝鮮通信使 在日朝鮮人歴史家・辛基秀の歴史実践と戦後日本』
登壇者：山口祐香（日本学術振興会）
書評者：韓光勲（大阪公立大学大学院）
　　　　大和裕美子（九州共立大学）

第106回人文社会研究部会　※合同研究会

◉科学技術研究部会
第87回科学技術研究部会　
日　時：2024年 3月 2日（土）10:00～
会　場：オンライン
タイトル：「運動誘発性高体温の中枢制御機構：視床下部 Xニューロンの関与」
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報告者：姜悠杏（筑波大学）

第88回科学技術研究部会　※合同研究会

第89回科学技術研究部会
日　時：2025年 3月 23日（日）16:00～
会　場：オンライン
タイトル：「ウェアラブルセンシングによる空手の技術向上のための動作解析手法」
報告者：金宏潤（神戸大学）

◉人文社会研究部会・科学技術研究部会　合同研究会
日　時：2025年 3月 1日（土）14:00～ 17:00

会　場：大阪公立大学梅田サテライト＋オンライン
報告者：1．  石川亮太（立命館大学）「日本人生物学者による朝鮮産海藻調査－岡村金太郎を中心に」
　　　　2．  任正爀（朝鮮大学校）「朝鮮科学史の主要文献－洪以燮『朝鮮科学史』刊行 80年に際

して－」
　　　　3．文鐘聲（畿央大学）「在日コリアン超高齢者・百寿者の健康と QOL」

◉博士論文報告会
日　時：2024年 12月 15日（日）13:30～ 18:00

会　場：キャンパスプラザ京都＋オンライン
報告者：1．  金汝卿（同志社大学）「在日朝鮮人女性の＜生きる方法＞：朝鮮学校のオモニ会におけ

る母親性と交差性」
　　　　 　コメント：河かおる（滋賀県立大学）
　　　　2．  金秀 （大阪公立大学）「Cultural Globalization and Filmmaking Sojourners:Transnational Film 

Co-production in East Asia」
　　　　 　コメント：森類臣（摂南大学）
　　　　3．  大槻和也（大阪公立大学）「梶村秀樹の在日朝鮮人論－社会運動と研究との往還関係」
　　　　 　コメント：鄭雅英（立命館大学）
　　　　4．権太杰（大連大学）「北満洲における日本の朝鮮人統制政策（1905～ 1945）」
　　　　 　コメント：田中隆一（立命館大学）
司　会：金智英（神戸松蔭女子学院大学）
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国際高麗学会日本支部学会誌『コリアン・スタディーズ』　投稿規定

1．投稿資格
国際高麗学会日本支部は、学会誌『コリアン・スタディーズ』を年 1回発行する。掲載される原稿は、朝鮮
半島および朝鮮民族に関するあらゆる分野の学術的な論文、研究ノート、書評論文、キルチャビ、書評である。
論文、研究ノートについては、国際高麗学会日本支部会員は自由に投稿できる。投稿については、寄稿規定並
びに執筆規定を熟読すること。ただし、当該年度までの会費納入を要する。投稿論文は常時受け付ける。また、
編集委員会で企画する特集については、非会員にも寄稿を依頼することがある。

2．各論文の種別
a. 論考：編集委員会で決定した特集テーマにより、編集委員会からの依頼によって執筆されたもの。
b. 投稿論文：研究の対象・方法あるいは結果に独創性や新規性を有し、既存の研究・学術知に対し新たな知
見を示し、「コリア学」の発展に期するもの。掲載にあたっては査読を要する。なお、査読の結果、「研究
ノート」としての掲載を求めることがある。

c. 研究ノート：研究の中間報告の水準であるもの。あるいは、独自の学術研究、調査、事例などをまとめた
もの。掲載にあたっては査読を要する。

d. キルチャビ：独自の学術研究、調査、事例などをまとめ、独創性、有用性などから会員が広く関心を持つ
と思われるもの。

e. 寄稿：上記に含まれないが、編集委員会が掲載を認めたもの。

3．投稿条件
投稿される原稿は、未発表の書き下ろし原稿のみとする。同一原稿を『コリアン・スタディーズ』以外に同
時に投稿することはできない。

4．審査
寄稿された原稿を掲載するか否かは、別途定める査読規定に基づいて編集委員会で審査の上決定する。

5．使用言語
本文は日本語のみとし、注および参照文献に限り外国語を使用できる。要旨およびキーワードは日本語およ
び英語とする。

6．枚数
原稿枚数は 400字詰め原稿用紙換算で 50枚以内とし、本文（タイトル、氏名含む）、注、参照文献、図表を
含めたものとする。論文には、日本語要旨、英語要旨およびキーワード（日本語および英語）を付けることと
する。ただし、いずれも枚数には含まない。枚数を超過した場合、審査対象としないこともあるので、下記を
確認すること。
論文 50枚以内＋日本語要旨（400～ 800字）、英語要旨（800～ 1000語）＋キーワード（日本語お

よび英語）
研究ノート 50枚以内
キルチャビ 20枚以内
書評 5～ 15枚

7．投稿形式
投稿は原則として電子文書とし、マイクロソフト・ワード形式かリッチテキスト形式で作成したものを投稿
規定 10にある提出先の E-mailアドレスに送付すること。図表や写真は可能な限り本文中に挿入すること。マ
イクロソフト・ワード形式かリッチテキスト形式以外での提出については、投稿規定 10にある問い合わせ先に
連絡すること。必要に応じて印刷された原稿の郵送を求めることがある。
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8．校正
校正は原則として著者校正のみで、内容のみならず、投稿規定および執筆規定に則った形式に訂正すること
も校正作業に含まれる。審査により採用決定となった後に行われる初校段階での誤植以外の修正は原則として
認めない。なお、再校は初校段階の訂正を確認するだけの作業となる。

9．原稿の保管
投稿原稿の保管や取り扱いについては編集委員会が責任を負う。

10．提出先および問い合わせ
投稿原稿の提出および問い合わせ先は以下のとおり。
　　国際高麗学会 日本支部事務局　E-mail　isksj@isks.org
また、執筆申込書、執筆規定等は以下に掲載する。
　　『コリアン・スタディーズ』Webサイト：https://isks.org/japan/koreanstudies

11．著作権
投稿された原稿の著作権は国際高麗学会日本支部に所属するが、原著者が『コリアン・スタディーズ』に掲
載された当該論文を自著作の単行本や論文集に再掲載することは妨げない。

12．オンラインでの公開について
『コリアンスタディーズ』は、学会ホームページ（https://isks.org/japan/koreanstudies）上でオープンアクセスに
て公開する。執筆者は、そのことを承諾のうえで投稿すること。

 （2022年 6月 2日）

国際高麗学会日本支部学会誌『コリアン・スタディーズ』　執筆規定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年 6月 19日一部改訂

1．本文
（1）基本用語

a. 原稿は日本語、横書きとする。図表や図版は原稿本文に組み込み、紙幅の制限内に含める。
b. 朝鮮、中国に関わる人名・地名は漢字（日本の現代漢字も可）で表記し、漢字不明の場合はカタカナ
表記とする。欧米由来の度量衡はカタカナ表記とする。

（2）数字
a. 数字はアラビア表記を原則とし、場合に応じて漢数詞を用いる。
b. 年号は西暦を用い、国家・地域固有の年号を使用する際は西暦を（　）で付記する。

（3）見出し
a. 章はアラビア数字で 1．2．3…と表す。「はじめに」と「おわりに」（あるいはそれ等に該当する見出
し）にも数字を振る。「はじめに」は 1とする。

b. 章以下の節は（1）、（2）、（3）の順で表す。
c. 節以下の項は a、b、cの順で表す。
 （例）
 　第 1章⇒ 1、第 1節⇒（1）、第 1項⇒ a

2．キーワード
論文、研究ノートには日英 5語以内でキーワードを付けること。キーワード間は読点ではなくコンマを入れ

ること。
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3．文献引用
（1） 本文や注、図表で文献を表記する際は、編著者の姓（刊行年：ページ）のみ表記し，文献の詳細は参照

文献リストに表示する。朝鮮人の名は姓名とも表記する。編著者名が付いていない刊行物の場合は、発
行機関名を表記する。

 （例）文献全体を示す場合
 　鈴木［2005］，朴統一［2011］によれば・・・
 　文献の一部を示す場合
 　…投票率は低かったとされる［キムハヌル 2012: 11－13］。
（2） 2度目以降の引用でも前掲書・前掲論文、同上書・同上論文などの用語は使用せず、上記（1）のように

表記する。
（3） 新聞・雑誌記事や社説の場合は本文・注・図表に新聞・雑誌名、発行年月日を記した上で、参考文献リ

ストに新聞・雑誌名を入れる。
 　（例）
 　　…保守言論による歪曲は深刻である［『月刊朝中東』2001年 1月］。
 　　…と指導者は発言している［『労働新聞』2012年 4月 16日］。

4．注
（1） 注は、本文の内容について文脈上の解説や言及をする必要がある場合に用いる。
（2） すべて文末注とし、片カッコ付アラビア数字で表示する。
 （例）
 　1）、2）、3）・・・

5．図表
（1） 図表のタイトルは、図の場合は図の下に、表の場合は表の上に付ける。
（2） 刷り上がり 1/2ページ大の場合は 500字分、刷り上がり 1/4ページ大の場合は 250字分として換算する。

6．参照文献
（1） 本文、注記、図表で用いたすべての文献を「参照文献」として本文の最後に一括して表示する。参照文

献とは、本文中または注において引用した文献を指す。
（2） 文献リストは言語ごとに分け、日本語文献は著者名の 50音順、韓国・朝鮮語文献は著者名のカナダラ順

などに並べる。
（3） 参照文献については、著者名・（刊行年）・書名・号数（発行年月日を入れてもよい）・発行所・頁等で示

す。筆者名のある新聞・雑誌記事は雑誌論文と同様に表記し、発行年月日も記入する。
（4） 英文文献の場合、書名はイタリックで表記する。論文名は単行本所収か雑誌所収かに関わらず一律

クォーテーション・マークで括る。
 （例）
 　単行本の場合
 　・朴一（2005）『朝鮮半島を見る眼－「親日と反日」「親米と反米」の構図』 藤原書店、pp.123－125
 　・이광우（2004）『신경과학』 범문사 , pp.153.
 　・  Kim, L. （1997）. Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning.  Boston: Harvard Business 

School Press.

 　論文の場合
 　・  文京洙（2005）「戦後 60年と在日朝鮮人 “国民 ” の呪縛を超えて」『思想』No.980、岩波書店、pp.8

－9
 　・김신일（1991）「교육자치의 당위성과 현실」『교육학연구』Vol21, 교육출판 , pp. 11－18.
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 　・  Min, Pyong Gap. （2001）. “Koreans in New York: An ‘Institutionally Complete’ Community.” New Immigrants in 
New York, edited by Nancy Foner, New York: Columbia University Press, pp.173-200.
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7．論文タイトル
日本語および英語でつけること。



編集後記
今号の『コリアン・スタディーズ』では、投稿論文
のうち、研究論文 6本、研究ノート 2本が掲載されて
います。残念ながら掲載とならなかったものもありま
したが、特にコロナ禍以降、『コリアン・スタディー
ズ』は数多くの投稿をいただいています。編集委員会
はまさしく「うれしい悲鳴」を数年にもわたってあげ
続けているのですが、投稿が多ければ筆者とのやり取
りも増え、さらには当然に査読者も多く必要となり、
これが最大の難問です。突然の査読依頼に困惑された
方もおられるかと思いますが、みなさまのおかげで
『コリアン・スタディーズ』は成り立っています。あ
らためまして感謝申し上げます。また、『コリアン・
スタディーズ』で投稿・掲載されたみなさんが、数年
後には査読者の立場から、あらためて『コリアン・ス
タディーズ』にご協力いただけることを今から期待し
ています。
今号の特集は、第 28回学術大会でのシンポジウム

「日韓連帯とは何だったのか、何を生み出したのか－
その基層にあるもの」をもとに編みました。特集にご
寄稿いただいたみなさま、ありがとうございました。
なお、『コリアン・スタディーズ』編集委員会は、
委員会体制を大きく変更し、少数精鋭となりました。
今号は変更後はじめての編集・発行となります。なに
かお気づきの点がありましたら、ご意見をお寄せくだ
さい。
次号 14号の投稿しめきりは 10月中旬の予定です。

編集委員会が「うれしい悲鳴」を上げ続けられるよ
う、多くの投稿をお待ちしております。 （鄭栄鎭）

『コリアン・スタディーズ』編集委員
鄭栄鎭（編集委員長）

全ウンフィ
洪ジョンウン

韓光勲
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